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平成22年３月９日（火曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成22年度宮崎県一般会計予算

○議案第２号 平成22年度宮崎県開発事業特別

資金特別会計予算

○議案第21号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第28号 包括外部監査契約の締結につい

て

○議案第29号 全国自治宝くじ事務協議会への

相模原市の加入及びこれに伴う

全国自治宝くじ事務協議会規約

の一部変更に関する協議につい

て

○請願第29号 改正国籍法の厳格な制度運用を

求める請願

○請願第30-1号 教育格差をなくしすべての子

どもにゆきとどいた教育を求

める請願

○請願第34号 教育格差をなくし、子どもたち

にゆきとどいた教育・私学助成

増額を求める請願

○県民政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・平成22年度主な組織改正について

出席委員（８人）

委 員 長 髙 橋 透

副 委 員 長 河 野 安 幸

委 員 福 田 作 弥

委 員 萩 原 耕 三

委 員 押 川 修一郎

委 員 権 藤 梅 義

委 員 武 井 俊 輔

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総 務 部

総 務 部 長 山 下 健 次

総 務 部 次 長
土 持 正 弘

（総務・職員担当）

総 務 部 次 長
萩 原 俊 元

（財務・市町村担当）

危 機 管 理 局 長 渋 谷 弘 二

部参事兼総務課長 堀 野 誠

部参事兼人事課長 四 本 孝

行 政 経 営 課 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 西 野 博 之

税 務 課 長 永 田 裕 志

市 町 村 課 長 田 原 新 一

市町村合併支援室長 茂 雄 二

部参事兼総務事務センター課長 柄 本 寛

危 機 管 理 課 長 武 田 久 雄

消 防 保 安 課 長 川 野 直 記

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 黒 田 渉

議 事 課 主 幹 壱 岐 哲 也

○髙橋委員長 ただいまから総務政策常任委員

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。日程案につきましては、お手元に配付のと

おりですが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○髙橋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、当初予算関連議案の審査方法について

であります。お手元に配付している資料、委員

会審査の進め方（案）をごらんください。今回

の委員会は、新年度当初予算の審査が中心とな

りますので、当初予算全体の説明を聞くために、

総務部の審査を先に行い、その後、県民政策部

ほかの審査を行いたいと存じます。また、総務

部及び県民政策部の審査につきましては、長時

間に及ぶことが予想されますので、お手元の資

料のとおり、数課・室ごとに説明、質疑を行い、

最後に総括質疑を行う形にしたいと存じます。

審査の進め方については以上でありますが、こ

のとおり進めることに御異議ありませんか｡

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前９時59分休憩

午前10時０分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました総務部当初予算関

連議案等の説明を求めます。

○山下総務部長 総務部でございます。よろし

くお願いいたします。今回、御審議をいただき

ます議案につきまして、まず、私のほうからは、

お手元に配付しております平成22年度当初予算

案の概要についてと総務政策常任委員会資料に

よりまして、御説明を申し上げたいと思います。

平成22年度当初予算案について御説明いたし

ます。

「平成22年度当初予算案の概要について」の

１ページをお開きください。今回の予算編成の

基本的な考え方であります。平成22年度当初予

算は、昨年の10月に決定いたしました予算編成

方針に基づきまして、財政改革の着実な実行、

平成22年度重点施策の推進、役割分担等を踏ま

えた施策の構築・県民総力戦による実行を基本

方針として検討をしてまいりました。平成22年

度当初予算は、財政改革プログラムの最終年度

として取り組みの徹底を図ること、厳しい社会

情勢のもと、経済や雇用の回復に向けて積極的

に対応すること、県民が将来の夢や希望を持て

るように、地域全体の活力を高めるため、県内

市町村との連携・協働を図りながら、本県の持

つ高い潜在能力を引き出し、最大限活用して、

本県の成長を目指すこととして、「ひかり輝く宮

崎の未来へ～県民総力結集予算」としたところ

であります。なお、編成作業におきましては、

国の施策の見直しや制度改正の動向も逐次、的

確に把握して、適切に対応したところでありま

す｡

２ページをお願いいたします。一般会計当初

予算案の規模は、5,772億6,600万円、前年度比2.6

％の増となります。ページの下のほうにあるグ

ラフを見ていただきますと、予算の規模は、平

成14年度から20年度までの７年間のマイナスか

ら、21年度から２年連続のプラスとなったとこ

ろでございます。

３ページをごらんいただきますと、歳入予算

の特徴であります。まず、自主財源比率は36.2

％と、前年度に比べ0.8ポイント減りましたが、

これは、県税が大幅に減少したことなどによる

ものであります。県税のシェアは2.1ポイント落

ちております。一方、依存財源では、地方交付

税及びその代替財源であります臨時財政対策債

等が増加したことによりまして、0.8ポイントふ

え、地方交付税、県債のシェアもそれぞれ0.3ポ
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イントふえました。

以下、特徴的な事項について、自主財源、依

存財源ごとに御説明いたします。

４ページをお願いいたします。自主財源の状

況であります。真ん中の表をごらんいただきま

すと、まず、県税は、景気後退による企業収益

の悪化等により、法人二税等が減少し、前年度

に比べ95億円、10.9％の大幅な減となっており

ます。21年度も87億円余の減でありましたので、

３年連続で県税のシェアが小さくなっていると

ころであります｡このページの一番下のほうに県

税の伸び率の推移を表にしておりますが、県税

は20年度から減少しておりまして、全国的にも

同様の状況でございますが、本県でも10.9％の

減となっております。なお、国税となりました

地方法人特別税の影響を除きますと、6.1％の減

というところでございます。

上のほうの表に戻っていただきまして、使用

料及び手数料は、高校の実質無償化に伴いまし

て、授業料が減少するために、26億円余の減と

なっております。繰入金は、財源調整のための

基金繰入金は減少いたしましたけれども、国の

臨時的な交付金に係る基金からの繰り入れが大

きく増加をしまして、全体で昨年度より85億円

余の増となっております。

財政調整のための基金につきましては、５ペー

ジの表とグラフをごらんいただきますと、基金

残高の推移ということですが、年度末の残高

は、286億円程度に減少する見込みであります。

６ページをお願いいたします。依存財源の状

況であります。下のほうの表で説明いたします

と、まず、地方交付税は、1,747億5,600万円と

前年度を上回りまして、７ページの上のほうの

表をごらんいただきますと、臨時財政対策債と

の合計でも、前年度に比べまして148億円余の増

となっております。また左側のほうの表に戻っ

ていただきまして、地方譲与税は、地方法人特

別譲与税が平年度化されることなどから、134

億3,700万と大きく増加をしているところであり

ます。地方特例交付金は、児童手当及び子ども

手当特例交付金の増などによりまして、４億円

余の増となっております。国庫支出金は、補助

公共事業の減等により４億円余の減となってお

ります。県債は、先ほど御説明いたしました臨

時財政対策債の増によりまして、41億円余の増

となっておりますが、この臨時財政対策債を除

いた発行額では、公共事業の減等によりまし

て、47億円余の減となっております。

なお、右側の県債の状況というのが上から２

つ目の表とその下にグラフがございますが、平

成22年度末の県債残高は9,410億円、平成21年度

末に比べまして172億円の増となる見込みでござ

いますけれども、臨時財政対策債を除いた残高

では6,696億円と、21年度末に比べて309億円の

減であります。

８ページをお願いいたします。歳出の特徴で

あります。まず、性質別の状況でありますが、

内容につきましては、９ページのほうで御説明

をいたしたいと思います。まず、①の義務的経

費につきましては、扶助費と公債費は増加しま

すが、人件費の減少により、前年度に比べて９

億円余の減となっております。このうち人件費

は、期末勤勉手当など職員給与の改定による減

少、あるいは退職者数の減による退職手当の減

少、こういったことから前年度に比べまして21

億円余の減となっております。公債費でありま

すが、これは３年連続で増加しまして、前年度

より７億円余の増となっております。

次に、②の投資的経費でありますが、財政改

革プログラムに基づく公共事業の減など、普通
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建設事業が減少いたしますことから、前年度と

比べて９億円余、0.8％の減となっております。

このうち普通建設事業費は、施設整備事業等の

県単事業は増加をいたしますけれども、補助公

共事業や直轄事業負担金の減等により、全体と

しては0.9％の減となっております。

③の一般行政経費につきましては、補助費等

や貸付金が増加すること等により、前年度よ

り166億円余の増となっております。このうち補

助費等は、国の交付金に係る基金を使った事業

の増などによりまして、139億円余の増となって

おります。また、貸付金は、中小企業融資制度

貸付金の増などによりまして、24億円余の増と

なっております。

次の10ページから12ページまでは款別の歳出

予算の状況を記載しております。説明は省略さ

せていただきます。

また、13ページには、特別会計、公営企業会

計について記載しております。こちらも説明は

省略させていただきます。

14ページをお願いいたします。財政改革の着

実な取り組みについてであります。平成22年度

は、行財政改革大綱2007の財政改革プログラム

の最終年度となりますことから、その着実な実

行を図るため、引き続き、歳出削減、また、歳

入確保の各種対策を講ずることといたしました。

下の参考の表をごらんいただきますと、中期

財政見通しを掲げておりますが、これでは平成22

年度の収支不足額を306億円と見込んでいたとこ

ろでございます。また右側の表を見ていただき

たいんですが、上の表にありますように、257億

円程度までに縮小をいたしました。さらに、そ

の下の表のとおり、さらなる事務事業の見直し

等に努めまして、最終的な収支不足額を151億円、

この151億円というのが、上の257億円の収支不

足に対して収支改善が106億円、その差が151億

円ということでございます｡

さらに、左側のページの枠囲みの下から２つ

目のセンテンスですが、徹底した事務事業の見

直しを行った上で、捻出した財源等の一部を県

政の重要施策に充当しているところであります。

これによりまして、新規事業119件、改善事業70

件を措置したところでございます。右側の15ペー

ジの下から16ページには、具体的な取り組みを

記載しているところでございます。これも説明

は省略をさせていただきます。

次に、16ページの下のほうにその他特記事項

を記載しております。まず、①のゼロ予算施策

の推進ですが、引き続き、新たな予算を伴うこ

となく、県民へのサービス向上となる施策を積

極的に推進することとしております。詳細につ

きましては、この資料の265ページにございます

が、後ほど、ごらんいただきたいと思います。

また、17ページの②の「政策研究」の検討結

果等の事業化でございますけれども、21年度に

各部の政策研究グループの検討結果や検討過程

での要素を平成22年度予算で事業化したものが

２件ございます。詳細につきましては、これも

資料の267ページ、後ほど、ごらんいただきたい

と思います。

最後に、③の不適正な事務処理に関する再発

防止策の着実な実施についてであります。具体

的には、調整事務費の措置、流用手続の簡略化、

物品管理システムの指導強化、メリットシステ

ムの導入、この４つの取り組みを引き続き実施

することとしたところでございます。

平成22年度当初予算案の概要については、以

上でございます。

次に、委員会資料の２ページをお願いいたし

ます。総務部の各課別の集計表であります。表
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の一番下のほうに総務部計を記載しております

が、平成22年度の当初予算額は、1,351億2,257

万9,000円、これは前年度当初予算と比べまし

て、13億2,773万6,000円の減となっております。

次に、特別議案について御説明をいたします。

委員会資料の９ページをお願いいたします。

議案第21号「使用料及び手数料徴収条例の一部

を改正する条例」についてであります。

これは、政治資金規正法の改正により、国会

議員関係政治団体の少額領収書等の写しの交付

を請求できるとされたことから、交付手数料の

規定を整備するものであります。

このほか、10ページの議案第29号「全国自治

宝くじ事務協議会への相模原市の加入及びこれ

に伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部変

更に関する協議」についてをお願いしておりま

す。

最後に、その他報告についてであります。

11ページをお願いいたします。本日、御報告

いたしますのは、平成22年度主な組織改正につ

いてであります。詳細につきましては、それぞ

れ担当課長から説明をいたさせますので、御審

議のほど、よろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○永田税務課長 地方消費税清算金及び県税収

入の当初予算について、御説明申し上げます。

まず、地方消費税清算金であります。平成22

年度当初予算の概要についての４ページをお開

きください。真ん中の表、自主財源の状況の地

方消費税清算金の欄をごらんください。これは、

一たん、各県ごとに国から払い込まれた地方消

費税を、各都道府県の実際の消費シェアに合わ

せて各都道府県間で清算し、配分するものであ

ります。22年度の予算額は、207億1,379万2,000

円を計上しております。前年度に比べ４億8,096

万6,000円、2.3％の減となっております。これ

は、全国の地方消費税総額が地方財政計画で減

少すると見込んでいることによるものでありま

す。

続きまして、県税収入予算につきまして、御

説明申し上げます。

資料はかわりまして、総務政策常任委員会資

料の１ページをお開きください。県税収入につ

きましては、県内の経済動向や主要企業の業績

見通し、現在までの税収状況、地方財政計画等

を総合的に検討して見込んだものであります。

当初予算は、①の県税計の欄でございますが、779

億8,000万円を計上したところであります。これ

は、前年度に比べ95億円の減、率にして89.1％

となっております。

次に、税目別の内訳でありますが、増減幅の

大きな税目について御説明いたします。前年度

当初比の増減額の欄をごらんください。個人県

民税は、課税対象となる平成21年分所得の減少

により15億4,600万円余の減収、法人県民税が、

企業利益の減少により５億9,400万円余の減収、

法人事業税が、企業収益の減少に加えて平成20

年度から導入されました法人事業税の一部を国

の税収とする地方法人特別税の平年度化による

影響により60億6,000万円余の減収、また、不動

産取得税が、新築の大規模建築物等の減少によ

り５億4,400万円余の減収と見込んでおります。

自動車取得税が、低公害車特例等のいわゆるエ

コカー減税の影響を受け課税台数が減少したこ

と等により４億6,500万円余の減収、軽油引取税

が、消費数量の減少により２億6,000万円余の減

収と見込んでいるところであります。

以上であります。よろしくお願いいたします。

○髙橋委員長 議案の概要説明及び歳入予算等

の説明が終了しました。ここまでのところで質
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疑はありませんか。

○福田委員 ちょっと教えてほしいんですが、

歳入の税収の関係ですが、利子割県民税、補正

のときもお話がありましたが、この前、ある経

済紙を見ておりましたら、不況のときには個人

の預貯金がふえると、我々の一般の常識からす

るとおかしなことが書いてあって、内容を精査

したんですが、利子割県民税、これは利子に対

して国、地方で20％課税されるわけであります

が、本県の現状は、そういう経済学者が言って

いるような内容があるんでしょうか。預貯金は

民間の銀行、郵貯あたりが束ねてあるんですが、

動向としてはどうなっていますか。

○永田税務課長 利子割県民税につきましては、

利子の状況が低い状況で、ずっと余り変わらな

い状況にはあろうかと思います。見込みにつき

ましては、各預金の種類ごとに、21年度の前年

比をもとに算出をするものですから、利息の状

況と税収の状況がどういうふうに連動するかが

はっきりつかめていないものですから、そうい

う形でしか見込んでいないものですから、そう

いう状況ではあるというところなんですが。

○福田委員 私は、そういう学者の説が、実態

がどうかということを知りたいなと思って、例

えば、皆さん方が課税の根拠とされる利息につ

いては、ゼロ金利時代と言われるぐらいですか

ら、そんなに多くないですね。それでもなおか

つ、定期性についてはある一定の利息がつくわ

けですから、そうしますと、その利息は当然、

元本、預貯金の原資があるわけですね。それが

前年と比べて、皆さん方が見られた場合に、県

内でふえているものか、減っているものか、減っ

たらこういう数字は出ないですが、その辺は各

業態別の金融機関を合わせた金額は見ておられ

ないんですか。県民の預貯金の増減。

○永田税務課長 利子割県民税につきましては、

各金融機関のほうで税額を計算して、税額だけ

が振り込まれるものについて調定を上げるとい

う形になっておりますので、その母体となる預

金の元本がふえたかどうかというところまでは

把握していない状況です。

○福田委員 わかりました。

○押川委員 軽油引取税、法人事業税、経済的

な感覚の中で、こういう見込みなんでしょうけ

れども、この極端な差というものはどういう原

因で見込まれておるのか、教えてください。

○永田税務課長 法人事業税につきましては、60

億の減ということになっておりますけれども、

１つは、御説明申し上げましたように、地方法

人特別税、これは国税のほうになってしまって

おりますけれども、これによる減が約40億、企

業収益の減少によるものがその残りの約20億と

いうことで見込んでおります。それから、軽油

引取税については、２億6,000万ということなん

ですが、20年度、21年度の前年度比を見てみま

すと、減少傾向にあるものですから、そういう

ことから大体このくらいだろうということで見

込んでおるところです。

○押川委員 特別税の平年度化ということに

よっての40億の減、これは今年度が初めてとい

うことでいいんですか。

○永田税務課長 特別税については、平成21年

度から税制改正によって変わっておりますけれ

ども、企業の事業の期の関係で、21年度につい

てはすべてが対象となっていなかったところ

が、22年度については、すべてが対象になった

ということで平年度化しておるというようなこ

とです。

○押川委員 県内で法人税の対象になる企業が

どれくらいあるんですか。
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○永田税務課長 ※法人事業税の対象となる法人

については、すべてが対象になっておるところ

です。課税の対象となるのは、県内に約２万2,000

法人ほどありますので、収益があって法人事業

税が出るような法人であればすべて対象になる

ということです。

○押川委員 利子割県民税120.6％とありますけ

れども、これの内容を教えてください。

○永田税務課長 利子割県民税につきましては、

銀行や郵便局、要するに金融機関から受け取る

利子について、支払いの際に課税をされるもの

です。県内に所在する金融機関等の営業所を通

じて利子等の支払いを受ける個人とか法人、そ

ういった方が納める方ということになっており

ます。支払いを受けるべき利子等の額は５％、

このほかに所得税が15％課税されますので、利

子全体については20％、そのうち利子割県民税

が５％ということになっております。

○押川委員 22年度においては、郵便局でも銀

行でもいいんですが、定期とか、満期に近いも

のというものがこの中に含まれるのか、含まれ

ないのか。

○永田税務課長 満期が来て、金融機関が預金

に対して利子を払うときに課税されるというこ

とです。

○押川委員 今年度は多く見ているのか、少な

いのか、その状況がわかれば。

○永田税務課長 ２割ほど利子がふえることに

よって税額がふえるということで考えておると

ころです。

○押川委員 わかりました。

最後にしますけれども、県のたばこ税ですけ

れども、私、本会議でも質問しているんですが、

今回たばこ税が上がるということで、たばこ税

が上がることによっての消費が伸びるか伸びな

いかというあたりは計画の中に入っておるんで

すか。見込みでも結構です。

○永田税務課長 たばこ税の見込みにつきまし

ては、過去、例えば平成18年度に税率が引き上

げられたことがあります。そこの状況をもとに、

引き上げ前の期間、引き上げ直前の月、引き上

げ直後の月、引き上げ後の期間の４つに分けて

本数を見込んでおります。その結果、約20億本

から約18億本へ、約２億本、約10％減少すると

いうふうに見込んだところです。

○押川委員 それによって、生産現場への面積

あたりが今後減ってくるとか、そういう動向あ

たりが、私は数字じゃわからないわけですけれ

ども、直感的に考えられて、そういう減少する

中で、生産現場への影響というのはどうでしょ

うか。わかられる範囲で結構です。

○永田税務課長 だんだん売り渡し本数が減少

をしております。毎年、最近２～３年は約５％

ぐらい売り渡し本数が減っておりますので、あ

る程度影響を受けるんではないかなという感じ

がしておるところです。

○押川委員 わかりました。

○髙橋委員長 ほか、ございませんか。

○権藤委員 関連のようになりますが、１ペー

ジの法人事業税の地方法人特別税の平年度化と

いうことについての考え方と、既に20年度と21

年度についても、織り込みは部分的だという御

説明があったんですが、その２点についてお聞

きします。

○永田税務課長 法人特別税については、平成20

年10月１日から事業年度が始まる期間について

適用されるということになっておりますので、

それが終わるとき、平成21年度の９月末日に事

業が終了するものについて対象となります。そ

※17ページに訂正発言あり
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れで、平成21年度については、それ以後申告が

あるものについて対象ということで、21年度に

ついては最終的に約41億ほど見込んでおるとこ

ろです。22年度については、それ以後ですので、

すべての事業年度が対象ということになります

ので、法人特別税としては約75億円を見込んで

おるところです。

○権藤委員 20年度から比較すると75億円程度

減るという考え方でいいんですか。

○永田税務課長 20年度については、地方法人

特別税の対象になっておりませんでしたので、

その20年度と単純に比較しますと、法人事業税

が約75億円減少になっておるということでござ

います｡

○権藤委員 これは国のほうで平年度化という

法律ができて、計算式を変えたという理解でい

いんですか。

○永田税務課長 地方法人特別税につきまして

は、法人事業税が都道府県によって相当な税収

の差があるというようなことで、それを調整す

るために、法人事業税でありましたものの約半

分なんですが、それを国税ということにしまし

て、賦課徴収は県で行うわけですけれども、そ

れを国税として一たん、国のほうに県から納め

るというような形で、全都道府県から集められ

た税収について、今度は地方法人特別譲与税と

いう形で分配する、その分配の率は都道府県に

対する割合よりも多くなりますから、出したよ

りは譲与税としては多く返ってくるというよう

な仕組みになっております。

○権藤委員 わかりました。

○武井委員 まず、４ページの高校の実質無償

化における78億7,900万円の減というのがあるん

ですが、これはどういう形で国から手当てがな

されるのか、国の政策によって無償化されてい

るわけなんですが。

○西野財政課長 ４ページの太い囲みの中の２

つ目のポツとして御指摘のありました、使用料、

手数料の中で高校の実質無償化に伴って県立高

等学校授業料の減ということですけれども、こ

の減収相当額については、国から手当てがある

ということで見込んでいるところでございます｡

○武井委員 具体的にどういう形でということ

は確定しているということですか。

○西野財政課長 この制度につきましては、ま

だ法案の審議中ということで、実施内容につい

て、それほど詳細なことまで固まっていないと

いうふうに聞いておりますが、現在、収集し得

る限りの情報をもとに積算いたしまして、国庫

支出金として高等学校無償化交付金というもの

を25億程度収入があるというふうに見込んでい

るところでございます。

○武井委員 子ども手当なんかでも地方負担が

という話が後で出てきたりということもあるの

で、確実に県の減収分というのが国から手当て

されるということは間違いないと思ってよろし

いのか。

○西野財政課長 今回、国がマニフェスト等の

実施に伴って実施するということで、制度拡充

分について、子ども手当もそうでありますけれ

ども、例えば子ども手当でありましたら、従前

の児童手当の部分は引き続き地方が負担すると

いうことになっておりますけれども、制度拡充

分については、国がすべて措置するということ

になっているというふうに考えております。

○武井委員 今の段階ではそれを信じておくし

かないというところがあるのかと思うんですが、

それと、自動車取得税、いわゆるエコカー減税

に関係する部分だと思うんですが、74.6％とい

うことで、かなりの減収があるんですが、これ



- 9 -

について、このエコカー減税相当によっての県

税の損失分ということについてはどのようにな

るのか、お伺いします。

○永田税務課長 自動車取得税については、約

４億6,000万ほど前年度比で減少ということで見

ておりますけれども、22年度予算につきまして

は、21年度の見込み額の対前年度比をもとに算

出をしておりますので、エコカー減税によって

どのくらい減少というようなことでは見込んで

おりません。ただ、平成21年度の12月末現在で

算出をしてみましたところ、全くエコカー減税

がなかったときには約10億円の減少であろうと

いうことで見込んでおるところです。

○武井委員 予算的には４億6,000万円のマイナ

スで見込んでいるということは、いわば差額み

たいなものがあろうかと思うんですが、この減

収分というのは、いわゆる国の政策によるとこ

ろの減収分という理解をしてよろしいというこ

とでしょうか。

○永田税務課長 国の政策という意味ではそう

であろうということで、21年度の当初予算につ

きましても、エコカー減税分をある程度見込ん

でおりますので、21年度と22年度を比較します

と、４億6,000万ほどの減ということになろうか

ということです。

○武井委員 つまり、こういったような政策的

なものでの県税の税収の減少というのはあるん

だなということですね。わかりました。

次ですが、不動産取得税なんですけれど

も、78.8％、２割以上減なんですけれども、新

規建物等の減少というのは、例えばマンション

等の建設が一段落したとか、そういった理解で

急に２割以上も大きく減少するものなのか、

ちょっと疑問なんですが、伺います。

○永田税務課長 不動産取得税の大規模建築物

については―大規模建築物というのは、大体

税額1,000万以上ということで整理をしておりま

すけれども―22年度は約７件、約１億5,800万

ということで見込んでおるところです。これは、

前年度の大規模建築物に対しまして約３割ぐら

いに落ち込んでおるというような状況です。た

だし、マンションにつきましては、これは住宅

ですので、各戸ごとに課税がされるということ

で、住宅控除がありますので、マンションその

ものについての税額はそんなに大きくはありま

せん。例えば病院とか、店舗とか、大規模な工

場とか、そういったものが大規模建築物で税額

が多く発生するということでございます｡

○武井委員 わかりました。

最後にしますが、法人県民税が84.3％という

ことで、この前の補正を見ても予想以上に厳し

かったということで、また減額になっていたわ

けなんですが、感覚的な話なんですけれども、

この予算というのは、ある程度期待感も込めて

というところがあるのか、それともかなり辛目

に見てこの程度なのかとか、そういった意味で、

この予算を最終的に決定されるに当たってのお

考えというのをお聞かせください。

○永田税務課長 県税収入予算、できればぴた

りといきたいんですけれども、例年、ふえたり

減少したりということで、なかなか見込めない

ということではありますけれども、基本的には、

歳入予算の欠陥が出ると困るというようなこと

で、ある程度かた目に見込んでおるところです。

○武井委員 わかりました。期待を込めて、以

上です。

○前屋敷委員 不動産取得税の関連ですけれど

も、今、新たに新築の建物だとかの減税の話が

出ていて、リフォームあたりもということで、

それは不動産取得税とは直接関係ないかもわか
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らないんですけれども、今後、それが一定影響

が出るものなのか、もし、それがあれば、今も

出ていましたが、手当てなどはどういうふうに

されるのかというところを聞かせてください。

○永田税務課長 現在、国の税制調査会のほう

で論議されている中では、不動産取得税に対す

る影響のあるものについては、議論の対象には

なっていないということで理解をしておるとこ

ろですけれども、今後、税制が変われば影響は

当然受けることになろうかと思いますけれども、

今現在で情報が入ってきている中では、不動産

取得税について影響があるものはないというふ

うに理解しております。

○福田委員 基本的なことをお聞きしたいんで

すが、先ほど、総務部長のほうから基金の残高

の説明をいただきました。平成６年、1,480億が

ピークですね。当時、松形知事が議会の私ども

に向かって、これだけ、1,500億円程度積み立て

をしておれば少々のことは大丈夫だということ

で、よくお話を冗談を交えてされておりました。

私ども、当時、財政規模からしてよく積み立て

をされているなと、少々の財政変動に対しては

対応できるなということで考えておりましたが、

その後、御承知のような経済の激変によりまし

て、個人で言いますと預貯金が取り崩されてき

たわけですね。これは一般家庭も行政も同じで

すが、今、286億の見込み数字が出ておるわけで

す。そこで、本県の財政規模ぐらいでどれぐら

いの財政調整基金残高を持っておれば比較的安

定した県政運営ができると考えるのか、専門的

な立場から、特に高度な知識をお持ちの財政課

長に聞いておきたいと思います。

○西野財政課長 基金の規模ということで、結

論から申しますと、適正な基金の規模というこ

とを指し示す指標というのはございません。し

かしながら、現在、毎年度、予算編成に当たり

まして多額の収支不足が生じておりまして、そ

れが拡大傾向であったわけですけれども、そう

いったものに対応するために、毎年、多額の基

金の取り崩しを行っております。そうした傾向

というのは、当然、我々も財政改革プログラム

に基づいて収支圧縮のための取り組みを必死に

やっているところでございますけれども、その

取り組みを講じたところでも、やはり国からの

依存財源によっているところが大きい本県にお

いては、国の地方財政対策次第では、非常に対

応困難なほどの収支不足というのがなおあると

いうようなことで、今後の展開次第ですけれど

も、まずは財政改革に取り組んで収支のバラン

スが図れるような構造に転換する、そういうこ

とが必要だと考えておりますけれども、そういっ

たところまでやるまで、引き続き、収支不足に

対応するための基金残高というのは確保してお

かなければいけないということで、近年の収支

不足を考えますと、現在の編成後の見込み286億、

最低限、この水準は確保しなければいけないと

いうふうに考えております。

○福田委員 今、見込んでおられます286億、300

億弱の基金残高ぐらいが最低あれば何とか運営

ができると、基準はないとおっしゃいましたが、

こういうふうに理解をしてよろしいんでしょう

か。

○西野財政課長 今申しましたのは、最低限こ

れぐらいは確保したいということですけれども、

当然あるにこしたことはありません。本県の場

合、先ほど申したように、国の地方財政対策次

第では交付税は確保されない、臨財債は確保さ

れない、それ次第では予算は組めないという状

況にも陥るということ、それから、本県、台風

災害等が非常に多い県でございますけれども、
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そういう予期せぬ歳出負担、そういったものに

耐え得る状況にしておくことが必要だというこ

とで、強いて言えば、今、見込まれる水準、こ

れは最低限キープしつつ、少しでも多くの基金

を確保しておくべきというふうに考えておりま

す。

○萩原委員 関連してですけれども、あなたた

ちが事務レベルで政府のことをいろいろやりま

すね。全国の各県の基金残高を見てみると、少

ないところは100億を切っておるところもあるみ

たいなんですね。たくさん基金を持っておると

ころもある。東京なんかは4,000億か5,000億ぐ

らい持っておるみたいですけれども、そういう

ときに、折衝をする過程で、おたくはまだ基金

がたくさんあるじゃないですか、ちょっと予算

は少なくてもいいじゃないですかと、人間です

から、そういうことがありゃせんかなと、ぎり

ぎりでも困るけれども、持ち過ぎても、またい

ろいろ交渉の過程で支障を来すということがあ

ると思うんですが、そのいうものは実感として、

あなたは本来向こうにおる方だから、今は宮崎

県の財政課長だけれども、そういうのは頭をよ

ぎるでしょう。この県は金を持っておるな、少

な目でいいんじゃないかとか、それは人間だか

ら、当然あってしかるべきであって、ほどよい

基金の残高というのは非常に難しいなと思うん

だけれども、その辺はどうなんですか。

○西野財政課長 他県との比較ですけれども、

地方全体、総じて基金残高は底をついていると

いうことは御指摘のとおりだと思います。ただ、

一方で本県の財源として大きなウエートを占め

ております交付税と臨時財政対策債を合わせた

実質的な交付税で申しますと、これにつきまし

ては、御指摘のような基金残高との関係という

恣意的な要素というよりは、それぞれの団体ご

とに法律で定められた基準、それに沿って客観

的に計算されて交付されるということでござい

ますので、基金残高にかかわらず、それぞれの

団体に応じて交付額が決定されているというこ

とでございます。ちなみに、基金残高がない県

では、本県では発行していないような特別な地

方債、例えば行政改革の推進に応じて、その度

合いによって認められる地方債、それによって

収支を賄ったり、それぞれの団体でその収支不

足を補てんするための取り組みというのがされ

ております。いずれにしましても、本県として

も、基金残高、これは確保しながら、必要な財

源というのは確実に確保してまいりたいという

ふうに考えております。

○萩原委員 税務課長、２～３日前のテレビだっ

たと思うんですけれども、宮崎県民の県民所得、

３兆幾らで、県民の110何万で割ると215万、全

国で第45位、下から３番目。結局は、ここに15

億円県民税が減ってきておるのも、県民所得が

減ってきておるということは確かですね。やっ

ぱり基本的には県民所得を上げるための、あな

たの仕事じゃないだろうけれども、頭には入れ

ながらやらないかんと思うんだけれども、どう

なんですか、県民所得が低いから、どうしても

これ以上望めないという実感がありますか。

○永田税務課長 税という立場からは何とも申

し上げられないですけれども、確かに、ここに

理由として書いていますように、平成21年分の

課税の対象の所得が減ってきておるということ

ですので、県内、相当厳しい状況にあるという

のは確かであろうかというふうに感じておりま

す。

○萩原委員 もう一つ、こういう質問をしちゃ

まずいのかもしれないけれども、個人県民税

が253億円ですね、生活保護に係る県の予算は幾
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らですか。

○西野財政課長 事業担当課でありませんが、

おおむねですけれども、生活保護扶助費、生活

保護扶助費県費負担金、それで合わせて計算し

ますと約35億程度じゃないかというふうに思い

ます。

○土持総務部次長 市の分が入っていませんの

で。

○萩原委員 ということはおおむね倍というこ

とですね。

○西野財政課長 生活保護の負担割合につきま

しては、県費分として、国４分の３、県４分の

１として、これを町村のほうに交付するもので

ございます｡

○萩原委員 ということは、国が４分の３、４

分の１を県と市町村が分けるということでしょ

う。県が大体35億ぐらいということは、市町村

も入れて、そのぐらいになるのかな。

○西野財政課長 生活保護の費用については、

主に県が関与しますのが町村分になりますけれ

ども、その町村分の生活保護費として国が４分

の３、県が４分の１を負担しているということ

でございます｡

○河野副委員長 １点だけ教えてください。た

ばこ税22億900万、これは市町村配分分を合わせ

ると宮崎県でどのくらいになるんですか。

○田原市町村課長 当初予算では把握しており

ませんけれども、市町村のたばこ税の関係が、20

年度の決算の税収で68億3,000万円となっており

ます。ですから、これと県のたばこ税を合わせ

た金額が県内全体のたばこ税の額ということに

なろうかと思います。290億程度かと思います。

○武井委員 萩原委員の生活保護の件、もう一

回、ちょっとわからなかったので確認させてい

ただきたいんですが、４分の３を国が手当てし

て、残りの４分の１を県が見る。県と町村で４

分の１ということは、実質的には県が見ている

のが、その４分の１の中を半分ずつ見ていると

いう理解でいいということですか。

○西野財政課長 町村分については、県が国か

らの費用をすべて受け入れて、トータルで35億、

そのうちの４分の１を県が負担して支払ってい

ると。

○武井委員 最終的に町村側の負担というのは

全体の何分の１とかになるんですか。ゼロです

か。

○西野財政課長 町村の負担はございません。

○武井委員 わかりました。以上です。

○髙橋委員長 ほか、ございませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 引き続き、数課ごとに班分けを

して説明と質疑を行い、それが終了した後に総

括質疑の時間を設けることとします。執行部の

皆様の御協力をお願いしたいと思います。

なお、歳出予算の説明につきましては、重点・

新規事業を中心に、簡潔にお願いいたします。

この際、執行部の皆さんに申し上げますが、

細かな数字の質疑等があった場合には、時間を

とってくださって結構ですので、後ほど答弁す

るというようなことでお願いしたいと思います。

それでは、まず、第１班ということで、総務

課、人事課、行政経営課、財政課、税務課の審

査を行います。まず、総務課から順次説明をお

願いいたします。

○堀野総務課長 総務課の平成22年度当初予算

について御説明いたします。

お手元の平成22年度歳出予算説明資料の57

ページをお開きください。総務課の平成22年度

当初予算額は、15億832万6,000円でございます｡

平成21年度当初予算に比べ336万3,000円、率に



- 13 -

して0.2％の増となっております。

それでは、当初予算の主なものについて御説

明いたします。59ページをお開きください。ま

ず、（事項）文書管理費7,075万8,000円でござい

ます。これは、文書の収受発送及び文書の管理・

保存に要する経費でございまして、嘱託職員等

の人件費や文書管理システムの運用管理を行う

ための経費等でございます｡

次に、60ページをお開きください。（事項）文

書センター運営費3,281万4,000円でございます｡

これは、本県公文書の適正な保全を図るととも

に、歴史的価値のある明治期からの公文書や県

史資料を良好な環境のもとに保存し、県民等の

閲覧・利用に供するための経費等でございます｡

次に、（事項）庁舎公舎等管理費６億9,421

万5,000円でございます。これは、庁舎等の光熱

水費や保守管理のための各種業務委託費及び職

員宿舎建設に要した費用を、地方職員共済組合

へ償還するための経費等でございます｡

次に、61ページをお開きください。（事項）公

有財産管理費２億9,842万6,000円でございます｡

これは、公有財産の管理等の経費でございまし

て、県有財産の災害共済保険料等の維持管理費

や県有施設の公共下水道受益者負担金及び県有

資産所在市町村交付金などでございます。なお、

説明欄の４の○新 県有財産（普通財産）有効活用

推進事業につきましては、後ほど、常任委員会

資料のほうで説明させていただきます。

次に、（事項）県有施設災害復旧費9,270万円

でございます。これは、災害により被災した県

有施設の災害復旧に要する経費でございます｡

続きまして、新規事業について御説明いたし

ます。お手元の常任委員会資料の５ページをお

開きください。○新 県有財産（普通財産）有効活

用推進事業でございます。

まず、１の目的でございますが、現在、行政

財産としての用途を廃止した普通財産につきま

しては、それまでの所管部局がそれぞれ管理・

処分等を行っておりますが、景気の低迷や処分

しやすい財産の減少等により、入札を実施して

も落札しないなど処分がなかなか進まない状況

にあります。ここ10年の実績で申し上げますと、

処分財産の状況にもよりますが、年に２億円か

ら多い年で10億円以上あったものが、昨年度が

約１億7,000万円、本年度も同額程度という見込

みの状況でございます。このため、今後は、体

制を整備し、財産の売却・貸し付け等の利活用

策を推進することにより収入の確保に努めてま

いりたいと考えております。

次に、２の事業概要等でございます。（１）の

未利用財産の利活用体制の強化といたしまして、

普通財産に係る管理から売却・貸し付けに至る

一連の事務処理を集中的に取り組む管理体制を

総務課を中心に整備することとしております。

（２）の未利用財産の利活用の推進といたし

ましては、民間を活用した新たな取り組みとし

て、宅建業者を介した売却やインターネット、

具体的には総合情報サイトのヤフージャパンの

公有財産売却システムを活用した売却を行うこ

ととしております。また、現行の入札等の財産

処分の取り組みについても、物件情報の一層の

ＰＲに努めますとともに、１物件当たりの入札

の開催回数をふやすなど、強化することとして

おります。このほか、普通財産の貸し付けなど

の新たな利活用推進策について検討を進めるこ

ととしております。

事業費は、1,588万4,000円を計上しておりま

す。

総務課は以上であります。よろしくお願いい

たします。
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○四本人事課長 人事課の平成22年度当初予算

につきまして、御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の63ページをごら

んください。人事課の22年度当初予算額は、53

億9,163万6,000円でございまして、前年度当初

に比べて10億6,417万8,000円、率にして16.5％

の減となっております。

それでは、主な事業につきまして御説明いた

します。65ページをごらんください。まず、（目）

一般管理費（事項）人事調整費で７億639万7,000

円でございます。これは、非常勤職員の雇用、

赴任旅費、産休及び休職者等の代替臨時職員の

雇用など、人事給与管理の全庁的な調整に要す

る経費でございます。

次に、（事項）人事給与費で42億8,583万2,000

円でございます。66ページをごらんください。

説明欄の２にありますように、退職手当41

億7,360万がこの主なものでございますが、退職

手当は、前年度当初に比べまして10億4,546

万5,000円、率にして20.0％の減となっておりま

す。これは、退職見込みの数が平成21年度当初

予算210名に対しまして、平成22年度は176名を

見込んでおりまして、34名の減となったことに

よるものでございます。次に、説明欄の３の人

事給与システム管理事業でございます。職員の

人事管理や給与の計算などを効率的に行う人事

給与システムの経費でございます。

次に、（事項）県職員研修費の3,365万7,000円

でございますが、これは、自治学院において行

う県職員の研修に要する経費でございます。今

後とも、自治学院での研修を初め、職場研修の

実施など、研修内容の充実を図っていくことと

しております。

次に、（事項）職員派遣研修費の2,569万円で

ございます。これは、自治大学校への派遣研修

及び自治体国際化協会シンガポール事務所への

派遣や上海外国語学校への語学研修派遣、並び

に職員の自主企画による短期海外研修等に要す

るものでございます｡

当課の当初予算については以上でございます

が、総務政策常任委員会資料６ページをお開き

いただきたいと思います。非常勤職員等への通

勤費用の支給についてであります。

これは、平成22年度当初予算の各部局の事業

の中で、非常勤職員等の通勤費用を今回、新た

に計上しておりますので、その内容について御

説明をいたします。まず、１の目的であります。

非常勤職員及び臨時的任用職員に対する通勤費

用につきまして、昨年度、国では、その支給を

行うよう人事院より各省庁に対し通知が出され

たところでありますが、本県においても、非常

勤職員等が通勤のために負担する費用を軽減す

るため、平成22年度から通勤費用を支給したい

と思います。

次に、２の概要等でありますが、非常勤職員

等の自宅から勤務公署までの距離に応じ、日

額100円から1,200円の通勤費用を報酬等の支給

時にあわせて支給することとしております。

予算額は、一般会計全体で7,159万4,000円を

計上しております。

人事課は以上であります。よろしくお願いい

たします。

○桑山行政経営課長 行政経営課の平成22年度

当初予算案について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の67ページをお開

きください。行政経営課の22年度当初予算額は、

１億6,427万9,000円でございまして、前年度当

初と比べて740万7,000円、率にして4.7％の増と

なっております。

それでは、主な事業について御説明いたしま
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す。69ページをごらんいただきたいと思います。

まず、（事項）行政管理費4,723万9,000円でござ

いますが、これは、行政管理や行政改革の推進

に要する経費でございます。説明欄の４の市町

村権限移譲推進事業4,376万4,000円でございま

すが、この事業は、宮崎県における事務処理の

特例に関する条例によりまして、市町村への権

限移譲を行った事務について、その事務処理に

要する財源措置といたしまして、市町村に交付

金を交付するものでございます。

それから、（事項）法制費867万7,000円を計上

しております。70ページをごらんいただきたい

と思います。説明欄の２の新公益法人制度推進

事業295万3,000円でございます。この事業は、

法人の公益性の認定等を行うための諮問機関と

して設置しております宮崎県公益認定等審議会

の運営に必要な経費等を計上しているところで

ございます。

それから最後に、（事項）県公報発行費925

万7,000円でありますが、これは、条例・規則等

の県民に周知すべき事項を掲載いたします県公

報の発行に要する経費でございます｡

予算案につきましては、以上でございます。

続きまして、その他報告事項といたしまして、

平成22年度の主な組織改正について御説明いた

します。

委員会資料の11ページをごらんください。ま

ず、Ⅰの組織改正の基本的な考え方であります

が、厳しさを増す財政状況の中、新みやざき創

造計画の着実な推進や重点施策に掲げられた課

題へのスピード感を持った対応を図るため、必

要な部分の強化を行いつつ、より簡素で効率的

な組織体制となるよう見直しを行ったところで

ございます。

次に、Ⅱの主な組織改正でありますが、枠内

にありますように、今回の組織改正では、まず、

重点施策への対応といたしまして、１から３に

ありますように、雇用の確保と就業支援、中山

間地域の活性化、低炭素社会の実現への対応の

ための組織体制の強化を図ることとしておりま

す。また、４と５にありますが、特定の行政課

題への的確な対応、簡素・効率化を図るための

体制見直し、こういった観点からの組織改正を

行うこととしております。

こうした改正に伴いまして、一番下に表がご

ざいますが、知事部局の組織数につきましては、

全体で２の減ということになります。

続いて、具体的内容について御説明いたした

いと思います。次の12ページをごらんいただき

たいと思います。まず、１の重点政策「雇用の

確保と就業支援」への対応でございますが、ま

ず、①商工政策課内への「金融対策室」の設置

でございます。厳しい経済・雇用情勢を踏まえ

まして、中小企業支援のかなめであります金融

対策とその他の経済振興施策を一体的に実施す

ることで、施策の効果的な推進を図るという観

点から、部を統括いたします商工政策課内に金

融対策室を設置するものでございます。これに

伴い、経営金融課は廃止することとしておりま

す。

次に、②の企業立地推進局の体制強化でござ

いますが、新規立地企業100社の達成に向けまし

て、企業誘致体制を強化するために、局内に「企

業立地課」を設置いたしまして、専任の課長と

課長補佐を配置するものでございます。新設す

る課長が局長とともに県を代表する立場で企業

誘致に専念することによりまして、企業との調

整や交渉を行う体制の強化が図られるものと考

えております。なお、このほか、局の人員体制

についても充実強化を図る予定でございます｡
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次に、13ページをごらんいただきたいと思い

ます。２の中山間地域の活性化への対応であり

ますが、まず、①の「中山間・地域政策課」、

課への昇格でありますが、地方分権の進展に対

応しまして、広域的な地域政策の強化を図るた

めに、現在、総合政策課内の課内室であります

中山間・地域対策室を課に昇格させるものでご

ざいます｡この課では、新たに、定住自立圏構想

や移住の促進などの業務を所管するということ

になります。

また、②の山村・木材振興課の課内室「みや

ざきスギ活用推進室」でございますが、本県は

杉素材生産量が18年連続日本一ということを

誇っておりますが、木材価格が低迷を続けてお

りますことから、県産材の需要拡大に向けた対

策に重点的に取り組み、木材産業の振興を図る

という観点から設置するものでございます。こ

れに伴い、課長級のスタッフ職であります木材

流通対策監については廃止ということになりま

す。

続きまして、14ページをごらんいただきたい

と思います。３つ目の低酸素社会の実現への対

応でありますが、まず、①としまして、地球温

暖化対策の一元化でございます。現在、環境森

林課と同じ部内の環境管理課の２課にまたがっ

ておりました業務を環境森林課に集約しまして、

あわせまして、総合政策課のほうから太陽光発

電の補助・啓発などの新エネルギー業務を移管

することにいたしまして、これによって環境森

林課において地球温暖化対策を一元的に実施す

るということにしたところでございます。これ

に伴いまして、下の表にありますが、専任の課

長補佐と地球温暖化対策担当というものを設置

して、業務執行体制の強化を図ることにしてお

ります。

次に、②の環境対策推進課の体制整備であり

ますが、近年は、廃棄物対策におきまして、循

環型社会の構築に向けた取り組みの推進が図ら

れておりますことを踏まえまして、課の名前を

「循環社会推進課」に変更いたしますとともに、

効率的な業務の推進という観点から、表の右側

にありますように、許可・審査担当のような業

務の内容に着目した区分で課内の再編を実施す

るものでございます｡

次に、４の特定の行政課題への的確な対応を

図るための体制整備でございます。まず、①の

総合政策課の「地方分権推進担当」の新設でご

ざいますが、これは、国におきまして、地域主

権戦略会議の設置など、地方分権の推進に向け

た動きが加速する中で、県、市町村を通じた地

方分権推進の総合調整を図るために、新たに設

置するものでございます。

次に、15ページのほうをごらんいただきたい

と思います。②の医療薬務課の課内室「薬務対

策室」の設置でございますが、不正薬物乱用の

増加など、薬物、医薬品を取り巻く環境の変化

に対応するため、その監視指導を機動的かつ迅

速に取り組むことによりまして、薬務行政の円

滑な推進を図るために設置するものでございま

す。これに伴い、課長職のスタッフ職でありま

す薬務対策監は廃止ということになります。

次に、③の３つの土木事務所への「技術調整

課」の新設でございます。入札・契約制度改革

あるいは公共工事の品質確保等への対応を図る

ために、事業量の大きな宮崎、日向、延岡の３

つの土木事務所に新たに設置するものでござい

ます｡

16ページをごらんいただきたいと思います。

最後が５の簡素・効率化を図るための体制見直

しについてでございます。①から④、本庁２、
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出先機関２、掲げておりますが、業務量の減少

等が見られる所属につきまして、組織の簡素・

効率化を図る観点から、統廃合を行うこととし

ております。

以上が新年度の主な組織改正の内容でありま

すけれども、今後とも、簡素・効率化を基本と

しながら、県民ニーズへの的確な対応や重点施

策への取り組み強化の観点から、必要な見直し

を行ってまいりたいというふうに考えておりま

す。

説明は以上でございます。

○西野財政課長 財政課の平成22年度当初予算

について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の71ページをお開

きください。財政課の平成22年度予算額は、966

億2,294万5,000円でございまして、平成21年度

当初と比べまして７億7,420万9,000円、率にし

て0.8％の増となっております。

73ページでございます。以下、主な事項につ

いて御説明いたします。まず、（目）一般管理費

（事項）諸費でございますが、25億3,481万7,000

円を計上しております。これは、説明の欄に記

載しておりますように、１つには、県税や税以

外の収入につきまして還付が生じた場合の経費

として24億円、２つ目に、各課ごとに執行額を

見込むことが困難な経費など、いわゆる庁内一

般共通経費といたしまして１億3,481万7,000円

でございます。

次に、（目）財産管理費でございます。これは、

財政課において所管しております基金に係る利

子の積立金であります。まず、（事項）財政調整

積立金で1,015万9,000円、それから、74ページ

の（事項）県債管理基金積立金で1,973万4,000

円、（事項）県有施設維持整備基金積立金で210

万円、（事項）宮崎県21世紀づくり基金積立金で48

万円、（事項）宮崎県地域活性化・公共投資臨時

基金積立金で250万円を、それぞれ計上しており

ます。

75ページでございます。次に、（目）元金（事

項）起債元金償還金でございますが、これは、

起債の元金の償還を行う経費でございまし

て、778億3,612万8,000円を計上しております。

次に、（目）利子（事項）長期債等利子償還金

でございますが、起債等の利子の償還を行う経

費でございまして、158億8,159万2,000円を計上

しております。

次に、（事項）起債事務費は、県債借り入れに

伴う地方債登録手数料等で2,295万7,000円を計

上しております。

予算案につきましては、以上でございます。

続きまして、特別議案について御説明いたし

ます。議案第29号「全国自治宝くじ事務協議会

への相模原市の加入及びこれに伴う全国自治宝

くじ事務協議会規約の一部変更に関する協議に

ついて」であります。議案書は135ページであり

ますけれども、説明は常任委員会資料で行わせ

ていただきます。

10ページをお開きください。本議案は、相模

原市が平成22年４月１日から政令指定都市に移

行することに伴い、相模原市の全国自治宝くじ

事務協議会への加入及びこれに伴う当協議会規

約の一部変更に関する協議について、地方自治

法の規定に基づき、議会の議決に付するもので

あります。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○永田税務課長 説明に入ります前に、先ほど

の発言の訂正をお願いいたしたいと思います。

地方法人特別税の対象法人数は幾らかというこ

とでしたが、先ほど、全体の法人数が約※２万

※25ページに訂正発言あり
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2,000件ということでお答えしていましたけれど

も、20年度決算をもとに対象法人数を考えます

と、22年度についても課税の対象法人が２

万2,000件といういうことでございます。先ほど

の全体が２万2,000件というのは訂正をさせてい

ただきたいと思います。

それでは、税務課の当初歳出予算について御

説明いたします。

歳出予算説明資料の77ページをお開きくださ

い。税務課の予算額は、247億6,357万9,000円で

ございまして、前年度当初に比べ５億8,445

万5,000円、率にしまして2.3％の減となってお

ります。

79ページをごらんください。まず、（款）総務

費の主な事項につきまして御説明いたします。

（事項）賦課徴収費の23億6,882万5,000円でご

ざいます。これは、県税の賦課徴収に要する経

費でございまして、その主なものといたしまし

ては、説明の欄１の徴税活動費の（１）徴税活

動経費としまして２億5,390万4,000円を計上し

ております。これは、県税の徴税活動に必要な

郵送料、印刷費、旅費等の事務経費でございま

す。次に、（３）個人県民税徴収取扱費交付金と

しまして17億1,320万円を計上いたしておりま

す。これは、個人県民税を賦課徴収している市

町村に対し、その事務費として交付するもので

ございまして、各市町村における１月１日現在

の納税義務者数に3,300円を乗じた額等を交付す

ることになっております。次に、２の自主納税

の推進費の（２）各種団体との協力体制推進費

でございます。２億6,452万9,000円を計上いた

しておりますが、その主なものとしましては、

ウの軽油引取税徴収取扱費報償金で２億5,200

万5,000円を計上しております。これは、軽油引

取税の特別徴収義務者であります元売業者や特

約業者の徴収取り扱いに対する報償金でござい

ます｡

80ページをごらんください。次に、（款）諸支

出金でございます。これは、都道府県間の清算

に伴い支出する清算金と、県内の市町村に対し

まして税収の一定割合を交付する法定交付金で

ございまして、208億7,860万2,000円を計上して

おりますが、前年度当初に比べ４億8,748万9,000

円、率にして2.3％の減となっております。主な

事項について御説明いたします。まず、（事項）

地方消費税清算金につきましては、税収額を各

都道府県と清算するために支出するものでござ

いまして、86億8,329万1,000円を計上しており

ます。

（事項）利子割交付金以下の各種交付金は、

いずれも、市町村に対する法定交付金で、来年

度の税収見込み額を基礎に算出したものでござ

います。事項別の説明は記載のとおりでござい

ますので、省略させていただきます。

82ページをごらんください。（事項）利子割精

算金につきましては、各都道府県との精算に要

するものであり、200万円を計上いたしておりま

す。

次に、平成22年２月定例県議会提出議案の９

ページをごらんください。債務負担行為の追加

でございます。事項の税務課の欄でございます

が、平成23年度自動車税定期分納税通知書等の

印字・封入封緘業務を委託するものであり、円

滑な業務の推進を図る観点から、平成22年度か

ら平成23年度にかけての実施をお願いするもの

であり、限度額1,565万5,000円を計上しており

ます。

予算案につきましては、以上でございます。

○髙橋委員長 各課の説明が終了しました。

まず、議案についての質疑はありませんか。
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○福田委員 予算説明資料の66ページ、退職手

当の説明をいただいたわけでありますが、私、

議会に入ってきたときから、行政の退職手当と

いうのは、民間と違って単年度で予算計上され

ますから、将来どうなるかなと思っておったん

ですが、特に、企業会計等での病院等について

不思議に思っておりましたが、早速、最近になっ

て行き詰まってきておりますね。日本の企業会

計でいきますと、当年度在籍している社員とか

職員の数字に応じてそれぞれの引き当ての要件

が違ってくるわけですけれども、退職給与引当

金をやって、全体的な平準化を図っていくのが

民間の手法で、企業会計の原則にもなっている

んですが、当面はまだ県も単年度支出が可能で

ございますが、将来にわたっての退給引当金の

大局的な考え方をお聞きしたいんですが。

○西野財政課長 退職手当の財源についてでご

ざいますけれども、これにつきましては、毎年

度、所要額を捻出しているところでございます

けれども、最近は、毎年度、退職手当の財源と

して退職手当債、これにつきましては法令で認

められているものですけれども、退職手当債を30

億円程度発行してその財源の一部とさせていた

だいているところでございます。

○福田委員 それはよく説明を聞いているから

わかりますが、退職金は当然、働いた対価とし

て皆さん、もらう権利があるわけですね。将来、

順調に退職手当を支給するためには、恐らく国

のほうでもそういうことを考えていると思いま

すが、退職給与引当金の平準化についての考え

方はどうなっているんですかと聞いたんですよ。

何か構想があるんですか。部長でもいいです。

○山下総務部長 一般会計の場合には、基本的

に引当金というのはございませんで、仮に行う

とすれば、基金に積み立てておくんだろうと思

います。病院事業会計とかは引当金で一部でき

ているようですが、おっしゃったように、企業

が計算するほどの水準は、まだ保てていないと

いうのが現状のようです。将来的には、平準化

という意味で言えば、大きな目でいけば、昭和22

年から24年生まれのいわゆる団塊の世代の方た

ちが退職する際の退職手当をどうするかという

のが、これは国も地方も共通ですけれども、大

きな問題。その間にはこれを平準化という意味

でいわゆる退職手当債というのを、これは後年

度10年間に平準化するといいますか、当然、そ

れには10年の間に職員を減らしたりとか、一定

の行革を前提に退職手当債の発行を認めるとい

う制度的な仕組みになっておりまして、将来、

人員構成がどんなふうになるかということなん

ですけれども、今の県職員の人員構成、いわゆ

る団塊の世代が通った後では、現在で45～46歳

ぐらいがまたピークになります。そのときには、

これが国全体の公務員の年齢構成とどんなふう

に関係があるかというところになるかと思いま

すが、基本的には、同じように、手法としては

退職手当債という形になろうかと思います。

○福田委員 よく話題になっておるものですか

ら、どういうふうに考えておられるのか、お聞

きしました。

続きまして、73ページ、還付等に要する経費

が計上されていますが、これは当然、税額に対

する還付は、確定申告を通じて、あるいは企業

の決算を通じて行われるわけですが、昨年でし

たか、いろんなテクニックを使って不正な還付

を受けたことが報道されておりましたね。本県

の税の還付に対するチェック体制、監視体制は

どうなっているのか、お聞きしたいんですが。

○永田税務課長 国のほうで、消費税について

の還付に対する不正というのが新聞記事に載っ
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ておりましたけれども、県の場合は、還付は、

基本的に法人県民税・事業税で多くが生じるわ

けですけれども、これにつきましては、国の税

務署のほうの所得の確定によりまして、それに

準じてかけますので、国のほうで査定をしたも

のが県税のほうでするということになっており

ますので、基本的には法人関係につきまして、

県が直接還付をする際に調査をするとか、そう

いうことはございません。それから、ほかの税

目についても、一部ありますけれども、基本的

には還付の際に不正が生ずるようなことはない

かというふうに考えております。

○福田委員 県税の段階での還付については不

正はほとんどあり得ないというというふうに理

解していいんですね。

最後に、県有財産有効活用推進事業について

お尋ねします。先ほどの説明を聞いていますと、

非常に財政が厳しい折ですから、遊休県有財産

については売却を進めて確保したいということ

でございましたが、それも大事なことだと考え

ておりますが、新たな利活用推進策等の検討と

出ておるんですが、これは何か具体的なことは

あるんですか。

○堀野総務課長 具体的には、貸し付けの推進

なんですけれども、現在、普通財産の貸し付け

については、相手方からの要望を待って貸し付

けをしているということをやっております。現

在、売却を中心に進めておりますけれども、な

かなか売却が進まない土地について、新たに不

動産業の方を介して貸し付けを募集すると申し

ますか、新たにそういったニーズにこたえてい

こうというふうな策を検討していきたいなとい

うふうに考えております。

○福田委員 私は、いつも考えるんですが、県

の遊休財産の中で高度な利活用をすることに

よってかなりの収益が生まれるものもあるなと

考えておりまして、昨年末でしたか、私、黒木

知事時代に取得した川崎港の５反歩の広々とし

た土地を何回も見に行っているんですが、惜し

いなと。周辺であれだけの広大な面積が、実際

は更地として貸し付けされているんですが、あ

あいう使われ方をしているのはあの地域だけな

んですね。この辺についても、首都圏で当時、

非常に財政が厳しい中で、当時の知事を初め執

行部の皆さん方が、宮崎県の将来を思って取得

された有効な財産ですね。あれは市ヶ谷に次ぐ

財産ですよ。これなんかも早急に有効利用を考

えてほしいなということをお願いしておきたい

と思います。答えについては結構かと思います。

それから最後に、課税法人数が２万2,000件と

おっしゃいましたが、これは決算が赤字で課税

されない法人がほかにあるわけですね。これは

どれぐらいあるんでしょうか。

○永田税務課長 対象となる全体の法人数が約

※５万法人ということで考えておりますので、２

万2,000件を引いた２万8,000件ぐらいでしょう

か、そのくらいというふうに考えております。

○権藤委員 歳出予算説明資料の69ページなん

ですが、行政管理費の４の市町村権限移譲推進

事業の4,370万、これは、市町村に理解をしても

らって移譲していけば、当然仕事が移ると、そ

れの見合いとして幾分かの事務費を移していく

というようなことだろうと思うんですが、最近

の合併等を含めた後のそういう事業の推進が理

解に基づいて順調にいくものといかないものと

か、そういうのがあるのかどうか等を含めて、

この事業の中身をもう少し御説明をお願いした

いと思います。

○桑山行政経営課長 市町村権限移譲推進事業

※25ページに訂正発言あり
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でございますが、これにつきましては、委員も

おっしゃいましたように、県の事務を市町村に

やっていただくということに伴いまして、地方

財政法におきましても、そういった経費につい

ては県が負担するということになっておりまし

て、この交付金によりまして、内訳の話になり

ますが、処理した件数割、そういったものをこ

の交付金の中で算定して権限移譲を行った各市

町村に実績に応じた交付を行っているところで

あります。それで、市町村合併等を踏まえた今

後の影響といいますか、今後の見通しというこ

とかと思いますが、基本的には、この権限移譲

につきましては、県がメニューを示しまして、

現在、2,425の事務がございますが、その中から

市町村が希望するものについて移譲を行うとい

うことで、市町村によっては、行革であったり

とか、あるいは市町村の規模の問題であったり

とかでなかなか難しい面もあろうかと思います

が、私どもとしては、県内３つの地区で説明会

を行うなどして、住民にとってメリットのある

話だと思っておりますので、なるべく引き受け

ていただくようお願いをしているところであり

ます。今後、合併に伴ってということでありま

すが、できる限り市町村には引き受けていただ

けるような努力を今後とも続けていきたいとい

うふうに思っております。

○権藤委員 なかなか県のほうも、この前から

行財政改革で300名とか減って目標に近づきつつ

あるという現状の中で、市町村で引き受けても

らうことのほうが、市町村は大変かもしれませ

んが、住民との関係からいけば、いろんな手続

その他でスムーズではないかというふうに考え

るものですから、勝手に単価を決めたりはでき

ないんだろうと思いますが、今後も推進方

を……。見てみると何か昨年より少し減ってい

るぐらいになるんですか。

○桑山行政経営課長 昨年の当初予算との比較

でいきますと1.8％の増となっておるんですが、

先般、補正について認めていただきましたが、21

年度の補正後の最終予算額が3,310万ということ

で、これとの対比でいきますと当初は30％ほど

の増ということになっておりまして、また当然、

補正の減というのがあり得ようかと思いますが、

今般、市町村に交付する交付金の事務処理の単

価を幾らか上げるなど改善に努めておりますの

で、今後とも努力していきたいというふうに思っ

ております。

○権藤委員 それから、委員会資料の５ページ、

先ほども質問が出ました県有財産有効活用推進

事業、これについては、総務課所管のものとい

うのは、例えば高岡に行くところの林業センター

ですか、ああいうものとか、商工のままに残っ

ているのかどうかわからんのですが、港を造成

して、それを払い下げていこうというのを商工

が取り上げたり、土木が取り上げたりして、やっ

たりとったりしてきて、依然として進んでいな

い広い物件もあると思うんです。こういうもの

は範疇外になるのか、このシステムで全部取り

囲んでいくのか、そのあたりはどんなふうになっ

ているんでしょうか。

○堀野総務課長 ２月現在で未利用地というの

が35件ございます。このうち知事部局所管が16

件、教育委員会が７件、警察が12件ございます。

委員のほうからお話のありました林業試験場の

跡地につきましては、あそこはまだ開発は進ん

でおりませんけれども、既にＪＡのほうに売却

しておりますので、この中には含まれておりま

せん。また、基本的には、先ほど説明の中で申

し上げましたけれども、行政財産等の用途を廃

止して普通財産化したもの、それについて売却
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を進めていこうというふうに考えておりまして、

港のほうの企業用地とか、あれは港湾課所管だ

と思いますけれども、そういった一定の目的の

もとに今後、分譲予定している土地はこの中に

は含まれておりません。以上です。

○権藤委員 特に港なんかができ上がって、早

期にやるということで、ちょこちょこっとはで

きましたけれども、金額も面積も相当大きいし、

そういうものをピックアップして、この制度は

庁内全域、教育委員会も警察も含めて、例えば

警察庁舎が建てかえた後の残った土地とか、そ

ういうものも含めて、やっぱり格上げして何か

ルールをつくって、これは休止状態だと、それ

はあるのかもしれませんが、我々から見ると時

間が物すごくたたないと遊休資産には上がらな

いと。前の用途にずっと帰属したような形で来

ているような気がするものですから、これは総

務課に移ったものということでしょうけれども、

それ以外の部分についても、全庁的に議論を深

めてもらって、見直しなり、全庁的なシステム

で検討して、そういうものも有効処分、活用、

貸し付け、そういうようなことを検討していた

だいて、ずっとある中にいろんなものがあると

いう感覚はするけれども、それがきちんきちん

と３年、５年置きに整理されているという気が

なかなかしないんですよ。そういったものも、

これとは別になるのかもしれませんが、検討し

て、県庁全体の遊休資産の管理のあり方をぜひ

今後は取り上げていただきたい、これは要望に

とどめておきたいと思います。以上です。

○武井委員 予算書のほうを御質問してまいり

ます。まず、59ページ、総務課のほうから行き

たいんですけれども、連絡調整費が423万が899

万とことしの当初と比べて非常に上がっている

理由をお聞かせください。

○堀野総務課長 説明の欄の３の調整事務費

の500万でございますけれども、これが新たに加

わっております。これは、メリットシステムと

申しまして、３年間の補正額と今年度の補正額

を比較して、平均を超えるものについては、一

定のメリットを各部に与えるというシステムが

ございます。それによってこの500万というのを

計上しているところでございます｡

○武井委員 要は、去年まで総務部なりが頑張っ

て、結果としてメリットシステムによる受益金

みたいな感覚なのか、それともこの500万は、今

後、どこぞの課に分配をしていくというための

基金的なものなのか、どういう位置づけの金額

になるのか、お聞かせください。

○堀野総務課長 総務部全体での金額になりま

すので、必要に応じて各課のほうに支出する、

必要に応じて分配すると申しますか、そういっ

た形になるんだろうと思います。

○武井委員 確認なんですが、すべての部にお

いて調整課にこの500万が割り当てになっている

ということの中の総務部の割り当て分というよ

うな理解でよろしいということですか。

○堀野総務課長 各部の状況はわかりませんけ

れども、そういった部分で一定のメリットを出

しているところについては措置されているとい

うふうに考えております。

○武井委員 次に移りますが、総合文書管理シ

ステム運営事業の2,345万6,000円なんですけれ

ども、去年から見ますと予算的にはほとんど変

わっていない。毎年この金額がかかるというこ

とは、どういう契約になって、どういった業者

さんに支払いをしているのか、お聞かせくださ

い。

○堀野総務課長 総合文書管理システムにつき

ましては、今年度見直しをしまして、システム
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を変えました。昨年までのシステムというのが、

管理業務、決済業務等々の大きなシステムを使っ

ておりましたので、そのリース料というのがか

かっておりました。21年度をもって廃止したん

ですけれども、機器のリース期間がたしか３年

間だったと思うんですけれども、来年度の７月

までございます。その関係で、昨年は１年分計

上したんですけれども、ことしは半分のリース

料ということになっております。

○武井委員 ということは、新しくシステムを

変えて、つまりは旧来のシステム、今は既に使

用していないものに対しての支払いが発生して

いるという理解でよろしいということですね。

○堀野総務課長 結果的には御指摘のとおりで

あります。リース業者のほうが、本元の業者の

ほうから購入しておりますので、その分につい

て、契約上、負担しないといけないという状況

になってしまいました。以上です。

○武井委員 確認なんですけれども、いろいろ

検討されたんだろうと思うんですが、今の既存

のシステムを使わないというのは非常に無駄な

わけですから、例えば更新を来年の７月以降に

するであるとか、ないしは、打ち切りなら打ち

切りで違約金を払ったほうがそれよりも安いと

か、そういうこともあったんではないか。使わ

ないものに対して支払いを続けていくというこ

とに対しては若干疑問があるんですが、どの程

度のいろんな検討・検証がなされた結果こうい

う結論になったのか、伺います。

○堀野総務課長 旧システムについてはなかな

か使いづらいという状況がございましたけれど

も、リース料に加えて保守料も入っておりまし

た。この保守料が実績ベースでいきますと1,300

万ということでございまして、その分が、その

システムを変えることによって削減できたとい

う効果はございます。また、旧システムのリー

ス料につきましては、私どもも議会でも御指摘

を受けた部分がございましたので、業者のほう

と弁護士に相談しながら交渉しましたけれども、

やはりそれが聞いていただけなかったという結

果がございます。以上です。

○武井委員 わかりました。

次に移ります。浄書管理費を１件教えていた

だきたいんですが、浄書というのは、どういっ

たような……。

○堀野総務課長 印刷というふうに考えていた

だければ結構だと思います。

○武井委員 例えばこういったようなものとい

うようなことを含めてということですか。

○堀野総務課長 印刷の形態というのはいろい

ろあると思うんですけれども、外注と庁内で印

刷しているのがございまして、本館の地下１階

になるんですけれども、印刷室がございます。

軽印刷といいますか、比較的簡単な印刷につい

ては庁内でやっていく、そうすることによって

外注するよりも経費がかかりませんので、そう

いったことでやっております。

○武井委員 金額も大きいものですからね。こ

れは庁内でやっているということですか。

○西野財政課長 議案等の印刷につきましては、

財政課所管の一般管理費の中で対応させていた

だいております。外注でございます。

○武井委員 わかりました。

次に移りますが、財産管理費の庁舎管理のと

ころの財産収入が2,317万、東京ビルのほうも200

万ぐらい上がっているんですが、これは、売店

などの店舗からの賃料、または東京ビルであれ

ば学生さんからの収入であるとか、インキュベー

ションからの収入であるとか、そういったよう

な理解でよろしいのか、伺います。
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○堀野総務課長 2,317万1,000円ですけれども、

職員宿舎の貸付料の中の一部でございます。200

万9,000円につきましては、東京職員寮の利用料

の中からでございます。

○武井委員 売店等からの家賃収入的なものと

いうのはどういうふうになっているのか、伺い

ます。

○堀野総務課長 売店等、県庁地下１階のお話

かと思いますけれども、これにつきましては、

行政財産の目的外使用許可という形をやってお

りまして、その分が財産収入として計上される

という形になります。

○武井委員 ここの中にはそれは入っていない

ということですか。売店とか旅行カウンターと

かいろいろあると思うんですけれども、どういっ

たところにそういったところの収入は上がるの

か、伺います。

○堀野総務課長 59ページに（事項）職員費と

いう欄がございますけれども、そこの欄の使用

料及び手数料1,234万6,000円でございますけれ

ども、この分の中に計上されております。

○武井委員 わかりました。

次に移ります。公有財産管理費の県有資産所

在市町村交付金というのがあるんですけれども、

市町村に交付しなければいけない理由というの

は何か、お聞かせください。

○堀野総務課長 市町村交付金というのは、固

定資産税相当額になっております。これは、普

通財産の関係でございますけれども、※行政財産

は除くんですが、普通財産について、例えば職

員宿舎とか、貸付地とか、通常、民間と変わら

ないような利用形態をしているものについては、

この市町村交付金で固定資産税相当額を支出す

るということになっております。以上です。

○武井委員 わかりました。

次に移ります。災害復旧費ですけれども、9,270

万計上されているんですが、何が起こるかわか

らないというところがあるんでしょうけれども、

今年度的に、今まではこれをどれぐらい実際使っ

たのかとか。

○堀野総務課長 平成21年度はゼロ件でござい

ました。平成20年度が８件の5,963万6,000円、19

年度が16件の4,654万7,000円でございます。

○武井委員 わかりました。

次、人事課に移らせていただきますが、いろ

いろ経費が出ているんですが、きのうも、あれ

は教育委員会でしたけれども、懲戒が出たりと

か、この前も準公金の問題なんかがいろいろあっ

たりしたんですが、そういったいわゆるモラル

向上への取り組み、職員意識啓発とか、そういっ

たようなものというのは具体的にどういった形

で取り組まれているのか、伺います。

○四本人事課長 予算書の中ではなかなかあれ

ですけれども、例えば、自治学院において行う

職員の研修に要する県職員研修費というのがご

ざいますが、自治学院の研修の中でコンプライ

アンスについて研修を行う、また、各所属にお

いてコンプライアンスリーダーを定めまして、

啓発に努める、あるいはまた、各所属ごとにコ

ンプライアンスの研修を行ってもらう、そうい

うさまざまな取り組みをしておるところでござ

います。

○武井委員 わかりました。

次に移りますが、職員派遣研修の経費が倍

ちょっとになっているんですけれども、1,210万

円だったのが2,570万ですか、上がっているんで

すが、これは、差額的に見ると、海外研修分ぐ

らいが差額で出たのかなと思うんですが、これ

はどういった内訳なのか。

※25ページに訂正発言あり
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○四本人事課長 １つは、上海外国語学校に語

学研修に派遣をすることにしておりまして、こ

れは21年度は該当がございませんでしたが、22

年度に１人派遣をいたします。この分が約600万、

それから、自治体国際化協会のシンガポール事

務所に１人職員を出しますので、その経費といっ

たようなものが21年度よりふえておる要素に

なっております。

○武井委員 クレアシンガポールと外国語大学

の件なんですが、結局、外国語大学は１年600万

かけて出して、上海の事務所で２年働くという

ことなんですが、ですから、１年置きに600万か

かっていくということなんですが、そういう意

味でいったら、それなりのコストもかけるわけ

ですから、例えば、上海駐在の任期を４年等に

すれば、平たく言えば、行く人員を半分にでき

るということでもあろうかと思うんですが、そ

のあたりというのは、やっぱり１年学校に丸々

通わせるということですから、結構大きなこと

なんですが、そのあたりはもっと検討の余地は

ないのか、伺います。

○四本人事課長 上海事務所そのものの位置づ

けといいますか、役割というのは当然、実際の

仕事の中身的には、主に商工観光労働部のほう

で考えていくような、そこと今後、体制とかい

うふうなものについては検討していかなくちゃ

いけないと思いますが、海外に語学研修１年プ

ラス４年とかいうことになると、一般的に言え

ば、なかなか派遣しづらいかなというふうに考

えております。

○武井委員 また、考えていただきたいと思い

ます。

○権藤委員 今の上海の大学とか、ああいうの

は現地に行ってみると、やっぱり企業が百何十

社とか、そういう企業グループの経営者といろ

んなことをしたりして、個人的には大変かなと

いう感じもするんですが、今が１年の２年とい

うことであれば、１年の３年とか、そういうよ

うなことをやはり検討してほしいなと、みんな

現地の人たちは情報とかでありがたがっている

面もあるし、こっちから行っている人も向こう

からもらって、定例的な会合とか懇親も深めて

いるみたいですから、またそれは個人の問題と

バランスをとりながら、検討していただきたい

ということを私からもお願いしたいということ

です。以上です。

○髙橋委員長 それでは、暫時休憩いたします。

午後０時１分休憩

午後０時59分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

○堀野総務課長 先ほどの発言を修正させてい

ただきたいと思います。先ほど、武井委員の御

質問の中に市町村交付金のお話がございました。

その中で財産について、普通財産について対象

になると申し上げたんですけれども、一部行政

財産でも、県営住宅についてはこの市町村交付

金の対象になりますので、発言を訂正させてい

ただきたいと思います。以上でございます。

○永田税務課長 私のほうも発言の訂正をさせ

ていただきたいと思います。先ほど、発言の訂

正をしましたものの、再度の訂正で大変申しわ

けないんですが、地方法人特別税の対象の法人

は幾つかという御質問でした。20年度でいたし

ますと、申告の法人の総数が２万2,000件ですの

で、一応、これが対象にはなるんですが、うち

法人事業税を課税された件数が20年度で約8,500

件でしたので、実質的にはこの8,500法人が対象

になろうかと思います。

それで、先ほど、赤字法人はどのくらいある
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のかという御質問でした。２万2,000から8,500

件を引いた約１万3,500件が赤字法人である、

約40％であるというようなことに訂正をさせて

いただきたいと思います。

先ほど申し上げました約５万件というのは、

県内の事業所の総数、ですから、１法人が何カ

所も事業所を持っている場合をダブルカウント

していますので、県内の法人が約５万件ほどあ

るということでしたので、訂正をさせていただ

きたいと思います。

○髙橋委員長 引き続き質疑を続けます。

○武井委員 さっき、人事課の職員海外研修の

ところを少しお話をしたかと思うんですが、そ

の件で、県の職員を２週間、派遣をして研修を

するというような事業があると思うんですが、

それもここに含まれるのか。

○四本人事課長 海外ですか。

○武井委員 海外です。

○四本人事課長 ございます。予算的には、自

主研修といいますか、みずから企画をさせまし

て、こちらで内容を査定いたしまして、最大６

名を派遣するということにしております。

○武井委員 そういったものというのは、具体

的にどういうふうな形で成果報告が出されるの

か、また、そういうところに研修に行った人と

いうのは、次の人事異動等も含めて、そういう

ものが生かされるようなものになるのか、つま

り実効性みたいなものについて伺います。

○四本人事課長 報告についてはちょっとお待

ちいただきたいと思います。

実績をどう生かすかでございますが、例えば、

技術職員の場合は、それぞれの自分の専門分野

に沿ったものをもともと企画をして行くという

ようなこともありますし、内容については、帰っ

た後の仕事の中で生かされていくというふうに

考えております。

○武井委員 人事課として人事異動とかについ

て、実際に研修してきたということが、技術職

員であればある程度わかるんですが、事務の職

員ですと、全くそれと違うところに行けば、実

際的にそういったものがどれほど生かされるの

か、海外まで行かせるわけですから、そういっ

た意味では、できるだけそういったものが今後

の業務に反映されるような人事課としても意識

づけが必要じゃないかなと考えますが、いかが

ですか。

○四本人事課長 当然、そういう海外自主研修

をやったということで、その意欲ということも

もちろん評価いたしますし、また、それぞれの

個々の中身についても、一応勘案した上で人事

上は考えていくということになると思います。

○武井委員 わかりました。

次に移りますが、行政経営課の訴訟事務なん

ですけれども、行政経営課が所管する訴訟に関

するものというのはどういった業務になるのか、

お聞かせください。

○桑山行政経営課長 訴訟事務につきましては、

特に、うちの課自身が訴訟の主体となるといい

ますか、そういうものは自分のところの業務に

限る話でありまして、全庁的に行政経営課とし

ては訴訟案件が出てきた場合にはサポートをし

ているという状況になりまして、ちなみに、21

年度でありますと、継続した訴訟案件が２件ご

ざいまして、それから年度中に県営住宅の明け

渡し訴訟が３つ発生して、５つのうち４つは結

審して県の勝訴という状況になっております。

○武井委員 ということは、県の関係の訴訟を

担当されるということで、弁護士の先生の顧問

料みたいなものもこういったものに含まれてい

るという理解でよろしいんですか。
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○桑山行政経営課長 訴訟費という予算の費目

がございます。この中で弁護士に対する法律相

談料というものを予算にして100万8,000円計上

しておりまして、行政分野に明るい弁護士の方

に月額８万4,000円という金額をお支払いして、

いろいろな損害賠償の事案とか、問題が生じた

場合には相談をさせていただいておるという状

況になります。

○武井委員 一般的に言う顧問契約というのと

は違うんですか。

○桑山行政経営課長 顧問弁護士という位置づ

けにはしておりませんが、特定の弁護士の方と

年間を通じて契約しております。

○武井委員 わかりました。

次に移ります。県の法規検索システムの運営

経費がありますけれども、先ほどの総務課にも

お聞きしたことと同じなんですが、どういった

契約になっていて、どういった内容なのか、お

聞かせください。私もよく使うんですが……。

○桑山行政経営課長 これにつきましては、第

一法規という法規関係の会社と契約をいたしま

して、年間のサーバーあるいは周辺機器の借り

上げ料を支払っているところでございます。

○武井委員 ということは、この352万というの

はランニングコストで、毎年、金額は若干増減

はあるかもしれませんが、基本的にはこの金額

がシステムを維持していくためにかかるという

ことでよろしいですか。

○桑山行政経営課長 おっしゃるとおりです。

○武井委員 あのシステムで、条例もいろいろ

あるんでしょうけれども、年間352万は結構高額

だなと思うんですが、そういったものの契約と

いうのは、何年契約で、どの段階かで業者をか

えるなり見直しをするなり、随契でずっとこう

いう形で行かざるを得ないような仕組みなのか、

伺います。

○桑山行政経営課長 中身として、本県の条例

規則等を入れております関係上、なかなか契約

の相手先をかえるということは難しいんではな

いかと思います。ただ、単年度契約でやってお

りますけれども、こういうシステムを入れるこ

とによりまして、例えば、ある条例を改正する

ときに、関連して改正する規則とか条例がある

かないか、そういうものが言葉で検索すれば容

易にわかるとか、こういうシステム導入によっ

て相当な省力化は図られていると思います。

○武井委員 情報政策課にこういったＩＴ担当

の方が任期つきで来ておられると思うんですが、

例えば、このシステムについて予算立てするに

当たって、そういう方に見てもらって、この金

額が適正かどうかというようなことのジャッジ

メントをもらったり、そういうことはあったの

か、伺います。

○桑山行政経営課長 このシステム導入に際し

ては、特に情報政策課のほうとの協議はやって

おりませんけれども、他県の契約の状況とか、

そういうものを勘案しまして、うちのこの契約

の金額の妥当性については確認といいますか、

そういういうことはやっております。

○武井委員 わかりました。以上です。

○四本人事課長 先ほど、武井委員の御質問で

答えていない部分がございまして、海外自主研

修の報告でございますが、今のところ、人事課

のほうにレポートを提出させているということ

でございます｡

○武井委員 個人名もあるのかもしれませんが、

県のホームページで公開をするであるとか、例

えばこの委員会あたりで資料としてお願いすれ

ば出してもらえたりするのか、そのあたりはい

かがですか。
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○四本人事課長 今のところ、公表ということ

はやっておりません。公表なり、あるいはここ

でお出しするについては検討をさせていただく

必要があるかと思っております｡

○武井委員 検討をお願いします。以上です。

○押川委員 59ページの文書管理費の中の２で

ありますけれども、これは、メールとか郵送と

かあるだろうと思いますけれども、この状況に

ついてお知らせください。

○堀野総務課長 文書の収受発送に要する経費

でございますか。中身は、主なものを申し上げ

ますと、郵便料が3,310万円、さらに収受発送の

ために非常勤職員を採用して行っておりますの

で、その人件費が896万という形になっておりま

す。

○押川委員 その非常勤の方は何名ですか。

○堀野総務課長 非常勤職員が４名、臨時職員

が１名でございます｡

○押川委員 今後、経費を下げる意味では、状

況というのはどういう方向になっていくんで

しょうか。

○堀野総務課長 郵便料につきましては、日本

郵便株式会社のほうでやっておりますので、郵

便料の増減というのは変わらないと思うんです

けれども、小包のほうについては、今、日本郵

便のほうで一定の割引のもとでやっております

ので、それを入札という形を来年度からやろう

と思っております。それによってまた削減は可

能かなというふうに考えております。

○押川委員 70ページ、県の公報の発行に関す

る経費でありますけれども、他県に比べると紙

面が小さい、そして字も小さいというようなこ

とで、いろんな御意見が出ているとは思うんで

すけれども、今後もこういう形でやっていかれ

るのか、見直しあたりはできないのかというこ

とでお聞きしておきたいと思います。

○桑山行政経営課長 県公報につきましては、

現在の形でこのまま継続するつもりでおります

が、縦書きを横書きにするとか、いろんな工夫

をしながら、わかりやすいようには努めている

ところでございます。今、委員のおっしゃいま

した他県のほうが大きいとか、文字が大きいと

いうことかと思いますが、そういった点につい

ては、調べてみまして、今後検討してみたいと

思います。

○押川委員 高齢化社会でありますし、字が小

さいとなかなか読みづらいという声も聞きます

から、できればそういった工夫をお願いしてお

きたいなというふうに思います。

我々の県議会議員の報告もちょっと小さいん

じゃないかなという気がするんですけれども、

これについても、あわせてまた協議をしていた

だければありがたいというふうに思います。

次に、75ページ、起債の利子支払いに要する

経費ということで150億ほどあるわけですが、わ

かる範囲で結構でありますが、この支払い利率

あたりはわからないんですか。

○西野財政課長 県債の利子支払いにつきまし

ては、過去、高金利時代に借り入れたもの、低

金利時代の昨今に借り入れたもの、それぞれあ

りますので、非常に幅広い利率のものを個々に

決められたとおりに支払っているところであり

ますけれども、さまざま種類はありますけれど

も、そういったものすべてを平均いたしますと

約1.8％程度の利率で支払いをしているというと

ころでございます｡

○押川委員 今後の見込みとしては、上限とい

うのはどういう方向に行くんですか。安くなる

のか、高くなっていくのか。

○西野財政課長 当然、公債費については、毎
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年毎年の負担を抑制するために、過去でありま

したら、高金利時代に借り入れたものを借りか

えたり、公債費の抑制に取り組んできていると

ころでありまして、そういった高金利のものが

今後、償還されてしまうということも考え合わ

せますと、現在借り入れているものについては、

平均的にも徐々に下がっていくんじゃないかと

いうところでございます｡

○押川委員 わかりました。

それから、79ページでありますけれども、自

主納税の推進費の中のウでありますけれども、

軽油引取税、先ほど、元売業者あたりに報償費

として戻すということでありましたけれども、

トラック協会とかバス協会あたりの対応はどう

なっているのか、わかる範囲でお聞きしたいと

思います。

○永田税務課長 軽油引取税の取扱費報償金に

ついては、特別徴収義務者、いわゆる税を特別

徴収していただく元売業者とかに交付をしてい

るものですけれども、バス協会、トラック協会

については、商工観光労働部の事業で行ってお

るようです。例えば、バス協会に対しては、21

年度決算見込みで約1,300万、トラック協会のほ

うに約１億6,400万ほど措置をされておるという

ふうに聞いております。

○押川委員 わかりました。

○萩原委員 起債と公債費について伺います。

歳出のほうで公債費937億円、元金が778億円、

利子のほうが158億円、わかる範囲で結構ですが、

現在の起債の件数は何本ぐらいあって、さっき

のとちょっと重複しますが、一番高い金利は何

％ぐらいのものがあるのか。とりあえず、それ

を。

○西野財政課長 起債の件数でございます

が、549件でございまして、今借り入れている中

で最も高い利率のものは６％台後半でございま

す｡

○萩原委員 さっき、借りかえで金利をなるだ

け下げようということがあったと思うんですが、

借りかえのできない部分もあるはずですね。例

えば、国とか、国の機関関係から借り入れた場

合、そういうのがあると思うんですが、何分、

利子が158億円というのは県債の9,400億の金利

だろうと思うんですけれども、今、公債費、宮

崎県が16.2％ですが、危険水域というか、赤信

号がともるのは何％ぐらいが限界なんですか。

○西野財政課長 起債の指標についてはさまざ

まなものがございますけれども、例えば、実質

公債費比率という指標がございます。これにつ

いては、起債について元利償還が、例えば財源

措置がなされているものがございますけれども、

そういったものを考慮した上で、どれぐらい実

質的に公債費というのがあるかということです

けれども、18％以上になると、起債に対し許可

が必要であるというふうにされております。本

県におきましては、実質公債費率は12.6％とい

うことで、その水準を下回っているところでご

ざいます。

○萩原委員 歳入の県債947億円、これの主な相

手先はどういうところですか。

○西野財政課長 毎年の県債の借入先でござい

ますけれども、来年度発行するものについては、

実際事業費が確定して、恐らく23年の５月ぐら

いに借り入れというのが一番大きな部分を占め

るかと思います。例えば、既に発行している実

績から申しますと、20年度分については、21年

度、今年度の５月に借り入れたところでござい

ますけれども、そのうち政府資金、市中銀行と

いうことで、大まかに申し上げますと、政府資

金、いわゆる財務省からの財政融資資金、それ
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が約18％程度、残りをその他の市中銀行等から

借り入れているところでございます。

○萩原委員 市中銀行は、宮崎県でトップは宮

崎銀行ですけれども、地元銀行以外に市中銀行

も入るわけですか。

○西野財政課長 20年度発行分につきましては、

御指摘のとおり、大部分が指定金融機関である

宮崎銀行からでございまして、その他太陽銀行、

県信連、九州労働金庫から借り入れを受けてお

ります。

○萩原委員 金利はばらばらだろうと思うんで

すけれども、ほぼ同じぐらいの金利ですか。

○西野財政課長 各行とそういった条件を交渉

して決定するわけですけれども、結果として、

宮崎銀行以下、すべて同じ条件で借り入れを行っ

ております。

○萩原委員 549件の公債費、これの返済方法は

どうなんですか。毎月なんですか、教えてくだ

さい。

○西野財政課長 起債、さまざまな借入先がご

ざいますけれども、いずれも、年２回、元利の

支払いを行っております。

○萩原委員 年２回ということは、財政課がど

ういう管理をしておるのかわからんけれど

も、549件は大変な件数でしょう。それを年に２

回、ばたばたして返済が足らんやったとかとい

うときは、たまにはついうっかり督促が来たと

いうことはなかったですか。

○西野財政課長 県債の元利償還については、

義務的経費ということで、すべて所要額を当初

予算で措置しているところでございます。その

時々によって、予算措置していたとしても、例

えば、会計管理局で手元に現金があるかどうか

というときも出てこようかと思います。そういっ

た場合には、歳計現金が足りないという場合に

は、財政調整基金から一時的に借り入れる、法

的にも一時借入金というふうに申しております

けれども、あくまでも予算で決められたものを

執行するために必要な資金のやりくりというの

は、法令に定められた手段の中でやっていると

ころでございます｡

○萩原委員 非常に初歩的なことを聞きますけ

れども、振り込むにしても大変大きな金額です

ね。そういうのは具体的にはどういうふうにし

てやるんですか。民間だったら手形とか切るけ

れども。

○西野財政課長 具体的な償還方法でございま

すけれども、年２回、借入先から請求が来ます。

それで、こちらとしては請求に沿ってその請求

額どおり歳出の手続を踏まえまして、指定金融

機関を通してそれぞれのほうに請求額をお支払

いすると、それについては、必要な事務手続を

経た上で執行させていただいております。

○萩原委員 年２回というのは、元金と利子を

年に２回ですか。それとも、元金は元金、利子

は利子で年２回なのか、その辺はどうなんです

か。

○西野財政課長 元金も利子もそれぞれ、タイ

ミングはずれるかもしれませんけれども、年２

回お支払いしております。

○前屋敷委員 予算説明資料の60ページ、情報

公開推進費ですけれども、昨年と比べて150万ぐ

らい減額ですけれども、その中身を。

○堀野総務課長 法規の追録とか図書購入費が

ございますけれども、その分を節減したという

のが一つ、これは128万ぐらいございます。あと、

パソコンリース料の減ということで20万ほどご

ざいます。

○前屋敷委員 ４の資料整備費というのがかな

り落ちていたんですけれども、今のはそこの中
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身になるんですね。

○堀野総務課長 そのとおりでございます｡

○前屋敷委員 61ページの財産管理費の中の東

京ビル運営費2,900万、ここは指定管理になって

いたんですか。

○堀野総務課長 平成18年度から指定管理者制

度を導入しておりまして、現在、指定管理でやっ

ております。

○前屋敷委員 このビルの活用といいますか、

内容はどういうふうになっていますか。前は宿

泊施設があったりとか、学生寮はもちろんある

と思うんですけれども、今の状況。

○堀野総務課長 基本的には、東京事務所の職

員寮がございます。さらに、東京学生寮が５階

から上になっておりますけれども、定員100名で

あります。さらに、県から派遣されている研修

職員等の職員宿舎、さらには商工観光労働部所

管の部分でございますけれども、フロンティア

というところがございまして、宮崎から東京の

ほうに進出している企業の貸し事務所のスペー

ス、そういったもので構成されております。

○前屋敷委員 学生寮が定員100名でしたけれど

も、今、100名活用されているんですか。

○堀野総務課長 １～２年生まで入居できるん

ですけれども、２年目になると退居します。そ

れで、毎年、退寮者を見込んで募集いたします。

今年度もそうなんですけれども、現時点では、

待機待ちといいますか、希望を含めて定員100名

を超える入居状況になります。ただ、もうしば

らくしますと試験結果が出ますので、希望どお

りいかないケース、東京を希望していたのが大

阪になってしまったとか、残念ながらもう一年

という方もいらっしゃいますので、そういった

方を含めますと定員に満たない状況になりまし

て、それに追加募集をしても100名にいかないと

いうケースが出ています。

○前屋敷委員 ちなみに、学生寮の寮費は幾ら

なんですか。

○堀野総務課長 月、１万8,600円が寮費でござ

います｡

○前屋敷委員 委員会資料の人事課、非常勤職

員への通勤費の支給についてですが、対象職員

は非常勤職員及び臨時的任用職員というふうに

なっていますが、それぞれ人数的には何名ほど

が対象になっているんですか。

○四本人事課長 平成20年度の任用実績で、知

事部局の臨時職員が216名、非常勤職員が1,317

名ということでございます｡

○前屋敷委員 いわゆる臨時職員と言われる

方々は全く対象にはなっていないんですか。

○四本人事課長 対象になります。

○前屋敷委員 以上です。

○髙橋委員長 議案についてほかにございませ

んか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 なければ、次に、その他報告事

項について質疑はありませんか。

○武井委員 組織改編の件でお伺いしますが、

できたり減ったりとしているんですが、全体で

見て県庁の課の数とかはどういうふうにふえた

のか減ったのか、そのあたりをお聞かせくださ

い。何部・何室・何局体制みたいなのがあると

思うんですが。

○桑山行政経営課長 今回お示ししております

常任委員会資料の11ページに本年度との比較を

書いてございます。21年度が８部61課、出先機

関82、合計143から、本庁の課、出先機関それぞ

れ１減りまして、トータルで２減の141というこ

とでございます｡

○武井委員 わかりました。
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さっきもちょっと説明があったんですが、企

業誘致なんですけれども、局があって次長がい

てというのを、今度、課長補佐にする、これで

体制が強くなるということの理由をお聞かせい

ただきたいんですが。

○桑山行政経営課長 委員会資料の12ページの

下のほうに企業立地推進局の新旧の体制の違い

を書いておりますが、これまでは、局長の下に

課長級の局次長という職員がいまして、その下

には担当のグループ、係が存在していた。これ

に課を置くことによりまして、局次長の分が課

長と課長補佐に分かれる。従来、局次長は対外

的な業務と内部管理業務をあわせ持っておりま

したけれども、課長と課長補佐を置くことによ

りまして、課長補佐は内部的業務に主に専念す

る、課長は局長とともに対外的な企業誘致業務

に携わることによりまして、誘致の推進体制が

強化されるというふうに考えております。

○武井委員 わかりました。期待したいと思い

ます。

最後に、15ページの医療薬務課の件ですが、

薬務対策室というのができるということなんで

すが、これは室長みたいなのは事務なのか、そ

れとも薬剤師さんとかの技術の方がつくことに

なるのか、お聞かせください。

○桑山行政経営課長 具体的には、人事上の問

題になりますので、私のほうから申し上げるこ

とはできませんけれども、現在は薬務対策監は

薬剤師の方がポストについていらっしゃいます。

○武井委員 方向性としてはそういう方向性が

必要だろうなと思います。

最後ですが、土木事務所の件、もともと例の

再編のときに、あのときは技術検査課でしたか、

置くというような話があったんですが、ああい

う形で議会で否決になりましたので、それを踏

まえてということなんですが、３土木事務所に、

大きいところということで技術調整課を置いた

ということですが、この３事務所だけなのか、

将来的には、１年目はこういう形にして、串間

とかはあれですけれども、基本的には、何年か

後にはすべての土木事務所をこういう形に変え

ていくといったような第一弾的な位置づけであ

るのか、その辺をお聞かせください。

○桑山行政経営課長 技術調整課につきまして

は、業務量の多い順に上から３つの事務所に今

回置いたということで、担当する者が入札・契

約制度改革とか品質確保といったものがござい

ますので、業務量の多いところから、行革を進

めている中で回せる人員の数には限りがありま

すので、当面、この３つの大きいところに置い

たということで、今後、その効果等をまた検証

しながら、ほかの事務所への配置も検討してい

きたいと考えております。

○武井委員 以上です。

○髙橋委員長 ほか、ございませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、以上で第１班の審査

を終了します。

それでは、第２班、市町村課、総務事務セン

ター、危機管理課、消防保安課の審査を行いま

す。それでは、市町村課から順次、説明をお願

いいたします。

○田原市町村課長 市町村課の平成22年度当初

予算につきまして、御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の83ページをお開

きください。市町村課の平成22年度当初予算額

は、46億720万9,000円でございまして、平成21

年度当初予算に比べ４億1,938万2,000円、率に

して8.3％の減となっております。

その主なものについて御説明いたします。85
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ページをお開きください。まず、（事項）自治調

整費であります。これは、市町村の行財政運営

に関する助言等に要する経費でありまして、予

算額は１億680万6,000円をお願いしております。

このうち主なものでありますが、86ページをお

開きください。７の住民基本台帳ネットワーク

システム事業費であります。これは、情報化社

会に対応しました住民サービスの向上を図るた

め、全国でネットワーク化されております住民

基本台帳ネットワークシステムの全都道府県共

同の負担経費や機器使用料等の運用経費であり

まして、8,740万5,000円をお願いしております。

次に、（事項）市町村合併支援費であります。

これは、市町村合併支援に要する経費でありま

して、予算額11億5,531万5,000円をお願いして

おります。内訳でございますが、アの市町村合

併支援事業は、旧合併特例法のもとで合併しま

した市町に対して交付する市町村合併支援交付

金等でありまして、３億6,252万1,000円をお願

いしております。次に、イの新市町村合併支援

事業は、現行合併特例法のもとで合併しました

市町に対して交付する新市町村合併支援交付金

等でありまして、３億9,456万9,000円をお願い

しております。次に、ウの合併関係市町村財政

健全化支援事業は、高金利地方債の繰り上げ償

還を支援する貸付制度でございますが、貸し付

けに係る償還金のうち、県の市町村21世紀基金

を財源とするものにつきまして、同基金へ３

億9,822万5,000円を繰り出すものであります。

次に、（事項）市町村公共施設整備促進費であ

ります。これは、安心・安全な地域づくりや行

財政経営健全化など、市町村が当面いたします

課題の解決のために取り組む事業を対象に、元

気市町村支援資金貸付金の名称で無利子で貸し

付けるものでございます。予算額は９億15

万3,000円をお願いしております。

次に、87ページをごらんください。（事項）市

町村振興宝くじ事業費であります。これは、市

町村振興宝くじとして発売されますサマージャ

ンボ宝くじとオータムジャンボ宝くじの収益金

等につきまして、一たん、県が配分を受けた後

に、その全額を財団法人宮崎県市町村振興協会

に交付するものであります。予算額は７億1,189

万6,000円をお願いしております。

次に、88ページをお開きください。（事項）知

事選挙臨時啓発費から89ページの（事項）参議

院議員選挙執行費までは、それぞれ、ことし７

月に任期満了となります参議院議員の選挙、来

年１月に任期満了となります知事の選挙、及び

来年４月に任期満了になります県議会議員の選

挙に要する経費であります。まず、（事項）知事

選挙臨時啓発費であります。これは、知事選挙

における新聞広告等、臨時啓発に要する経費で

ありまして、1,703万6,000円をお願いしており

ます。

次に、（事項）県議会議員選挙臨時啓発費であ

ります。これは、県議会議員選挙におきますラ

ジオ・テレビのスポット放送等、臨時啓発に要

する経費でありまして、465万7,000円をお願い

しております。

次に、（事項）参議院議員選挙臨時啓発費であ

ります。これは、参議院議員選挙におきます街

頭啓発等、臨時啓発に要する経費でありまし

て、431万5,000円をお願いしております。

次に、（事項）知事選挙執行費であります。こ

れは、知事選挙の執行に要する経費でございま

して、５億8,428万9,000円をお願いしておりま

す。内訳でございますが、委員会事務費としま

して、人件費などの経費1,332万円を、また管理

執行費としまして、投開票など市町村が行いま
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す事務に対する市町村交付金や、候補者の選挙

運動に対する公費負担に要する経費など、５

億7,096万9,000円をお願いしております。なお、

管理執行費の中には、今回から新たに公費負担

の対象といたします選挙運動用ビラの作成費用

も計上しております。

次に、（事項）県議会議員選挙執行費でござい

ます。これは、県議会議員選挙の執行に要する

経費でございまして、１億3,697万7,000円をお

願いしております。内訳でございますが、89ペー

ジをごらんください。委員会事務費としまし

て756万2,000円を、管理執行経費としまして１

億2,941万5,000円をお願いしております。なお、

管理執行経費の中には、今回から新たに選挙公

報を発行するための準備費用も計上しておりま

す。

次に、（事項）参議院議員選挙執行費でありま

す。これは、参議院議員選挙の執行に要する経

費でございまして、６億7,516万8,000円をお願

いしております。内訳でございますが、委員会

事務費としまして1,547万3,000円を、管理執行

経費としまして６億5,969万5,000円をお願いし

ております。なお、参議院議員選挙に関する経

費の財源につきましては、全額、国費となって

おります。

次に、平成22年２月定例県議会提出議案書の

９ページをお開きいただきたいと思います。債

務負担行為の追加でございます。市町村課の欄

でございますが、県議会議員の選挙に係る経費

につきまして、円滑な業務の推進と適正な選挙

を執行する観点から、平成22年度から平成23年

度にかけましてお願いするものでございます。

１つ目の県議会議員選挙臨時啓発費は、テレビ・

ラジオ・新聞等の各種広告の制作や放送等につ

きまして、広告代理店と委託契約を締結するた

めに、限度額671万9,000円を、また、２つ目の

県議会議員選挙執行費は、選挙公報の発行につ

きまして、業者と契約を締結するために、限度

額928万2,000円をお願いしております。

次に、議案第21号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」につきまして、御説

明をいたします。議案書では65ページになりま

すが、お手元の常任委員会資料により御説明を

させていただきます。

９ページをお願いいたします。まず、１の改

正の理由についてでございます。平成20年１月

１日の政治資金規正法の一部を改正する法律の

施行によりまして、国会議員関係政治団体につ

きましては、少額領収書等の写しの開示制度が

新設されまして、平成21年分の政治団体収支報

告書の要旨の公表日から運用が開始されること

となったため、今回、写しの交付に要する手数

料の規定を整備するものでございます。下のほ

うに参考としまして、法改正に伴います政治資

金に係る収支公開制度の概要をお示ししており

ます。図の左側が改正前、右側が改正後の制度

でございます。今回の条例改正に関係いたしま

すのは、表の太枠で囲んだ部分でございまして、

法改正によりまして、国会議員関係政治団体に

つきましては、収支報告の適正の確保と透明性

の向上の観点から、収支報告書に人件費以外の

１万円を超える支出の明細を記載し、その領収

書の写しを添付するとともに、１万円以下の支

出につきましても、領収書等の保存義務が課せ

られ、何人もその写しの閲覧または交付を請求

することができることとなったところでありま

す｡

２の改正の内容についてでございます。写し

の交付方法及び手数料額は、表に記載しており

ますとおり、複写機により用紙に複写したもの
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の交付につきましては、用紙１枚につき10円、

スキャナーにより読み取ってできました電磁的

記録を光ディスクに複写したものの交付につき

ましては、光ディスク１枚につき100円に当該少

額領収書等の写し１枚ごとに10円を加えた額で

ありまして、いずれも、現行の収支報告書等の

写しの交付の場合の交付方法及び手数料額と同

一としております。

最後に、３の施行期日でありますが、平成22

年４月１日としております。

説明は以上でございます。

○柄本総務事務センター課長 総務事務セン

ターの平成22年度当初予算について御説明いた

します。

お手元の歳出予算説明資料の91ページをお開

きください。総務事務センターの平成22年度当

初予算額は、11億9,962万9,000円でございまし

て、平成21年度当初予算と比べ423万3,000円、

率にして0.35％の減となっております。

そのうち主なものについて御説明いたしま

す。93ページをお開きください。（款）総務費10

億6,874万3,000円でございます。その主なもの

について御説明いたします。まず、（事項）総務

事務センター運営費でございます。これは、本

庁の総務事務センター及び各県税・総務事務所

に設置しています総務事務センターの運営費で

ございます。予算は2,214万2,000円をお願いし

ております。

次に、（事項）健康管理費でございます。予算

額は6,423万4,000円をお願いしております。内

容につきましては、94ページをお開きください。

説明欄の２の定期健康診断事業費です。これは、

全職員を対象とした一次、二次の定期健康診断

を、それから３の特殊業務従事職員健康診断事

業費は、放射線業務などの特殊業務に従事する

職員を対象とした健康診断をそれぞれ実施する

経費等であります。また、４の職員の心の健康

づくり推進事業についてでございますが、その

うち（３）のメンタルヘルス対策経費として計

上しました442万3,000円につきましては、さま

ざまな精神的ストレスに起因するメンタル面の

不調を訴える者や心の病による休職者等が増加

傾向にあるため、職員のメンタルヘルス対策と

して、研修やきめ細かい相談を行うとともに、

休職者等の円滑な職場復帰に向けた支援を行う

ものであります。

次に、（事項）職員厚生費でございます。予算

額は9,501万1,000円をお願いしております。こ

のうち説明欄１の保健体育施設管理費は、主に

職員健康プラザの建設費の地方職員共済組合へ

の償還費や清掃、警備、保守点検委託に要する

経費でございます｡

次に、（事項）物品管理及び調達事務費でござ

います。これは、物品の適正な管理と効率的な

活用を促進し、調達の適正化を図るための経費

等でございます。予算額は996万1,000円をお願

いしております。そのうち説明欄２の物品管理

システム指導強化事業につきましては、不適正

な事務処理の再発防止策の一環として、平成20

年度から取り組んでいる事業でありますが、出

先機関への物品管理事務の指導及び本庁におけ

る総務事務センターでの物品の納品、検査を行

うことにより、物品管理事務の適正な運用を図

るものであります。次に、３の○新 物品調達シス

テム効率化推進事業につきましては、後ほど、

御説明いたします。

次に、（事項）車両管理事務費でございます｡

これは、県有車両の適正な維持管理や任意保険

の加入、運行業務の一部委託、また、効率的な

運行、指導、助言、交通事故の防止などに対す
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る経費でございます。予算額は2,441万3,000円

をお願いしております。

次に、（事項）恩給及び退職年金費でございま

す。これは、知事部局職員31名に係る恩給関係

の経費でございます。予算額は3,046万6,000円

をお願いしております。

次の（款）警察費（事項）恩給及び退職年金

費につきましても、元警察職員136名に係る恩給

関係の経費でございます。予算は１億3,088

万6,000円をお願いしております。

次に、新規事業について御説明いたします。

総務政策常任委員会資料の７ページでございま

す。○新 物品調達システム効率化推進事業でござ

います。

この事業は、インターネットを活用した物品

調達の簡素で効率的な事務処理を図るとともに、

公正・透明で競争性の高い契約の実施を確保す

るため、電子調達システムの導入に向けた調査

検証等を実施するものであります。

事業概要としまして、まず、（１）の電子調達

システム導入に向けた調査検証であります。こ

れは、予定価格が160万円以下の随意契約を対象

とした物品の電子調達システム導入に向けまし

て、想定処理件数とか費用対効果の観点から、

最適なシステム環境について、技術的処理、開

発手法、また開発費用の算定などについて調査

検証を委託するものであります。次に、（２）の

印刷物積算ソフトの導入であります。これは、

印刷物積算業務の効率化、また標準化を図るた

め、印刷物の積算ソフトを導入するものであり

ます。

事業費としまして500万9,000円をお願いいた

しております。

説明は以上であります。

○武田危機管理課長 危機管理課の平成22年度

当初予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の97ページをお開

きください。平成22年度当初予算の総額は、３

億4,225万円であります。21年度当初予算に比

べ1,890万5,000円、率にして5.2％の減となって

おります。

次に、99ページをごらんください。主な事業

について御説明いたします。まず、（事項）防災

対策費4,107万4,000円でありますが、これは、

防災体制の整備及び災害対策に要する経費で、

次の100ページにかけまして１から11までの事業

でありますが、そのうち９から11の事業につき

ましては、後ほど、委員会資料で御説明いたし

ます。

100ページの（事項）危機管理総合調整推進事

業費989万1,000円及び（事項）国民保護推進事

業費506万1,000円でありますが、これは、危機

管理に関する調整・研修及び災害監視室によ

る24時間監視体制に要する経費と、国民保護計

画の普及推進等に要する経費や国民保護訓練を

国などと取り組むための事業費であります。

次に、委員会資料の８ページをお開きくださ

い。○改 自助・共助・公助防災スクラム推進事業

について御説明いたします。

この事業は、防災対策推進条例に規定されて

おります宮崎県防災の日を中心として、実践的

な防災対策を学ぶ防災フェアや県民参加型の総

合防災訓練を実施することによりまして、自助・

共助・公助の充実と連携を図るものであります。

事業の中身としましては、まず、（１）の県民

防災フェア事業は、大学や企業、ボランティア

団体、防災関係機関等と連携・協力しながら、

体験・体感型の総合的な防災フェアを実施しま

して、防災意識の向上や防災への具体的な取り

組みを促進するものであります。
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次に、（２）の県防災の日の推進事業は、新聞

広告やラジオスポット広告、ポスター等により、

県防災の日の普及促進を図るものであります。

次に、（３）の県総合防災訓練事業は、県民参

加型による県総合防災訓練を実施し、関係機関

との連携強化、防災意識の強化を同じく図るも

のであります。

なお、（２）と（３）の事業については、継続

の事業でございます｡

事業費は、943万8,000円を計上しています。

次に、その他の主な重点事業について御説明

いたします。委員会資料の４ページをごらんく

ださい。まず、地域防災力向上促進事業につい

て御説明いたします。この事業は、県内各地域

の自主防災組織の育成を図るとともに、新たな

自主防災組織の結成や既存組織の活性化を図る

ことを目的としております。事業の中身としま

しては、市町村が自主防災組織に対しまして、

資機材の整備を実施する場合において、県がそ

の事業費の一部を補助するものであります。事

業費は500万円を計上しております。

次に、県民防災力向上事業についてでござい

ます。この事業は、通常は地域や事業所におい

て防災活動を行い、一たん災害が発生しますと、

その中核となって防災活動を行うことのできる

人材を育成するとともに、県民の一人一人が防

災知識を学ぶ機会を得ることを目的とした事業

であります。その中身としましては、地域や事

業所において防災活動の中核となる防災士を幅

広く養成する防災士養成事業、地域や事業所の

要請に応じまして、防災士等々の防災専門家を

派遣しまして行う防災出前講座事業、市町村職

員が地域で主体となって防災指導を実施できま

すように、防災研修会を開催する市町村職員研

修事業で、県民の防災力の向上を図ってまいり

たいと考えております。事業費は243万6,000円

を計上しております。

私からは以上でございます。

○川野消防保安課長 消防保安課の平成22年度

当初予算につきまして、御説明いたします。

歳出予算説明資料の103ページでございます｡

消防保安課の平成22年度当初予算の総額は、５

億2,272万6,000円でございまして、平成21年度

当初予算に比べ2,156万2,000円、４％の減となっ

ております。

105ページをごらんください。主な事業につき

まして、御説明いたします。まず、（事項）防災

行政無線管理費２億4,283万4,000円であります。

これは、非常災害時に使用する防災行政無線等

の維持管理や保守委託、設備更新等に要する経

費でございます｡

次に、（事項）航空消防防災推進事業費１

億6,206万4,000円であります。これは、防災救

急ヘリコプターの管理・運航に要する経費でご

ざいまして、運航委託料や１年点検費、燃料費

などが主なものでございます｡

次に、（事項）消防防災施設設備整備促進事業

費3,950万円でございます。これは、市町村が実

施する消防防災施設等の整備促進や、緊急消防

援助隊の体制強化等に要する経費でございまし

て、市町村への補助金が主なものでございます｡

次に、106ページをお開きください。（事項）

消防指導費1,570万9,000円であります。これは、

市町村に対する消防指導や救急救命士の養成、

消防団員の加入促進等の消防力の強化等に要す

る経費でございます｡

次に、（事項）予防指導費1,813万6,000円でご

ざいます。これは、消防設備士や危険物取扱者

の免状交付、講習等に要する経費でございます｡

次に、（事項）消防学校費3,839万1,000円でご
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ざいます。これは、消防職員や消防団員を対象

に、消防学校が実施する教育訓練や消防学校の

管理運営等に要する経費でございます｡

そのほか、（事項）火薬類取締費66万5,000円、

次のページの（事項）高圧ガス保安対策費476

万6,000円及び（事項）電気保安対策費66万1,000

円につきましては、それぞれの取り締まりや指

導等の保安業務に要する経費でございます｡

消防保安課は以上でございます。

○髙橋委員長 各課の説明が終了しました。ま

ず、議案について質疑はございませんか。

○武井委員 86ページから伺いますが、住民基

本台帳ネットワークなんですけれども、8,740万

がその他特定に出ているんですけれども、基本

的に10分の10、国から交付税措置がされるとい

う理解でよろしいのか、伺います。

○田原市町村課長 補正の委員会でも申し上げ

ましたように、交付税措置ということで、基準

財政需要額の算定経費の中に入っているという

ことでございます。包括経費という形で措置さ

れておりますので、その額が幾らになるかとい

うところについては算定が難しいわけでござい

ますけれども、基準財政需要額として必要な経

費が計上してあるということでございます。

○武井委員 わかりました。

87ページ、選挙啓発費なんですけれども、当

然、選挙があるからふえてくるということなん

ですが、常時啓発なんかも明推協を見てもして

いるんですが、例年、非常に似たようなポスター

コンクールであるとか、いろんなこともなさる

わけですが、投票率の改善というのは一向にな

されないわけですけれども、そういった意味で、

予算の中でもっと実効性のあるような取り組み

ということについてはどのような議論がされた

のか、伺います。

○田原市町村課長 今、私ども、常時啓発とい

う形で毎年度行う、今ございましたように、ポ

スターの作品展とかをやっているわけでござい

ますけれども、それにまたあわせまして、選挙

ごとに臨時啓発を行うという形で投票率の向上

に努めているところでございます。私どもとし

ましては、投票率が低下しているという現状の

大きな要因は、若者の選挙離れ、政治離れとい

うのが大きな一つの要因だろうと考えていると

ころでございまして、常時啓発におきましても、

「わけもんの主張」とか「しゃべり場せんきょ」

とか、そういった学生選挙サポーターという若

い方々の支援を仰ぎまして、若い人を対象にし

た啓発に努めることによって、投票率の向上に

努めたいというふうに考えているところでござ

います。

○武井委員 やっている方というのは、どうし

てもごくごく限られた人になってしまうと思う

んですが、今年度の予算の中で例年にない、ま

た新しい取り組み等で投票率向上に向けて何か

取り組もうという事業があれば、お聞かせくだ

さい。

○田原市町村課長 常時啓発になろうかと思い

ますけれども、その中身につきましては、今年

度とほぼ同じような形の事業を考えているとこ

ろでございまして、今申し上げましたように、

そのやり方の中で投票率の低いところにター

ゲットを絞る形で事業を進めていきたいという

ふうに考えているところでございます。

○武井委員 以前は高齢者に苗木を配ったりと

かいうものもあったんですが、大分その辺も改

善なされてきていると思います。またぜひ、内

容の検討をお願いしたいと思います。

続いて、選挙の啓発を教えていただきたいん

ですが、管理執行費が知事選挙は５億7,000万で、
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県議会議員選挙は１億2,000万ということなんで

すけれども、投開票とか、そういった業務につ

いてはほぼ変わらずにあるわけですし、選挙ポ

スター掲示板等もほぼ同じように立つわけなん

ですが、これだけ大きな違いが出てくるという

のは、どういったところが違うのか、お聞かせ

ください。

○田原市町村課長 毎回こういった形になるわ

けでございますけれども、県議会議員選挙につ

きましては、４月の第２週の日曜日、統一地方

選で大体やられております。その前年度から準

備にかかって、そして選挙の年度という２カ年

度にまたがって予算を組むという形で、例年、

予算措置をさせていただいておるところでござ

いまして、再来年度の予算につきましては、ま

た再来年度、計上させていただくわけでござい

ますけれども、私ども、今、考えておりますの

は、県議会議員選挙につきまして、22年度、23

年度合わせまして約６億5,000万程度の執行経費

というふうに考えているところでございます。

○武井委員 経費的にはむしろ、若干多いぐら

いなのかなという思いがしたんですが、ちょっ

とわからなかったのは、債務負担行為が一方で

は出ていて、一方では２カ年に分けるというも

のがあるということなんですが、それは、啓発

等の広告系で契約を結ばなければいけないもの

に関してのみ債務負担行為で前年度に上げると

いう形になるんですか。

○田原市町村課長 今、委員御指摘のとおりで

ございまして、前年度中に契約を結ぶ必要があ

る啓発の事業とか、選挙公報の印刷のための契

約とか、そういったものを前年度中に行う必要

がありますので、その部分に関して債務負担行

為ということで今回、お願いをしているところ

でございます。

○武井委員 わかりました。

次に移ります。総務事務センターにお伺いを

いたしますが、94ページの定期健康診断4,948

万、5,000万近く出ているわけなんですが、これ

は、委託先というのはどこで、どういった契約

で委託をしているか、お聞かせください。

○柄本総務事務センター課長 ことしの実績か

ら言いますと、財団法人の健康づくり協会のほ

うにメーンでお願いしております。

○武井委員 健康づくり協会、県の外郭団体と

言えば外郭団体なんですけれども、ただ、今、

いろんなところが健康診断事業というのを実施

しているわけですが、入札といいますか、健康

づくり協会をセレクションした経緯、理由につ

いてお聞かせください。

○柄本総務事務センター課長 定期健康診断に

つきましては、法律で定まった項目、それから

県下一斉といいますか、同じような健診項目、

同じようなレベルでの検査、たくさんの職員を

抱えている中でのいろんな検査がございます。

それにつきまして、毎年１月、２月ごろに県内

の大きな診療機関もしくは健診機関に、それら

の条件で対応できますかどうかという照会をか

けまして、その上で、そのすべてがクリアされ

た委託先ということで健康づくり協会を結果的

に選定しているということになります。

○武井委員 入札とか、具体的にちゃんとした

公募の手続等を踏んだ結果、健康づくり協会に

なっているのか、伺います。

○柄本総務事務センター課長 今のような照会

もしくは対応条件の確認につきましては、事前

準備の形で進めさせてもらっていますので、公

募とかコンペとか入札の結果という意味ではご

ざいません。

○武井委員 ということは、随契しているとい
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う理解でよろしいということですね。

○柄本総務事務センター課長 契約上はそうい

う形になります。

○武井委員 健康診断はしていかないといけな

いわけなんですけれども、健康づくり協会との

契約というのは、１人単価とかというような形

になるんですか。

○柄本総務事務センター課長 健康診断の項目

につきましては、結核レントゲン検査、血液、

聴覚、心電図とか、いろんな項目がございます。

その項目ごとに単価を決めまして、人数を掛け

ていくという支払い方になります。

○武井委員 平均的な40歳男性とかで大体１人

幾らになるとかあるんですか。

○柄本総務事務センター課長 定期健康診断に

つきましては、みんな同じような検査ではなく

て、年齢によって区分したりしております。そ

の一番高いケースといいますか、高年齢の者に

つきましては、１人当たり6,400円の基本コース

と診察料を600円という形で取っていますの

で、7,000円程度になろうかと思います。

○武井委員 7,000円ぐらいということなんです

が、今、県の公社等の見直しなんていうような

話もいろいろ出てきている中で、協会からした

ら非常に大きなお客さんなんだろうなと思うん

ですけれども、民間会社なんかですと全国区さ

れている会社なんかもあるんですけれども、こ

ういったところと金額の交渉をするであるとか、

もっと透明性を持って選定をするとか、具体的

に金額面を削減しようとかいうような話という

のはなされてきたのか、伺います。

○柄本総務事務センター課長 定期健康診断に

つきましては、先ほど申し上げましたように、

県の場合、宮崎市内には結構職員が集中してい

るわけでございますけれども、北は西臼杵から、

また西米良とか僻地といいますか、非常に遠隔

の地の職員に対する健康診断にも対応しなきゃ

ならないというところで、私どもは市場価格等

を民間の診療機関からも聴取した結果、ある意

味、宮崎市内だけであれば多少サービスがいい

業者も中にはございますが、押しなべて、コス

トのかかる僻地まで含めてバランスのとれたと

いいますか、適正な価格が提示できた、また確

認できた結果の額だというふうに思っておりま

す。

○武井委員 全県でやるのは必要だというのは

わかるんです。さっきからおっしゃることはよ

くわかるんですが、申し上げたいのは、健康づ

くり協会の１人単価、高い者で7,000円であると

いうような話もあったわけなんですが、ちゃん

とした交渉とか、客観的に見て、ここはもう

ちょっと下げられるんじゃないかとか、そういっ

たことを庁内で、しかるべき医療のスタッフも

いるわけですから、例えば保健所なんかにはド

クターもいたりするわけですから、そういった

経費的に交渉とかをちゃんとなさったのかどう

か。

○柄本総務事務センター課長 基本的に、この

単価を見る場合においての確認作業のよりどこ

ろになるのは、一つは医療関係の保険点数をベー

スにした形での額だというふうに認識しており

ます。

○武井委員 繰り返しになりますから最後にし

ますが、実際にほかのところと比べてどうなの

かとか、交渉でもうちょっとことしは下げられ

ないかとか、かかるのはしようがない、やらな

きゃいけないわけですから、経費削減という交

渉がなされているのか、結局、それがなされな

いままにずっと健康づくり協会に毎年毎年させ

ているというのは、そこに疑義があるんですけ
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れども、この問題を最後にしますけれども、こ

としは単価を少し下げられないかとかいった意

味での交渉というのは全くなさっていないのか

どうか。随契でやっているんだったら、それも

やらなくて随契というのはあんまりだなと思う

んですが。

○柄本総務事務センター課長 今の単価の問題

につきましては、毎年、先ほど申し上げました

ように、各項目、血液、心電図、眼科、尿、問

診検査とかございますが、私どもの判断では、

妥当な額だと思っておりますが、さらに、コス

トを詰められるところ、また集団健診というメ

リットを生かしたコスト削減ができれば、その

辺については見直しをやっていきたいというふ

うに考えております。

○武井委員 検討をお願いします。

次に移りますが、保健体育施設、いわゆる健

康プラザの件ですけれども、以前、議会の中で

もお話もしたんですけれども、共済組合なんか

にずっと9,300万お金を払い続けなきゃいけない

わけですね。土地の償却の経費を払っていかな

きゃいけない。逆にこれを払い終わるまでは職

員しか基本的には使うことができないというよ

うな説明を受けているかと思うんですが、その

あたりの仕組みというのはどうなのか。相変わ

らず職員しか使えないのか、この辺について伺

います。

○柄本総務事務センター課長 今、委員がおっ

しゃったように、この健康プラザにつきまして

は、今、職員共済組合本部のほうが所有してい

るわけでございます。経緯を申し上げますと、

平成11年にこの建設をしたわけでございますが、

それに対しまして、県が賃借料という形で15年

契約で償還といいますか、賃借料を支払ってい

るわけでございます。その年数が年次でいきま

すと平成27年までということでございます。そ

の償還が終わった時点で、契約に基づいて所有

権を県のほうに無償で譲渡するというルールに

なっているわけでございます。したがいまして、

この契約どおりにいきますと、27年までは定額

としまして、正確に言いますと8,200万程度でご

ざいますけれども、この額を共済組合員のほう

に賃借料として支払いをしていくという形を

とっていくことになると思います。

○武井委員 それはわかっているんですが、県

庁の横で一等地にある施設ですから、その間は、

基本的には職員共済組合が持っている以上は職

員しか使えないという仕組みについては変わら

ないのかということを改めて伺います。

○柄本総務事務センター課長 先ほどの質問の

中でそういう利用形態のことでございましたけ

れども、原則としまして、これは共済組合の保

健体育施設という位置づけでございますので、

それは崩せないだろうと思います。しかし、そ

ういう利用をそがないといいますか、支障のな

い範囲で、ある意味公共性の高い行事あたりに

は積極的に使用を認めていきたいというふうに

思っておりまして、ここ最近、数件ほどそうい

う例が出てきております。

○武井委員 ２年ぐらい前にも同じようなお答

えがあって、そういった意味では少しずつ改善

の方向性はあるんだろうなというのはわかるん

ですが、一般の方が公募という形でもっと使え

るような仕組みづくりとかいうのはできていか

ないのか、職員と一緒なら使えるとか、いろん

な条件があるようなんですけれども、一般の人

の使用というのをもっと促進させていくことは

できないのか、伺います。

○柄本総務事務センター課長 今のような趣旨

のもとに、従前は非常に厳しい条件をつけてい
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たわけでございますけれども、支障がない範囲

であれば職員以外の使用を積極的に認めていこ

うという形で今後とも進めていきたいと思いま

す。ただ、使用料を支払わないという形で広げ

るということにつきましては、保健体育施設と

いう共済組合の施設上、現時点ではそこまでは

難しいかなというふうに考えております。

○武井委員 わかりました。引き続き検討をお

願いします。

続いて、車両管理事務費、今年度が1,117万が

来年度は2,441万ということで上がっているんで

すが、この理由をお聞かせください。集中管理

というのはことしから始めたということなんで

すか。

○柄本総務事務センター課長 委員お尋ねの件

につきましては、車両管理事務費の２の自動車

の集中管理に要する経費の部分だと思います。

そこについて御説明申し上げます。この中が、

前年度の当初予算に比べて相当大幅に増加して

いるわけでございます。この要因は、大きく言

いますと２つほどございます。１つは、任意保

険料の増加が余儀なくされているというか、負

担がふえるということでございます。これは、

残念ながら、私どもの県有車両につきましては、

任意保険を掛けている中で、保険料率というの

が毎年決まります、それで21年度までは保険料

率につきましては、非常に有利な、一番料率の

高いところで保険が掛けられた、ところが21年

度、保険料の支払いが非常にふえたものですか

ら、いわゆる割引率が下がったということにな

りまして、それに伴いまして、保険料の予算額

をふやさざるを得なくなるというのが一つでご

ざいます。もう一つは、県有車両につきまして

は、基本的には県職員が運転するという形になっ

ておりますが、運転の取り回しといいますか、

運転業務につきまして、一部、具体的には副知

事車でございますけれども、外部の運転手を入

れて運転してみようという計画を今、立ててお

りますので、それに係る費用として、こちらの

ほうで480万ほどの予算を計上しているというこ

とでございます｡

○武井委員 平たく言いますと、県職員が去年、

県有車両でいっぱい事故を起こしたものだから、

保険料が上がったということだと、まず１点目

については理解をするわけですけれども、各部

でそれぞれ県有車両の事故については委員会に

報告が上がってくるわけですが、一体どれぐら

い県有車両での事故が増加して、結果として保

険料率が昨年と比べてどの程度変化があったの

か、お聞かせください。

○柄本総務事務センター課長 まず、事故の件

数について申し上げます。21年度、今年度は１

月末ということになりますが、25件でございま

す。20年度は34件、19年度は25件ということで

ございますので、件数的な増加から見るとさほ

ど著しいものはないわけでございますが、事故

の内容、保険料の支払いにつきましては、若干、

多目の支払いが今年度ございまして、ちなみ

に、20年度中に支払った任意保険の支払い総額

は217万9,000円ほどでした。21年度の１月末現

在で、今、任意保険料の支払い額が510万程度と

なっておりますので、これに伴いまして、法律

に基づきまして設立されております損害保険料

率算出機構というところが公式に判定した割引

率が、前年度は75％でございましたが、今年度

は56％にするという通知が来ましたものですか

ら、これに伴いまして保険料の予算額をふやし

たところでございます。

○武井委員 平たく言えば、事故が多いという

ことなので、後で総括でまた別で伺っていこう
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と思うんですが、わかりました。

集中管理をすることによって、コストがここ

では上がっているわけですが、逆に言うと、庁

内のほかの部署とかでは下がって、結果として

は庁内では集中管理することによって経費が下

がると、それも変わらずに上がるんだったらや

らないほうがましなわけで、そういった意味で

いくと、これをやることによってほかのところ

では経費的には下がる部分というのがそれなり

に出てくるという理解でよろしいんでしょうか。

○柄本総務事務センター課長 それは県の公用

車の運転という意味でございましょうか。

○武井委員 集中管理した結果、予算が昨年よ

りふえているということは、当然、よそで下がっ

ていなければ意味がないということになるかと

思いますが。

○柄本総務事務センター課長 県の公用車の運

行の実態を見ますと、本庁におきましては、14

台ほど、総務事務センターでだれでもいつでも

使えるような共用車というのを持っております。

その他、各課が所有する車両、出先機関は出先

機関で所有する車両につきましては、総務事務

センター以外のところは専任の運転手じゃない

ことが多いと思うんですけれども、県職員が直

接運転しているという形をとっております。総

務事務センターの場合は、現在、専任の運転手

が数名おりますが、そのうちの一部を運行委託

に回すという形にしたわけでございます｡

○武井委員 申し上げているのは、副知事のと

ころを外部委託するというのはわかるんですけ

れども、運行委託をするということは、逆に言

うと、その分で人の雇用が減るから人件費が減

るとか、つまり、コストをかけてこれをやるこ

とによって、ほかのどういうところでのプラス

が出てくるのかということをお聞かせください。

全くないんだったら何のためにやるのかがよく

わからないんですね。

○柄本総務事務センター課長 今回、副知事車

を導入することに取りかかったわけでございま

すが、運転士のほうのローテーションといいま

すか、任用形態といいますか、退職者が１人出

まして、１人、実質的に運転士が減ったという

ことが一つの大きな要因ではございます。

○武井委員 それでしたら、結局、これによっ

てコストはふえるけれども、今までは県職員が

１人おったけれども、その分の人件費が退職者

不補充によって浮くというような理解をしてい

いということですね。

○柄本総務事務センター課長 総務事務セン

ター内の範囲で言えばそういうことになります。

○武井委員 わかりました。以上です。

○髙橋委員長 ほか、ございませんか。

○押川委員 95ページ、警察費の中の恩給及び

退職年金費ということで１億3,000万、100万

ちょっと減っていると思いますけれども、この

内容を教えてください。

○柄本総務事務センター課長 恩給退職年金と

いうのは、見た目から申し上げますと、今のい

わゆる国民年金とか共済年金というようなイ

メージがあるわけでございますが、制度的に申

し上げまして、恩給につきましては、昭和22年、

地方自治法が施行された時点において、以前の

恩給法を受けていた方が、地方職員共済組合法

というのが昭和37年にできました。それまでに

退職した人につきましては、退職共済年金が適

用になりませんので、その前の恩給法が依然と

して適用になるという形になります。したがい

まして、非常に高齢の方が多数を占めていると

いう形になります。

○押川委員 何名ぐらいいらっしゃいますか。
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○柄本総務事務センター課長 警察費におきま

しては、今現在、136名を計上しておりますが、

毎年５名から10名ずつ死亡者が出て、減っていっ

ている状況でございます｡

○押川委員 わかりました。

危機管理課長にお願いしたいわけですけれど

も、８ページ、今回、自助・共助・公助防災ス

クラム推進事業ということで、事業概要の中に、

大学や企業、ボランティア団体等々を含んだ中

で、体験あるいは体感型の総合的な防災フェア

を実施されるということでありますけれども、

もう少し具体的に説明をお願いしたいと思いま

す。

○武田危機管理課長 自助・共助・公助防災ス

クラムということで、自助・共助・公助、その

とおりでございまして、私的にあるいは地域で、

あるいは公的な機関ということで、この三者が

連携してスクラムを組んで防災力を上げようと

いうネーミングでございまして、その中で今回

は、特に、今、委員御指摘のとおり、体験して

みるという体験型、これをテーマとしておりま

す。起震車あるいは降雨車、こういった専用の

体験する車等がございますけれども、県民がフェ

アで体感していただく、あるいは自分の地域で

どういうふうに浸水していくんだというような、

ＤＩＧという図面を作成することも実際体験し

ていただくことによって、今まで見てきていた、

ぼんやりといいますか、眺めてきていたパネル

とか以上に、自分のものとして県民にとらえて

いただきたい、そういったフェアにしていきた

いというのが今回の特徴であります。大学関係

機関等とも連携をとりながらこのフェアをやっ

ていきたいと考えておりますけれども、できた

ら実行委員会形式でやっていきたいと。その心

は、どのようにやっていこうかということで各

機関が連携をとっていく、これが大事だと。防

災においてはそれぞれが動いても仕方ありませ

んので、横の連携が一番でありますので、そう

いったことで総合防災訓練もやっているわけで

ありますけれども、そういった効果をねらって

このフェアをやっていきたいというふうに考え

ております。以上でございます。

○押川委員 大学もいろいろありますし、企業

もいろいろあるわけでありますけれども、この

選定とか、あるいは毎年、宮崎県の場合、地域

を県北、県央、県南あたりに振り割っての事業

になっていくのか、そこあたりをもう少しお聞

かせください。

○武田危機管理課長 今後は、県央、県南、県

北、県西、こういった単位ごとに巡回してこの

フェアをやっていきたいと思っていますし、そ

の地域に行ったときに、その地域の関係機関を

中心に、大学ももちろんですけれども、企業等

とも連携をとって、県全体レベルで意識がアッ

プできたらいいなということで、一応、そうい

う構想で今、考えているところです。

○押川委員 今、消防団確保がなかなか難しい

中において、大学生あたりを消防団に加入しよ

うかとか、ボランティアでというような話も実

は聞いているんですが、ここらあたりのねらい

もあるんでしょうか。

○武田危機管理課長 消防団といいますか、い

ろんな災害が発生した場合の広い意味でのボラ

ンティア、これは17年の災害のときに、生目台

のほうで、みんな働きに出ていた、あそこは水

が出なかったようでございますけれども、これ

を高齢者宅に、あるいは３階、４階の公営住宅

に運んだのは地元の中学生で、これが非常に活

躍したというような話も聞いております。した

がいまして、そういったことも眺めながら、働
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き盛りのといいますか、一番力のある年齢層も

含めて、広くボランティアとして体験していた

だくことで社会に貢献していただいたらという

ことで考えているところでございます。

○押川委員 わかりました。こういう状況の中

ではみんなで助け合いの中でやっていこうとい

うことで理解をいたします。

今回、危機管理課長は西都署のほうに行かれ

るわけでありますが、ありがとうございます。

後任としては、どういう方が、警察官の方が後

任として部署に来られるんですか。わかれば。

○武田危機管理課長 まだ発令じゃなくて、内

示という形でいただいておりますけれども、多

分、そういった部門の者が後任としては座るん

だろうということで考えております。当然、新

聞発表等がありましたから、内示といいまして

もあれですけれども、非常に災害に強い後任だ

ろうというふうに考えております。

○髙橋委員長 ほか、ございませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、第２班の審査を終了

します。

暫時休憩いたします。

午後２時31分休憩

午後２時38分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

各課ごとの説明及び質疑がすべて終了しまし

たので、これからは総括質疑を行います。総務

部全般について質疑を求めたいと思います。

○武井委員 まず、歳入のところで、具体的な

ことはいろいろと先ほど税務課長からもお話が

あったんですが、県税の確保、すなわち滞納者

とか、宮崎市なんかは、特別滞納整理をかなり

課を増員して今度取り組むというような話も聞

いたんですけれども、そういったような形での

県税の未収についての取り組みというのをこと

し、どのようにされていくのか、お伺いいたし

ます。

○永田税務課長 県税収入につきましては、特

に課税額が減っておるということで、課税をし

ました税につきまして、収入確保を図っていく

ことが大変重要かなということでは認識をして

おります。特に、平成19年度から税源が移譲さ

れました個人県民税、これについては、市町村

のほうが賦課徴収をしておるわけですけれども、

決算ベースで個人県民税の未済が相当な割合を

占めるというようなことで、３年ほど前から併

任人事交流といいまして、県の徴収の職員を市

町村に派遣いたしまして、市町村の徴収につい

て助言あるいは支援を行うというようなことも

やってきておりまして、今後の収入確保対策に

ついては、ここが一番重要なことになろうかな

というふうに思っておるところです。

○武井委員 今、県税・総務事務所になってい

ますけれども、そういったところの体制、実際

に担当している職員の方なんかにいろいろ話を

聞きますと、かなり夜遅くまでされて、大体夜

遅くしかいない人のところへ行ったりしますか

ら、大変だというようなことはよく伺うんです

が、現状の体制の中でそういった課題について

解決に向かって進める、現状の体制としてはそ

れがより県税収入が回復できる状況にあるのか

どうか、伺います。

○永田税務課長 県税事務所自体の体制につい

ては、今のところ、任命がえ職員が相当、徴収

部門に配置をされておりまして、徴収の職員自

体は実数は非常にふえておるような状況です。

ただ、任命がえ職員の方はなかなか仕事になれ

ないというようなこともありまして、いろんな
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研修等をしながら、何とか一人前の徴収職員と

いうことで今、育成を図っておるところなんで

すけれども、県税自体の税収確保については、

ここ数年で相当収入未済を減らしておりまして、

その原因は、各県税におきまして、差し押さえ

とか、そういったものに相当力を入れ始めたと

いうようなことが大きな原因、それから、例え

ば自動車税につきましては、インターネットを

通じた公売とか、コンビニ収納、クレジットの

収納、そういったことで利便性も確保している

ということで未済額がずっと減ってきておると

理解をしておるところです。

○武井委員 確認ですけれども、今の段階で捕

捉できる県税未済というのは総額幾らあるか、

伺います。

○永田税務課長 ことしの１月末で収入未済額

が県税計で134億2,800万となっておりまして、

対前年比で未済額は99.7％というふうになって

おります。

○武井委員 99.7ということは、かつてないと

ころもあるんでしょうけれども、これだけの景

気状況とかもあるかと思うんですが、平たく言

えば、ことし、また今後ふえていかないかなと

いう危惧があるんですけれども、そういった意

味で体制とかのことをお聞きしたところでござ

いました。

引き続き、自動車税なんですけれども、実際

に車の差し押さえとか、歯どめをかけるとか、

そういったような対応というのを今までどの程

度されたのか、また、ことしはそういったこと

に対してどういうふうに臨んでいくのか、伺い

ます。

○永田税務課長 例えば、タイヤロック装置に

よる自動車の一斉差し押さえについては、昨年

７月に13日間を対象として実施しておりまして、

対象者７人についてタイヤロックをしたところ

です。その結果、自主的に納税をされた方が６

名、最後の公売まで行った方が１名というよう

な結果です。県内一斉でのタイヤロックの実施

については、この７月だけで行っておりますけ

れども、各県税において随時、タイヤロックを

しておるところもこのほかにございます。

○武井委員 そういったものは、県のウエブに

載せるでも何でも、払っていない人に聞いても、

結構たかをくくっているような人も―払って

いない人に限ってそういう場合が多いのかもし

れませんが、また積極的な対応をお願いしたい

と思います。

それから、先ほど、県の公用車の保険料が上

がったみたいな話があったんですが、私が聞く

のもはばかられるところがあるんですが、人事

課において、実際に県有車両を運転していて事

故を起こすとか、違反をするとか、そういった

ことを繰り返す職員というのは何か処分がある

のか、また、そういったことが累積すると県有

車の運転をさせないとか、そういったようなこ

とというのは何かあるのか、お聞かせください。

○四本人事課長 県有車両、いわゆる公用車で

あるかどうかということは区別をしておりませ

んが、一般に職員が交通違反なり事故を起こす

ということは、場合によっては処分の対象にな

るわけでございまして、今年度、11月までの時

点で速度違反によりまして７名を戒告処分、御

案内のとおり、１名を酒気帯び運転及び速度超

過で免職の処分にしております。交通安全とい

いますか、交通ルールを守り、また事故を起こ

さないようにということは機会あるごとに、口

を酸っぱくして職員には指導しておるところで

すが、なかなか根絶というわけにはいかない。

それから、委員の質問の趣旨に沿ってお答えす
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るとすれば、基本的には、例えば速度超過の場

合、30キロ以上を懲戒処分の対象にしておりま

すが、30キロ以下であっても、例えば、今年度

の中の例で言いますと、20キロ台のオーバーを

３回やったというのもやはり累犯ということで

戒告処分の対象にしておる事例があります。

○武井委員 気をつけます。申し上げた一番の

趣旨というのは、公用車で職員が事故を起こし

た結果、保険料が上がるということは、平たく

言えば県としてコストがグロスで上がっていく

ということになるわけですから、それを個人に

払わせなさいということはもちろんないにせよ、

そういったような職員の事故によって県の負担

がふえていくということについて、そういった

意味では、より大きな事故を起こすということ

であれば、何がしか処分というか、あなたの事

故で県の負担がふえるんだよみたいな、そういっ

た認識みたいなようなものは実際に事故を起こ

した方に伝えたりというか、そういうことはあ

るものなんですか。

○柄本総務事務センター課長 今の交通事故の

多発といいますか、支払い額の増加と申し上げ

ますか、実は、この保険料の支払いにつきまし

ては、平成20年度も200万という額がございまし

て、ちょっと危機感がございまして、私ども、

各出先機関の運行管理者、責任者を全部集めま

して、その中で県の警察本部から交通安全対策

監にお願いしたり、損害保険の会社のプロのほ

うから事故の形態、事故の発生頻度、そういう

ものについての講習を行っておりまして、また、

適宜、うちのほうから事故防止啓発の通知文を

出させていただいております。さらに徹底はし

ていきたいというふうに考えております。

○武井委員 わかりました。よろしくお願いし

ます。

最後に１点お伺いしますが、総務事務センター

の件で、物品調達システム効率化推進というこ

とで、印刷物積算ソフトが出ているんですが、

これは、ことしのイニシャルコストということ

で、つまり、ソフトを購入するということであ

れば、基本的には、かかるコストはことし１年

のみということでよろしいのか。

○柄本総務事務センター課長 印刷物の積算ソ

フトにつきましては、委員おっしゃるとおり、

今回、いわゆるソフトを購入するという形にな

ります。ただ、年度で単価が変わったりする場

合がございます。その場合については、若干で

すけれども、年間数万とかいう使用料は出てく

ることがあるかと思いますが、基本的には一発

購入という形になります。

○武井委員 こういったものをせっかく高い金

額で買われるわけですから、知事部局以外でも、

例えば教育委員会とか観光とかも含めてですけ

れども、県のいろんなところで印刷物というの

は発行していくことはあるかと思うんですが、

ソフトであれば、全体的にここで積算をしたり

とかというようなことはされないのか、あくま

でもこれは知事部局のみだけで使っていくとい

うものになるのか、伺います。

○柄本総務事務センター課長 印刷物積算ソフ

トは、標準化を図る、また積算に明確な根拠を

持たせた上でという意味が込められております

ので、私どもの総務事務センター以外の場所で

も活用できるものだというふうに認識しており

ますが、70万ほどの予算でございますので、こ

のソフトを各センターに分散して利用するとな

れば、それだけのコストは追加がかかってくる

とは思います。

○武井委員 できるだけ有効に活用していただ

きたいということで伺ったところでした。
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電子調達システムの話なんですが、先ほど、

総務課にもお伺いをしましたが、この手のシス

テムというのは、日々いろんな新しいものが出

たり、日々新しい状況が発生したりということ

で、結構使い残しといいますか、この前の電子

県庁の中でもそういうものがありましたけれど

も、将来的にちゃんと使いこなしていける、ま

た定期的に、例えばウイルスバスターみたいに

随時新しいものが発生したときには、常にシス

テムとして更新してもらえるのか、すなわち、

いつの間にか２～３年後には陳腐化して新しい

のを入れなければいけなくなりましたというよ

うなことは非常によくないわけなんですが、そ

ういった意味でのシステムとしての長期的にも

活用できるかどうかという、そういった汎用性

みたいなものについてはどのようになっている

のか、伺います。

○柄本総務事務センター課長 電子調達システ

ムというのは、他県のほうでも取り入れて成功

した例がございます。私どもがその新たなシス

テム導入に向けての事前調査検証ということで

ございますので、まさに、どういうシステムが

一番将来にわたって合理的に、また簡素化・効

率化でシステムが運用できるかということを調

査する事業として今回、お願いしたわけでござ

いますが、基本的に私どもが考えておりますこ

のシステムというのは、余り複雑化、高度化す

るようなシステムを構築した結果、後になって

いろんなランニングコストもしくは運用に相当

経費がかかるようになってはやっぱりまずいの

かなというふうに思っておりますので、基本は、

単純化した、簡素化した、もしくは基本路線だ

けのシステムにするという形がまずは考えられ

るのかなと。ひいては、それが将来のランニン

グコストの低減につながるのではないかなとい

うふうには思っております。

○武井委員 まさにそのとおりだと思うんです

が、気になりますのは、２～３年後には使えな

くなりまして、また別のものを入れますという

ような話になってはいけないなというような思

いでお伺いをしたところでございました。以上

です。

○福田委員 自主財源が細る中で、大変な御苦

労をいただいて予算編成をされたときょうの説

明を受けて見ているわけでありますが、そこで、

自主財源の大宗を占めます県税収入が、かつて

は1,000億近辺の数字があったと思いますが、こ

れが779億8,000万まで落ち込んできているわけ

ですが、この税収の見込みを立てられる場合に、

県内の主要法人等にもいろいろお聞きになって、

県内の景況感を判断されたと思うんですね。そ

こで、今回の県税から見て、本県の経済状況は、

俗に言う底打ちが見えてきているのかどうかの

判断をどうされているのか、あるいはまだまだ

落ち込みますよとか、そういうところをお聞き

したいんですが。

○永田税務課長 22年度の税収見込みにつきま

しては、昨年の11月に、法人につきましては、

各法人に対してアンケート調査等をしたわけで

すけれども、その結果は、あの時点では、平成22

年度についても、先ほど申しましたけれども、60

億減のうちの22億が収益の減によるものという

ことで、今のところはまだ底が見えた状況では

ないというふうに思っておるところです。

○福田委員 １年後のことを言うのはおかしい

わけですが、さらに厳しい税収予測等を見込ま

ざるを得ないと。かつて1,000億近辺の数字は夢

のまた夢、そういう状況下にあるという御判断

をされていますか。どうですか。

○永田税務課長 確かに、22年度の状況が非常
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に厳しい状況で、今後どうなるかというのはな

かなか読めない状況ではあります。ただ、法人

事業税につきましては、景気の上昇に合わせて

一気に税収が上がったりしますので、いまのと

ころでは底が見えたとは言えないというだけで、

先どうなるかというところまではまだ見えてい

ないところです。

○福田委員 個々の主要法人等の聞き取りを数

回やられているわけですが、その中で、厳しい

経済環境の中におっても、税務当局から見て将

来に向かってこれは可能性があるなという業種

というのは感じられますか。どうですか。

○永田税務課長 申しわけないんですが、そこ

までは把握をしていないところです。

○萩原委員 ３項目ぐらいお尋ねします。総務

部の主な新規・重点事業の中のまず１つ目、県

有財産有効活用推進事業、いわゆる未利用財産

の売却もしくは貸し付けを推進する。さっきの

説明では不動産業者等を通じてやるということ

ですが、26市町村に、おたくの市あるいは町で

は、今回、県が売却もしくは貸し付けする物件

は、例えば６筆あります、第１筆は何平米で更

地でとか、そういうのは各市町村に案内する考

えはないんですか、あるんですか。

○堀野総務課長 ※具体的に事業計画の中には挙

げておりませんけれども、そういったことも選

択の一つだと思っております。当然、市町村で

行政目的のために使用したいとか、そういった

ものがあれば積極的に対応することは可能です

ので、やっていきたいとは思っております。

○萩原委員 なぜかというと、各市町村も、実

態はなかなか金がなくて買えないと思うんです。

各市町村が実際買う場合は、時価の大体３割カッ

トぐらいで買うんですね。これはどういう足か

せがあるかわからんけれども、例えば、市が時

価の３割カットで県から購入しました、５年後

ぐらいに、市も買ったもののなかなか使い道は

ないが、地元の民間に売ろうかなと、それは３

割カットの条件があるんですか。これは売っちゃ

なりませんよ、何年経過しないと民間に払い下

げはできませんよというのはあるんですか。そ

れを一回調べておってください。利口な市町村

長がおれば、３割カットで買っておって、土地

というのは昔から上がるものだから、県から３

割カットでもらったけれども、４年ぐらい寝せ

ておって、５年ぐらいしたときに時価で売ろう

かということもできないでもない。それが１つ

です。

２つ目、行政経営課ですが、市町村に権限移

譲をする場合、「県の権限を市町村の希望に応じ

移譲するとともに、財源措置を講じ」と書いて

あるから、各市町村から希望が出ないと権限の

移譲あるいは財源措置はしないんですか。希望

に応じてですか。市町村の希望がなくても、お

たくの市にはこういうものを分権し、なおかつ、

財源措置もしますよと県からアクションを起こ

すのか、その辺はどうなんですか。

○桑山行政経営課長 私どもとしては、メニュー

を示しまして、県内３カ所で説明会をするなど

して、こういう事業を受けませんかという話を

します。また、受けたいという事務はありませ

んかと、市町村からの要望もあれば聞くような、

そういう努力をしております。そういうことで

働きかけをしておるんですけれども、ただ、基

本的には、市町村と県というのは対等の関係で

ございますので、いわゆる強制的に移譲を県が

進めるとかいうようなことは難しいと思ってお

ります。

○萩原委員 対等の関係といったって言葉遣い

※50ページに訂正発言あり
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であって、昔みたいに市町村を指導しますと言

うと上からの目線だけれども、物は言いようで、

あなたの市は力があるからひとつと褒めながら

やることもできるわけですから、対等な関係な

んていうのはいいかげんなもので、その辺はひ

とつやっていただきたいと思います。

３つ目、新公益法人制度、これはどういう目

的で新公益法人制度ができたのか、２つ目は、

細かいことは要らんから、今までの公益法人制

度と新公益法人制度の違いを教えてください。

○桑山行政経営課長 新しい公益法人制度は、

民法に基づく旧来の公益法人制度にかわるもの

として法律が整備されて、平成20年の12月から

施行されております。その目的は、まず、積極

的な目的として、１つは民間が担う公の利益を

増進させようということでございます。もう一

つは、旧制度におけるいろいろな問題点を改善

するということがございました。これは、具体

的に申し上げますと、今まで財団法人、社団法

人をつくる際には、主管の官庁、国であったり

県もそうですが、そこの自由裁量であるため、

公益性の判断が統一がとれていなかったという

問題がありました。もう一つは、営利法人とほ

とんど同じような事業をしておきながら、公益

法人であるがゆえに非課税になっている、そう

いう問題点も指摘されていました。さらには、

古くは、ものつくり大学のＫＳＤ事件とか、最

近は漢検の事件もありましたが、いわゆる公益

法人による不祥事といったものもございました。

こういった問題点の改善ということで、新しい

制度では、非営利性、いわゆる営利を目的とし

ないものであれば、登記をすることをもって一

般財団法人あるいは一般社団法人と言われるも

のをつくることができます。公益性はどうかと

いうことになりますと、予算でも今回上げてお

りますけれども、公益認定等審議会というのが

県の場合はございます。国にも同じ機関がござ

いますが、そこに認定を申請して、例えば、そ

の財団なり社団の事業の半分以上が公益目的の

事業であるとか、収支がほぼとんとんだとか、

そういう要件を満たす場合に、一般社団法人で

はなくて、公益社団法人、公益財団法人、そう

いう名前を名乗ることができるといいますか、

そういうことで、従来、官公庁の裁量で不透明

だった部分を第三者機関である審議会にゆだね

て、そこで公益性をきちっと判断するというこ

とで、透明性とか公平性、そういうものを高め

た制度でございます。入り口の間口は広いとい

うことでございます｡

○萩原委員 宮崎県下に公益法人の数は今まで

どれぐらいあったんですか。

○桑山行政経営課長 例えば事務所が２つの県

以上にまたがるということになりますと国の所

管の公益法人になります。そういう意味で県の

所管の法人は、最新のデータでは249ということ

です。

○萩原委員 例えば、ロータリークラブとか、

青年会議所とか、こういうのは県公益認定等審

議会で認定されれば非課税になっていくという

ことですね。

○桑山行政経営課長 おっしゃるような団体が、

まず、新しい制度で非営利性のものであれば、

登記をもって一般社団・一般財団法人にはなれ

ます。さらにその上の、いわゆる税制上の優遇

措置を受けようとすれば、おっしゃったような、

公益性の認定を受けてそういう財団、社団にな

ることができるということでございます｡

○萩原委員 わかりました。

○堀野総務課長 先ほどの発言の修正と新たな

お答えをしたいと思うんですけれども、まず、
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行政財産を用途廃止して普通財産にかえるとき

ですけれども、該当市町村には利用意向の確認

を事前にやっております。そこは修正させてい

ただきたいと思います。

○萩原委員 期間は何年ぐらいなんですか。

○堀野総務課長 事前に意向確認して、利用意

向がない場合に売却という方向に行くというこ

とになります。その後の話ではなくて、事前の

話になります。

もう一点御質問のあった、売った後の関係で

ございますけれども、普通財産を売却する場合

には、当然、適正な対価で売らなければならな

いということが定まっています。例外として、

公共用目的で売却する場合には３割減額の範囲

内であれば議会の議決は不要ということになっ

ているんですけれども、その場合には、用途指

定したとすれば、７年間はその用途に従った使

用をしていただかないといけませんので、その

間に用途を変えて売却するとかいうことはでき

ないと考えております。

○萩原委員 ついでに、都城に例えますと、県

の林業研究センターの隣が約１町歩ぐらいある

んですね。あそこをグラウンドゴルフに市が３

割減で払い下げてくださいと、一般の公共性の

事業だから、ちょこっと整地して７年ぐらいほっ

たらかしておって、今度は行く行くは売ろうか

いということはできるということですね。

○堀野総務課長 大変難しい御質問なんですけ

れども、当然、途中途中の事業の状況とかとい

うのは確認いたしますので、その用に供されて

いない場合には、当然、どうするんですかとい

う意向を確認しますので、ほったらかした状態

で売るとかいうことにはならないんじゃないか

と思います。

○萩原委員 更地だから実際グラウンドゴルフ

で使うわけです。今の更地を400～500万かけて

整地する、いい土地だから、グラウンドゴルフ

でその地域の皆さんが使っておって、１年ぐら

い前から、ぼつぼつ閉鎖しますから、新たにひ

とつ皆さん見つけてくださいと、公式の委員会

だからどうかと思うけれども、法上はやろうと

思えばできないでもないと……。

○堀野総務課長 当然、途中で事情が変更して

７年経過後にその用途を変えるということは可

能でございますので、そういった意味ではあり

得ることだと思っています。

○萩原委員 わかりました。

○前屋敷委員 消防の関係でお聞きしたいんで

すが、105ページの消防広域化の補助事業という

ので3,800万、この事業費が昨年と同じ額で上

がってきているんですが、今、消防広域化の課

題があって、ずっと進められているというふう

に思うんですが、この補助金はどういうふうな

使われ方をしてきているのか、今、状況はどう

か教えてください。

○川野消防保安課長 まず最初に、この補助金

の内容について御説明をしたいと思います。

（１）の消防広域化体制強化促進事業補助金3,850

万円ですが、内訳として３つございます。まず

１つが、消防の非常備町村の常備化のための補

助金ということで、これが700万円になります。

１団体100万円ということで、７町村ございます

ので、700万円措置しております。次に、消防設

備のための強化補助ということで、3,050万円ほ

ど措置しております。これは、消防車を買った

り、ホースを買ったりとか、そういうものに利

用しております。次に、緊急消防援助隊という

組織がございまして、例えば、全国で大規模な

災害が起きた場合に援助に行くものなんですが、

このための資機材ということで100万円、合計
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の3,850万円を措置しているという状況です。

次に、消防広域化の進捗状況というお尋ねで

ございますが、20年の３月に計画をつくりまし

てからちょうど２年ほどたったところなんです

が、それまで２年間、いろいろ検討をしてまい

りました。メリット・デメリット、いろんな意

見がございますので、３消防本部と１消防本部

体制という形でずっと検討しておりましたが、

結論から言うと、まだ決定していない、まとまっ

ていないという状況でございます。その中で、

今年度の状況といたしまして、去年の10月に検

討委員会というのを開きまして、その中では、

各消防本部の管理者（首長）、消防本部長、町村

会、こういった方々に出席をしてもらいまして

意見交換をしたところでございまして、この中

では、宮崎市のほうから、広域化については宮

崎市としてはメリットに限界があるというよう

なお話等も出されたところでございます。ただ、

一般的な広域化の意義は理解できるということ

で、宮崎市としては、３分割のほうが検討余地

があるんだというような話も出されたところで

ございます。ただ、これに対して、ほかの消防

管理者からは、やるなら一本化しかないという

ような御意見も出されたところでございまして、

何か工夫はできないものかとか、そういったよ

うな意見がかなり出されたところでございます。

当日は、これらの意見も踏まえまして、現在の

組み合わせ以外の案も念頭に置きながら、引き

続き協議をしていきたいということで意見の一

致を見たところでございます。消防広域化は多

数決とかはできませんので、意見の一致を見る

ことが重要ですので、今後とも、粘り強く話し

合いを続けてまいりたいというふうに考えてお

ります。以上でございます。

○前屋敷委員 ぜひ、十分に地域の自治体の意

見も含めて―定期的にこういうふうな検討会

議というのはこれからも予定はされておられる

わけですね。

○川野消防保安課長 検討会になるとどうして

も首長が入りますので、９消防本部の管理者を

集めるというのは大変難しいことでございます。

その下のほうに作業部会というのを設けており

ますので、それプラス実務者レベルというか、

直接関係するのは消防本部でございますので、

そういった意味で消防長を集めたような実務者

の話し合い、こういうのをやっぱり今後とも数

多くやっていきたいなというふうに思っており

ます。以上です。

○前屋敷委員 ぜひ、よろしくお願いしたいと

思います。

それから、消防指導費の中の３の救急振興財

団に対する出捐等というので600万ありますが、

救急振興財団も含めて御説明いただきたい。

○川野消防保安課長 救急振興財団というのは、

消防庁所管の財団でございます。東京都にござ

いまして、救急救命士になるためには国家試験

に合格する必要がございます。そのやり方が２

つございまして、大学とか専門学校で所定の講

義を受けて国家試験を受けるやり方と、もう一

つは救急振興財団というところで６カ月ほど研

修を行いまして、国家試験に合格するというも

のがございまして、そういった者のための研修

施設として救急振興財団が運営をしているとい

うことでございまして、本県からも今年度でご

ざいましたら９名ほど研修に行っております。

○前屋敷委員 わかりました。

あわせて、２の県職員救命技術習得事業で15

万8,000円という金額なんですが、この程度の予

算でそういう習得ができるのか、どの程度の内

容でされるのか、その辺をひとつ。
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○川野消防保安課長 これは19年度から行って

いる事業でございまして、わかりやすく言うと

ＡＥＤの講習を行っております。県職員もみず

からＡＥＤが使えるようにしようということで

やっておりまして、15万8,000円はほとんどが旅

費でございまして、消防本部とかにお願いをい

たしまして講習を行っているところでございま

す。21年度でございますと、281名の方に講習を

受けてもらっておりまして、これまで延べ1,100

名程度ぐらいが既に講習が終わっているところ

でございます。

○前屋敷委員 今、いろいろ問題になっている

のは、ＡＥＤそのものがすぐ機能されなかった

というニュースなどをよく聞きますので、そう

いったものは定期的な点検だとかが必要だろう

と思うんですけれども、維持管理はどこがする

わけですか。

○川野消防保安課長 ＡＥＤの維持管理につき

ましては、それぞれＡＥＤの設置管理者という

か、設置した者に管理をしてもらうということ

になっております。ただ、取り扱い説明につい

ては、先ほど申しましたように、ＡＥＤの普及

ということがありますので、講習については消

防本部等で行っているところでございます。

○前屋敷委員 わかりました。

○押川委員 人事課長にお願いいたします。65

ページ、まず、１の非常勤職員の雇用9,800万ほ

どあるんですが、人数と、どういう役職という

か、雇用の状況というのはどうなんですか。

○四本人事課長 これは、県全体で雇用する非

常勤職員全体ではございませんで、そのうちの

一部ということになります。人数的に言います

と51人でございますが、例えば、産休の職員の

かわりに非常勤職員を雇うわけですけれども、

その非常勤職員の費用として８人分、緊急雇用

対策に伴って雇用する非常勤職員ということで

５人分、県の人事更新計画の推進を図る上で、

退職した職員のうちの再就職のない職員なんか

で非常勤職員を希望する者を１年間非常勤職員

として雇ったり、この分が35人というようなこ

とがその内容でございます｡

○押川委員 ３の産休及び休職者等というのが

出てくるんですが、今の説明では非常勤を産休

に充てるということであったように伺いますけ

れども、この３では6,600万、１との関連と産休

の人数と休職の人数がわかれば教えてください。

○四本人事課長 産休代替職員に対する補充と

いうことで非常勤職員を雇用することもあれば、

臨時職員を雇用することもあるわけですが、そ

の必要な期間によって短期で済む場合は臨時職

員ということもありますし、１年以上雇用する

必要があるという場合には非常勤職員、そうい

うところで違いが出てくるということでござい

ます。それから、休職者の数でございますが、21

年12月末現在で合計21人ということになってお

ります。育児休業者の状況は、同じ時点で33人

ということでございます。

○押川委員 １と３の関連の中で、後ほどで結

構ですから、わかりやすいように資料をいただ

きたいと思います。

今、休職者数が昨年の12月現在で21名という

ことでありますけれども、長期の方はどのくら

いいらっしゃいますか。

○四本人事課長 御質問は、休職者の中でも長

い者、短い者ということでしょうか。それは、

申しわけございませんが、今、資料がございま

せん。

○押川委員 関連で、先ほど、武井委員のほう

からもあったんですが、健康管理費で6,400万、

この中に１から４、４の中でも（１）から（３）
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ということで、いろんな健康相談やメンタルヘ

ルスあたりもされるわけでありますが、これは、

休職者にならないように、あるいは休職者になっ

た人たちをどれだけ復職させるかというような

目標もあるんじゃないかと思うんですが、そこ

らあたりのことをお聞かせください。

○柄本総合事務センター課長 メンタルヘルス

関係の事業につきましては、各予防実施時期に

よって３つほどパターンをつくっておりまして、

まず、うつ病に理解を広げるための研修なんか

をやったり、それから相談体制をとっておりま

すが、先ほどの職場復帰関係につきましては、

平成20年度から新たなルールづけをしまして、

休職者、病休者等につきまして、円滑な復帰が

できるように、正式に復帰する前に試し出勤が

できるようなプログラムをつくりまして、この

中には精神科医とか健康管理医、保健師、主治

医の意見なんかを踏まえて、どういうやり方が

一番円滑に職場復帰ができるかというプログラ

ムを本人に提示しまして、それにのっとって正

式な復帰がうまくいくように制度をつくったと

ころでございます。

○押川委員 わかりました。ぜひ、努力をして

ほしいと思います。

人事課長、あと一点、長期休暇の中で、給料

というのはどういう扱いになっていますか。わ

からなければ後でいいです。

○四本人事課長 後でまとめて……。

○押川委員 86ページ、市町村合併支援に要す

る経費の中で、ウでありますけれども、先ほど、

支援事業の中でも償還だったか、ちょっと内容

があれなんですけれども、合併された関係市町

村の中で３億9,800万の内訳がわかれば、合併し

たところとあわせてお聞かせください。

○茂市町村合併支援室長 財政健全化支援事業

でございますけれども、これは、補正委員会の

ときにもちょっとお話をしましたけれども、財

政状況が特に厳しい市町村を対象としまして、

金利の高い地方債の繰り上げ償還を支援する無

利子の貸付資金制度がございます。20年度と21

年度の２カ年の事業でございました。これにつ

きましては、平成20年度に約20億円、これを６

つの市と町に貸し付けておりまして、その後、21

年度に、先日お認めいただきました１億円を含

めまして11億円を５つの市町に貸し付けている

ところでございます。そのうち、市町村21世紀

基金というものを原資としました16億円分につ

きまして、22年度の償還金について、その額を

ここにあります３億9,822万5,000円と見込みま

して、これを一般会計から基金に繰り出すとい

う内容の事業でございます。

○押川委員 わかりました。

最後になりますが、105ページ、防災行政無線

の２の無線設備の保守委託、これは委託をされ

て、保守点検、整備をされるときには、１億2,800

万、１社がずっと１年間、あるいはこの入札の

あり方というのはどういう形でされているのか。

○川野消防保安課長 無線設備の保守委託につ

きましては、１つではなくして13種類ほどござ

います。例えば、防災行政無線の設備の保守委

託であるとか、水防テレメーターのシステムの

委託であるとか、非常用発電装置の委託などご

ざいまして、一般競争入札を６件、随契を７件

ということで行っております。

○押川委員 わかりました。

○武井委員 何点か伺いたいと思うんですが、

まず、70ページの行政経営課の公報、一般的に

は見て楽しいものでもありませんし、これは決

まりで発行しなければならないようになってい

るものなんですか。例えばウエブとかでの公開
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だけでするということはできないのか。

○桑山行政経営課長 これは自治法の中でも都

道府県は区域内の市町村の議会あるいは他の都

道府県の議会に公報あるいはその他の刊行物を

送付しなければならないというような規定もあ

りまして、紙ベースでつくって送付する形をとっ

ております。ただ、県によっては、電子媒体で

済ませているようなところもあるようでありま

して、今後の検討課題かなというふうに思って

おります。

○武井委員 今、大体何部ぐらい印刷をして送っ

たりしているのか。

○桑山行政経営課長 現在、まず、号数としま

して定期の発行がおおむね１週間に２回で年

間102回程度、号外というものが80から90ぐらい

ございます。年間200前後の号数がございます。

これらについて、印刷物が平成21年度は170部作

成しております。削減に努めているところでご

ざいます。

○武井委員 わかりました。

次に移ります。87ページ、選挙管理委員会の

運営費のところの政党助成関係事務事業10分

の10で来ているんですが、300万余ということな

んですが、県として、この政党助成金に関係し

てどういった事業が発生しているのか、伺いま

す。

○田原市町村課長 これは、今おっしゃいまし

たように、国10分の10ということです。国の委

託という形で行われているものでございますけ

れども、県内に政党支部というものが112団体あ

るところでございまして、このうち、政党交付

金の助成金を受けた政党支部につきましては、12

月31日現在でその年の使途報告書というものを

県の選挙管理委員会に提出するということに

なっているところでございまして、私どもは、

それは５年間保存しまして、そしてまた、閲覧

の請求がありました際には、その閲覧に応じて

いくという事務を受託しているところでござい

ます。

○武井委員 わかりました。

次に移ります。最後に、財政課長にお伺いし

ていきたいと思います。平成22年度当初予算案

の概要についての６ページの依存財源のところ

を伺いたいんですが、四角の３つ目、児童手当

及び子ども手当特例交付金の増等により、14

億2,500万円ふえたとあるんですけれども、子ど

も手当特例交付金というのは、金額とかも確定

して手当てされるということになる、もう大丈

夫なんですか。

○西野財政課長 児童手当及び子ども手当特例

交付金ですけれども、これにつきましては、本

県の負担分すべて賄えるというものでございま

して、基本的に旧児童手当の実施に必要な部分、

それと今回の子ども手当の実施に伴いまして、

必要となる部分を手当てするものでございます。

これは、もともと18年度ぐらいから制度が徐々

に拡充されていまして、それに対応する部分、

制度改正に伴って増加する部分について特例交

付金という形で受けてまいりました。今回、流

れに沿って、本来、県が負担してきたところ、

そこで制度改正によって対象者がふえる、具体

的には、県民の方がこれまで所得制限があって

支給されなかった、そこが今回、所得制限はな

く、一律１万3,000円ということになりますけれ

ども、その所得制限が外れた部分、それも新た

に応分の県費負担が生ずることになった、そこ

も含めて手当てを受けるものということでござ

います。これにつきましては、所与の情報の中

で見込み得る数字、それを勘案して計上してお

りますので、当然、交付決定後は額に差異が生
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じるものというふうに考えております。

○武井委員 つまり、この金額が手当てできる

かどうかというのは若干私も微妙であろうと思

うんですね。３番目の子ども手当と、もう一つ

下に国庫支出金が出ていまして、結局、前年比

４億2,100万、0.5％の減、やや下回ると書いて

あるんですが、国は10％以上の非常に大規模に

公共事業を削減しようとしている中で、実際に

国庫支出金の減少がこの程度で済むのかどうか

というのは非常に不安を感じるんですけれども、

そのあたりというのは、財政課長として、この

金額でいけると確信できるものがあるというこ

とでよろしいですか。

○西野財政課長 一般的に申しますと、国庫補

助事業、公共事業であれ、公共事業でない事業

であれ、100％予算の段階で見込んで、それを決

算としていくということはまずないと思います。

我々は編成作業の中で各要求部局と、見込み得

る説明可能な額を計上して、それから執行段階

で、例えば増額補正であったり、最後は決算段

階での減額なり、そういったもので対応してい

るところでございます。御指摘のような特例交

付金とか公共事業、それについても個々に必要

なものを必要な量として計上しているところで

ありまして、そういった意味では、現時点では

把握し得るすべての情報を勘案して、基づいた

積算というような形で個別に積算しているとこ

ろでございます。

○武井委員 いずれにしても、子ども手当の部

分の増にしても、国庫支出金の減にしても、非

常に流動的な要素があるというのもよくわかる

んですが、まず上のほうからいきますと、今ま

で児童手当の分での交付金があったわけですけ

れども、子ども手当ができたことによってそれ

がふえるということではなくて、あくまでも児

童手当の範囲内のものを所得制限をなくした分

がふえるだろうという金額で目算しているとい

うことで、あくまでも子ども手当が新しく制度

としてできることによって、さらに子ども手当

との差額は国も出さないと言っているので入っ

ていないと、そういう理解でよろしいでしょう

か。

○西野財政課長 子ども手当の関係で申します

と、今回、県に交付される交付金につきまして

は増になるということですけれども、内容とし

ては大きく２つあると思っていまして、これま

で所得制限がなかった方に対してお支払いする

もの、それと県職員について、これまで１万円

なり5,000円なりを受けていた人が１万3,000円

ということになりますので、行政庁の場合は所

属する行政庁が支払いすることになります。そ

この増分についても、今回、交付金で見られる

ということになっております。

○武井委員 県の職員の分も入っているという

ことですね。わかりました。

もう一回、国庫支出金の件なんですけれども、

さっきはいろいろ情報を勘案してとおっしゃる

んですけれども、実際の今の政府の公共事業の

削減の状況等を見ていると、0.5％の減ぐらいで

は済まないんじゃないか、つまり、こういった

ことだと、結果として、また６月とか９月に国

庫支出金のこの834億を見込めないことによって

の減額補正ということにならないのかなという

非常に危惧があるんですけれども、この金額と

いうのは、今の段階では、国から国庫支出金が

来る事業としては維持されるということは、そ

れなりの何がしかの根拠を持ってお考えになっ

ているという理解でよろしいですか。

○西野財政課長 すべて個々の事業ごとに適正

に見積もった上で計上しているわけですけれど
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も、この国庫支出金という項目につきましては、

公共事業の関係だけではございませんで、公共

事業は当然、補助公共、減というふうに見込ん

でおりますけれども、その他子ども手当とかじゃ

ないですけれども、国の政権公約の関係で新し

く制度化されます高校の実質無償化でありまし

たら、例えば、県立高校の使用料収入、そこが

減となりますので、その分を補てんするものが25

億程度、それから私学についても、新たな交付

金として13億円程度、そういった新たな制度に

伴う増とか、そういったものがさまざまある中

で、国庫支出金、トータルしますと、結果、0.5

％程度減となるということで、内訳を見ると公

共事業の減というふうになるものもあれば、新

しい制度の実施に伴って、また、事業量の増加、

特に社会保障関係費の自然増、そういったもの

があって、トータルで0.5％程度というふうに見

込んでいるところでございます。

○武井委員 ここの文章を見ますと、補助公共

事業の減等によりというようなことが書いてあ

る。「等」ですから、確かにいろんなことがある

んでしょうけれども、今、権藤委員にも教えて

いただいたんですが、18.3％公共事業を削減し

ようという流れの中で0.5ということは、ほかに

ふえたものがあるということでグロス0.5と。で

は、実際に補助公共事業はどの程度削減をされ

るという見込みで予算を立てられたのか。

○西野財政課長 補助公共事業といいましても、

例えば、国土交通省関係で言えば、既存の下水

道などの補助金、それを廃止して、新たな2.2兆

円規模の交付金というものが創設されるという

ふうに聞いております。その新しい交付金も含

めた補助交付金事業、そして、申し上げますな

らば、来年度当初につきましては、前年度と比

べて86.5％、額にして84億程度の減というふう

に見込んでおります。

○武井委員 結局、補助公共事業について言え

ば84億円減の86.5％ということですね。そうい

うふうに理解をいたしました。

最後に１点だけお伺いしますが、臨時財政対

策債なんですけれども、最終的には100％交付税

措置されるという約束にはなっているんですけ

れども、これだけ全国的に激増している中で、

臨財債に非常に頼っているというのが予算とし

ても見えてくるんですけれども、そのあたりと

いうのに非常に不安を感じざるを得ないんです

けれども、財政課長の見解をお伺いします。

○西野財政課長 臨財債につきましては、御指

摘のとおり、近年、例えば本年度であっても倍

増ということでありました。来年度当初はさら

に増加するということでございますが、これに

ついては、基本的には、国として地方の財源不

足分を国の責任において確保する必要というの

はございますけれども、御存じのとおり、国の

ほうも財政難ということで、もともと原資とな

る国税５税では、この景気状況ですからとても

必要な額は賄えない。そこで、国のほうで最大

限、特例を重ねて賄って、それでも足りないも

のを交付税として配るべきところを、ないとい

うことで、臨時財政対策債として各団体が個別

に発行するということですけれども、これにつ

いては元利償還金相当額をすべて後年度、交付

税の基準財政需要額の中に算入するということ

については、地方財政法など法律にしっかり明

記されておりまして、制度的な配慮をされてお

ります。これについては、現在もされていると

ころですけれども、これからもその確実な措置

を求めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○武井委員 国に帰られても、ぜひよろしくお
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願いします。以上です。

○髙橋委員長 消防保安課に聞きますが、先ほ

ど、前屋敷委員の質疑の関連なんですけれど

も、23年度中にはドクターヘリが飛びますね。

ドクターヘリには定義があって、だれでもかれ

でも呼べないわけですね。例えば救急救命士と

か、こういう方々が呼ぶことになると思うんで

すが、ドクターヘリが23年度中に飛ぶというこ

とになった、そのことによって、非常備消防の

常備化が、広域化もあわせて急がれるんじゃな

いかということを疑問に思うわけです。そうい

うところの見解はいかがなものでしょうか。

○川野消防保安課長 たしか本会議の質問でも

同じような質問があったかというふうに思って

おりまして、医療薬務課のほうが回答したと思

うんですけれども、まだ私どものほうにどうい

う運用になるかという説明は一切なくて、私ど

ももその点ははっきりどう運用されるかわから

ないところなんですが、私が考えますに、防災

ヘリもそうなんですが、基本的には消防本部か

らの要請に基づいて出動しているという状況で

ございます。ドクターヘリにつきましても、ド

クターヘリの運用としては、多分、現場へ行っ

て、現場で救急車から引き継いで治療をして病

院に連れていくというシステムになろうかと思

うんですが、ドクターヘリを呼ぶかどうかの判

断は、やはり救急車に乗っている人なりが判断

することになるんじゃないかなと、たしかそう

いうような回答をされたところです。ところが、

非常備については、現在のところ、救急搬送車

に乗っているのは、町村職員であるとか、病院

の職員であるとか、そういうのが乗って搬送し

ているのが実態でございます。夜間休日等につ

きましては、委託業者が搬送しているという実

態がございます。ただ、中には病院の医師が病

状等によっては同乗をいたしまして出動してい

るという状況もございますので、その付近の判

断を今度どうやっていくのかというのは、今後

のドクターヘリの検討の中で考えられるという

ことではないかと思っております。ただ、私ど

も消防担当といたしましては、委員長のおっしゃ

るとおり、消防の常備化については、それとは

また別の問題として、現在、私どもの重要課題

の一つということで取り組んでいるところでご

ざいまして、できるだけ早急な常備化へ向けて、

今後とも積極的な働きかけをしてまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。

○髙橋委員長 所管外のことも言って申しわけ

なかったんですけれども、非常備のところは、

有資格者はいるとは思うんですが、物すごく少

ないと思うんです。ドクターヘリが必要な救急

患者が発生したときに、すぐに呼べない、そう

いうことがイメージしたときに想定されるもの

ですから、常備化は急がないかんなと、この前

の質問を聞きながら、我が会派の質問ですけれ

ども、思ったところでしたので、広域化もあわ

せて大きな課題があるでしょうけれども、ぜひ

急いでいただきたいと思います。

ほか、ございませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、以上で総務部の審査

をすべて終了いたします。執行部の皆様、長時

間、御苦労さまでした。

あすの日程ですが、午前10時から県民政策部

の審査を行います。

本日は、これで終了いたします。

午後３時47分散会
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平成22年３月10日（水曜日）

午前10時０分再開

出席委員（８人）

委 員 長 髙 橋 透

副 委 員 長 河 野 安 幸

委 員 福 田 作 弥

委 員 萩 原 耕 三

委 員 押 川 修一郎

委 員 権 藤 梅 義

委 員 武 井 俊 輔

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県民政策部

県 民 政 策 部 長 高 山 幹 男

県 民 政 策 部 次 長
日 高 勝 弘

（ 政 策 担 当 ）

県 民 政 策 部 次 長
髙 島 俊 一

（県民生活担当）

総 合 政 策 課 長 永 山 英 也

秘 書 広 報 課 長 亀 田 博 昭

統 計 調 査 課 長 橋 本 江里子

総 合 交 通 課 長 長 嶺 泰 弘

生活・協働・男女参画課長 髙 原 みゆき

文化文教・国際課長 福 村 英 明

人権同和対策課長 酒 井 勇

情 報 政 策 課 長 金 丸 裕 一

中山間・地域対策室長 山 内 武 則

広 報 企 画 監 津 曲 睦 己

交通・地域安全対策監 黒 木 典 明

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 黒 田 渉

議 事 課 主 幹 壱 岐 哲 也

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました県民政策部当初予

算関連議案等の説明を求めます。

○高山県民政策部長 今回、御提案しておりま

す議案につきまして、概要を御説明いたします。

今回、県民政策部からお願いしております議

案は、議案第１号「平成22年度宮崎県一般会計

予算」案及び議案第２号「平成22年度宮崎県開

発事業特別資金特別会計予算」案の２件でござ

います。お手元にお配りしております総務政策

常任委員会資料により御説明いたします。

資料の１ページをお開きいただきたいと存じ

ます。平成22年度県民政策部当初予算でござい

ます。まず、一般会計でありますが、今回お願

いしておりますのは、総額で116億5,125万6,000

円、前年度に比べますと19.9％の増となってお

ります。これは、国勢調査や私立高等学校等就

学支援金などの国庫支出金に係る事業の増に加

えまして、選択と集中によりまして、重点施策

への対応を初め、新たな施策や事業の展開のた

めの予算が一定程度確保できたものというふう

に考えております。また、開発事業特別資金特

別会計、予算額が5,522万3,000円、前年度に比

べますと51.1％の増となっております。

次に、２ページをお開きいただきたいと存じ

ます。新みやざき創造計画の分野別施策ごとに

県民政策部の所管事業を体系的にまとめており

ます。この表に従いまして、主な新規・重点事

業の概要について御説明いたします。なお、事

業名の前の○新 とありますのは新規事業、○改 とあ

るのは、既存事業の一部を見直した改善事業、
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事業名の後に（重点）とありますのは、22年度

の重点施策事業であることを示しております。

体系表は縦に３列ございますけれども、一番

右の列の項目に沿って御説明いたします。なお、

県民政策部関連は太字で表示いたしております。

まず、安全で安心な魅力ある教育環境づくり

関連であります。○新 私立高等学校等就学支援金

によりまして、私立高校生等がいる世帯の教育

費負担の軽減を図りますほか、○新 私立高等学校

就職対策強化事業によりまして、大変厳しい状

況にあります私立高等学校卒業予定者の就職率

の向上を図るというふうに考えております。

ＮＰＯ等との協働の推進とボランティア活動

の促進関連でありますけれども、○新 多様な主体

との協働推進事業といたしまして、ＮＰＯなど

のグループから募集する提案公募型の事業を進

めることといたしております。

次に、３ページをごらんいただきたいと存じ

ます。地球温暖化防止に貢献する社会づくりと

いたしまして、住宅用太陽光発電システム融資

制度や、同じく導入促進事業によりまして、県

内家庭への太陽光発電の普及促進を図りたいと

思っております。○新 みやざきＥＶ－ＰＶ構想推

進事業でありますが､これによりまして、ＥＶ（電

気自動車）の普及とＰＶ（太陽光発電）の活用

拡大を図りますとともに、○新 メガソーラー導入

促進事業によりまして、メガソーラーによる発

電事業の円滑な立ち上げを支援していきたいと

考えております。

次に、４ページをお開きいただきたいと存じ

ます。地域交通ネットワークづくり関連であり

ます。地域バス再編支援事業によりまして、地

域住民の交通手段を確保しますとともに、○新 地

域公共交通活性化対策事業によりまして、利用

者の立場に立った利用促進策を検討し、地域公

共交通の活性化に取り組むことといたしており

ます。

情報通信環境の整備関連であります。これは、

○新 新・宮崎情報ハイウェイ21構想策定事業であ

りますが、これは、情報通信をめぐる環境やニー

ズの変化に的確に対応するため、新たな構想を

策定するものでございます。

次に、５ページをごらんいただきたいと存じ

ます。新技術・新産業の創出の項目であります。

○新 産学官連携による産業づくり強化事業であり

ますが、これは、産学官連携をもとにした本県

の新たな産業展開の方向性を検討するものであ

ります。

次に、６ページをお開きいただきたいと存じ

ます。広域交通ネットワークづくりであります

けれども、○新 日南線観光列車臨時運行促進事業

によりまして、日南線の観光列車「海幸山幸」

の毎日運行への誘導を図りたいと思っておりま

す｡次の宮崎県物流効率化支援事業も今年度に引

き続き実施いたしまして、モーダルシフトの推

進を図っていきたいと考えております。

個性を生かした地域づくりであります。「いき

いき集落」応援事業や○新 「いきいき集落」活性

化推進事業によりまして、いきいき集落の一層

の活力強化を図っていきたいと考えております。

中山間地域雇用創出支援事業によりまして、地

域資源を活用した起業等を支援し、新たな雇用

創出につなげたいと考えております。

次の項目、国際化の推進と多文化共生社会づ

くりでありますが、○新 外国人留学生受入支援研

究事業は、本県における留学生の受け入れや支

援、活用方策を研究するものであります。

最後に、その他の事業であります。鳥獣被害

対策緊急プロジェクトでありますが、この事業

は、当部での予算措置はありませんけれども、
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予算編成の段階から県民政策、環境森林、農政

水産の３部が連携して、このプロジェクトを実

施することにしたものでありまして、本県にお

ける部局横断的な鳥獣被害対策の確立を図って

いきたいと考えております。

８ページから15ページにかけましては、これ

まで御説明しました新規・重点事業の概要を掲

載しておりますので、後ほど、ごらんいただけ

たらと考えております。

以上が議案の概要でありますが、詳細につき

ましては、担当課長から御説明いたしますので、

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

最後に、報告事項が１件ございます。36ペー

ジをお開きいただきたいと存じます。平成22年

度重点施策関連事業の一覧を記載しております。

後ほど、総合政策課長から御報告申し上げます。

私からの説明は以上でございます。どうぞ、

よろしくお願いいたします。

○髙橋委員長 概要説明が終了しました。引き

続き説明をお願いしますが、数課・室ごとに班

分けして説明と質疑を行い、最後に総括質疑の

時間を設けることとします。執行部の皆さんの

御協力をお願いします。

それでは、これより総合政策課、中山間・地

域対策室、秘書広報課、統計調査課、総合交通

課の審査を行います。順次、説明をお願いいた

します。

○永山総合政策課長 総合政策課でございます｡

まず、総合政策課の当初予算について説明をさ

せていただきます。

お手元の平成22年度歳出予算説明資料の青い

インデックス、総合政策課、11ページでござい

ます。総合政策課の平成22年度の当初予算額は、

中山間・地域対策室と合わせまして、総額で16

億5,899万6,000円をお願いしております。内訳

は、一般会計が16億377万3,000円、特別会計

が5,522万3,000円であります。

それでは、主な内容について説明をいたしま

す。なお、私からは総合政策課の所管事業につ

いて説明をさせていただき、中山間・地域対策

室所管の事業につきましては、後ほど、中山間・

地域対策室長から説明をいたします。13ページ

をごらんください。（事項）連絡調整費1,689

万5,000円であります。これは、新たな政策立案

のための政策調整研究費や部の連絡調整に要す

る経費でございます｡

（事項）総合企画調整費1,453万1,000円であ

ります。これは、庁内の総合調整等を行うとと

もに、国等の関係行政機関や全国知事会等との

協議調整等に要する経費でございます｡

（事項）県外事務所費8,107万5,000円であり

ます。これは、14ページになりますが、東京、

大阪、福岡の３つの県外事務所におきます各種

活動費及び施設の維持管理等に要する経費でご

ざいます｡

（事項）地域開発推進費244万6,000円であり

ます。これは、九州地方開発推進協議会等の広

域的な連携促進のための活動に要する経費でご

ざいます｡

次に、（事項）高等教育整備促進費240万円で

あります。これは、県内の高等教育機関の連携

組織であります高等教育コンソーシアム宮崎の

活動を支援し、魅力ある高等教育環境づくりを

促進するものであります。

（事項）県計画総合推進費2,577万3,000円で

ありますが、これは、総合計画の着実な推進及

び政策課題に関する調査検討等に要する経費で

あります。このうち、１の（１）新たな県総合

計画策定事業は、20年後の本県の将来を見据え

まして、本県のあるべき姿及び施策の方向性を
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示します新たな県総合計画を策定するものであ

ります。

次に、（事項）地域科学技術振興費367万円で

あります。15ページの２の産学官連携による産

業づくり強化事業につきましては、後ほど、総

務政策常任委員会資料で説明をさせていただき

ます。

16ページをごらんください。（事項）エネルギー

対策推進費５億7,413万6,000円であります。こ

れは、エネルギー対策の総合的な推進に要する

経費であります。このうち、３の住宅用太陽光

発電システム融資制度及び５の太陽光発電シス

テム導入促進事業につきましては、今年度に引

き続き、低利融資及び補助を行うものでありま

して、融資制度については１億6,000万円、補助

制度については１億5,500万円をお願いしており

ます。17ページの６の○新 みやざきＥＶ－ＰＶ構

想推進事業及び７の○新 メガソーラー導入促進事

業につきましては、後ほど、委員会資料で説明

をさせていただきます。

一般会計については以上でございます。

18ページをごらんください。開発事業特別資

金特別会計であります。この特別会計は、九州

電力からの株式配当金を主な財源としておりま

す。このうち、（事項）繰出金の5,500万円であ

りますが、これは、一般会計に資金を繰り出し

まして、当課所管のメガソーラー導入促進事業

に4,000万円、環境森林部所管の環境保全の森整

備事業に1,500万円を充当するものでございま

す。

特別会計については以上でございます。

続きまして、主な新規・重点事業について説

明をさせていただきます。

お手元の総務政策常任委員会資料の16ページ

をお開きください。まず、○新 みやざきＥＶ－Ｐ

Ｖ構想推進事業についてであります。

１の事業目的でございますが、この事業では、

電気自動車と太陽光発電を連携させた普及・活

用拡大に資する事業を行うことによりまして、

本県の特性を生かした新たな地域づくりや産業

振興につなげるとともに、低炭素・循環型社会

の実現を図るものであります。

２の事業概要ですが、昨年11月に連携協定を

締結した日産自動車から、来年度後半以降に電

気自動車が貸与される予定となっており、これ

を活用した電気自動車の普及及び太陽光発電の

導入・活用策等を検討、実施することとしてお

ります。事業内容としては、県庁舎への充電設

備の設置や県民等への普及啓発を実施いたしま

すほか、電気自動車を活用した各種モデル事業

や、官民一体で電気自動車の普及促進策等を検

討していくこととしております。

事業費につきましては、３にありますとお

り、795万円を見込んでおります。

続きまして、18ページをお開きください。○新

メガソーラー導入促進事業についてでございま

す｡

まず、１の事業目的ですが、メガソーラーに

よる発電事業の円滑な立ち上げを支援し、太陽

光発電の活用等を促進することによりまして、

みやざきソーラーフロンティア構想の推進を図

るというものでございます｡

２の事業概要ですが、発電コストが高いメガ

ソーラーの円滑な立ち上げを支援するため、県

有施設―想定されますのは博物館、図書館な

どということになりますが―の省電力化を

行った上で、メガソーラーから発生するグリー

ン電力またはグリーン電力証書を購入するもの

でございます。なお、グリーン電力は、環境価

値を付加した価格で直接電力を売買するもの、
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グリーン電力証書は、電力会社に売電を行った

上で、環境価値分を証券化して取引をするもの

でございます｡

事業費につきましては、県有施設の省電力化

のための工事費として4,000万円を見込んでおり

ます。

続きまして、19ページでございます。○新 産学

官連携による産業づくり強化事業についてでご

ざいます｡

１の事業目的ですが、産学官連携をもとにし

ました本県の新たな産業展開の方向性を示すた

めに、産業科学技術振興指針の見直し等を行う

ものでございます｡

２の事業概要ですが、まず、新たな県総合計

画の策定に合わせまして、平成13年度に策定い

たしました産業科学技術振興指針を改定し、産

学官連携による研究開発及び事業化、産業化に

向けたビジョンを策定したいと考えております。

また、産業界のニーズや研究シーズに関する情

報を集約し、必要な研究開発を検討調整すると

ともに、事業化、産業化までを総合的に推進す

る仕組みを構築したいと考えております。

事業費は、287万4,000円を見込んでおります。

当初予算の説明は以上でございます。

続きまして、36ページをお開きください。報

告事項といたしまして、来年度の全庁的な重点

施策関連事業についてでございます。既に本会

議においても御説明等を申し上げてきたところ

でございますが、来年度の重点施策は、従来の

緊急的な課題への対応に将来的な課題への対応

を加えまして、６つの項目で147事業、241億円

を措置したところであります。

まず、１の緊急的な課題への対応としては、

総額167億円余を措置しております。その内容に

ついてでありますが、まず、（１）雇用の確保と

就業支援は、若年者や中山間地域などにおける

雇用の確保を初め、介護、農林水産分野への就

業支援等、105億円余を措置しております。

また、37ページの（２）地域医療の再生では、

医師確保対策のほか、地域医療再生計画に基づ

く各種事業により26億円余を、さらに、（３）の

中山間地域の活性化では、集落の活性化や日常

生活の維持充実、産業の振興に加えまして、来

年度は、鳥獣害対策に特に力を入れることとい

たしまして、総額35億円余を措置しております。

38ページの将来的な対応といたしましては、

総額127億円余を計上しております。まず、（１）

の新たな産業の展開として、地域資源を生かし

た、あるいは多様な連携による産業の展開や産

業基盤の整備など39億円余を措置しております。

また、（２）の子育て支援と人材の育成では、地

域における子育ての支援や中学校１年生の少人

数学級等、教育環境の充実による人材の育成に42

億円を措置いたしますとともに、次のページの

（３）低炭素社会の実現では、太陽光や電気自

動車など新エネルギーの普及促進や、本県の豊

富な森林資源等を生かした循環型社会への転換

推進など、46億円余を措置しております。

以上が重点施策関連予算の概要でございます

が、本年度に引き続き、経済や雇用など本県の

直面する喫緊の課題にスピード感を持って全庁

的に対応してまいりたいと考えております。

総合政策課は以上でございます。

○山内中山間・地域対策室長 中山間・地域対

策室の平成22年度予算の主な内容について御説

明いたします。

お手元の平成22年度歳出予算説明資料の15

ページをお願いいたします。（事項）中山間地域

活力再生支援費１億3,433万4,000円であります。

これは、中山間地域に対する重点的・総合的な
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支援に要する経費であります。説明欄の４の○新

「いきいき集落」活性化推進事業につきまして

は、後ほど、別冊の常任委員会資料で御説明い

たします。説明欄の６の中山間地域等創造支援

事業１億819万3,000円は、市町村と地域住民が

一体となった地域づくりへの取り組みについて、

ハード・ソフト両面で補助することで重点的に

支援していくものであります。

次に、（事項）過疎対策推進費481万1,000円で

ありますが、これは、過疎地域活性化対策の推

進に要する経費であります。

次に、（事項）ふるさとづくり推進事業費641

万4,000円でありますが、これは、地域の特性を

生かした個性的で魅力あるふるさとづくりの推

進に要する経費であります。

16ページをごらんください。（事項）地域活性

化促進費1,235万9,000円でありますが、これは、

地域活性化の推進に要する経費であります。

次に、（事項）エネルギー対策推進費のうち、

説明欄の２の水力発電施設周辺地域対策事業２

億680万3,000円でありますが、これは、水力発

電施設等の所在する市町村に対し、地域活性化

事業等のための交付金を交付するものでありま

す。

次に、17ページをごらんください。（事項）土

地利用対策費3,071万2,000円でありますが、こ

れは、土地取引の規制等、国土利用計画法の適

正な運用に要する経費であります。説明欄の４

の地価調査費2,217万9,000円は、一般の土地取

引の使用などに活用していただくため、県内全

市町村において調査地点を定め、その地点の価

格の調査及びその結果の公表に要する経費であ

ります。

続きまして、新規・重点事業について御説明

いたします。

総務政策常任委員会資料の21ページをお願い

いたします。まず、平成22年度の中山間地域対

策の方向性と主な事業をまとめて掲載しており

ます。中山間地域対策については、昨年度、知

事を本部長とする中山間地域対策推進本部を設

置し、総合的な対策を進めているところであり

ますが、22年度におきましては､１の集落の活性

化、２の日常生活の維持・充実、３の産業の振

興の３つの柱に鳥獣害対策を加えた４つの対策

を柱として施策を講じていくこととしておりま

す。

それでは個々の事業について御説明いたしま

す。資料の22ページをお願いいたします。○新「い

きいき集落」活性化推進事業であります。いき

いき集落につきましては、平成20年度から認定

を行っておりますが、現在、15市町村の84集落

が認定されております。

この事業は、１の事業目的にありますとおり、

いきいき集落のさらなる活力強化を図ることに

より、中山間地域の活性化を推進するために実

施するものであります。

２の事業概要でありますが、いきいき集落に

対しましては、今年度よりいきいき集落応援事

業として、集落情報の発信、取り組みに対する

スタートアップ等の支援を行っておりますが、

これらの取り組みに加えて、いきいき集落から

地域活性化にする事業の提案を幅広く求め、他

のモデルとなる事業に対して経費の一部を助成

するものであります。具体的には、実施主体は

いきいき集落で、②にありますように、いきい

き集落が行う交流促進、産業振興、地域文化の

保存・継承、集落機能充実など、他集落のモデ

ルとなり得る事業を採択することとしておりま

す。③ですが、補助率は４分の３以内、１集落

単年度当たりの上限は100万円で、最大２年間補
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助を行うこととしております。

事業費は、300万円を予定しております。

資料の24ページをお開きください。○新 鳥獣被

害対策緊急プロジェクトであります。資料には

ございませんけれども、鳥獣被害対策につきま

しては、これまでも担当部局において捕獲対策、

防除対策等を講じてまいりましたが、近年、農

林産物への被害は拡大傾向にあり、対策の強化

が喫緊の課題となっております。そこで今回、

県民政策、環境森林、農政水産の３部が連携し

てこのプロジェクトを実施することといたしま

した。なお、具体的な事業は、各部局において

実施することで予算措置をしており、県民政策

部の予算案には計上されてはおりません。

このプロジェクトは、１の事業目的にありま

すとおり、本県における鳥獣被害対策をより効

果的に進めるため、新たな視点に立った鳥獣被

害対策体制の整備を行うとともに、市町村と連

携して地域において緊急的な捕獲対策や集落単

位での被害防止対策等を推進することにより、

農林産物への被害軽減を図ることを目的として

おります。

その新たな視点につきまして、25ページにポ

イントをまとめております。簡単に言いますと、

１の農作物被害対策につきましては、取り組み

の順序として、まず、（１）の集落にあるえさ場

の撤去、次に、（２）の出没しづらい環境づくり、

そして（３）の徹底的な追い払いを、（４）にあ

るとおり、これらを集落住民全員で行うことに

より、地域全体の力で鳥獣を集落に近寄らせな

い環境をつくるというものであります。集落ぐ

るみで勉強し、集落で共通認識を持ち、環境づ

くりを行う。その上で、（５）の守る範囲を効果

的に守り、その後、捕獲対策、生息環境対策を

実施するという考えであります。このような考

え方に立って事業を進めていきたいと考えてお

ります。

24ページにお戻りいただきたいと思います。

２の事業概要であります。まず、（１）ですが、

庁内に副知事をチーム長とする鳥獣被害対策特

命チームを設置し、鳥獣被害対策の総括を行う

こととしております。この運営を中山間・地域

対策室が担当します。

また、（２）ですが、その特命チームの中に①

農作物被害対策、②捕獲対策、③森林被害・環

境対策のそれぞれの部会を設置し、記載してお

ります各部局が部会長となり、各種事業を実施

することとしております。具体的な事業につき

ましては、担当する委員会において審議をいた

だくことになっておりますので、この場での説

明は割愛させていただきます。

次に、（３）ですが、支庁・農林振興局単位に

各地域鳥獣被害対策特命チームを設置し、（２）

の各部会が所管する事業等により、市町村等が

行う被害対策等を支援したいと考えております。

最後に、（４）ですが、鳥獣被害対策研究の専

門家を招聘し、現地指導等を通じた人材の育成

を図ることとしております。

説明は以上でございます。

○亀田秘書広報課長 秘書広報課の当初予算に

つきまして、御説明を申し上げます。

歳出予算説明資料の19ページをお願いいたし

ます。秘書広報課の平成22年度の当初予算額は、

４億3,518万4,000円をお願いいたしております。

主な内容について御説明いたします。21ペー

ジをお願いいたします。（事項）秘書業務費2,106

万6,000円でございます。これは、知事、副知事

の活動経費、あるいは秘書業務などに要します

事務的経費でございます｡

（事項）広報活動費２億1,074万円でございま
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す。これは、各種の広報媒体を活用いたしまし

た県政の重点施策など、県政全般の広報活動に

要する経費でございます。説明の１の印刷広報

事業4,726万1,000円でございますけれども、こ

れは、県の広報紙として「県広報みやざき」と

いうのを出しておりますが、これを年６回、１

回につき36万部作成いたしまして、市町村の自

治会組織などを通じて県民の皆様に配布するも

のでございます。３の新聞広報事業7,448万5,000

円でございますが、これは、いわゆる新聞広告

という形で随時、県の重点施策等、県政に関す

る情報提供を行いますとともに、定期的に毎月

２回、「県政けいじばん」というコーナーで県か

らのお知らせを掲載するものでございます。４

のテレビ・ラジオ放送事業7,009万9,000円でご

ざいますが、これは、テレビが２局、ラジオが

２局によります県政番組を制作・放送するもの

でございます。６の県ホームページ情報発信事

業1,163万1,000円でございますが、これは、県

ホームページの作成、更新、維持管理を行うも

のでございます｡

22ページをお願いいたします。（事項）広聴活

動費331万3,000円でございますけれども、これ

は、県民の皆様の御意見を県政に反映させるた

めに、一つには、知事と県民の皆様が直接意見

交換を行います県民フォーラムあるいは県民ブ

レーン座談会を開催しますとともに、電話とか

メール等で受け付けています県民の声事業、こ

ういったものを実施するための経費でございま

す｡

最後に、（事項）県政相談費431万1,000円でご

ざいますけれども、これは、本庁の県民室、総

合庁舎、西臼杵支庁に10カ所の県政相談室を設

置しておりますけれども、その運営のための経

費でございます｡

秘書広報課は以上でございます。

○橋本統計調査課長 統計調査課の当初予算に

つきまして、御説明いたします。

歳出予算説明資料の23ページをごらんくださ

い。統計調査課の平成22年度の当初予算額は、

一般会計の８億4,828万円をお願いしておりま

す。

予算の主な内容につきまして、御説明いたし

ます。25ページをごらんください。（目）統計調

査総務費といたしまして２億1,668万7,000円を

お願いしております。これは、（事項）職員費２

億1,530万4,000円と（事項）統計諸費138万3,000

円で、各種会議・講習会旅費などの事務費でご

ざいます｡

次に、（目）委託統計費についてでございます。

これは、国の統計調査の実施に要する経費でご

ざいまして、６億2,904万1,000円をお願いして

おります。このうち主なものにつきまして御説

明いたします。（事項）消費経済統計調査費につ

きましては、2,706万7,000円をお願いしており

ます。これは、国民生活における家計収支、貯

蓄及び消費の実態などを調べる家計調査と、商

品の小売価格、サービス料金等を調べる小売物

価統計調査に要する経費でございます｡

（事項）労働諸統計費につきましては、2,664

万8,000円をお願いしております。これは、国民

の就業及び不就業などを調べます労働力調査と、

事業所における雇用者数や賃金などを調べる毎

月勤労統計調査に要する経費でございます｡

次に、27ページをごらんください。（事項）国

勢調査費につきましては、５億2,200万9,000円

をお願いしております。これは、本年10月１日

を基準として行います国勢調査に要する経費で

ございます。

（事項）農林業センサス費につきまして
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は、2,558万円をお願いしております。これは、

本年２月１日に実施いたしました農林業センサ

スについて、審査や取りまとめを行うための経

費でございます｡

続きまして、（目）県統計費につきまして255

万2,000円をお願いしております。このうち主な

ものといたしましては、（事項）社会生活統計指

標整備費といたしまして102万6,000円をお願い

しております。これは、各種統計資料を加工分

析し、本県経済活動の実態や動向を把握するた

めの経費でございます｡

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○長嶺総合交通課長 総合交通課でございます｡

歳出予算説明資料の29ページをお開きください。

総合交通課の平成22年度の当初予算額でござい

ますが、５億8,762万円をお願いいたしておりま

す。

主なものについて御説明をいたします。31ペー

ジをごらんください。（事項）広域交通ネットワー

ク推進費3,379万2,000円でございます。これは、

交通基盤の整備や輸送機能の強化を行いまして、

国内外の広域的な交通ネットワークの形成に要

する経費でございます。このうち１の（１）鉄

道活性化対策推進事業の中のウの○新 日南線観光

列車臨時運行促進事業につきましては、後ほど、

別冊の資料で御説明をさせていただきます。次

に、３の物流・海上輸送対策事業の中の（２）

宮崎県物流効率化支援事業2,165万4,000円です

が、これは、陸上トラック輸送から県内港発着

の海上定期港路または県内駅発着のＪＲ貨物に

シフトした貨物とか、企業立地等により新たに

発生しました貨物で、これらの輸送機関を利用

する荷主などに対しまして助成を行うものでご

ざいます。

次に、（事項）地域交通ネットワーク推進費３

億2,727万4,000円でございます。この経費は、

地域住民の日常の生活交通手段でありますバス

や鉄道といった公共交通サービスの確保に要す

る経費でございます。内容につきましては、32

ページをごらんください。１の地方バス路線等

運行維持対策事業２億9,497万4,000円でござい

ますが、これは、県内のバス路線が、利用者の

減少等によりましてその維持が大変厳しい状況

にありますことから、県といたしまして、運行

費等の補助を行いまして、国や市町村と連携し

ながら、地域住民の生活に必要なバス路線の維

持確保に努めているところでございます。２の

地域バス再編支援事業2,830万円ですが、これは、

市町村が住民の意見等を踏まえまして、コミュ

ニティバスなど地域の実情に応じました新たな

交通システムを導入する際の初期経費について

助成を行うものでございます。３の○新 地域公共

交通活性化対策事業でございますが、この事業

につきましても、後ほど、別冊の資料で御説明

させていただきます。

（事項）航空交通ネットワーク推進費１億818

万8,000円でございます。これは、韓国、台湾の

２路線の国際定期便、宮崎空港を発着いたしま

す国内線、こういった交通ネットワークの維持

充実を図るための経費でございます｡国際線利用

者への団体利用補助金等の交付、航空会社、旅

行会社とタイアップいたしました利用促進キャ

ンペーンなどを実施することとしております。

（事項）高千穂線鉄道施設整理基金事業費1,688

万1,000円でございます｡これは、高千穂鉄道株

式会社から沿線自治体に寄附をされました施設

のうち、不要な施設の撤去等に要する経費でご

ざいまして、先日の補正予算の委員会で御説明

いたしましたとおり、平成22年度は不要施設の



- 68 -

撤去計画、基金の積み立て計画の作成のために

必要な調査費用への補助などを行う予定として

いるところでございます。

続きまして、委員会資料のほうで御説明させ

ていただきます。26ページをお開きください。○新

地域公共交通活性化対策事業でございます｡

まず、１の事業目的でございます。本県の地

域公共交通機関は、モータリゼーションや少子

高齢化の進行等によりまして、利用者が減少し

続けております。利用者が減少いたしますと、

交通事業者の収益を悪化させ、さらにサービス

の低下を招く、そしてまた利用者減を招くといっ

た状態に陥っているところでございます。この

ような状態を少しでも転換いたしまして、利用

しやすい地域公共交通機関となるよう相互にか

かわりのありますサービス、利用者、収益のそ

れぞれの段階に働きかけをいたしまして、相互

に相乗効果を発揮するように促すことによりま

して、地域公共交通の活性化を図るものでござ

います｡

２の事業概要でございます。まず、（１）のサー

ビス向上への働きかけといたしまして、乗りか

え利便性向上のための方策とか、利用者の声の

的確な解決方法の検討など、利用者本位の利便

性向上策の調査検討を目的といたしまして、行

政とか交通事業者等によります検討会議を開催

することとしております。また、この会議等を

通じまして、関係者間の情報の共有、相互の連

携の強化を図ることとしております。

次に、（２）の利用増への働きかけといたしま

して、地域の公共交通機関をみずからで守り、

育て、ひいては活性化につなげていくといった

活動等を行います市町村、団体等に助成をした

いというふうに考えております。具体的には、

これらの団体等が行います利用促進のためのチ

ラシ、マップ、時刻表等の作成・配布、また、

利用マナーの啓発等の取り組みなどへの助成を

考えているところでございます。

最後に、（３）の収益性向上への働きかけとい

たしましては、交通事業者と集客力の高い商業

施設や保養施設等とが連携して行いますお互い

の収益向上につながるような利用促進活動とか

キャンペーン、こういったものの取り組みを支

援したいというふうに考えております。

事業費は、400万円を予定しております。

次に、27ページでございます。これは直接予

算議案ではございませんが、参考といたしまし

て１件御報告をさせていただきます。エコ通勤

割引についてでございます。

先ほども申しましたように、非常に公共交通

機関の利用者が減ってきているという中にあり

まして、公共交通機関が安定的な運行を維持し

ていくためには、公共交通機関を利用していた

だくということが基本というふうに考えており

ますので、その利用を促す取り組みの一つとい

たしまして、さらにまた、交通安全の推進並び

に低炭素社会の実現に向けまして、行政、民間、

交通事業者が一体となり、エコ通勤割引を実施

する方向となりましたので、その概要について

御説明をするものでございます｡

１の概要をごらんいただきたいと思います。

①の車またはバイクによる通勤から、公共交通

機関による通勤への転換を促すため、宮崎エコ

通勤割引利用推進協議会（仮称）を設立いたし

まして、交通事業者の協力を得まして、エコ通

勤割引を実施することとしているところでござ

います。この協議会は、②にありますように、

国（宮崎運輸支局）、県、市長会、町村会、経済

団体や交通安全環境団体などの各種団体及び交

通事業者で構成いたしまして、事務局は総合交
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通課に置くこととしております。

次に、２の割引の内容でございますが、割引

対象者は、①にありますように、車またはバイ

クによる通勤者でございます。この割引対象者

から②にありますように、勤務先で車またはバ

イク通勤者であることの証明を受けましたエコ

通勤割引パス交付申請書を提出していただきま

す。協議会がエコ通勤割引パスを発行すること

にしております。パスの発行を受けた通勤者は、

③にありますように、水曜日にエコ通勤割引へ

の協力を表明しております交通事業者の交通機

関を利用して通勤をした場合に、運賃を子供料

金に割り引いてもらうと。割引分は交通事業者

が負担するという形を考えております。④でご

ざいますが、割引の実施日は、割引開始日から

１年間の毎週水曜日を予定しているところでご

ざいます。

できるだけ多くの方に利用していただくため

に、３にありますように、協議会の活動を通じ、

構成団体及び県民の皆様への普及拡大を図って

いくこととしております。なお、協議会の設立

総会を今月15日に開催する予定にしているとこ

ろでございます。

この件につきましては、以上でございます。

続きまして、28ページをごらんいただきたい

と存じます。○新 日南線観光列車臨時運行促進事

業でございます｡

１の事業目的でございますが、観光列車「海

幸山幸」でございますが、現在のところは土曜

日、日曜日、祝日を中心に運行しておりますが、

平日臨時運行を支援いたしまして、平日の利用

促進を図ることによりまして、毎日運行への誘

導を図りますとともに、沿線自治体が行います

「海幸山幸」を活用した日南線活性化の取り組

みへの支援を行うことによりまして、県内鉄道

の活性化を図るものでございます｡

次に、２の事業概要でございますが、（１）の

平日臨時運行支援につきましては、「海幸山幸」

の平日利用を企画実施する旅行代理店及び県内

の団体利用者、この二者に対して支援を行いま

す宮崎県鉄道整備促進期成同盟会に対しまして、

補助を沿線自治体とともに行うこととしており

ます。それから、（２）の日南線活性化支援につ

きましては、駅での特産品販売や花の植栽といっ

た沿線の環境美化など、「海幸山幸」を活用した

日南線活性化事業を行う沿線自治体に対しまし

て、補助を事業費の２分の１を限度として行う

ものでございます｡

事業費は、372万9,000円を予定しております。

総合交通課の当初予算につきましては、以上

でございます。よろしく御審議いただきたいと

存じます。

○髙橋委員長 各課室長の説明が終了しました。

まず、議案について質疑はありませんか。

○武井委員 議案のほうの質問をさせていただ

きたいと思います。まず、総合政策課から伺っ

てまいりたいと思うんですが、高等教育整備推

進費、コンソーシアムなんですけれども、今ま

で講演会等をやったりとかでいろいろ活動して

いるのは知っているんですけれども、具体的に、

これを毎年ずっと続けることによってどういっ

た成果が出ているのか、実際に県としてはどう

いったことを感じられているか、まずお聞かせ

ください。

○永山総合政策課長 この事業そのものは、高

等教育環境の宮崎県全体として魅力アップを

図っていこうということでございまして、コン

ソーシアムの活動を支援することで、大学の相

互の連携がかなり図られるようになってきたと

いうのが成果の一つ、それから、学生間の交流
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がかなり行われるようになってきているという

ことも事実であろうというふうに思っておりま

す。ただ、大学が置かれている環境は非常に厳

しいんで、この事業そのものでドラスチックに

何かが変わるということではないと思いますけ

れども、お互いが相互に補完し合いながら魅力

アップに努めていくということについては、相

応の意義があるというふうに考えております。

○武井委員 大学間の連携、単位互換とかも含

めて、イメージアップというような話もあるん

ですが、これは要望の部分もあるんですけれど

も、例の公立大学のセクハラの問題なんていう

のは、相変わらず繰り返されているのは非常に

残念なんですけれども、そういったものによっ

てのイメージダウンというのも非常に大きいん

じゃないかなと思うんですが、県としての学校

に対する対策であるとか、モラル教育とか、そ

ういったこともこういったもので取り組んでい

くことはできないのか、伺います。

○永山総合政策課長 今回の事件は私も非常に

残念に思っております。こういうことが繰り返

されるようでは絶対だめだというふうに思って

おりますが、あくまでも、そこはまず、みずか

らの大学で、あるいはコンソーシアムが大学自

体の問題としてしっかりとらえて、県の補助事

業等でやっていくのではなくて、取り組んでい

くべき課題であろうとは思っています。ただ、

こういう支援をする中で、県からのアドバイス

として、そういうことをしっかりやりましょう

よということの呼びかけはしていく必要がある

というふうに思います。

○武井委員 結局、イメージアップのためにこ

うやって税金も使ってやるわけですけれども、

ああいうことが繰り返されるというのは非常に

効果が減殺されると思いますので、よろしくお

願いをいたしたいと思います。

それから、県総合計画策定事業なんですけれ

ども、2,000万超ということで出ているんですが、

具体的に言うとどういったようなことをしてい

くということになるのでしょうか。

○永山総合政策課長 これについては、御存じ

のとおり、現在策定に入っているところでござ

いますが、来年度につきましては、お金を使う

主なものとしては、総合計画審議会を３回程度

開催すること、それから専門部会、恐らく３つ

ぐらいになると思いますけれども、専門部会を

つくって、それも３回程度開催をしていく、そ

のための費用がかなりある。それから、さまざ

まな出張等を行いまして、調査研究等を行って

いきますので、その分の活動費、そしてもう一

つは、どのような内容になるかということもあ

りますけれども、計画の策定段階でさらに調査

検討等が必要な事項が出てきた場合の委託調査

費ということで予算を500万程度計上していると

ころであります。それから、長期ビジョンにつ

いては、来年度中の策定を想定しておりますの

で、そのための印刷物の企画等についても多少

の予算を計上しているところでございます。

○武井委員 20年という壮大な話もありまして、

非常に期待はしているんですが、来年度が終わ

るときには、ちゃんと冊子ができて形として見

えるというところまで行くと。来年度のデスティ

ネーションはどこなのか、お聞かせください。

○永山総合政策課長 22年度につきましては、

総合計画そのものは長期ビジョンとアクション

プラン、これは、マニフェストをもとにしたア

クションプランで構成したいと思っていますの

で、このアクションプランの部分については次

年度、23年度になると思っています。したがっ

て、完成品としての印刷物は23年度に入ってか
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らになると思いますけれども、長期ビジョンの

部分について、印刷物という形ではなくて、当

然、審議会等に諮っていきますし、議会にも審

議をいただきますので、形としてはお示しでき

ます。来年度予算として冊子の企画で予定して

おりますのは、23年度に印刷物をつくるための

企画をやっていこうということでございます。

正式に印刷物としてすべてができ上がるのは23

年度になってからということでございます｡

○武井委員 進捗については適宜、またお聞か

せいただきたいと思います。

次に移りますが、中山間地域活力再生支援費

についてなんですが、いろいろと新しい事業等

の説明もあったんですが、中山間盛り上げ隊と

か、こういったのはＮＰＯ法人に委託をして続

けているわけなんですけれども、来年度も665万

ですか、経費が出ていますが、今年度の実績と、

来年度もこういう形で継続をしていくというこ

とについて、今年度と比べてどの程度まで高め

ていくとか、目標とかあればお聞かせください。

○山内中山間・地域対策室長 まず、中山間盛

り上げ隊の今年度の実績でありますけれども、

２月末現在なんですけれども、登録隊員数は239

名になっております。それから、実際の派遣の

実績ですけれども、５市町村で32回、延べ127名

の隊員に参加をしていただいております。これ

は、短期派遣といいまして、日帰りで、最近ちょっ

と多いのは、諸塚ですとか日之影ですとか、神

楽の舞い手はたくさんいるんですけれども、そ

のバックアップをする人たちの支援という形で

参加をいただいております。

○武井委員 この件について、以前、この委員

会でも出たんですが、本来であれば、イベント

の駐車場整理であるとか、主催者なりがちゃん

とバイトなりで雇ってやるようなことについて、

実質的なスタッフとして使われているんじゃな

いかというような指摘等もあったんですが、そ

ういった意味で、単なるスタッフということで

はなくて、実際に地域の活動に参加できるよう

な改善が必要じゃないかというのが出たんです

が、そのあたりは改善されたんでしょうか、伺

います。

○山内中山間・地域対策室長 具体的に市町村

のほうから上がってきました支援の内容、これ

は、当初、７月に御報告したときには、まだ

あくまでも想定だったんですけれども、現実的

には、先ほど申し上げた神楽の運営に当たって

も、会話をしながらやるという形で、バイトを

雇ったというような形ではなくて、その地域の

方々と活動に関して、まず最初はどこから来ら

れたんですかというようなところから始まりま

して、都市との交流という点では、参加された

方も、逆に元気をもらい、地域の方々も、外か

ら来られていろんなお話が聞けて、非常に元気

になったというふうな御意見をいただいておる

ところであります。

○武井委員 この件について、以前もあわせて

出たのは、清武町のＮＰＯ法人ですか、そこに

委託してということだったと思うんですが、そ

ういった委託の形態というのは来年も同一法人

に同一のような形で行うということになるのか、

伺います。

○山内中山間・地域対策室長 ７月に御指摘を

受けまして、公募するという形で今、準備を進

めているところであります｡

○武井委員 この予算執行に当たっては、また

改めて公募をした上で取り組むということは、

実質的に公募はもう始まっていないと間に合わ

ないんじゃないかと思うんですが、どうなんで

すか。
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○山内中山間・地域対策室長 今、公募するた

めの準備をしておりまして、間もなく公募をし

たいと思っております｡

○武井委員 わかりました。

続いて、「いきいき集落」活性化推進事業です

が、これも公募して事業者に委託をしていくの

か、どういう形態で行うのか、伺います。

○山内中山間・地域対策室長 「いきいき集落」

活性化推進事業につきましては、お手元の資料

の22ページをごらんいただきたいと思いますけ

れども、実施主体はいきいき集落そのものにな

りますので、今、15市町村84集落を認定してい

るところですけれども、そこのいきいき集落そ

のものが、みずから、こういうものがやりたい、

先ほど申し上げた、例えば、交流促進であると

か、産業振興であるとか、具体的に言いますと、

例えば、空き家を改修して交流拠点施設を整備

して、それを活用して都市との交流を図りたい

というような計画のもとに、計画をつくって、

それに費用はどれぐらいかかりますと、それを

申請していただいて、地域活性化に資する事業

の提案を幅広く求めて、それはいろんなところ

から提案をいただきたいとは思っているんです

けれども、そこで他集落のモデルとなり得る事

業に対して決定をして交付するというふうに考

えておりますので、ＮＰＯ法人等に委託すると

かということは考えておりません。

○武井委員 わかりました。

次に、16ページに移らせていただいて、地域

活性化促進費なんですけれども、5,797万円

が1,235万円と大幅に減額をしているんですが、

去年あったものでことしないものというのは当

然いろいろあると思うんですが、この予算の遷

移についてお聞かせください。

○山内中山間・地域対策室長 ※この減額の主な

ものは、市町村に対する地域づくり事業の支援

事業としまして、具体的な事業名は元気のいい

地域づくり総合支援事業というのがございまし

て、これは21年度で終期を迎えて減額となった

と。それを補完すると言うとあれですけれども、

中山間地域等創造支援事業というものでその市

町村に対する要望については賄おうということ

で考えております。その減額分が約3,800万でし

た。それから、日南の大島のほうにコテージを

つくるということで２月補正で繰り越しの審議

をいただいたところですけれども、それは単年

度だったものですから、これが1,650万、大体そ

ういうような形です。

○武井委員 わかりました。

次に移ります。エネルギー対策推進費につい

てお伺いをいたしますが、まず、ことし非常に

人気があった、いわゆるソーラーパネルの購入

補助についてですけれども、延長をしたりとい

うことで補正かけてやったりしたんですが、次

年度はそういったことは行わないのか、伺いま

す。

○永山総合政策課長 住宅補助につきまして

は、22年度、１億5,500万の予算をお願いしてお

りまして、このうち１億5,000万円が補助金でご

ざいます。おおむね1,500件程度の補助を想定し

ております。

○武井委員 非常に人気があって、また補正で

かけてということになったと思うんですが、今

年度は、もちろん、予算がこれで上がっている

ので、また議会のたびに補正をかけて追加して

いくというようなことは次年度についてはない

だろうというような考えでよろしいということ

ですか。

○永山総合政策課長 実を言いますと、21年度

※77ページに訂正発言あり
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中の設置がまだトータルで出ていませんけれど

も、20年度が全県下でおおむね1,000件弱だった

ものが、恐らく2,400件程度になるというふうに

思っています。これは、国の補助制度の復活、

それから県の補助制度の創設、それから買い取

り制度が入ったということが大きな要因だと。

この勢いがどこまで続くかということもありま

して、財政課等とも相談をした上で、1,500件程

度で予算をお願いしておりますけれども、我々

としてはまだ続けていきたいという気持ちは十

分にありますので、状況によりましてはまた補

正をお願いすることもあり得るというふうには

思っております。

○武井委員 始めたら始めたで、また非常にニー

ズも強い事業になるだろうと思うので、またそ

の辺の柔軟な対応をお願いしたいと思います。

次のＥＶ－ＰＶのいわゆる電気自動車の件な

んですが、日産自動車から車が後半から貸与さ

れる予定というような話ですが、実際、何台ぐ

らい日産自動車から車が貸与されるであろうと

想定でしょうか。

○永山総合政策課長 今のところ１台です。知

事からはもう一台ぐらい何とかしなさいという

ふうな御指示もいただいておるところでござい

まして、努力はしていきたいというふうに思っ

ております。

○武井委員 実際に総合庁舎への充電設備だ何

だかんだといろいろしていくわけなんですが、

よしんば、仮にことし１台で、知事から努力で

２台でということですが、向こう５年ぐらいで

おおむね何台とか、つまり、ことし１台で来年

以降はわかりませんという話なのか、そのあた

りをお聞かせください。

○永山総合政策課長 来年度につきましては、

日産自動車からの貸与と、それから企業局が１

台購入いたしますので、この急速充電器を使っ

てうまく連動させていきたいと思っています｡私

たちとしては、県の公用車に大幅にこの電気自

動車を導入していきたいという気持ちは持って

おりますけれども、これについては、まだ現時

点で、将来的に何台導入するというところまで

は計画を認知していただける段階にはございま

せん。ただ、いずれにしても、モデル事業とし

ての導入をすることで、県公用車の切りかえを

将来的に進めていきたいという強い気持ちは

持っています。

○武井委員 電気自動車の値段とかもなかなか

市場的にも見えていないところがあると思うん

ですが、懸念するのは、１台、企業局が１台と、

最終的にこれだけ事業とした割にはこの２台だ

けだったというようなことになると、大山鳴動

してネズミ一匹みたいな話で、非常に残念だな

と思うんですが、こういうことをやるんであれ

ば、少なくとも計画的に、県として何年後ぐら

いまでには公用車も含めておおむね何台ぐらい

は導入をしたいとか、何がしかの数値目標がな

いと余りにも政策として危険じゃないかなと思

うんですが、そのあたりというのは何か目算と

して持っていらっしゃるものはないのか、伺い

ます。

○永山総合政策課長 今、具体的にお示しでき

る数字としてはございません。県の厳しい財政

状況というのがございますので、いつまでに何

台と、他県で、例えば神奈川県あたり、そうい

うふうな数字を出しているところもございます

けれども、宮崎県の状況としてはそれは少し厳

しいだろうと思っています。ただ、直接購入を

するとか、あるいは一部実験も行われておりま

すが、リース方式で電気自動車を導入する等、

さまざまな方法も考えられますので、来年度１
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年間の取り組みを通じて、どうやれば電気自動

車が県でうまく活用できるのか、その際に目標

はどうあるべきなのかということについては

しっかり考えていきたいというふうには思って

おります。

○武井委員 ぜひお願いしたいと思うんですが、

確認で、日産自動車からこういう形で貸与され

るということですが、今後、特に県が電気自動

車を購入するに当たって日産自動車にしなけれ

ばいけないとか、何がしかそういった条件的な

拘束というものはないという理解でよろしいで

しょうか。

○永山総合政策課長 この点に関しましては、

協定の締結段階からじっくり話し合いを行いま

して、県の導入、あるいは県内における普及に

ついて、日産自動車に拘束されるものではない

ということについては、日産側も十分理解して

いただいた上で協定を結んでいるということで

ございます｡

○武井委員 わかりました。

次に、秘書広報課に移らせていただきますが、

まず、人件費が入っているんですが、特別職２

人とは知事と副知事だと思うんですが、知事会

等への出席とか、知事の旅費とかはどこで見れ

ばいいんですか。

○亀田秘書広報課長 旅費は、事項でいいます

と秘書業務費の2,100万の中に入っております。

○武井委員 秘書業務費の内訳をお願いします。

○亀田秘書広報課長 秘書業務費の内訳を申し

上げます。まず、知事、副知事の交際費、これ

が200万円でございます。特別職だけでなくて秘

書とか、我々一般職員も含めました旅費が753

万3,000円、新聞とか資料の購入費あるいは消耗

品、そういった需用費が440万9,000円、非常勤

職員と臨時職員の報酬・賃金等が347万6,000円、

秘書業務費2,000万の主な内訳はそういったとこ

ろでございます｡

○武井委員 わかりました。

次に移ります。広報なんですけれども、私ど

もの西村議員が一般質問でもいろいろ質問をし

たんですが、今、非常にニーズとしてインター

ネットが伸びているとか、そういった媒体の中

での力関係が大きく変わってきているにもかか

わらず、県はなかなかそれに対応できていない

というような話もあったんですが、実際に今年

度、事業の中にいろいろと新聞、印刷、広報と

か出ているんですが、そういった内訳等につい

て、どのように検証があったのか、また見直し

がされたのか、伺います。

○津曲広報企画監 今回の広報でございますが、

２億円余をお願いしております。この中で媒体

という格好でいきますと、インターネットの関

連は、６の県ホームページ情報発信事業1,100万

円余ですが、これは、ホームページの運営、サー

バーのレンタル料、更新作業に係る費用だけが

載っています。この前、本会議での議論の中で、

日本全体の広告費が、紙ベース、新聞とか雑誌

からインターネットの広告にかわったんじゃな

いかという御指摘がありました。実際、広告費

が変わる、かかる経費が変わったわけじゃなく

て、企業が執行する広告費が変わったというこ

とからこういうことになっているんだろうと

思っています。私たちの今回の広報予算、県庁

の広報の中でどういうものをどうやって使うか

ということは、この１から６までの中でやって

いるわけなんですが、できるだけ県民の人たち

が必要とする情報を迅速に、正確にお届けする

というふうな格好で広報媒体を選んでいます。

基本的には、発信すべき県庁の中の情報、それ

と要請される時間によって媒体を選んでいると
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いうのが現状です。一番速報を求められるもの

というのは、すぐ記者発表を行いましてテレビ

やラジオで広告をしております。これは、この

広報予算の中に入っておりません。一生懸命Ｐ

Ｒをしていただく、媒体としては、インターネッ

トも含めて、非常に速い媒体を使っているわけ

なんですけれども、記者発表でＰＲする部分に

ついては広報予算の中には入っていない。

次に、私たち、これ以外に、じっくり情報を

読んでいただきたいということで新聞広告を

やったり、テレビ・ラジオの県政番組をやった

り、また取り出して１年間に何回も見ていただ

きたいというものにつきましては、県の広報紙

をやっているいうことで、この印刷媒体という

状況でございます｡

○武井委員 おっしゃることはよくわかるんで

すが、質問として、１から６までの内訳の中で

変更であれば、ここを少し減らしてここをこう

したとか、そういったものがあったのかという

ことについてもう一点お尋ねしたんですが。

○津曲広報企画監 基本的には、金額を比較い

ただきますと、変わっていない。中身は一生懸

命見直しをしているんですが、総額的には余り

変えておりません。以上です。

○武井委員 新聞なんですけれども、もちろん

新聞広報というのは非常に必要だと思うんです

が、中を見ますと、例えば宮日新聞とかは非常

にシェアが高いですから、こういったところに

出していくというのはわかるんですが、実際的

に見ると、極めてシェアの小さいブロック紙み

たいなものというのも中にはあるわけですね。

そういった意味で、テレビでもそうですけれど

も、一律であるということにこだわりが、Ｕと

Ｍには同じぐらい出してとかなさっていらっ

しゃるというのは、非常に気を使っていらっしゃ

るのはわかるんですが、一方では予算も限られ

ている中で考えたときには、実際に一つ一つ費

用対効果を吟味して、非常にシェアの小さな新

聞というのは外していくとか、そういった形の

対応というのはあってしかるべきではないかと

考えますが、いかがでしょうか。

○津曲広報企画監 新聞広告につきましては、

先ほど、課長から説明をいたしましたけれども、

「県政けいじばん」というのは、毎月第２と第

４の日曜日に出させていただいています。これ

は６つの新聞です。宮日、朝日、読売、毎日、

西日本、そして夕刊デイリーが前の日の土曜日

に出るんですけれども、このシェアにつきまし

ては、非常に宮日が大きくて、いろんな新聞で

小さいところがあるかもしれません。しかし、

とっていらっしゃる新聞の中に県庁の広報が

載っていないというのはちょっとつらいかなと

いうことで、宮崎で通常、日ごと発行されてい

る新聞につきましての６紙という格好で、まこ

とに申しわけないんですが、平等に今、執行さ

せていただいております。それ以外に、県政の

重要課題あるいはイベントの告知につきまして

は、また別途、企画広告をやらせていただいて

おりますが、これにつきましては、どうしても

平等というのはなかなかとれないところでござ

いまして、基本的には宮日新聞と夕刊デイリー

の組み合わせが一番多くなっております。以上

であります。

○武井委員 今度、産経新聞が宮崎でも日刊す

るような話をしていますけれども、そういった

のができれば、そこもまた載せていくというよ

うな形になるのか。

○津曲広報企画監 今、まだ企画書が来ており

ませんので、また御相談をさせていただきたい

と思っています｡
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○武井委員 わかりました。

次に移ります。最後に、総合交通課に伺いた

いと思うんですが、鉄道等の期成同盟会なんで

すけれども、日南線については、ことしは「海

幸山幸」のいろいろな事業等もあるというのは

わかるんですが、ほかの期成同盟会でも、例年、

いつものような会議をして、いつものような内

容でやってということで、実際に、そういった

ものの意味づけ、役割、そしてそれによっての

実際の乗降客数の動向とか、これに対して県と

してももっと積極的にこれを使って活性化させ

ていこうという取り組みが余り感じられないん

ですけれども、どのような取り組みをされてい

るのか、例えば吉都線とか、そういったことを

伺いたいと思います。

○長嶺総合交通課長 今、委員御指摘の件でご

ざいますが、今回、新規事業で地域公共交通活

性化対策事業というのを御提案させていただい

ております。従来、公共交通利用促進補助事業

というのがございまして、今言われました日南

線ですとか吉都線の利用促進協議会、こういっ

たところのいろんなイベント列車の運行ですと

か、沿線パンフの作成ですとか、そういったと

ころの助成事業はやってきているところでござ

いますが、おっしゃるように、その中でも利用

者数が年々減ってきているという現状もござい

ます。そういうこともございますので、今回、

新規事業ということでそういう状況を少しでも

打開できないかということで、ここに掲げてお

りますような、一つはターミナル駅での乗り継

ぎ情報を各事業者、鉄道とかバスとか、その他

地域の自治体とかが一体となって利用しやすい

ようなサービス向上をやったらどうかとか、ま

た、そういう利用に取り組んでおりますいろん

な団体、そういったところの活性化を図ってい

くとか、また、収益向上ということで、例えば

バスの例で申し上げますと、青井岳、前は宮崎

から田野までしかバスが行っていなかったんで

すけれども、そこを青井岳まで延ばした、保養

施設とバス事業者が一緒になって利用者がふえ

たということもございますので、そういった一

緒になってやるような事業を支援することで、

これをやれば絶対ふえるという決定打はないか

と思いますので、そういうものを地道にやって

いくしかないのかなというふうに考えておりま

す。

○武井委員 最後に、日南線観光列車促進事業

について伺いますが、日南線のというようなこ

とがずっと出てくるんですが、いろいろＪＲ九

州の説明なんかを聞きますと、別に日南線に限

らず、日豊本線とか吉都線とかでも運行できる

ということなんですが、あくまでも日南線内で

運行するということが条件なんですか。

○長嶺総合交通課長 前提としては日南線とい

うことで考えておりますが、例えば日南線の先

の串間ですとか志布志とか、そういうこともご

ざいますし、旅行会社がほかの日豊線とか吉都

線を走らせたいということであれば、それはま

た随時、御相談をしていきたいというふうに考

えております。

○武井委員 日南線の活用で、車両自体の活用

というのを主眼に置いた助成事業だという理解

をしてよろしいということですか。

○長嶺総合交通課長 基本的にはそういう形に

なるかと思います。これが日南線観光特急とい

う形になっているものですから、事業名として

はそういう形で使わせていただきました。

○武井委員 確認ですけれども、例えば、高鍋

から日南まで使いますとか、そういった場合と

いうのがあったときであっても、あくまでも日
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南線内だけが出るということではなくて、全体

として見て助成はできるという理解でよろしい

ですか。

○長嶺総合交通課長 金額につきましては、こ

れを積算している中身といたしましては、通常、

平時運行をやっております。そうしますと、臨

時運行の場合は、いわゆるチャーターになりま

す関係で、若干高くなります。利用される方が

平日運行の料金とチャーターでやった場合の料

金の間差額を埋めると利用しやすいんじゃない

かという形で、日南線の南郷駅―宮崎駅間を前

提に計算しておるものですから、今のようなケー

スの場合にどこまで支援できるかというのは、

予算との関係もございますので、また御相談さ

せていただきたいと思います。

○山内中山間・地域対策室長 先ほどの質問の

中で地域活性化促進費の減額理由をお尋ねいた

だいたんですけれども、先ほど申し上げたの

は、16ページの一番上なんですが、当初同士

で5,700万が1,200万になった理由をお尋ねだっ

たんですけれども、お答えしたのは、7,400万か

ら1,200万を引いた分をお答えしてしまいまし

て、具体的には5,700万と1,200万の差は、先ほ

ど申し上げた元気のいい地域づくり総合支援事

業の終期に伴うものと、先ほどは申し上げなかっ

たんですけれども、離島活性化対策費、離島航

路補助金、支援費があるんですけれども、ここ

を700万ほど減額したものであります。離島航路

については、国の予算の措置ぐあい等を見て減

額したものであります。訂正をいたします。

○権藤委員 予算説明資料の16ページ、今、説

明があったのが答えなのかなとも思いながらの

質問ですが、離島活性化対策費というものの内

容をお聞きしたい。

○山内中山間・地域対策室長 離島活性化対策

費1,037万2,000円の内訳としましては、今、離

島航路の補助金、離島航路の赤字分を補てんす

るために国と県と市町村が補助をする仕組みに

まず、なっております。その分の県の補助金相

当分を1,037万2,000円のうち1,000万円予算措置

をしております。残りは国等へのヒアリングで

すとか、当然、歳出の内容についていろいろ審

査等がございますので、いわゆる事務費が37

万2,000円となっております。

○権藤委員 それから、エネルギー対策推進費

の３の融資制度、この１億6,000万というのは、

金利負担とか、中身をお願いしたい。

○永山総合政策課長 この融資制度につきまし

ては、21年度から始めたものでございまして、21

年度予算は、県が１億円、宮銀と太陽銀行が協

調いたしましてトータルで３億円の融資を行う

ということでございます。県から１億円を拠出

することで低利融資を実現するということで、

利率、保証料を含めまして、通常、宮銀で4.6％

程度のものを、2.9％まで引き下げて融資を行っ

ていただくというふうな制度でございます。来

年度の１億6,000万円につきましては、まず、そ

のうちの6,000万円が、今年度の融資実績が約１

億9,000万円でございまして、その分の３分の１

を引き続き拠出をするということで6,000万円、

それから１億円については、新たな融資を行っ

ていただくということで１億円を出すと。なお、

来年度につきましては、宮崎銀行、太陽銀行に

あわせまして、５つの信用金庫も融資に参加い

ただくということでございます。

○権藤委員 そうしますと現金支出は伴わない

ということですか。

○永山総合政策課長 実際に１億6,000万円を各

金融機関に出します。そこに原資がございます

ので、低利融資を行っていただくと、資金調達



- 78 -

コストのかからない１億6,000万円がありますの

で、低利融資を行っていただきます。ただ、年

度末にはまたそれはお返しいただくということ

で、これは10年間のローンでございますので、

最終的には全額返ってくるという形になります。

○権藤委員 わかりました。

それから、15ページの中山間地域の重点的・

総合的な施策の中の１億800万、これは実際には

どんな事業の内容なんですか。

○山内中山間・地域対策室長 中山間地域等創

造支援事業といいますのは、市町村の地域づく

りに対する、具体的に言うと補助金です。地域

住民と一体となったいろんな事業に対する補助

金を内容としております。具体的には、地域創

造計画というものを認定してやるというのが一

番大きいものでして、そのほかには、例えば、

広域で市町村がいろんな計画を取り組むもので

すとか、条件不利と言われる地域振興５法、簡

単に言うと、過疎地域ですとか山村地域の市町

村が計画するものに対する支援ですとか、そう

いうものになっております。

○権藤委員 今年度のいきいき集落は、先ほど

説明をお聞きしたんだけれども、私の感じとし

てはそういうものも６で金額はたくさんあるの

で、カバーできる部分もあるんじゃないかなと

か、それから、予算の勉強会が全協であったと

きに、対象地域の議員から300万ということに対

して、フフンじゃないけれども、そういう反応

があったように雰囲気として見ていたんですよ。

一連のものとして運用できるのであれば、細切

れでやるにしては対象地域が何十カ所とあるよ

うな気がするので、それは運用の面でやってい

ただければと思います。

３の665万4,000円、これに対しては昨年の清

武のＮＰＯ法人に対しての補助の中身を聞いた

ときに、会員のパスポートみたいなものとか、

そういうのが３万円ぐらいあったような気がし

たんですよ。３万円だったかどうかわかりませ

んが、そういうようなものは余りお金をかけな

くて、実際に派遣するんだったら派遣するとか、

先ほどの説明を聞いていたら、延べ百何十人と

かありましたから、そういうものは登録が済め

ば、実質的なものに変わっていくことが望まし

いなという意味から、そのパスポートみたいな

会員証をつくるとか何とかいった説明を聞いた

記憶と、ことしの部分については実質的なもの

を想定しているんでしょうねという意味合いの

質問です。

○山内中山間・地域対策室長 昨年は新規事業

でしたから、今年度は、例えば帽子であります

とか、今、御質問のありました会員証ですとか、

当然引き継いでいきます。ただ、ボランティア

保険については１年間限りなので、これは再度

掛けていかないといけないと。そういうふうに

内容的には十分見直したつもりで積算もしてお

ります。以上です。

○権藤委員 次に進みます。32ページの１億800

万の韓国と台湾の助成事業、これは、21年度の

当初予算でいくと8,700万、それが補正されたの

か１億200万、今回は１億800万ということなん

ですが、韓国便はずっと行っているんだろうと

思うんですが、韓国と台湾、その中身としては

団体助成とかであれば、３カ月の休止等もあっ

たんで、今年度は１億いくんだろうかとか、そ

ういうことを含めて、それと、この１億800万の

両路線の内容、助成金がどっちがどっちとかの

金額ですね。

○長嶺総合交通課長 今の「みやざきの空」航

空ネットワーク活性化事業の点のお尋ねだと思

います。前年度当初予算が8,600万余、今回が１
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億800万余、その差についてのお尋ねだというふ

うに思いますが、まず、2,000万ちょっと増額に

なっておりますが、１つは、チャイナエアライ

ンが今回就航をされました。この厳しい経済環

境の中で就航をしていただいたということがご

ざいます。それから、アシアナ航空のときもそ

うでございましたけれども、就航からある一定

期間は安定化に向けて、航空会社としてもかな

り厳しい状況があるというようなこともござい

まして、アシアナ航空に対しまして、当初、Ｐ

Ｒとか支援をさせていただきました。そういう

ことでアシアナの就航当時と同じような利用促

進のための支援というようなことがございまし

て、増額になったところでございます。ちなみ

に、エバー航空もあったわけでございますが、

エバー航空につきましては、ことしの６月の議

会でございましたか、補正をさせていただきま

した。エバー航空は、就航に当たりまして、こ

ちらからのいろんな支援につきましては、基本

的には自分ところでおやりになるというような

お考えがありまして、向こうから受け取られな

いという感じがありまして、６月のときでは、

新型インフルエンザとかありまして、非常に厳

しいということでああいうお願いをして、結果

としては運休になりました関係で、その分につ

いては交付はしておりません。ということで、

エバーには出していなかったわけでございます

が､中華航空については、アシアナ航空の就航の

ときと同じような形で一定の支援をさせていた

だくということで、この額がふえたということ

です。あとについては基本的に去年と一緒でご

ざいます｡

○権藤委員 対象路線ごとの金額、台湾が4,000

万で、どこが6,000万とかという金額はわかりま

すか。

○長嶺総合交通課長 この１億800万の中身は、

団体利用補助金ですとか、修学旅行補助金、今

は送迎バスの補助金とか、こういう形が大きな

ところを占めているわけでございますけれども、

そういったところにつきましては、宮崎空港の

国際線を利用した方に御支援するということで、

台北線を利用したとか、ソウル線を利用したと

いうことで区分けをしているわけではございま

せんので、台北線に幾ら、ソウル線に幾らとい

う形での明確な区分というのはしていないとこ

ろでございます。

○権藤委員 もう一遍、区分けができない……。

○長嶺総合交通課長 今申し上げましたように、

１億800万の中身としましては、空港振興協議会

に対する補助金といたしまして１億300万余、県

のいろんな事務費等で480万円余がございます。

県の事務費は県の事務費でございますので、補

助金の１億300万につきましては、その中の国際

線利用促進事業ということで、団体利用補助金

等を含めまして約4,500万円余がございます。国

内線の利用促進として300万円余等を考えている

ところでございまして、今言いました国際線団

体利用等につきましては、どの路線ということ

にはなっておりませんので、明確な区分はでき

ないということでございます。国際線の維持充

実ということで、あと5,000万ぐらいございます

が、これについては、それぞれの航空会社の運

航実態、週２便、週３便という形を踏まえまし

て、アシアナ航空の従来やっていた支援の形で

やらせていただくということにしております。

○権藤委員 私は、助成している以上は、申請

書等が、航空会社で保管しているかどうかは別

にして、決算ベースではわかるようにしないと、

何人以上が何ぼとか、決算を参考にしながら新

年度予算も見直していく、それが必要じゃない
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かと思うんですが。

○長嶺総合交通課長 利用者数については、結

果としてはどこの路線で何人利用しましたとい

うのは出てまいります。本会議でも利用者数に

ついては何団体の延べ何人という御報告もさせ

ていただきました。これについては、結果とし

ては、そういう数字を出すことにしたいと思っ

ております｡

○権藤委員 これは予算ですからいいですけれ

ども、決算ベースでは、そこに余剰があるかど

うかはわかりませんが、そういうものは条例み

たいな形でやっているわけだし、お金ですから。

○長嶺総合交通課長 ちなみに、21年度の予算

で申し上げますと、団体利用補助金につきまし

ては、２月19日現在でございますが、全体で216

団体の延べ人数2,419人の利用がございまし

て、1,078万1,000円の補助金を交付しておりま

す。その内訳としましては、韓国が173団体の延

べ2,027人、900万余、台湾が43団体392人の170

万余という形で、把握はしておりますので、こ

れはまだ中間段階でございますので、そういう

データのとり方はしております。

○権藤委員 次に行きます。委員会資料のほう

の18ページですが、いろんな節電だとかやって

おられるんですが、最近の話として、宮崎の飛

江田で地元企業が誘致条例を受けてＬＥＤの器

具を大量に生産しようという動きがあるんです。

昼休みに廊下等を歩くときに、県庁内は真っ暗

なんですね。あれは精神的にもよくないんじゃ

ないかなと。ああいうものに切りかえて、聞く

ところによると４分の１の電力でやれるという

ふうに聞いたりしています。それは向こうが言

うんだから、そんなに効率がいいのかどうかわ

かりませんが、そういうもの等を検討していた

だいて、私は真っ暗というのは余りよくないよ

うな気がするんですね。昼休みは小さいほうに

して、普通の仕事をするときはまたもとに戻す

という方法等も、ことしの予算には間に合うか

どうかわかりませんが、話を聞くと、あれをど

んどん売ることによって電力量が下がるから、

融資制度をつくれば、お金は本人たちは一銭も

出さんでも、まだできていないと思うんですが、

融資制度で切りかえができて、リースみたいな

ものですね。何年間かのうちには電気代とその

工事費がチャラになるというようなシステム等

もあるみたいですから、今後ぜひ、検討してみ

ていただいて、一つには節電というものもある

でしょうし、もう一つには、昼休みの真っ暗と

いうのは、私は、公共である以上は、昼休みも

県民やら来られるから、そういうふうに思って

おりますので、これは意見になりますが、検討

していただきたいと思います。

○永山総合政策課長 この事業によります県有

施設の省電力化については、ＬＥＤが一番大き

な要素だというふうに思っています。ＬＥＤ照

明をつけること、あるいは反射板等をうまく使

うことでより省電力化できるということで取り

組んでいく、メガソーラーの立ち上げ支援のた

めではあるんですけれども、それに伴って県有

施設の省電力化を図り、なおかつ、グリーン電

力等を購入することで環境に県が貢献するとい

うことで、この事業の目的としては非常に高い

ところがあると。なお、昼休みの真っ暗につい

ては、私も決して気持ちがいいというふうには

思っておりませんが、総務方の厳しい状況もご

ざいますので、いろいろ御相談をしていきたい

というふうに思っています。

○権藤委員 最後になりますが、22ページの300

万のいきいき集落の予算ですが、助成をしてあ

げることも大事だと思うんですが、これだけの
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集落がそういうのをやろうじゃないかという気

持ちを起こして、例えば、夜、焼酎を飲みなが

らでも、区の役員会があったときにでも、そう

いう発想でみんなが議論をしていくとか、そう

いうのが非常に大事だと思うんですよ。そうい

う意味では、助成の額とか内容とか、そういう

もの等については、ちゃんとした歴史的なもの、

神楽等については制度化されつつあるのかなと

思いますが、それ以外にも、昔やっておったけ

れども、今はやっていない運動会なのか何なの

かわかりませんが、そういうものを地域でやろ

うじゃないかという気を引き起こすためには、

金額は細切れでいいけれども、対象地域の議員

さんがつけてもらって喜ぶような、実績を見な

がら、出てこないかもわかりませんが、今後に

ついては、市町村等の意見も聞いて、できるだ

け、これだけの対象地域があるんだったら、も

う少し多くてもよかったのかなという印象があ

りますが、実績を見ないとわかりませんので、

そういう要望をしておきたいと思います。

○押川委員 今も話が出ておりますけれども、

いきいき集落のことについてもう少し質問をさ

せていただきたいと思いますけれども、今あり

ましたとおり、15市町村84集落等々で今、中山

間地を、自分たちの集落を生き生きさせようと

いうことで取り組んでおられるわけでありまし

て、ありましたとおり、他の集落のモデルにな

る事業ということで、さらに今回、84集落の皆

さん方がそれぞれ提案を出されて、その提案に

沿って最高で100万、300万という予算をつけら

れておるわけでありますけれども、これが、今

もありましたとおり、84集落の中で10集落ぐら

い出たとしたときには、どういう選定なり、地

域バランスを見た中での最終的な選定をされる

のか、そこあたりがあればお聞かせ願いたいと

思います。

○山内中山間・地域対策室長 「いきいき集落」

活性化推進事業につきましては、確かに、現在、15

市町村84集落を認定しいているところですけれ

ども、基本的には、住民主体による元気な集落

づくりを推進すると。こういうふうな表現はよ

くないかもしれませんけれども、補助金交付終

了と同時に活動自体も少し下がっていくという

ようなことではいけないんではないかなと。で

すから、継続的な取り組みがどうしても必要だ

と。そうはいったものの、やっぱり支援をする

ということになれば、いろんな提案はあるんだ

ろうというふうに考えておりますけれども、そ

の84集落の中で、認定に当たっては、例えば、

こういうことがしたい、神楽、伝統芸能の継承

がしたい、もしくは草刈りをずっと定期的にや

るんだ、そういうようなことで取り組む内容に

ついては、温度差というのはばらばらでござい

ます。中には、よく知られておりますけれども、

五ヶ瀬町の桑野内の夕日の里づくりであります

とか、結構、農家民泊で海外からも宿泊客が来

るようなところから、でも、その地域地域にお

いていろんな形態があるんじゃないかなと。そ

ういうものに対して取り組む状況というのは確

かに違いますけれども、その中でモデルとなる

ようなものにして支援をしていきたいというふ

うに思っておりまして、非常に難しいんですけ

れども、実際に出てきて、その中からというよ

うなことで、お答えにはならないかもしれませ

んけれども、今のところは、住民主体による元

気な集落づくりが基本なんだというところで選

定をしていきたいというふうに思っております。

○押川委員 今言われたとおり、出てこないと

わからないということは理解できるんですが、

その中でも出てきた段階で、なかなか指定しづ
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らい部分もあるかもしれませんけれども、例え

ば、県北あたりを見ただけでもこれだけ固まっ

ていろんないきいき集落のために活動されてい

る、あるいは県央、県南を見てみると、少ない

という感じがあるけれども、その中でも地域を

生き生きする事業というのは取り組んでいるわ

けでありますから、例えば、この300万の予算の

中で３つないし４つの集落を限定されるとした

場合に、偏り等が出てくるんではないかという

ような感じもあるものですから、もちろん、出

てきた段階での皆さん方の指定になっていくが、

そのときのバランスとか、地域はどうするのか

ということを私は聞いているんですから、いろ

んなところで出てきたときの対応はどう考えら

れるかということで、県北、県央、県南等々の

提案によって、そんなに差がなければ、そういっ

たバランスあたりは考えられるのかということ

で質問していますから、そのことについて、も

しあれば、お考えをお願いしたいと思います。

○山内中山間・地域対策室長 現時点では、先

ほど御説明申し上げたように、事業としてもう

成り立っているところから、そうではなくて日

常生活の中でこういうことに取り組みたいとい

うようなこともございまして、地域バランスと

いうことなんですけれども、具体的には、現在、

北のほうが確かに多いですね。いきいき集落の

認定というところの周知も必要だとは思ってお

りますけれども、実際は、やっぱり皆さんが考

えていただいて、私ども県としましては、この

前、いきいき集落研修交流会というのをさせて

いただいたんですけれども、具体的には、お互

いがお互いを知るという、それによって、あそ

こではこんなことをしている、ここはこんなこ

とをしているという事例発表とか、パネルディ

スカッションを含めまして、参加した方々から

は有意義だったというふうなお声もいただいて

おります。そういうことで、地域地域に応じた

やり方があるんだろうと思っておりまして、具

体的に県南から１つ、県北から１つというふう

には今のところは考えておりません。モデルと

なり得るような事業に対して支援をしていきた

いというふうに思っております。

○押川委員 モデルになるための募集をされる

わけでありますし、現在、いろんな形でも取り

組みをされている実績のあるところであります

から、そういう中で選定というある程度の基準

というものがなければ、何を目標にして提案を

して、最終的に皆さん方が判断されるのかわか

りませんけれども、何らかのそういうものがあっ

てもしかりではないのかなということで私は質

問しているんですけれども、そういうことで回

答をいただくとありがたいなと思います。

先ほど権藤委員からもありましたけれども、

例えばこういう事業が各地域でモデルとなるも

のがもしも多くなってきたときには、予算あた

りもまたつけられていくのか、そこあたりも興

味があるものですから、まず、選定はどうなん

だ、地域バランスはどうなのかなということか

ら入っていかないと、ちょっとおかしいんじゃ

ないかなと思いますから、今の段階でわかって

いる範囲の中でお答えをいただければありがた

いなと思います。

○山内中山間・地域対策室長 今のところ考え

ておりますところは、具体的には、モデルとな

り得るような、確かにわかりにくいんですけれ

ども、例えば、出していただいたときに実現の

可能性であるとか、当然、残り４分の１負担が

ございますので、そこの資金の手当ては確実に

できるのかとか、そしてまた、それに対して計

画はあるんだけれども、地元での取り組みとし
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ての体制はしっかりしているかとか、そういう

ようなところを見ていかざるを得ないのかなと

いうふうには考えております。

○押川委員 最低、提案をされる集落、地域と

いうのは、この事業に手を挙げようとすれば、

そのぐらいのことは考えていらっしゃると思う

んですよ。ではなくて、選定あたりの基準とか、

そういうものがあれば教えてくださいという趣

旨でありますから、これに近寄れる何かで判断

の材料になるようなものがあるのかなというも

のがありましたから今、お伺いをしているんで

すが、これ以上ないということでいいんですか。

ただ上がってきたのを皆さん方が協議をされて、

それがモデルになるかならないかをただ簡単に

決められるというものでいいんでしょうか。

○山内中山間・地域対策室長 まずは内容です

けれども、そうはいったものの、確かに、地域

ごとのバランスというようなところは、やっぱ

りモデルとなるわけですから、近くにあって見

に行けるというようなことも多少は必要かなと

思いますけれども、全く地域バランスを考えな

いか、そういうことも一つの構成要素にはなる

かなというふうには思っております。現時点で

は、まだ予算案の提案をしている段階でござい

ますので、御意見も踏まえながら、検討してい

きたいというふうに考えております。

○押川委員 現段階では採択要件あたりはない

ということでいいですね。

○山内中山間・地域対策室長 今申し上げた内

容ぐらいで恐縮なんで、今から御意見をいただ

いた中をいろいろ考慮しまして、検討していき

たいと思います。

○押川委員 西都、西米良あたりでもかなりこ

の事業については取り組みもすばらしいし、い

いような状況がありますから、恐らくそういう

意味で、地元議員ということでそういう発言も

させていただきましたし、先ほども権藤委員か

らもありましたけれども、こういうものが功を

奏して、普及がどんどんされるということにな

れば、また新たにそういう予算あたりも増額を

していただくとか、そういうことに対しても検

討をお願いしておきたいと思います。

それから、31ページの広域交通ネットワーク

推進費でありますが、３の物流・海上輸送対策

の（２）2,165万4,000円ですが、これは、県内

発着する船とかトラックあたりに補助をすると

いう説明だったと思いますけれども、もう少し

具体的にお話をしていただきたいと思います。

○長嶺総合交通課長 今のお尋ねの宮崎県物流

効率化支援事業でございます。これは、今年度

も実施しておりまして、引き続き実施するもの

でございます。事業の中身でございますが、ま

ず、対象となる輸送機関につきましては、県内

の港湾を発着する海上定期航路、内貿、外貿両

方でございますが、それから県内の貨物駅、具

体的に言いますと延岡駅、南延岡駅、佐土原の

オフレールステーション、ここを利用して出す

ＪＲ貨物が輸送機関になります。対象となる貨

物でございますが、これにつきましては、まず、

新規に発生をした荷物、例えば、企業誘致等で

新たに発生したというような荷物、それから、

トラック輸送からモーダルシフトということで、

大量輸送機関にシフトした荷物、これは県外の

港から宮崎の港にシフトしたというものも入っ

てまいります。さらに、従来から県内の輸送機

関を使っていた場合にも、荷物がふえる場合、

例えば、今まで一定量がありまして、取扱荷物

量がふえましたとか、そういう増加貨物も対象

にしているところでございます。補助対象者と

なりますのは、荷物を出す荷主、プラス、トラッ
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ク業者等の輸送機関、これが共同して申請をす

るという形にしております。対象輸送期間は６

カ月、これが最大期間ということで考えており

ます。１申請について限度額を定めておりまし

て、500万円という限度額でございます。申請す

る際の単価でございますが、例えば、わかりや

すく言いますと、コンテナで申し上げますと、

海上輸送の場合が20フィートコンテナで１

本5,000円、ＪＲコンテナでございますと、12

フィートゴトコン、これが１本3,000円という単

価で計算をしておりまして、そういう中身で支

援をしていくと。そして、モーダルシフト、県

内からの発着荷物を荷寄せとして集めることで、

県内の大量輸送機関への荷物の集約を図ってい

こうということで実施しているものでございま

す｡

○押川委員 新規貨物というものは、どういう

ものが考えられるんですか。

○長嶺総合交通課長 一番わかりやすく申し上

げますと、従来、宮崎になかった企業が県外か

ら県内に移ってこられるか、新規に発生したと

かという場合に、新たな荷物が発生します。新

規貨物ということになります。

○押川委員 新だから誘致企業の新しい品物と

いうことで理解をしたいと思います。

それから、荷物がふえた場合、増加も対象だ

ということで、これは農畜産物あたりもその対

象には入るわけですか。

○長嶺総合交通課長 貨物の種類は問うており

ませんで、さっき言いましたように、大量輸送

機関を使うということが要件になっております

ので、何を運ぶかということは別に問題ありま

せん。それから、新規貨物、先ほどわかりやす

い例で誘致企業と申し上げましたが、例えば、

既存企業でも、トラック輸送から新たにモーダ

ルシフトでなった場合は、新規貨物になります

し、例えばモーダルシフトをやっていらっしゃっ

て他県の港を使っていらっしゃった方が、宮崎

の海上定期航路を使うという場合も、それは新

規貨物として分類をしております。

○押川委員 後、多分、関連で福田委員のほう

からあると思いますから、大体内容は理解させ

ていただきました。

それから、32ページの地域バス再編支援事業

ということで2,830万円、先ほど、コミュニティ

バスの助成等だという説明だったというふうに

思いますけれども、これは、22年度、例えばコ

ミュニティバスあたりを導入しようという市町

村等があるのかないのか。

○長嶺総合交通課長 地域バス再編支援事業に

ついてでございますけれども、これにつきまし

ては、今年度新たにこの事業で運行を開始する

というところはございません。これは平成19年

度から順次取り組んできているところでござい

ますが、運行を始めた２年間を支援するという

ことで、今回は20年度中に運行を開始されたと

ころの２年目に当たるところの支援という形に

なるところでございます。

○押川委員 わかりました。

○新地域公共交通活性化対策事業ですけれども、

これの事業概要の（２）、地域の公共交通は、み

ずから守り、育て、ひいては活性化につなげて

いく、積極的に活動を行う市町村、団体等に助

成をするということでありますけれども、もう

少し具体的にこの中身を教えていただければあ

りがたいと思います。

○長嶺総合交通課長 今のお尋ねでございます

が､これにつきましては、これは公共交通機関で

ございますので、鉄道とかバスとかが考えられ

るわけでございます。鉄道で言いますと、先ほ
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ど武井委員のほうからもありました、吉都線だ

とか日南線とかの利用促進協議会等がいろんな

事業に取り組んでおられますので、それに支援

をするとか、バスで言いますと、地域の団体の

皆様でも結構ですし、市町村のほうでも結構な

んですけれども、例えばコミュニティバスを運

行されるときに、コミュニティバスの時刻表を

つくったりとかいったものにも支援をしていく

という形を考えているところでございます。

○押川委員 これは助成だから、そういう時刻

表あたりをつくる、それ以外に幾らかのお金を

助成するとか、例えば、燃油等の助成とかとい

うことも考えられるんですか。

○長嶺総合交通課長 これは、今言いましたよ

うに、公共交通機関の利用促進を働きかけると

いう形でございますので、いわゆる直接的な運

行事業者に対するものにつきましては、先ほど

言われました、例えばコミュニティバスですと、

地域バス再編、そちらのほうで運行費の補助を

やりますし、また、その他の生活交通路線につ

いては、国と県と一体となって運行費の補助を

やっておりますので、この新規事業の地域公共

交通活性化対策事業では運行費支援は考えてお

りません。

○押川委員 わかりました。

（３）ですけれども、交通事業者と商業施設、

保養施設等の集客施設やその他の関係団体等が

連携して収益性向上につながればというような

ことで助成をされるということでありますけれ

ども、これは、交通関係者と商業者との関連の

中で、そこで何か行事を持つとか、あるいは温

泉とか、そういうものに対してでも収益性向上

につながれば助成があるとか、そういうことで

理解していいんでしょうか。

○長嶺総合交通課長 この支援として考えられ

るものとしては、例えば、公共交通機関を利用

して集客施設を訪れた利用者に対しまして、そ

の集客施設の割引券とか抽せん券とか、ないし

は利用ポイント割り増しとかいうような、バス

事業者と集客施設ないしは保養施設とかがキャ

ンペーンをやられるときに、そのキャンペーン

をやられる経費等について支援をしていこうと

いうことで、それによってバス路線を定番化し

ていって集客につながっていけば、結果として

保養施設なり集客施設も人がふえるんじゃない

かと、かつ、自家用車使用からバスに転換でき

るんじゃないかなというようなことも考えてい

るところでございます。

○押川委員 自家用車も含むということで理解

してよろしいですね。

○長嶺総合交通課長 ここは自家用車使用は含

めておりませんで、あくまでも公共交通機関と

タイアップしたようなもの、利用促進につなが

るものということで考えております。

○押川委員 期間は１年間ということでいいん

でしょうか。

○長嶺総合交通課長 新規事業のほうは補助事

業として支援するということで、今年度支援と

いう形で考えております。

○押川委員 先ほど、ちょっと言い忘れました

けれども、広域交通ネットワークの（２）の物

流効率化支援のところでありますが、６カ月と

いうことでありましたけれども、いつから申請

される予定なんでしょうか。

○長嶺総合交通課長 これにつきましては、去

年も実施しておりますので、ＰＲ等は大分行き

渡っておるんじゃないかと思います。ちなみ

に、21年度は、制度設計をいたしまして、たし

か５月過ぎから募集をかけたということで、１

月過ぎには予算満額申請がございまして、そう
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いう状況でございますので、予算成立をいたし

ましたら、できるだけ早く募集をかけていきた

いと思っています｡

それから、関連してでございますが、先ほど、

農産物輸送の話がございました。農産物の輸送

については、農政水産部でも補助事業を持って

おりまして、そちらの事業を活用された場合に

は、ダブル支給ということはございませんので、

ちょっと言葉足らずかなと思いましたので、補

足させていただきます。

○押川委員 わかりました。

最後にしますけれども、鳥獣被害対策緊急プ

ロジェクトでありますけれども、これも今度、

副知事をチーム長とされて中山間・地域対策室

が中心になられるんだろうと思いますけれども、

それぞれ農政あるいは環境森林部のほうで具体

的な事業は行われるわけでありますけれども、

最近、猿害が相当ひどくて、西都あたりでも、

西都原の公園近辺の集落あたりも出てきておる

というような状況で、代表質問のときにも稲穂

をしごくと言いましたけれども、スイートコー

ンなんか口にくわえ、両わきに挟み、７本か８

本ぐらいは食べた後に持って帰るというような

被害もあるということでありますから、こうい

う形の中で、新しく特命チームをつくっていた

だいて、いろんな対策を振興局なり、あるいは

市町村、森林組合とか、いろんなところで連携

をしていただいて取り組んでいただくと本当に

ありがたいなと思うんですが、ただ、いろんな

成果をここで吸い上げて卓上で議論をして、そ

れをフィードバックして、また市町村や関係団

体等の対策あたりにどういうふうに反映をされ

るのかなという気がするんですね。ただそうい

う組織はつくられたが、いろんな情報は吸い上

げるけれども、相当時間がかかってくる。今、

現場で必要なのは、今出てきたものにどう対応

するかということが一番大事であって、そこら

あたりの対策はこの中でどう理解をしていけば

いいのかなということが引っかかっておるんで

すよ。だから、ここで話すことじゃないかもし

れませんけれども、それぞれの対策の中できち

んと環境森林部でも農政でもそういう説明はあ

るんでしょうけれども、総合企画の中での中山

間・地域対策室がどうこの役割を果たしていく

のか、そして、そのことをどう各部局につなげ

ながら成果を上げていくかということで何かお

考えがあれば聞きたいというふうに思います。

○山内中山間・地域対策室長 まず、具体的に

現場で何が起こっているかというのを把握し

て、24ページの資料のスペシャリストの招聘と

いうことで、実際、現地に行って現地調査をし

て、具体的には、具体の展示圃をつくってとい

うふうなことも含めて、それから、現地での研

修会、地域別研修会、それと、やっぱり１人で

はできませんから多くの人に、右側の新たな視

点による鳥獣被害対策のポイントで先ほど御説

明しましたけれども、まず、みんなが同じ知識

を持つ、具体的には、今まではどうしても被害

が出るとさくをつくらないかん、数が多いから

捕獲せないかんというような形だったんでしょ

うけれども、それではなかなか効果が―現実

的にどんどん被害が出ているという中で、何で

鳥獣がふえたのかという、現場でいきますと、

育てている野菜がとられると怒るんだけれども、

例えば放置してある柿の木だったら食べても、

まあ、いいかというような形で今はどうしても

過ぎている。それでは、結局、幾らとってもき

ちんとえさを食べて丈夫に育って、子供もどん

どん育つので、とってもとっても減らないとい

うような悪循環になっている。そこで、えさを
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みんなで撤去しないと、かわいそうだから上げ

ようかという人がいると、せっかくやっている

対策がなかなか効果がない。それをみんなでや

るんだと。そのためには、どうしてそうなのか

というのをみんな同じように理解していただい

て、えさを完全に撤去していく。なおかつ、基

本的には、いろんな専門家の方にお聞きしても、

鳥獣というのは臆病だと。隣に来ているのに要

らない柿だったら追い払いもしない。それをやっ

ぱり追い払わないかん。人間は怖いんだ、車も

怖いんだというようなことを鳥獣に覚えてもら

うと言うとあれですけれども、怖いものだとい

うふうに認識をさせるためにも、みんなが追い

払うというような形で進めていきたい。

確かに、方針を決定する中山間・地域対策室

としてはそうなんですけれども、まず、この考

え方を、できましたら委員の方々にも十分わかっ

ていただいて、そして地域に帰っていただいて

それを広めていただきたいというふうに思って

おります。

○押川委員 最後にしますが、猿も学習能力が

高いということでありまして、人がいないとき

に活動をするというのが習性みたいであります

から、ここが一番厄介だと思うんです。言われ

ることも我々も十分理解をしております。せっ

かく副知事が特命チーム長でありますから、知

事の言葉どおり、スピード感を持ってこの問題

は対応していただかないと、恐らくいつまでたっ

ても、対策は立てるけれども、なかなか結果と

しては見えてこないというのが現状じゃないか

なと。予算の対価があらわれるような形の中で、

今回、新しい事業でしょうから、ぜひ、頑張っ

ていただきますようにお願いをしておきたいと

思います。

○髙橋委員長 まだ質疑はあるでしょうから、

その後の質疑は午後１時再開後にお受けしたい

と思います。

暫時休憩いたします。

午後０時８分休憩

午後１時７分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

質疑を求めます。

○福田委員 まず最初に、16ページの太陽光発

電システム導入促進事業、これは県に非常に希

望の多い事業でしたから、時宜を得ていると思っ

て喜んでおるんですが、一面、コストを考える

んですね。補助がつくからということだけで県

民の皆さんが飛びつく可能性があるし、それを

逆手にとって格好のビジネチャンスとして業者

が売り込んでいく、こういう現象が全国各地で

見られているようです。実は、私、近くに非常

に小まめに資料を統計している人がおりまして、

聞きに行ったんですが、一般家庭で大体標準的

なパネルの２倍設置して、そして、そこは息子

さんがそういう会社にお勤めだそうでして、社

員価格で設置して大体今の計算で15年かかると

いうんですね。一般の方は恐らくその半分の設

置パネル数で、金額も高いですから、20年ぐら

いかなと思いました。先般、執行部も一緒に行

かれましたが、山梨県の北杜市の世界じゅうの

パネルを集めての比較、電力転換効率の試験が

なされておりましたが、あそこで関係者に聞き

ますと、20年という耐用年数、これは厳しいん

ではないかという話もございまして、そういう

面では、これは個人がみずから申請するわけで

すから問題はないんですが、コストをよく計算

して参加されるように、一面はやはり注意を促

していく必要もあるのかなというふうに最近の

熱気あるブームを見て考えているところでござ
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いますが、その辺はどう考えておられますか。

○永山総合政策課長 御指摘のように、コスト

の面もそうなんでしょうけれども、粗悪な工事

であったりとか、無理な売りつけであったりと

かというさまざまな事象が生じているというこ

とはございます。そういう相談も、県内にとい

うわけではありませんけれども、全国的にある

ということで、関連する業者に対しましては、

窓口となっている住宅供給公社を通じて、この

ようないろんな事案があることを承知した上で、

しっかり発注者に対して説明をした上で工事を

行うようにということについては周知を図って

いるところでございます。

○福田委員 太陽光発電も環境対策としてはす

ぐれたものでありますが、一面では、本県がか

つて全国普及率ナンバーワンになりました太

陽熱、今度は農政水産部、こちらのほうでもお

やりになりますが、これのかなりハイレベルな

ものが出てまいりまして、恐らく環境対策、Ｃ

Ｏ２削減ではこれにまさるものはないだろうと

言われているものが、大体太陽光発電施設の３

分の１から４分の１で設置できて、一般家庭の

熱需要の３分の１ぐらいを賄える、こういうこ

とがこの前、ある全国紙にも特集されておりま

した。この辺を東京都がいち早く取り上げて取

り組むようでありますが、東京は、どちらかと

いいますとマンションが多くて戸建てが少ない

ですから、その設置については我々地方よりも

難しいと思うんですが、そういうところが取り

上げることでありまして、将来、マンションへ

の設置義務も課せられるんじゃないかというこ

とが出ていますから、本県においては、かつて

のローテクの太陽熱温水器時代に普及した経過

がありますけれども、ちょうど更新期に来てい

ますから、これにつきましても、環境対策、Ｃ

Ｏ２削減に大きな力を発揮すると思いますから、

ことしの予算には顔を出しておりませんが、ぜ

ひ、もう一回考慮いただきたいと。これは、一

般家庭、そして産業用をあわせまして、私はそ

の比較試験をやろうと思って、私の関係してい

ます福祉施設のデイサービスに今度、設置する

ようにしました。データをとろうと思っていま

すが、恐らく、期待の数字が出てくるんじゃな

いかと思っていまして、ぜひ、その点はお考え

いただきたいと思います。いかがでしょうか。

○永山総合政策課長 委員からお話がありまし

たように、農政水産部で三鷹光器と組んで太陽

熱利用をやっていこうということで、特にあそ

この集光技術を生かしてということがございま

す。これは、私、農政にいた時代からかかわっ

てきましたので、非常に大きく期待を持ってい

るところです。熱の利用、世界的に言うと太陽

熱発電が2050年程度には主流になるのではない

かというふうな御意見もございますので、まさ

にサンベルト地帯にある宮崎においては、太陽

光だけではなく、熱をどう使うのかということ

については、しっかり取り組んでいきたいとは

思っています。どのような具体的な制度ができ

るのかについては、今後検討させていただきた

いというふうに思います。

○福田委員 よろしくお願いします。

続きまして、21ページ、きのう、押川委員か

らも出ましたが、広報関係、ＩＴ時代とは言え、

かつての紙による広報というのは圧倒的だと思

います。そこで、他県のいろんな同じようなケー

スを広報関係で見ますと、せんだっては神奈川

でしたか、行きましたが、県民の皆さんが、県

の広報が来ているといって、すぐとって読める

ような紙面づくりが工夫されていると私は考え

ました。今、自治会を通じまして県の広報等が
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配布されているわけでありますが、その中には、

私は宮崎市ですけれども、宮崎市の広報、ある

いは私は合併した地区におりますから、その特

別区の広報、それから、またさらに小学校区単

位の広報、いろんなのが入ってくるんです。一

目瞭然、比較をするんですが、残念ながら、読

みにくいなと思いまして、高齢化社会にも向け

ていきますから、内容もさることながら、もう

少し大きな紙面を使ってやられるのがいいのか

なと。神奈川は一回りか二回り大きくなってい

ました。神奈川で関係者に聞きましたら、うち

は少し変わったことをやらないと、政令都市の

横浜がいつも県の存在感として上回っているか

ら努力しているんですよというお話を聞きまし

て、宮崎でも人口の３分の１を中核市の宮崎市

が押さえるような格好になりますから、ぜひ、

私どもの広報も、せっかくお金を使うわけです

から、存在感のあるものにしてほしいと考えて

おりますが。

○津曲広報企画監 御説明します。本県の広報

みやざき、今、２カ月に１回、年に６回という

格好でやっております。当初、広報みやざきも

大きさをいろいろ変えてみたりしたことがあり

ます。新聞の半分の大きさ、タブロイド判と言

うんですけれども、昭和52年ごろはその大きな

紙面を配っていたんですが、実は配られる段階、

自治会のほうで大きさを小さくしてくれないか

と、まず、市町村の役場で分ける段階で、あの

ころはＡ５判というのが主流だったんだそうで

すが、その大きさまで折り畳んでしまうと。そ

れで、平成６年になりまして、Ａ４判という、

今、皆様にお配りしているいろんな資料のサイ

ズにほとんど統一をさせていただいたというよ

うな格好がございます。私たちも見やすくして

いこうということで文字を大きくしたり、字を

少なくして、一目で形がわかるような図とか流

れとか表とかを使わせていただきまして、一生

懸命見やすくして頑張ってはいるところですが、

見づらいと言われると、きょうは担当は来てお

りませんが、困ったなという状況かと思います。

今後も、知恵を絞りながら一生懸命頑張ってい

きたいと思っています。よろしくお願いします。

○福田委員 私が言うんじゃないんですよ。私

は、自治会にも配布料を払っているわけですが、

配る立場よりも読む立場を重視して考えていた

だきたいと思います。これは要望です。

続きまして、31ページ、押川委員から出まし

た物流効率化支援事業ですが、これは継続して

の事業でありますから、喜ばしいことだと考え

ておるわけでありますが、私は、過去の物流に

対する執行部の取り組みの中で、ちょっと小さ

さ過ぎるんじゃないかなと。私は、歴代の各知

事の物流に対する取り組みを若いときから見て

まいりましたが、黒木知事時代、松形知事時代、

全部が全部成功したとは思いませんが、その延

長線上で全く進化をしていないと思うんですね。

進化をしていないどころか、今の時代の変革に

ついていけなくて、退場をしてしまった海上輸

送ルートもあるわけでございまして、宮崎県の

物流にとって何が大事かということを考えます

と、今ある施設で、今ある手段で利用していた

だければこれこれしかじかの補助をつけますよ

では、余りインパクトはないのかなと、こうい

うふうに物流の現場におりまして考えておるん

です。皆さん方にはそんなにダイレクトにいろ

んな意見は入ってこないと思うんですが、どう

も県の対策が弱いと。例えば、中座しましたテ

クノスーパーライナーのときでも数億円使って、

これは県の予算だけですよ。あのときは、外部

のテクノスーパーライナーを使おうとしておっ
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た団体等には30億円以上の先行投資をさせたん

です。それがポシャったんですよ。その後、鳴

かず飛ばずで来たわけですね。でありますから、

もう少し抜本的な物流改革についての方針を打

ち立てておやりになる必要があるんじゃないか

なということを、何回も何回も口を酸っぱくお

話をしまして申しわけなく考えるんですが、本

県はどうしても物流問題を解決しないことには

経済浮揚が難しいわけですから、ぜひ、明晰な

頭脳をお持ちの方々ばかりでありますから、やっ

てほしいと、このように考えております。いか

がでございましょうか。

○長嶺総合交通課長 本県の物流対策について

でございます。委員御指摘のとおり、本県は大

都市から遠隔地にあるということで、海上物流

を含めた大型輸送機関の充実ということは、本

当に長く県の課題として取り組みをさせていた

だいているところでございます。そういうこと

で、今の知事が就任いたしまして、一昨年の７

月ですか、物流対策本部も立ち上げました。そ

の中でいろいろ各部連携して、また民間とも連

携いたしまして、取り組みをしているところで

す。その中の一つの成果として荷寄せの支援と

いう形でこの物流効率化支援事業というのも実

施させていただいて、21年度導入いたしまして、

先ほど押川委員のときにも少し御説明させてい

ただきましたけれども、2,100万の本年度予算に

ついては、１月で募集停止をするぐらい利用し

ていただいたという状況も出てきております。

確かに、インパクトという意味ではまだまだと

いう部分はあるかもしれませんけれども、今回、

新たな企業の進出というものも視野に入ってお

りますし、農産物につきましても、農政水産部

を中心に今、集荷体制の見直しというんでしょ

うか、集荷のやり方とか、そういうことも含め

て検討はされているというふうに聞いておりま

して、また、それに対する支援事業も考えてい

らっしゃるようでございますので、各部と連携

しながら取り組んでまいりたいというふうに考

えております。

○福田委員 目の前の対応についてはよくされ

ていると思うんですね。しかし、10年近く放置

されていますから、これはＪＲの問題や海上輸

送の問題ですよ。新規事業でそういう取り組み

の姿勢が出てくるぐらいの時期だと思っておる

ものですから、ぜひ、強力な取り組みをお願い

しておきたいと思います。

もう一つ、関連しまして、航空関係の国際線

の維持については御苦労されまして、地方空港

にしては珍しく海外２路線を今、持っているわ

けでありますが、これに１億つぎ込んでいるわ

けですから、2,000万ぐらいの宮崎県の物流に対

する手当てじゃちょっと少ないというふうに感

じます。そこで、空のほうも大事なんですが、

けさ、非常に気になる新聞記事が出ていました。

宮崎空港はローカル空港では成績がいいと、三

重丸はもらえんけれども、二重丸ぐらいもらえ

る内容の空港だということで自負をしておりま

した。そうしたら、新聞に需要予測の３分の１

ぐらいしかとないと書いてありますが、私はこ

の新聞の数字には反論したいんです。というの

は、宮崎は854万という予測数字が書いてあるん

ですが、そういう予測の根拠とは何ですか。

○長嶺総合交通課長 需要予測でございますけ

れども、これについては、国のほうで出してい

らっしゃるということで、私どもも当時の状況

はつぶさに承知しているわけではないんですけ

れども、きのう発表されました資料によります

と、需要予測をされたのが昭和65年とかいう数

字になっているようでございますが、その当時、
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宮崎ですとか、稚内、高松、松山あたりが同じ

ような予測をされていたようでございます。稚

内もきのう、報道で出ておりましたけれども、

需要予測からかなり低いというようなことで、

この当時の需要予測が、経済の情勢の中で、結

果としてこういう各空港が乖離が大きくなった

形になっているのかなということで、詳細まで

は把握をしておりません。

○福田委員 これは地方からの基礎数字がもと

になって出ているわけですから、私はリゾート

のときの数字からやられたのかなと思って、と

にかく、実際の乗降客の数値というのはそんな

に遜色はないんです。あの空港の規模からして

おかしくないんですよ。ところが、需要予測の

基礎数字がでたらめに大きいものですから、こ

ういう評価を受けるのかなと、心外に思ってお

るんです。そこで、１億円の国際線の路線維持

の問題も絡んで、私は羽田の国際化が着実に進

むと思うんですね。そうしますと、日本全国の

国内航空のバブ空港としての羽田、羽田からま

た海外への路線、これを考えますと、また我々

がせっかく開拓した国際線についても厳しく

なってくるんじゃないかなという気がしておる

んですが、その辺を見込んでの対策等はお考え

になっているんですか。これは、国交大臣あた

りの発言の中で現実のものとして出ていますね。

○長嶺総合交通課長 国際線の維持についてで

ございますけれども、確かに、今、航空行政が

非常に変化が出てきておりまして、羽田の国際

線枠についても拡大するような動きが出てきて

おります。ただ、全体的に見ましたときに、宮

崎は東アジア中心ということで、ソウルと台北

と結んでおるわけでございますが、今の羽田の

発着枠、40万回ぐらいだったと思いますが、そ

れがことしの秋、最終的には10万回ぐらいふえ

ていくわけですけれども、その中でも完全にそ

こに集約するということは難しいだろうという

ふうに思っております。その中で、地理的に申

しますと、九州はやっぱり東アジアに近いとい

うことからすれば、この東アジアに向けての国

際線というのは、羽田経由というよりは、九州

から行ったほうが距離的にも時間的にも利便性

が高いというようなことになるんじゃないかな

ということをまず考えておりまして、そういう

形の中で、いかに今ある路線を皆さんに活用し

ていただくかということが大事になっていくと

いうことで、いろんな施策で利用促進をやって

いるということかと思っております｡

○福田委員 課長おっしゃるとおり、本県とし

てはそういう考えで取り組む方向でしょうけれ

ども、私は、お客の動向は、羽田あたりを経由

した海外旅行、ここあたりに集約してくるんじゃ

ないかなという心配をしておりまして、その場

合、本県は羽田―宮崎間はかなり便数も多いで

すから問題ないんですが、航空会社の財務体質

が極端に悪くなっていますね。１社は倒産に近

い格好ですね。100％減資の会社ですから倒産で

すね。ああいう状況ですし、なかなか国内線に

ついても、需要のないところには飛べないとい

う格好になっていますから、今までは政治力を

もってカバーできた点もあるんですが、これが

全く通用しない時代になってきましたから、そ

の辺は、国際・国内両路線ともしっかり見なが

ら、バランスよく政策を打ってほしいというふ

うに考えております。以上です。

○髙橋委員長 ほか、ありませんか。

○前屋敷委員 説明資料の14ページですが、県

計画総合推進費の中の４のスポーツメディカ

ル・サポートシステム推進事業、これは２年目

の事業になると思うんですけれども、この事業
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の中身とことしの成果といいますか、そういう

のと、予算そのものも新年度はちょっと落ちて

いる状況がありますので、その辺のところを御

説明ください。

○永山総合政策課長 スポーツメディカルに関

しては、今、県内で２つ大きな動きをしていま

す。１つは、大学とか民間病院、あるいはスポー

ツ関係団体が連携したスポーツメディカルのサ

ポートの体制をつくっていこうという動きでご

ざいます。サポートであったり、あるいはチェッ

ク体制、こういうものをつくっていきたいとい

うのが１つあります。それから、宮崎大学を中

心としてさまざまなデータの解析等を通じて、

スポーツ障がいの疾病の解明をしていこうとい

うふうな動きがございます。この事業そのもの

は、宮崎大学のそういう研究をサポートしなが

ら、スポーツメディカルのシステムを構築して

いくための準備を行うというところでございま

す。今年度については、非常勤職員を雇用いた

しまして、特に、宮崎大学との情報交換を中心

に行ってまいりました。ただ、まだ十分にシス

テムを構築するところまでは至っていないとい

う状況にございます。来年度は、そこをしっか

り取り組んでいきたいと思っております。具体

的には、大学、医師会、看護協会、スポーツ関

係の方々とのネットワーク形成をしっかりやっ

ていく、あるいは情報が発信できるようなシス

テムがどうあるべきなのかということについて、

しっかり検討をしてみたいというふうに思って

います。そのためには、ことしうまくいかなかっ

た原因が、ターゲットをどこに絞るかというと

ころがうまくいかなかったというところがあり

ます。プロスポーツを対象にするのか、アマチュ

アスポーツなのか、それとも小学校のスポーツ

なのか、あるいは市民スポーツなのか、かなり

やり方も変わってきますので、大学側ともしっ

かり話をしながら、あるいは医師会とも連絡を

とりながら、少し焦点を絞る形にしながら、ど

こかを取っかかりにしてシステムをつくってい

くという作業を来年度は行っていきたいという

ふうに思っております。

○前屋敷委員 臨時職員の雇用ということでし

たけれども、何名ぐらい。

○永山総合政策課長 今年度、非常勤職員１名

雇用いたしました。予算では、もう一人臨時職

員を雇用する予定でしたけれども、今申し上げ

たように、十分な動き、発展までいきませんで

したので、非常勤職員の１名雇用でございます。

来年度も専門の非常勤職員ということで１名雇

用をして、当然、我々が実際には一緒に動きな

がらシステム構築の可能性を探っていくという

作業になると思っています。

○前屋敷委員 スポーツというのは、県民の関

心も高いし、年齢幅も非常にありますので、そ

ういった意味では、どこに焦点を絞るかという

となかなか難しいと思うんですけれども、私と

しては、県民すべてにスポーツそのものが定着

できる、日常的にそういうことに触れ合えるよ

うな、そういうものを想像はしていたんですけ

れども、どういうところに絞っていかれるのか

ということになるとなかなか幅が……。

○永山総合政策課長 今、メディカルチェック

という面では既に大学と教育委員会とが連携し

て、国体レベル、強化選手レベルのところでは

ある程度できるようになってきています。やは

りそれよりか下のレベルのところで、例えば、

小中学生でスポーツを一生懸命やるんだけれど

も、そこで障がいを起こしてしまって高校以降

はできないというふうな事象もたくさんありま

す。そのあたりをしっかりサポートしていく必
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要があると思いますし、もう一つは、スポーツ

と結びつくかどうかわかりませんが、今後の大

きな課題として、介護予防をどうしていくのか

ということがあります。そのためには、若いう

ちから、中高年から、適正なメニューのもとで

運動をして予防していくということも必要に

なってくると考えています。宮崎大学の整形外

科の関心もそういう意味では広がりを持ってき

ていますので、どこに焦点を絞るか、これから

いろいろ考えてはいきますけれども、できるだ

け将来役に立つような形で展開をしていきたい

というふうに思っています。

○前屋敷委員 続いて、いきいき集落事業でお

願いいたします。２のいきいき集落応援事業、

これも新年度、２年目になるんですが、ここで

も若干予算は落ちていますが、１年目で幾つの

集落がこの事業を活用して活動されたのか。

○山内中山間・地域対策室長 常任委員会資料

の23ページをお願いしたいと思います。まず、

いきいき集落応援事業というのは、22ページの

参考のところに書いてありますけれども、概要

としましては、住民発意による元気な集落づく

りを推進するということで、具体的な事業とし

ましては、集落を募集しまして、認定、そして

その認定証の交付でしたり、それにあわせて「い

きいき集落」というのぼり旗を配付しておりま

す。それから、ホームページを活用してその活

動内容を発信する発信力、いきいき集落の活動

内容をそこに載せて発信をしているところであ

ります。そして、③のところに、きっかけづく

りというような形での上限５万円なんですけれ

ども、支援をしております。

○前屋敷委員 この５万円を活用して事業をさ

れた集落がどのくらいあるんですか。

○山内中山間・地域対策室長 11市町村の23集

落、途中で１集落辞退があったものですから、

当初24予定していたんですけれども、現在、23

の予定であります。

○前屋敷委員 上限５万円でしたが、これは１

回だけですか。新たな新年度の活性化推進事業

は２年間ということでしたけれども。

○山内中山間・地域対策室長 基本的にはス

タートアップ支援、何かをやろうとするときの

きっかけづくりというふうに位置づけておりま

すけれども、そういう意味合いのものを支援し

ていきたいと。もちろん応募されなかったとこ

ろもございますし、そのあたりはいろいろかと

は思うんですけれども、具体的には、スタート

アップ支援という形で支援をしていくというふ

うに考えております。

○前屋敷委員 いきいき集落応援事業と新規の

活性化推進事業との関連ですけれども、スター

トアップ事業でいきいき集落応援事業で活動を

始めた集落が、引き続いて活性化推進事業でさ

らに地域を活性化させるための事業をやろうと

いうことでも、この予算としては活用ができる

という関連といいますか、そういうものになっ

ているんですか。

○山内中山間・地域対策室長 いきいき集落に

対する支援というか、具体的には、やっぱり住

民主体による元気な集落づくりということを考

えておりまして、支援そのものを目的としてい

るというわけではありませんで、支援というの

は、具体的には５万円、もしくは今回の上限は100

万円でございますけれども、そうはいっても、

何かやろうとするときに、自分たちだけで頑張っ

てくださいと言ってもなかなか難しいところも

ございますので、モデルとなり、そしてそのモ

デルを見て私たちもやりたいというか、そうい

う誘因というんでしょうか、そういうものを期
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待しているところです。具体的には、そのつな

がりというのはあるのかというと、スタートアッ

プして、それがじっくり根づいていって次の展

開というのは考えておりますけれども、直接結

びつくというようなところは具体的に展開して

みないとわからないんですけれども、そこまで

はなかなかいかないのかなというふうには思っ

ております。

○前屋敷委員 新規の活性化推進事業は、最大

事業計画２年間ということであれば、今年度か

ら始まった応援事業５万円を活用して地域での

いろんな活動をして、その地域でそういう事業

を行いながら新年度の事業に結びつく、その間

があれば、２年間の事業となると、具体的に言

えばそう長いスパンで活動のつながりで使える

事業じゃないということですね。

○山内中山間・地域対策室長 いきいき集落の

取り組み状況は午前中説明した部分もございま

すけれども、さまざまであります。熟度につい

てもいろいろございます。ですから、必ずしも

最初のスタートアップ支援事業を受けたところ

が即これに乗らないのかというと、乗る場合も

あるかもしれません。そこは熟度がいろいろ違

いますので、一概には判断はしづらいというふ

うに考えております。

○前屋敷委員 宮崎もこの分布図で見せていた

だくと、かなりそういう地域が多いんですね。

高齢化とともにそういう集落がふえてきている

という点では、一定、県が支えながら地域を活

性化していく、元気な地域づくりをするという

点では非常に大事な事業かなというふうに思っ

ていますので、期間が限定されているというの

もありますが、そういった意味では、その辺を

支えていくという視点を今後もずっと持ち続け

ていただきたいなというふうに思っているとこ

ろですので、よろしくお願いしたいと思います。

それと、16ページの離島活性化対策費で、先

ほど説明は聞かせていただいたところなんです

が、新年度、700万ぐらい減額になるということ

で、国の予算措置でこうなったということなん

ですが、航路の赤字分の補てんということでの

助成なんですけれども、実際、離島航路そのも

のが、国がこういう措置で減額をしたからとい

うことで大幅な減額になってやっていけるのか

と、その赤字を補てんして、ここは島野浦とい

うことなんですけれども、現状としてはどうい

うふうに受けとめておられるか、その辺も聞か

せてください。

○山内中山間・地域対策室長 離島活性化対策

費、補助金は1,000万でございますけれども、こ

れは、国と県と市が赤字相当部分に対して支援

をしていく。まず最初に国が支援をします。そ

れは当然国費で措置をされるわけですけれども、

その国費の概算要求額を見まして、国の充当率

が高かったから、今年度の補正予算でかなり減

額をしたわけです。22年度に支援する部分につ

いても、かなり国費が措置されているんです。

ちょっと仕組みがあれなんですけれども、前年

に措置された部分の、国は21年度で支援をしま

す。県はぎりぎりの３月末ぐらいに決まってし

まうものですから、わからないので、県として

は翌年度に支援をするというような仕組みにな

ります。見込みとしては、かなり国費が高く措

置をされておりますので、充当率は高いという

ふうに考えておりますので、この1,000万で十分

だと思っております｡

○前屋敷委員 実態から進めていかないと、急

に前の年と大幅な減額になって、運営自体が難

しいということになってはだめですから、そう

いった点では、経営状態と見合わせながら措置
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がされておるというのであれば一定安定するか

なというふうに思いますので、わかりました。

引き続いて、32ページのコミュニティバスの

地域バス再編支援事業ですが、先ほど御説明を

いただきましたが、新年度の予算は今、事業を

行っているところについての支援ということで、

新年度の予定はないということだったんですけ

れども、実際今、事業を起こしているところは

何コースといいますか、幾つの自治体でやって

いるんですか。

○長嶺総合交通課長 コミュニティバス関係、

地域バス再編支援事業でございますが、平成22

年度は2,830万を予定しておりまして、これにつ

きましては、９市町村に対する支援ということ

で運行費の支援を予定しております。

○前屋敷委員 新年度はないということだった

んですけれども、これは年度初めからスタート

しないと予算化をされていないということです

か。地域でもいろいろ経過をたどってやろうと

いうことになるんだろうと思うんですけれども、

年度途中からスタートしたいというようなこと

になったときには、県としては、予算化されて

いなければ支援はできないものなのか。

○長嶺総合交通課長 この地域バス再編支援事

業でございますが、これは、従来、廃止代替バ

スというのがございまして、それを全体的に見

直すという中で、いわゆる単一の市町村内を運

行するバスについて、自治体のほうが、より地

域の経営者として地域の実情に合ったバス運行

に転換をしていかれるという取り組みがありま

して、その中でこの事業が初期投資の軽減を図

るということで始められたものでございます。

それが18年度にスタートしておりまして、順次、

市町村が19年、20年と取り組んできておられま

す。その最終年に当たるのがここの団体という

ことで、新たに取り組んでいただいていいんで

すが、この事業としては最終年に当たるという

ことでございます｡

○前屋敷委員 ますます地域での路線の確保と

いいますか、住民の足の確保というのは、これ

からもさらに大きな課題になっていくんじゃな

いかなと予測されるわけですね。そういった意

味では、こういう県の支援をしつつ、やっぱり

地域で交通網をちゃんと確保していくという点

では大事なことになりますので、一応、事業が

終息するということでありますが、また新たな

企画の立ち上げもしていただきながら、ぜひ、

支援も進めてほしいなというふうに要望をした

いと思います。

○長嶺総合交通課長 この事業については最終

年度というふうに申し上げましたが、バスにつ

いては、バス事業者がこういう路線を維持して

いらっしゃるということでございまして、利用

者が減ってきている状況があるということで、

利用者をまずふやさないといけない、その中で

企業のほうにも体力をつけていただく、そして

路線を維持していただくというのが一つはある

と思います。それから、中山間地域といいます

か、過疎地域についてでございますけれども、

これについては今、過疎対策に係る過疎法の延

長が国会のほうで論議されておりますが、こう

いった地域生活交通、そういったものの支援の

メニューもその中に取り入れるという方向が出

ておりますので、そういったものを活用してい

ただきながら、地域の交通の維持を図っていた

だければと思います。我々もそういうものにつ

いて、いろんな形で情報提供を含めて御支援を

していければというふうに思っております。

○前屋敷委員 22ページの県政相談費というと

ころですが、県内10カ所に設置して、県民の声
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も聞く中身だろうと思うんですけれども、どの

程度いろんな相談がなされて、どういうふうに

解決をされたのか、その辺のところを教えてく

ださい。

○津曲広報企画監 県政相談室というのは今、

県内10カ所、それと本庁にあります県民室とい

う格好です。21年の実績全部は出ておりません

けれども、おおむね、県民室が2,000件ぐらい、

県内の相談室出先10カ所で2,700件ぐらい、合わ

せて4,700件ぐらい来るのかなという感じです。

この仕事はどこがやっちょっちゃろかいという

のが一番多い。結局、市町村でしたり、県だっ

たり、国だったりという仕事の案内が多いと聞

いております。

○前屋敷委員 県に対するいろんな要望だとか

ではなくて、県政相談というのはどういうたぐ

いの中身になるんですか。

○津曲広報企画監 実際、県庁の仕事の中身に

ついてもしっかりあるのもございます。つい最

近話題になっております県道のさくのない水路

にさくを立ててくれとか、そういうのもござい

ますし、それとか、もう一つ大きいのは、いろ

んな事象が込み合っているものについて、どこ

が担当なんでしょうかというお話が結構ありま

して、相談員の人たちが今までの経験と今後の

それぞれの役割で、この件はここに御相談され

たほうが早いですよという格好で回答させてい

ただいているという現状です。

○前屋敷委員 県の窓口的な役割を果たすと

言ったほうが正確なんでしょうか。

○津曲広報企画監 そうですね。一番身近な窓

口になっています。

○前屋敷委員 わかりました。

○萩原委員 ２点ほど、まず、総合政策課長、

簡単な質問をします。電気自動車並びに充電設

備、話では、とりあえず日産自動車１台入れて、

充電設備をつくるということですが、真の目的

は、将来のための県民への普及啓蒙ですね。そ

うであれば、この充電設備というのは、この前、

都城で飲みニケ－ションがあって、外からすぐ

充電できるのか、一たん県庁の中に入ってから

充電しなきゃいけないのかと。そういうのは具

体的に考えておるんですか。

○永山総合政策課長 まず、県庁の本庁は21年

度補正予算でお認めいただいて、繰り越しをし

た太陽光パネルとセットにして、太陽光を使っ

た充電器という形で観光客あるいは県民の皆様

によく見てもらえるような形にしたいというふ

うに思っていますので、県庁舎につくりたいと

いうふうに思っています。

○萩原委員 設置場所、外から充電できるのか、

中に入らないかんのかということです。

○永山総合政策課長 本庁のどこにつくるかと

いうのはまだ検討中でございます。部屋の中に

入ってということではありません。ただ、県庁

の敷地内で充電をするという形になります。

○萩原委員 県庁の敷地内といっても、正面玄

関から入っていかないかんのは一般県民は入り

にくいから、外のほうに、例えば、一角を削っ

て車が２台か３台かとまって、そこで充電でき

るのかという飲みニケーションの中での話だっ

たから。それが一つ。

一体充電というのはどのくらい時間がかかる

のか、料金はどのくらいかかるのか、そういう

ことをある程度県民に知らせないと、県民に啓

蒙啓発はできないんじゃないかなと思うんです

が、その辺はどうなんですか。

○永山総合政策課長 まずは公用車用の急速充

電器等ということになりますので、県庁の車に

使うということになりますが、これが一般の方々
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にも使えるようにできるかどうかということは、

これから考えていきたいなというふうに思って

います。充電時間については、急速充電器は30

分で終わります。200ボルトの簡易充電器は８時

間かかります。これは両方設置したいと、場所

はこれから考えますけれども、県内３カ所程度

に簡易の充電器をつけたいというふうに思って

います。それから、料金的に言うと、電気代は

夜間電力と昼間の電力で全然違いますので、充

電のお金というのはなかなか出しにくいところ

があるんですが、ガソリン車が１キロを走るの

におおむね6.6円かかると言われています。それ

が、電気自動車だと夜間電力を使えば0.7円、昼

間電力だと2.2円ということで、ガソリン車の３

分の１から９分の１の燃料費で行けるというこ

とになります。

○萩原委員 つまようじでほじるようなことを

言うけれども、600何万もかけて充電設備をつく

るんだったら、将来にわたって、外からでも楽

に使えるようなところを十分に考慮してやって

いただきたいというのが一つ。

それと、今、日産からということでしたが、

ほかの自動車メーカーは電気自動車の開発とか

はどうなんですか。

○永山総合政策課長 今現在、日産以外で２社

既に電気自動車は発売されています。これは軽

自動車ですけれども。今回、日産が普通自動車

として発売します。当分の間、トヨタについて

はプラグインハイブリッドで、充電もやりなが

らハイブリッドで行くということになっており

ますけれども、今後は電気自動車がかなり開発

されるんではないかなというふうに思います。

○萩原委員 ちなみに、幾らぐらいするんです

か。

○永山総合政策課長 今のところ、１台400万を

下回らない金額だと思います。

○萩原委員 新年度は県庁だけれども、とにか

く企業局も入れるわけでしょう。県民も、だっ

たらうちも入れようかなと、とにかく宮崎市内

の大きな企業だったら400万前後だったら買う人

が出てくると思うんですね。充電設備は県庁に

あるらしいと、そうすると、ソーラーパネルじゃ

ないけれども、補助金を出すつもりがあるのか

どうか。

○永山総合政策課長 御指摘のとおり、電気自

動車の普及のためには、急速充電器あるいは充

電器の普及がポイントになります。これについ

ては、県庁の充電器施設というよりも、民間で

どれだけ整えるかということがポイントになる

とは思っています。ただ、かなり膨大なお金が

必要になることですので、これについて助成で

きるかどうかというのは、これからの検討だと

いうふうに思っています。

○萩原委員 これはこの程度にとどめておきま

しょう。

次に、総合交通課長、委員会説明資料の26ペー

ジ、事業概要の（３）収益性向上への働きかけ、

その下のほうの文章で、「交通事業者と商業施設、

保養施設等の集客施設やその他の関係団体等が

連携した収益性向上につながるような取り組み

に対して助成する」と。これは、私は都城だけ

れども、イオンの大きな商業施設が２つあるん

です。イオンが例えばリムジンバスみたいな格

好で出す分には商店街の人はけちはつけないけ

れども、公共交通事業者が町のお客さんをかっ

さらってイオンのところに全部持っていったん

では、今度は赤字路線には市は市で助成金を出

しているわけですね。それはおかしいじゃない

かというのがこの前もちょっと街の中の飲み方

で出たんです。今の商店街は、橘通りでも非常



- 98 -

に危機感を持っておるんですよ。というのは、

セブンイレブンとか、そういうたぐいのところ

で全部税金も払える、金融機関のあれがありま

すね。小さい商店街はそういう機能はないわけ

ですよ。ましてや駐車場も非常に少ないから、

簡単に口で駐車場をつくればいいがと言っても

簡単にはつくれない。全体的にそういう大きな

商業施設に誘導するようなことをするのはいか

がなものかなと思うんです。その辺はどうです

か。

○長嶺総合交通課長 この事業を考えるに当た

りまして、いろいろなところのヒアリングを事

前にさせていただきました。その中でも委員御

指摘のように、中心市街地、宮崎市であれば橘

通りとか、そういったところの意見も聞かせて

いただきまして、そのような御意見もございま

した。もちろん、イオンショッピングセンター

とかもございます。今は、そういうところが公

共交通機関と連携した公共交通の活性化にもつ

ながるような取り組みを支援しましょうという

ことで、どれということに決めているわけでは

ございませんで、今、萩原委員が言われたよう

なことも十分勘案しながら検討していきたいと

思っております｡

○萩原委員 これは総務部に関係することだけ

れども、中央商店街というのは固定資産税が莫

大に高いわけです。売り上げは転げるように低

くなっておって、片方では固定資産税とかは大

変高い。一方ではこういうことをされると、商

店街は本当に全国津々浦々困っておるわけです。

イオンとかああいうところをつくるのは、それ

を前提につくっておるわけですから。企業が努

力する分には何もけちをつけるつもりはないん

です。ただ、公の県とか市町村がそうすると、

非常に大きな税負担の不公平になってくるとい

うことが、社会的な問題になってくるんじゃな

いかなと思います。それは一つ指摘しておきま

す。

それと、27ページのエコ通勤割引、これは水

曜日だけの話ですか。割引の実施日は、割引開

始日から１年間の毎週水曜日ですか。

○長嶺総合交通課長 これは、一つには交通事

業者のほうの御協力があってということで、現

在もノーカーデーというのが水曜日実施をされ

ております。そういうことで水曜日をそういう

対象にしたらどうかということで考えていると

ころでございます。

○萩原委員 わかりました。

○髙橋委員長 ほか、ございませんか。

○武井委員 今の萩原委員のエコ通勤割引の関

連で伺いたいんですが、何か協議会で申請書を

つくってパスを発行してとかいろいろあるんで

すけれども、単純な話で、水曜日に割引するん

でしたら、宮崎交通というか、バス事業者が７

時から９時までとか時間を決めて割引をしてし

まえば済むんじゃないかと。手続がかえって煩

雑になるような感じがするんですけれども、な

ぜ、こういう仕組みをつくらなきゃいけないの

かなと思うんですが。

○長嶺総合交通課長 委員御指摘のように、バ

ス事業者が値段を下げればいいという話もある

かとは思いますけれども、これは、車で通勤さ

れている方、バイクで通勤されている方、通常

はそういう形で通勤されている方を、公共交通

機関に転換させていこうということですので、

現在、そういう通勤をしていますよということ

を何らかの形で証明をすると。その人に限って

乗りかえをしていただく予備軍という形で、交

通事業者もこういう形で使っていただくという

意思表示をして一緒に取り組んでいって、皆さ
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んが一緒にやることで広がりもできていくとい

う形かなと思っております｡

○武井委員 啓発の意味合いが強いということ

ですね。わかりました。

もう一点、午前中に権藤委員からありました

「みやざきの空」ネットワーク事業の件で、１

億800万余があって、そのうち１億300万ぐらい

が空港振興協議会への助成金だといったような

話なんですが、アシアナとチャイナエアライン、

例えば着陸料の補助であるとか、そういったよ

うな形でいろいろと助成金が出ていると思うん

ですが、この１億300万の中から実際にそれぞれ

の航空会社に補助とか、ないしは本来彼らが払

うべき金額の助成というような形で間接的なも

のを含めてどの程度支払われている額があるの

か、お聞かせください。

○長嶺総合交通課長 今のお尋ねの件でござい

ますが、それぞれ国際線を運航していただいて

おりますアシアナ航空、チャイナエアラインに

つきまして、運航企画支援という形で空港振興

協議会を通じて支援をさせていただいておりま

すが、基本的には、運航回数、チャイナエアラ

インでしたら週２便、アシアナ航空でしたら週

３便という運航回数がございます。単純に言い

ますと、チャイナエアラインですと、年間52週

で週２便ということで104便飛んでいるという想

定になります。そのときにいろんな経費がかか

るということがございます。例えば、宮崎空港

に着陸する場合には、レーダーを初めとする運

航支援施設の使用料とか、ないしは着陸料とか、

いろんな形で経費がかかっております。そういっ

たものの一部を支援するという意味において、

その運航回数に応じた、例えば着陸料に相当す

るような金額を御支援させていただいていると

いうことでございます｡

○武井委員 趣旨はわかるんですが、予算とし

て、アシアナ航空に幾ら、チャイナエアライン

に幾ら支払うということを予算の中で見込んで

いるのか。

○長嶺総合交通課長 先ほど、１億800万の中の

１億300万は空港振興協議会への補助金と申し上

げました。その中の運航企画については、5,400

万程度を支援させていただいております。その

内訳につきましては、先ほどの運航回数を前提

に、大体１便について片道で積算をしまして、

ソウル線について2,300万程度、台北線につい

て3,100万程度を御支援させていただいておりま

す。

○武井委員 アシアナが2,300万でチャイナエア

ラインが3,100万ということなんですが、アシア

ナは３便飛んでくるわけなんですね。チャイナ

エアラインは２便しか飛んでこないわけですね。

金額が逆転している理由をお聞かせください。

○長嶺総合交通課長 これは、１つは、アシア

ナ便につきましては丸９年を迎えようとしてお

ります。就航当時から漸次、支援も低くしてお

るわけでございますけれども、チャイナエアラ

インにつきましては、就航初年度ということで、

アシアナ航空が就航した当時の支援の中身と同

じ形でやっておりますので、そういう意味で運

航回数と金額に差があるということでございま

す｡

○武井委員 確認ですが、チャイナエアライン

についても、次年度からこれは減額されるとい

うような理解でよろしいということですか。

○長嶺総合交通課長 減額というよりは、ある

一定期間を置いて見直しをしていくという形に

なろうかと思っております。予算はその都度、

その都度でございますので、また御審議いただ

くことになると思いますけれども、そういう形
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になるんじゃないかと思っております｡

○武井委員 以上です。

○髙橋委員長 ほか、ございませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 その他の報告事項ではありませ

んか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、以上で第１班の審査

を終了いたします。

引き続いて、これより生活・協働・男女参画

課、文化文教・国際課、人権同和対策課、情報

政策課の審査を行います。順次、説明をお願い

いたします。

○髙原生活・協働・男女参画課長 生活・協

働・男女参画課の当初予算について御説明いた

します。

お手元の平成22年度歳出予算説明資料の33

ページをお開きください。生活・協働・男女参

画課の平成22年度の当初予算額は、総額で５

億150万7,000円をお願いしております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。35ページをお開きください。（事項）交通安

全基本対策費1,014万8,000円であります。これ

は、交通安全実施計画の策定及び交通安全活動

の推進を図るため、交通安全の広報、啓発、教

育などに要する経費でございます｡

次に、（事項）交通事故被害者救済対策費509

万4,000円であります。これは、交通事故被害者

救済のための交通事故相談所の運営に要する経

費でございます｡

次に、（事項）安全で安心なまちづくり推進

費675万7,000円でございます。これは、安全に

安心して暮らせる社会づくりを推進するため、

県民会議の運営、地域リーダーの育成、アドバ

イザー派遣、県民推進大会などに要する経費で

ございます｡

36ページをお開きください。（事項）ボランティ

ア活動促進事業費3,562万4,000円でございます｡

これは、ＮＰＯボランティア活動の促進や県民

との協働を推進するため、県ボランティアセン

ター及びＮＰＯ活動支援センターの運営、協働

に関する県職員研修、市町村の協働事業促進な

どに要する経費でございます。このうち説明欄

５の○新 多様な主体との協働推進事業につきまし

ては、後ほど、委員会資料で御説明させていた

だきます。

（事項）消費者支援対策費4,766万円でござい

ます。これは、消費者の自立を支援するととも

に、消費者被害の防止と解決支援を図るため、

消費者への啓発事業や消費生活相談員の配置な

どに要する経費でございます｡

37ページをごらんください。（事項）消費生活

センター設置費2,529万8,000円でございます。

これは、消費者施策を推進するために設置して

おります消費生活センターの運営や生活情報セ

ンターの施設管理等に要する経費でございます｡

（事項）消費者行政活性化基金事業費１億224

万4,000円であります。これは、消費者の安全で

安心な生活を確保するため、消費者行政活性化

基金を活用して、県及び市町村の消費者行政の

活性化を図るものでございまして、具体的には、

消費生活相談窓口の機能強化や消費生活相談を

担う人材の育成、専門家の活用による消費生活

相談窓口の高度化、消費者の啓発の強化などに

要する経費でございます｡

（事項）男女共同参画総合調整費536万8,000

円でございます。これは、男女共同参画社会づ

くりの推進に関する総合的な体制の確立及び国

や市町村等との連絡調整に要する経費でござい

ます。説明欄の（３）の○新 男女共同参画県民意
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識調査は、平成23年度末で計画期間の終了を迎

えます宮崎男女共同参画プラン改定の基礎資料

とするために、県民意識調査を実施するもので

ございます。

（事項）男女共同参画推進費3,223万6,000円

であります。これは、男女共同参画社会づくり

に関する意識啓発及び活動を推進するため、パ

ンフレット等の作成や推進拠点であります男女

共同参画センターの運営等に要する経費でござ

います。38ページの説明欄にございます（２）

の○改 地域で進める男女共同参画実践塾は、これ

まで養成してまいりました地域のリーダー等と

市町村職員を対象に、行政と住民とが一体となっ

て男女共同参画社会づくりを効果的に実践する

ための研修会を開催するものでございます。ま

た、（３）○改輝く女性応援事業は、さまざまな分

野への女性の参画を促進するため、女性の再就

職や起業、キャリアアップに関する情報や、仕

事と家庭の両立支援等に関する情報を集約し、

一元化して提供するとともに、支援、相談を行

うものでございます｡

続きまして、常任委員会説明資料の29ページ

をお開きください。○新 多様な主体との協働推進

事業について御説明いたします。

１の事業目的でございますが、県民が県政推

進に参画できる仕組みづくりであります県民の

協働につきまして、これまでの取り組みに加え

て、社会貢献活動に活発に取り組む企業、社団

法人、社会福祉法人等の情報を収集し、県とこ

れら企業等の要望等を結びつける協働調整推進

員の設置や、企業や社会福祉法人、ＮＰＯ等の

グループから募集する提案公募型事業を実施し、

多様な主体との協働を推進するものでございま

す｡

２の事業概要でございますが、（１）の協働調

整推進員設置事業といたしまして、企業等への

訪問を行うことにより、社会貢献活動に関する

情報を収集し、県や企業等の要望を調整する協

働調整推進員１名を当課に配置するものでござ

います。また、（２）の多様な主体との協働提案

公募型事業といたしまして、新みやざき創造計

画の３つの戦略をテーマに、企業、社団法人、

社会福祉法人等から成るグループから提案を公

募し、協働事業として実施することとしており

ます。

３の事業費といたしましては、633万5,000円

をお願いするものでございます｡

生活・協働・男女参画課の当初予算の説明に

つきましては、以上でございます。

○福村文化文教・国際課長 文化文教・国際課

の歳出予算について御説明いたします。

お手元の説明資料の39ページをお願いいたし

ます。文化文教・国際課の当初予算額は、総額

で63億6,696万円をお願いしております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。41ページをお開きください。（事項）県立芸

術劇場費６億5,534万7,000円であります。42ペー

ジをお開きいただきたいと思いますが、説明欄

１の指定管理料４億8,789万3,000円は、県立芸

術劇場の指定管理者であります財団法人宮崎県

立芸術劇場へ支払う経費でありますが、（１）の

国際音楽祭開催事業１億3,098万1,000円は、こ

とし４月から５月にかけて開催されます第15回

の音楽祭や次年度の音楽祭の開催準備に要する

経費であります。（２）の県立芸術劇場管理運営

委託費３億5,691万2,000円は、県立芸術劇場の

管理運営に要する経費であります。説明欄２の

県立芸術劇場大規模改修事業費１億6, 1 6 7

万8,000円は、県立芸術劇場が平成５年11月の開

館以来、相当年数を経過し、改修や修繕を要す
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る設備が増加してきておりますことから、19年

度から計画的に改修事業を行っているところで

あります。22年度につきましても、県立芸術劇

場の運営及び県民の継続的な芸術文化活動に支

障を来さないよう、改修を計画しているもので

ございます。

次に、（事項）文化活動促進費3,474万1,000円

であります。これは、多様な主体の参画による

多彩な文化活動の促進を図るために要する経費

であります。主なもの２つについて説明いたし

ますが、説明欄の１の宮崎県芸術文化協会補

助1,532万円は、本県芸術文化の普及振興を目指

し、活気に満ちたふるさとづくりを願って活動

している財団法人宮崎県芸術文化協会への運営

費補助と、同団体が実施します県民芸術祭への

補助のための経費であります。説明欄の９の

ミュージックランドみやざき推進事業594万円

は、ライトアップ県庁星空コンサートや、県内

各地での街角コンサート等を実施するなど、い

ろいろな音楽をいろいろな場所で気軽に楽しむ

機会を提供することによりまして、ミュージッ

クランドづくりを推進するために要する経費で

あります。

次に、（事項）文化交流推進費449万4,000円で

あります。これは、文化の交流・連携を促進し、

県内各地域における文化活動の振興を図るため

に要する経費であります。43ページをお開きく

ださい。主なものとしまして、説明欄の２の日

本の原点宮崎の郷土芸能伝承事業368万5,000円

は、県民が長年にわたって伝承してきました郷

土芸能を広く発信するため、郷土芸能フェスティ

バルを開催し、伝承団体の誇りを醸成するとと

もに、県民の理解を一層深め、地域を挙げて保

存・伝承する環境を整備するものであります。

次に、（事項）文化環境育成費716万1,000円で

あります。これは、県民の文化活動を支える環

境の整備を図るために要する経費であります。

説明欄の５の○新「文化振興ビジョン」改訂事業134

万1,000円は、本県の文化振興の基本方針として、

平成18年３月に策定しました元気みやざき文化

振興ビジョンについて、近年直面している文化

を取り巻く新たな課題や時代の変化に対応した

見直しを行うものであります。

次に、（事項）海外渡航事務費3,606万5,000円

であります。これは、県民の海外渡航の利便性

を高めるため、宮崎パスポートセンター及び６

カ所の県税・総務事務所の旅券窓口において、

一般旅券の発給申請の受理、交付、及び海外渡

航安全情報等に関する事務を行うための経費で

ございます｡

次に、（事項）国際交流推進事業費8,184万5,000

円についてであります。主なものとしましては、

３の外国青年招致事業1,779万5,000円ですが、

これは、国際感覚豊かな人づくりを推進するた

め、当課に国際交流員を３名受け入れ、英語、

中国語、韓国語による通訳・翻訳や各種国際交

流事業の企画運営等の業務に活用するとともに、

市町村や高等学校に配置されております県内全

域の国際交流員及び外国語指導助手のカウンセ

リングや研修を実施するための経費であります。

４の海外国際交流推進拠点整備事業負担金1,400

万円は、財団法人自治体国際化協会が行う海外

における地方公共団体の国際交流活動支援等に

対する負担金として納付するものであります。

６の多文化共生社会推進事業3,549万6,000円は、

県民と外国人住民が互いの習慣や文化の違いを

認め合い、ともに地域の一員として協力し合う

多文化共生社会づくりを推進するため、県国際

交流協会に委託して県民に対する異文化理解の

啓発や外国人住民の支援等を行うものでありま
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す。８の東アジア民間交流促進事業366万7,000

円は、東アジア地域との多彩な分野における交

流を促進するため、本県と台湾の民間団体の相

互交流を支援するために要する経費であります。

９のアンニョンハセヨ！少年少女国際交流事

業448万1,000円は、韓国との交流及び国際理解

の促進を図るとともに、国際感覚豊かな人づく

りを推進するため、小中学生の相互派遣・受け

入れによる交流事業を実施するものであります。

次に、44ページをお開きください。（事項）海

外技術協力費1,064万1,000円についてでありま

す。説明欄１の海外技術研修員受入事業593万円

は、アジアを中心とする開発途上国から技術研

修員を受け入れ、県内の大学や研究機関等で研

修を行うことにより、母国の発展に貢献できる

人材を育成するものであります。また、２の海

外移住宮崎県出身者子弟県費留学生受入事業471

万1,000円は、海外移住事業により、ブラジルな

ど海外に移住された本県出身者の子弟を留学生

として県内の大学等に受け入れ、修学の機会を

提供するものであります。

（事項）○新 国際戦略推進事業費311万1,000円

であります。これは、東アジアを中心とした本

県の国際戦略の展開を図るために要する経費で

あります。説明欄１の外国人留学生受入支援研

究事業151万8,000円につきましては、後ほど、

委員会資料のほうで説明したいと思います。説

明欄２の「国際化推進プラン」改訂事業159

万3,000円は、多文化共生社会づくりなどの新た

な時代の流れに対応するため、本県の国際化の

方向性を示す新たなプランを策定するものであ

ります。

続きまして、（事項）私学振興費53億7,202

万6,000円であります。主なものとしましては、

まず、説明欄１の私立学校振興費補助金38億108

万6,000円であります。これは、私立学校の教育

の振興とその経営の安定化及び保護者負担の軽

減を図るとともに、新学習指導要領等を踏まえ

た特色ある取り組みを推進するため補助を行う

ものであります。説明欄３の私立学校振興・共

済事業団補助金 4,272万7,000円であります。こ

れは、学校法人及び教職員の長期給付掛金の負

担を軽減するため補助を行うものであります。

次に、45ページをお開きください。説明欄４の

私立学校退職金基金社団補助金8,122万5,000円

であります。これは、退職手当の支給を円滑に

し、私立学校教職員等の福利厚生の向上を図る

ため、退職金基金社団が行う退職手当資金の積

み立てに対する補助を行うものであります。説

明欄10の私立専修学校教育充実支援事業2,219

万7,000円でありますが、これは、専修学校高等

課程に学ぶ生徒の修学機会の確保と魅力ある産

業人材を育成するため補助を行うものでありま

す。説明欄11の○新 私立高等学校等就学支援金13

億6,362万円及び説明欄12の○新私立高等学校就職

対策強化事業3,327万円につきましては、委員会

資料のほうで説明を申し上げたいと思います。

それでは、委員会資料の31ページをお開きく

ださい。まず、○新 外国人留学生受入支援研究事

業についてであります。

１の事業目的でありますが、東アジアを中心

とした県の国際戦略の推進等を踏まえまして、

低迷している留学生受け入れの現状を改善し、

東アジア諸国とのかけ橋となる人材の育成確保

と国際競争力強化の実現を目指すため、本県に

おける留学生の受け入れ・支援・活用方策を研

究するものであります。

次の２の事業概要でありますが、県内の大学

や企業等の受け入れニーズ等の調査を行い、今

後の留学生誘致や魅力ある留学環境づくり、地
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域社会との交流促進等のあり方について検討を

行いたいと考えております。

３の事業費でありますが、調査に要する事務

経費として151万8,000円を予定しております。

米印の参考でございますけれども、本県の外

国人留学生は、昨年５月１日現在で全国では13

万2,720人に対しまして148人となっており、全

国で最下位というような状況になっております。

また、大学別では、宮崎大学が80人、九州保健

福祉大学が34人などとなっております。

次に、32ページをお願いいたします。○新 私立

高等学校等就学支援金についてであります。

これは、高校の実質無償化の一環として国の

平成22年度予算案に計上されたもので、１の事

業目的にありますように、私立高校生等に対し

て、公立高校授業料相当額を助成することによ

り、教育費負担の軽減を図るものであります。

２の事業概要ですが、下のほうに図を示して

おりますが、高等学校及び専修学校高等課程に

在籍する生徒が、その学校の設置者を通じて県

に申請し、学校設置者が就学支援金を代理受領

して授業料に充当するということとなります。

生徒１人当たりの就学支援金の額は、基本的に

は公立高校授業料相当額であります年額11

万8,800円、月額にしますと9,900円となってお

ります。なお、低所得世帯の生徒につきまして

は、保護者の年収に応じて1.5ないし２倍した額

を上限として助成することとなっておりまして、

就学支援金の上限額は、年収250万円以上350万

円未満程度の場合は、1.5倍の年額17万8,200円、

月額で１万4,850円、年収250万円未満程度の場

合は、２倍の年額23万7,600円、月額で１万9,800

円となっております。

３の事業費ですが、13億6,362万円を計上して

おりまして、財源は国庫支出金となっておりま

す。

次に、33ページのほうをごらんください。私

立高等学校授業料減免補助金の見直しについて

説明をいたしたいと思います。私立高等学校の

生徒を取り巻く経済状況が大変厳しい中、就学

支援金が創設されたことに伴いまして、生活困

窮世帯の生徒については、就学支援金と授業料

減免により授業料が無償となるよう従来から実

施しておりました授業料減免補助金制度の見直

しを行うことといたしました。

１の事業目的にありますように、この補助金

は、私立高等学校が行う授業料減免に対して補

助を行うということによりまして、生活困窮世

帯の生徒の学費負担の軽減を図るものでありま

す。

２の事業概要で新旧を表で比較しております

が、補助の要件は、生活保護世帯や解雇・倒産

等による家計急変世帯等の生活困窮世帯の生徒

ということで変わりはありませんが、授業料減

免額、補助率等につきまして、下の参考の図で

説明をしたいと思います。私立高等学校の授業

料の県の平均額は、現在、２万1,000円ですので、

その場合で見てみますと、現行の制度では県の

補助金は9,600円が限度、学校は7,000円以上を

負担していただくということを今、条件として

おりますので、通常、生徒は１万6,600円が減免

され、なお、生徒負担が4,400円残ることとなっ

ております。見直し後の制度では、例えば、年

収350万以上程度の世帯は、就学支援金月額

が9,900円助成されますが、授業料減免の補助要

件を備えることとなった場合、授業料から就学

支援金を差し引いた１万1,100円を減免し、生徒

負担はなくなることとしております。なお、県

は、１万1,100円の３分の２に当たる7,400円を

学校に補助し、残りの3,700円は学校に負担して
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いただきたいということになっております。

次に、34ページをお願いいたします。○新 私立

高等学校就職対策強化事業についてであります。

１の事業目的ですが、この事業は、私立高等

学校卒業予定者の就職状況が今年度に引き続き、

平成22年度も大変厳しい状況になることが想定

されますことから、私立高等学校に就職対策専

門員を配置し、求人の開拓、就職情報の収集等

を行うとともに、進路指導担当教諭と連携して

生徒への就職指導等を行うことによりまして、

私立高等学校卒業予定者の就職率向上を図ると

いうものでございます。私立高等学校卒業予定

者の就職状況につきましては、平成22年２月末

現在の就職内定率が83.8％ということで大変厳

しい状況となっております。また、このような

状況に対応するため、各私立高等学校では、進

路指導担当教諭を中心に、例年以上に力を入れ

て求人の開拓等に取り組んでいるとのことです

が、授業も担当しておりますことから、対応に

苦慮している状況がございます。

２の事業概要ですが、県から私立高等学校の

設置者に委託して就職対策専門員を雇用するこ

ととしておりまして、雇用期間は11カ月、雇用

人数は10校に１名ずつの計10名を予定しており

ます。

３の事業費ですが、3,327万円を計上しており

まして、財源は、すべて緊急雇用創出事業臨時

特例基金となっております。

説明は以上でございます。

○酒井人権同和対策課長 人権同和対策課の当

初予算について御説明をいたします。

平成22年度歳出予算説明資料の47ページをご

らんください。人権同和対策課の平成22年度の

当初予算額は、総額で１億5,637万2,000円をお

願いしております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。49ページをごらんください。（事項）人権同

和問題啓発活動費3,563万8,000円であります。

これは、県民の人権同和問題に対する理解等を

深めるための啓発活動に要する経費であります。

説明欄１の宮崎県人権啓発推進協議会委託事

業2,764万3,000円でありますが､これは、県民運

動の推進母体でございます同協議会に対しまし

て、８月の人権啓発強調月間や12月の人権週間

における各種の啓発事業のほか、年間を通じた

マスメディアによる広報・啓発資料の配布など、

さまざまな啓発事業を委託して実施するもので

あります。また、説明欄２のみんなの人権！思

いやり交流プラザ開催事業799万5,000円であり

ますが、これは、人権問題に取り組むＮＰＯ等

の民間団体などとの連携を図りながら、人権に

関する県民の理解促進を図るための交流イベン

トを開催するものであります。

次に、（事項）「宮崎県人権教育・啓発推進方

針」推進事業費2,494万2,000円であります。こ

れは、平成17年に策定された宮崎県人権教育・

啓発推進方針に基づいて実施する事業でありま

す。説明欄１の宮崎県人権啓発センター事

業1,721万2,000円でありますが、これは、平成19

年度に開設されました宮崎県人権啓発センター

を拠点といたしまして、（１）の情報誌作成、

（２）の調査・相談、（３）のホームページ作成

などの事業を実施するものであります。このう

ち、（４）の○改宮崎県人権啓発センター研修推進

事業509万2,000円につきましては、より多くの

県民に人権研修の効果が広がり、人権意識が高

まりますよう、県民が自発的に行う人権啓発研

修への支援体制を充実するなど、人権啓発セン

ターの研修事業を再編整備するものでございま

す。続きまして、50ページをごらんください。



- 106 -

（５）の○改 人権啓発協働推進事業154万5,000円

につきましては、ＮＰＯ法人などと協働―具

体的には事業委託でございますが―すること

により、啓発の効果を高めるとともに、必要性

の高い特定の人権課題に関する啓発活動の強化

を図るものでございます｡

人権同和対策課の当初予算につきましては、

以上であります。

○金丸情報政策課長 情報政策課の当初予算に

ついて御説明いたします。

ただいまの人権同和対策課に続きまして、平

成22年度歳出予算説明資料、情報政策課、51ペー

ジをお開きください。情報政策課の当初予算の

総額は、11億5,156万円をお願いしております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。53ページをお開きください。まず、（事項）

行政情報化推進費の1,783万5,000円は、全庁に

おいてインターネットによる行政情報サービス

を利用するための経費等であります。

（事項）行政情報処理基盤整備費の１億1,947

万8,000円は、全庁で使用しているパソコンのう

ち、情報政策課において経費負担しているパソ

コン約3,600台に係る経費であります。

（事項）行政情報システム整備運営費の２

億2,635万9,000円は、行政情報システムを動か

すためのネットワークの維持管理を行うもので

あります。主な内容といたしましては、説明欄

３の県庁ＬＡＮ運営費でありまして、保守管理

委託や回線使用料などであります。54ページを

お開きください。また、新たな取り組みといた

しまして、（２）の○新新ポータルシステム導入事

業2,795万円でありますが、これは、庁内の情報

共有や職員の業務効率化の促進を図るために、

新しいシステムを導入するものであります。

（事項）電子県庁プロジェクト事業の２億9,968

万7,000円は、電子県庁を推進する上で必要なシ

ステム等の維持管理に要する経費であります。

主な内容でありますが、説明欄３の宮崎県市町

村ＩＴ推進連絡協議会運営事業につきましては、

宮崎情報ハイウェイ21の運用経費のうち、県と

市町村が共同で運用している部分に係る県負担

分の経費であります。次に、５のサーバー管理

委託事業につきましては、システムサーバーを

民間のデータセンターで管理するための経費で

あります。また、新たな取り組みといたしまし

て、説明欄７の○新 行政情報システム全体最適化

推進事業2,480万円でありますが、これは、県の

行政情報システムについて、県民サービスの維

持向上を図りながら、さらなるコスト縮減を図

るため、市町村や他県との共同利用、あるいは

サーバーの集約化などについて調査検討を行う

ものであります。

次に、（事項）地域情報化対策費の３億8,036

万6,000円であります。主な内容でありますが､

説明欄１の（１）の宮崎情報ハイウェイ21管理

運営事業につきましては、宮崎情報ハイウェイ21

のうち、県が運用している部分に係る回線使用

料や管理委託料であります。また、（２）の○新新・

宮崎情報ハイウェイ21構想策定事業であります

が、これにつきましては、後ほど、委員会資料

で説明させていただきます。次に、（３）の○新地

上デジタル放送相談支援事業の253万2,000円に

つきましては、地上デジタル放送への円滑な移

行を図るため、情報政策課内に専任の相談員を

配置し、県民の皆さんや市町村からのさまざま

な相談に対応するものであります。次に、２の

（１）携帯電話等エリア整備事業の１億9,182

万7,000円につきましては、情報通信格差を是正

するため、携帯電話等移動通信のための鉄塔施

設を整備する椎葉村など２町１村にその費用の
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一部を助成するものであります。

続きまして、総務政策常任委員会資料の35ペー

ジをお開きください。○新 新・宮崎情報ハイウェ

イ21構想策定事業であります。

まず、１の事業目的でありますが、情報通信

をめぐる環境やニーズの変化に的確に対応する

ため、今後の整備や利活用等に係る構想を策定

し、本県の情報通信基盤の安定化と効率化を図

るものであります。

次に、２の事業概要であります。まず、（１）

の構想策定と基本設計につきましては、新たな

宮崎情報ハイウェイ21の整備や利活用に関する

構想を策定するとともに、それを具体化するた

めの基本設計を行うものであります。また、（２）

の検討委員会の設置につきましては、構想策定

や基本設計について幅広く協議するために、学

識経験者や利用者等で構成する検討委員会を設

置するものであります。

３の事業費は、845万9,000円をお願いしてお

ります。

情報政策課につきましては、以上であります。

○髙橋委員長 各課長の説明が終了しました。

暫時休憩いたします。

午後２時44分休憩

午後２時50分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案についての質疑はありませんか。

○武井委員 まず、36ページのボランティア活

動の経費なんですけれども、特定非営利活動促

進事業、これはＮＰＯ法人に対していろいろア

ドバイスとか、そういったような意味合いとい

うことでよろしいんですか。

○髙原生活・協働・男女参画課長 今おっしゃ

いました特定非営利活動促進事業に係る118

万9,000円というのは、具体には事務費関係でご

ざいまして、私どもがＮＰＯ法人の設立認証を

するときの事務費ですとか、あるいは職員が出

かけていって出前相談をするとか、あるいは関

係書籍等を整備する事業の部分でございまして、

委員がおっしゃったＮＰＯに対する支援といい

ますか、そういった関係の費用につきましては、

２の地域福祉等推進特別支援事業2,387万8,000

円の中に県が実際今やっておりますＮＰＯ企画

力向上研修事業ですとか、あるいは行政とＮＰ

Ｏとの事業のマッチングをさせる商談会のよう

な、そういった事業をやっておりますけれども、

そういったもので事業としては組んでおります。

○武井委員 わかりました。

次に移りますが、消費生活センターの件なん

ですけれども、今、バスに広告をしたりとか、

テレビでコマーシャルをいろいろやったりとい

うようなことでやっているんですが、実際にそ

ういった広報費みたいなものというのは、事務

費の中に入っているという理解でよろしいんで

しょうか。

○髙原生活・協働・男女参画課長 今、おっしゃ

いましたバスの広告関係につきましては、消費

者行政活性化基金事業、これは３カ年事業で今

年度からやっているものなんですけれども、そ

の中の３の消費者行政活性化事業の県の部分と

して実施しているものでございます｡

○武井委員 経費的には大体どれぐらいかかる

んですか。

○髙原生活・協働・男女参画課長 活性化事業

の中につきましては、具体には、市町村への補

助金が7,037万4,000円入っておりまして、それ

以外の2,745万6,000円が県の事業でございます。

その中で、今、コマーシャル関係というのが予

算としては977万4,000円を組んでおります。
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○武井委員 38ページの男女共同参画センター

なんですけれども、私も宮田町ビルですか、コ

ンベンションの下にあるところにちょくちょく

伺うんですけれども、委託をして取り組んでい

る中での、センターを設置して、県として直接

こういう形で予算を組んでやる事業もあれば、

一方であそこが自主的にやる、委託をした結果

やる事業もあるという形で、非常に事業が複線

化している感じがするんですけれども、逆に言

うと、男女共同参画センターの事業の中でどう

いうことをやって、またそれの費用対効果等は

どういうふうな認識を持っていらっしゃるか、

伺います。

○髙原生活・協働・男女参画課長 このセン

ターに委託しているものにつきましては、セン

ターとして情報提供をしている部分、ホームペー

ジに掲載したり、あるいは図書等を整備してお

りまして、それを貸し出しをする事業、あるい

は啓発として「ブリリアント」というのを出し

ているんですが、それを年３回発行して広く県

民にアピールする事業、そして、特に我々がやっ

ていない事業としまして相談事業がございまし

て、相談員が設置されていて、具体の県民から

の相談にお答えをする、そういったものをセン

ターでやっておりまして、もう一つ加えて、団

体が登録をしておりまして、その団体がお互い

に交流したり、あるいはあそこの場を活用して

いろんな調べ物をする、協議をする、そういっ

た事業をやっております。県のほうは、（１）の

啓発資料整備事業として157万5,000円を出して

おりますが、センターの管理運営委託以外のＤ

Ｖ関係の啓発等につきまして、この啓発資料を

使っているということでございまして、確かに、

当課でやる分とセンターで行う分が全然違うと

いうものではないと思います。ともに、お互い

に力を出し合ってやっているところでございま

すが、そこでセンターについては限定的に指定

管理の当初の中でこういうものだよと決めてお

りますので、それ以外のニーズに対しては県が

やるというふうに考えております。

○武井委員 いろいろ御相談があったときに、

平たく言えば、どっちに行っていいのかわから

ないとか、どっちの話を聞いていいのかわから

ないという話も間々ありますので、そのあたり

の仕組み図分けみたいなのもまた検討していた

だければと思います。

次に移ります。文化文教・国際課の県劇の件

を伺いたいと思うんですが、42ページの大規模

改修事業なんですけれども、１億6,100万余で上

がっているんですが、これは、基本的に今年度

で終わるものなのか、それとも次年度以降もあ

る程度債務負担行為なんかを起こして何年間か

の計画なのか、また次年度は次年度で同程度の

額の予算が出るのか、そのあたりをお聞かせく

ださい。

○福村文化文教・国際課長 今年度分の１

億6,000万については、19年度から22年度までを

一通り計画を立てました中の最終年度というこ

とで、23年度以降も当然、施設の老朽化に伴い

まして、補修は必要になると思うんですが、当

面は22年度までしか具体的な計画は持っており

ません。

○武井委員 では、今年度で終わりという理解

をいたします。

３の県劇の管理費577万上がっているんです

が、これは、指定管理料に含まれるものではな

いのか、指定管理の業務と外れて立てる理由と

いうのをあわせてお聞かせください。

○福村文化文教・国際課長 この管理費のほう

は、私どもも劇場に委託しているからといって
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全く知らないというわけにはいかんものですか

ら、当課分の予算とし、管理費として組んでい

る分でございますが、具体的には、事務費が45

万7,000円、備品とか臨時職員の人件費とかで530

万を組んでおります。

○武井委員 県から派遣している職員も財団法

人にはいるわけなんですが、その辺も含めて、

人件費とかというのはこの指定管理料に含まれ

るものではないんですか。

○福村文化文教・国際課長 劇場のほうに指定

管理分として委託している分については、当然、

人件費も含まっておりますが、当課分の事務費

として必要だということで計上させてもらって

います。

○武井委員 課は課で仕事はするので、当然、

職員の人件費は課で上がっているわけでありま

して、つまり、文化文教・国際課の職員という

肩書である人が県劇に行って職員として働いて

いるというような理解ですか。

○福村文化文教・国際課長 課のほうで雇用し

ております22条の職員ということで御理解いた

だきけばと思います。

○武井委員 それは、芸術劇場が雇用すべきじゃ

ないんですか。県がそういうのを雇用して派遣

するというのはおかしいんじゃないかと思うん

ですが。

○福村文化文教・国際課長 当課のほうにも音

楽祭にかかわる事務というのは当然発生します

ので、その分について必要な予算を組んだとい

うことでございます｡

○武井委員 音楽祭についての業務というのは、

当然、音楽祭の業務として県が持っていて、そ

れは本課で本課の職員がやるべきことであって、

つまり、芸術劇場は芸術劇場で指定管理を受け

ているわけですから、当然、その業務はやらな

ければならないわけで、指定管理料以外にこう

いう形で支払いをする理由がよくわからないん

ですが。

○福村文化文教・国際課長 ちょっと説明が不

足だったかもしれませんが、この人件費につい

ては、私たちの課内で音楽祭関係の事務を行っ

てもらうための臨時職員の経費でございます｡

○武井委員 ということは、県立芸術劇場管理

費の中に、実際は本庁で働いている職員の人件

費が入っているということですね。

○福村文化文教・国際課長 本庁で働いている

臨時職員の人件費です。

○武井委員 内容は一応わかりました。

次ですが、県芸祭の補助、芸文協への補助金

のところなんですが、県民芸術祭に1,000万円補

助金を出すということで書いてあるんですが、

えらいざっくりした金額だなと思うんですが、

普通、何がし積み上げてこの程度というふうに

なるんではないかと思うんですが、この1,000万

円というのは、ずっとこういう金額なのか、ま

た、この金額の何がしの根拠があるのか、お聞

かせください。

○福村文化文教・国際課長 芸術文化協会に対

する補助につきましては、協会自体に２人の職

員がおりますので、その分の人件費と、県民芸

術祭というのを団体がやるんですが、それに対

する補助金が1,000万円ということで、内容とし

ましては、21年度にどういうことをやったかと

いいますと、都城少年少女合唱団の25周年記念

演奏会とか、宮崎コール・フロイントの創立45

周年記念演奏会とか、７種類のそういう文化的

なイベントに対しての助成をするというような

事業を組んでおります。

○武井委員 御質問申し上げているのは、そ

の1,000万円というのが、ほかのは１万円単位と
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かで大体金額が出ているんですけれども、どう

いった結果としてこの1,000万円ということに

なっているのか、そこをお聞かせいただきたい

んですが。

○福村文化文教・国際課長 この1,000万につい

ては、ずっと1,000万ほどずつ助成をしてきてお

るところでございますが、総事業費が2,200万ほ

どかかったうちの1,000万円を助成するというよ

うな内容となっております。

○武井委員 わかりました。

次に移ります。43ページの文化環境育成費の

３の財団法人地域創造に対する負担金というも

のですけれども、どういう負担金で、また、こ

の財団法人というのはどういった―いわゆる

国の天下り財団法人なのかよくわかりませんが、

どういった位置づけのものなんですか。

○福村文化文教・国際課長 地域創造という団

体は、総務省の外郭団体で、各自治体からの負

担金等で運営を行うということで設立された財

団でございますが、それに対して466万の負担金

をしているということですけれども、これは、

宝くじ収益金なんかが地方に交付がありますが、

その中から負担をしているというような仕組み

となっております。

○武井委員 この負担金466万円なり払った結果

として、宮崎県の利益というか、ベネフィット

というか、何があるんですか。

○福村文化文教・国際課長 本県が400万何がし

かの負担をしているんですが、財団のほうから

県のいろんな文化イベントに対して還元もある

ということで、例えば、平成21年度は1,100万円

ほどの助成を受けるというような還元分もあり

ます。

○武井委員 わかりました。

44ページの海外技術協力費の１の海外技術研

修員受入事業というのがあるんですが、これは

大学とか研修機関というお話があったんですが、

例えば、マグロ漁船に乗っている方とかは入ら

ないんですね。この研修機関というものはどう

いう方が入るんですか。

○福村文化文教・国際課長 研修機関は、例え

ば県だったら、総合農業試験場とかです。今、

委員がおっしゃるマグロ漁船の場合は、インド

ネシア等から来ている研修員がございますが、

あれはまた別の制度でございます。

○武井委員 わかりました。

人権同和対策課にお伺いしますが、人権啓発

センターなんですけれども、私も何度か伺って

いろいろ資料を見たりとかもするんですけれど

も、いかにも、こう言ったらあれですけれども、

人がいるところを見たことがない。場所が余り

よろしくないというのもあるのかもしれないん

ですが、センターの存在というものも県民に知

られているとは思えないんですが、そういった

意味での活用とか啓発についてどのような形で

取り組みをされているのか、お伺いいたします。

○酒井人権同和対策課長 ※センターのほうが基

本的に平日の開場というふうになっている関係

もありまして、主に図書の貸し出しとかビデオ

類の貸し出しについていろいろ準備しておるん

ですけれども、なかなか平日には来ておられる

方が少ないところなんですが、貸し出しの実績

としましては、例えば図書ですと、70名に157冊、

ビデオですと195団体に425本ということで、そ

れなりの実績は上がっていると思いますが、ま

だまだ実績が足りないと思いますので、各種研

修会とか講演会を行っておりますので、その際

には必ずセンターの利用促進のＰＲをするとか、

そういったことで利用促進を図らせていただい

※112ページに訂正発言あり
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ておるところでございます。

○武井委員 今のは年にということですね。

○酒井人権同和対策課長 年間でございます。

○武井委員 年に70名はどう見るかというのも

あるんですけれども、ぜひまた、取り組んでい

ただきたいと思います。

最後に、情報政策課のところを伺ってまいり

ますが、新ポータルシステムなんですけれども、

いわゆる県庁の職員の皆さんが今使っていらっ

しゃるシステムがガルーンですか、つまり、ポー

タルシステムをかえるというのは、新しいもの

にやりかえをするいうことですか。

○金丸情報政策課長 そのとおりでございます｡

○武井委員 それによって今のガルーンよりも

よりよくなるということは、具体的に言うと、

どういったような形で何が変わっていくんです

か。

○金丸情報政策課長 現在のガルーンが、一つ

は22年度中に今、サイボウズガルーン1.5という

のを使っているんですが、これのシステムの保

守が切れる、システムの保守をしてもらえなく

なりますので、新しいシステムに乗りかえない

と安定した稼働ができないということがありま

す。それから、現在のガルーンは５年前に入れ

ているんですけれども、もともとが500～600人

用のシステムを入れておりまして、それを6,000

人の職員が使っていると。ですから、朝とかア

クセスしたときに、あくのに10分待ったり、そ

ういったことが起きていまして、それにより今、

非常に職員から苦情も多いということで、職員

の規模、例えば１万人規模のシステムにするこ

とによって、アクセス時間を短くする、あるい

は新しいシステムが出ていて、いろいろ情報共

有とかの新たな付加もついていますので、そう

いうものを選定していきたいというふうに考え

ております。

○武井委員 新しいシステムというのは、今か

ら入札とかも新たに始められるということなの

か、それとも、おおむねこれにしようとかいう

のがある程度お考えがあるのか、伺います。

○金丸情報政策課長 全国の県で使われている

ものを調べまして、そういったものを各県に納

入しているメーカーにデモンストレーションの

希望をとりまして、２月に職員の希望者に対し

てデモをやったところです。これにつきまして

は、調達に当たりましては、ＷＴＯの規制を受

けますので、原則、一般競争入札、私どもとし

ては総合評価型といいますか、いわゆる企画コ

ンペでやっていきたいというふうに思っており

まして、今、どれにしたいとかいうことはござ

いません。

○武井委員 わかりました。

次に、電子県庁の件、非常に金額も高額になっ

ているんですが、サーバー管理の委託というと

ころなんですが、セキュリティー的には大丈夫

なのか、そのあたりの取り組みについて伺いま

す。

○金丸情報政策課長 県庁の中に置いておくよ

りも、民間の専門のデータセンターでございま

すので、まず外部からの物理的な進入とか、そ

ういうセキュリティーレベルが非常に高いとい

うこと、専門の職員の方に監視をしていただい

ておりますので、非常に安心度が高いというこ

とが評価されます。それから、データセンター

に今、38のシステムを置いておりますけれども、

一昨年、汎用機をなくしてデータセンターに移

行したことによって、予算的には約4,000万円の

削減をしております。以上です。

○武井委員 わかりました。

宮崎情報ハイウェイ21（ＭＪＨ21）について
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ですが、去年、この委員会でも質問したんです

が、一回ダウンをしたりとか、そういったこと

でいろいろ課題もあったかと思うんですが、こ

としはそういった意味で、ＩＴ会社の方が非常

に頼りにされている方も多いんですが、保守、

メンテナンスについての改善というのはどの程

度なされたのか、伺います。

○金丸情報政策課長 現在のハイウェイにつき

ましては、通常の維持管理で努めてきたところ

でございまして、23年度までは抜本的な改革で

はなくて、対症療法的になりますけれども、故

障を未然に防止するというような形でメンテナ

ンスをやっていくことになろうかと思います。

新しいシステムを新規事業で来年度予算をお願

いしておりますので、この中で、今、いろいろ

ユーザーの方から出ております断線があったと

きの迂回するルートを設けるとか、そういった

ことのあり方について検討をしていきたいとい

うふうに考えております。

○武井委員 きのう、総務部の文書管理システ

ムなんかで、契約の関係で来年の７月まではも

う使わないけれども、金を払わなきゃいけない

みたいな話もあったりもしたんですけれども、

そういった意味で、このＭＪＨ21については、

新しいものをこれから策定していく中で、既存

のものの契約というのはどういうふうになって

いるのか、伺います。

○金丸情報政策課長 まず、回線につきまして

は、国道10号、国道220号の部分は幹線ですが、

これにつきましては、平成14年度に購入をして

おります。ですから、県の所有となっておりま

す。それから、その他の線につきましては、現

在、ＱＴＮetから平成23年度までの10年間のリー

ス契約により借りておりますので、新たな情報

ハイウェイは、10号、220号分につきましては、

いかに有効活用していくか、それから、枝線と

いう言い方はちょっとあれですけれども、その

他の線、借り上げている線につきましては、ど

の程度の線が必要かとか、そういったもののニー

ズ、そういったものを聞きながらネットワーク

の設計をしていきたいというふうに考えており

ます。

○酒井人権同和対策課長 先ほどの人権啓発セ

ンターの利用の実数のところで、施設を使って

の答弁だけいたしましたけれども、全体的な利

用数としましては、21年度途中まで、２月まで

でございますけれども、合計で1,998名の利用が

ありまして、先ほどの図書、ビデオの貸し出し

のほか、いろんな相談、見学、研修、そういっ

たものでございます。そのほかに、講師を４名

派遣いたしておりますが、これが２月末現在

で3,213名の受講者がいるという状況でございま

す。訂正させていただきます。

○福田委員 37ページの生活関連で、「相談しよ

う！」多重債務者対策事業の具体的な内容をお

願いしたいんですが。

○髙原生活・協働・男女参画課長 「相談しよ

う！」多重債務者対策事業の374万2,000円、こ

れは、消費生活相談員１名の人件費と、イオン

ですとか街頭でのキャンペーン等を行っており

ますけれども、その関係費、それと講演会とい

うことで374万2,000円ということでございます。

なお、多重債務につきましては、ここが特出し

で金額を出しておりますけれども、消費者行政

活性化事業のところでも、実は多重債務絡みと

いうことであれば法律の相談、弁護士による相

談等を行ったり、多重債務だけには限りません

けれども、そういう事業を展開しているところ

でございます。

○福田委員 今、多重債務者対策というのは、
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極めて社会的に重要な案件になっていまして、

一面では、これを逆手にとって弁護士さんとか、

司法書士がビジネスにしておられることもござ

いまして、今、コマーシャルでも流れています

ね。上京しますと、地下鉄とか、ＪＲの中には

広告宣伝がありますね。そこで、グレーゾーン

金利の返還要求と相まちまして、こういう相談

がふえてくると思うんですね。以前もお話をお

聞きしましたが、相談事業をやるからには、最

終的にその多重債務者が解決の糸口が見つかる

ところまでお手伝いすべきだなということを常

日ごろ考えているんです。でないと、宮崎県は

経済的にも弱い県ですから、消費者金融で苦し

んでいる方が多いんですね。ぜひ、徹底した相

談対策をやってほしいなという応援の気持ちか

ら質問をさせていただきましたが、どうですか。

これぐらいで十分ですかね。

○髙原生活・協働・男女参画課長 おっしゃる

とおりだと思います。消費生活相談にお見えに

なる方を、なかなか相談員だけでは当然最後の

フォローまでできません。そういう意味で、そ

の中で特に法律に詳しい方の支援が要る場合に

は、先ほど申しました無料弁護士相談というの

もやっておりますので、そちらのほうに回す、

あるいは弁護士会、あるいは法テラスとの連携

の中でそちらに行ってもらう、そして、加えて、

ファイナンシャルプランナーの方にアドバイ

ザーになっていただきまして、具体的な生活再

建につきましても、今年度から、年度途中でご

ざいましたけれども、実施しておりまして、そ

ういうフォロー体制には十分配慮しているつも

りでございまして、今後ともやっていきたいと

思います。

○福田委員 大事な事業ですから、ひとつ頑張っ

てください。

続きまして、文化文教・国際課、45ページの12

の私立高等学校就職対策強化事業、ことしの本

県の高校生の就職内定状況を見ますと、かなり

悪いですね。中でも私立学校に関しては公立よ

りかポイントが落ちていますね。そこで、県内

にいろんな職場があるんですが、求職をする生

徒さんの好き嫌いで就職内定が難しくなってい

る傾向があるんではないかなと思うんですね。

例えば、私は現場にいて見ているんですが、福

祉関連の職場なんかは比較的門戸が広いんです

ね。従前は資格者だけしか応募していなかった

んですが、新卒を職場受け込みをして、その後、

通信教育とか、あるいは資格試験の受験によっ

て資格を取得し、安定した職場に就職できる、

そういう道があるんです。この辺の指導がなさ

れていないと思うんです。外国人の福祉現場へ

の雇用問題も今、国際化問題になっていますが、

私は、少なくとも、田舎の地方の県においては、

就職はないんですから、しかも福祉の職場とい

うのは、ほかの県内の民間企業と比較をします

と、福祉法人であって県の指導も行われていま

すから、給与水準等は高いんですね。なおかつ、

きつい職場ということで国の補助等も出ていま

すから、ぜひ、誘導していただきたいなと。せっ

かくいい職場がありながら、だめだと。そこで、

指導する10人の方、オールラウンドな指導力を

持った人材を雇用されるんでしょうか。

○福村文化文教・国際課長 これからそういう

人選とかは進められるかと思うんですけれども、

私どもが想定しています人材というのは、民間

企業の人事畑とかを歩いてこられた方を雇われ

ることを想定しておるんですが、具体的には学

校のほうで面接をされて選ばれることかと思う

んですが、民間企業の情報とか、採用に明るい

方が就職していただければいいかなと考えてい
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ます。

○福田委員 福祉の現場は県内の新卒等にとっ

ては将来安定した職場になるから、そういう指

導ができるような人材を雇用して、私立学校の

就職相談等に乗ってほしいと要望しておきたい

と思います。

続きまして、情報政策課、54ページ、電子申

請届出システム運営ですが、私は、将来、こち

らのほうになっていくと思いまして、今の確定

申告の時期を見ていましても、ＩＴ申請がかな

り多いようでございますが、ところが、一面で

は、全く使われていない届け出ソフト等もある

ということを新聞紙上等で見るんですが、本県

においては、開発されました電子申請届け出シ

ステムは期待どおりの稼働をしておるんでしょ

うか。

○金丸情報政策課長 電子申請システムは、昨

年11月までは旧システムで運営しておりまして、

これを５年間使っておりました。16年度の途中

から導入したんですが、それまでは汎用システ

ムだけで48類型134の手続を電子申請の対象とし

ておりました。委員おっしゃるように、申請件

数がほとんどないものもありまして、昨年度、

システムの入れかえをやりますときに、各課と

協議いたしまして重点化を図りまして、基本的

には全く電子申請をやめるという話はないだろ

うと。といいますのは、職員採用試験の申し込

みにも利用をしております。これが非常に利用

がいいわけですけれども、ということで、面接

審査が必要なものについては電子申請の対象外

といたしました。基本的には面接審査なしで、

インターネットで申請すればそのまま結果が出

るようなものに重点化を図ろうということで、

今回、48類型134の手続から16類型42手続、特に

個人の場合はパソコンでブロードバンドを使っ

ている人はまだ４割以下でありますので、事業

所を中心とした手続に絞って、利用率が上がる

ということにしたところでございます。

また、今回、これまでのシステムになかった

機能として、簡易申請のシステムというのを加

えましたので、これで携帯電話からも簡単な申

し込みだとか、例えば、県がこんなイベントを

やりますと、その参加申し込みが携帯からでき

るとか、そういう機能も付加しましたので、そ

ういった面で重点化を図って利用促進を図って

いきたいというふうに考えております。

○福田委員 きょうの新聞でしたか、ある県警

で全く使われないシステム等に４億円の県費が

無駄になったという記事が出ておりまして、Ｉ

Ｔというのは流れですから、今、課長がおっ

しゃったとおり、使う方向に仕向けていくのが

大事だと思いますが、ぜひ、利用されない申請

ソフトをチェックしながら、利用率が上がるよ

うにやっていただきたいと考えております。

もう一つ、情報ハイウェイ、これはかつて本

会議場の質問の花形でしたね。みんな競ってやっ

ていましたが、その後、光ファイバー網が民間

で県内に張りめぐらされました。当時、僕らが

説明を受けたのは、幹線網を県で受け持って、

支線については個々にということでしたが、第

一弾の情報ハイウェイについては、先ほど説明

がありましたが、今、光ファイバーがほとんど

県内に張りめぐらされたと思いますが、これで

置きかえることが経費節減につながるというこ

とは考えられなかったんですか。

○金丸情報政策課長 先ほど申し上げましたよ

うに、国道10号部、国道220号部については所有

をしておりまして、例えば、これをもとの所有

者に返還して、そこから全体を借りる、そして

枝線部についての賃借料を安くできないかとか



- 115 -

いうことも今、アイデアとしては挙がっており

まして、今度の新規事業の中で検討委員会の中

に実際の通信事業者の方にも入っていただいて、

どういうのが一番経費が安くて効率的かという

ことを考えていきたいというふうに思っており

ます。

○押川委員 36ページでありますが、多重債務

については福田委員のほうからありましたが、

３の消費者被害防止・解決支援費ということ

で2,800万ほどあるわけでありますけれども、こ

のことについて具体的にもう少し中身を教えて

いただきたいと思います。

○髙原生活・協働・男女参画課長 この事業の

中身は、相談員をセンターに置いておりますけ

れども、相談員11名の人件費、それに当然、指

導等を行う事務費も入っておりますけれども、

暮らしを守るウオッチャーという80名の県民の

方に委託をして、表示関係のチェックをしてい

ただいておりますけれども、その事業費関係で

トータル2,822万8,000円となります。

○押川委員 具体的にどのような被害に遭われ

て、解決としてわかりやすいようなものがあれ

ば教えていただきたいと思います。

○髙原生活・協働・男女参画課長 すぐには具

体例というのは出てきませんけれども、皆さん

方の相談を見ますと、一番多いのがヤミ金多重

債務関係ですとか、あるいは携帯電話等で有料

サイトにつながってしまって、それでいろんな

不当請求をされたということの事案がベスト１、

２という状況でございまして、それに対しては、

相談員のほうで、例えば、多重債務ですと、多

重債務はとにかく相談に来なさいということで

すし、それから、やみサイト系のものについて

は、それにこたえてはいけませんよと、そのま

ま放置しなさいといったようなアドバイス等は

行っております。あるいは、いろんな契約関係

のトラブルも当然多いわけですが、それに対し

ては、クーリングオフの制度を指示したり、あ

るいはおいでになって、どうしてもトラブルが

解消しないような場合には、間に入ってあっせ

ん等を行うといったようなことを行っておりま

す。

○押川委員 そういう中でウオッチャー80名

だったですか、この方々は相談からいろいろ乗っ

ていただく、そのことを、個人情報があります

けれども、県民の方々にどういう形でＰＲなり、

あるいは紹介をするものというのはあるんです

か。そういう役割とかは全くないんですか。来

られた方に指導されるだけとか。

○髙原生活・協働・男女参画課長 今のは消費

生活相談センターでの話をしました。暮らしを

守るウオッチャーというのは、本課のほうで実

施しておりまして、うちのほうが直接、県民の

方に公募しまして、手を挙げた方にお願いする

と。その方々は、実際に自分でお買い物に行っ

たときに表示がおかしいよというような情報を

私どもに下さる、その中で本当に怪しい、これ

はまずいというようなものがあったら、うちの

ほうでその業者さんのところに行って確認しま

す。そういうような動きをしております。

○押川委員 わかりました。

次に、43ページ、３の外国青年招致事業であ

りますけれども、多分この事業は長年されてお

ると思うんですが、こういう事業で来られた方々

が、また自分の国に帰られて、本県との関係と

かは何かあるんでしょうか。

○福村文化文教・国際課長 外国青年の方たち

も歴史が20年ぐらいあるところでございますけ

れども、みやざき大使というような制度をつく

りまして、母国の情報を寄せてくださいとか、
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宮崎とのネットワークをつくるという目的でそ

ういうような制度もやっておりますし、全員と

いうわけではございませんが、何人かは母国の

状況を伝えたり、宮崎での思い出をネット上で

掲げたりとかいうようなことはやっております。

○押川委員 外国人留学生受入支援研究事業で

ありますけれども、毎年こういうことで宮崎の

大学等にも、あるいは企業等にもというような

形の中で、今後もさらに外国人を新たに新事業

の中で受入研究事業というのを創設されるわけ

でありますけれども、できれば、これも大事で

すけれども、例えば、本県から留学された学生

さん方が、宮崎に帰られて宮崎で働くというよ

うなシステムといいますか、そういうものは全

く県にはないんでしょうか。外国人を受け入れ

るのはあるけれども、本県から逆に留学されて、

留学された子供さん方を本県に迎え入れて活躍

される場とか働く場所、宮崎の場合にはそうい

うことは対象というか、議論は全然ないんでしょ

うか。

○福村文化文教・国際課長 現在、私どもが考

えておりますこの新規事業では、こちらから外

国に行った方を県で活用するという視点は、はっ

きり申し上げましてないんですけれども、逆に

その方たちが外国の留学生をこちらのほうに呼

びかけるというような仕組みはできるんじゃな

いかなという感じがしていますが、せっかく今、

御提案いただきましたので、そういう視点も含

めて考えてみたいと思います。

○押川委員 これは要望にしておきたいと思い

ます。

それから、54ページでありますけれども、地

上デジタル放送相談支援事業ということであり

ますけれども、これも23年の７月からというこ

とで、もう１年ちょっとしかないわけですけれ

ども、本県の地上デジタル放送の状況を教えて

いただきたいと思います。

○金丸情報政策課長 ２月１日だったと思いま

すが、新たな難視について、委員の皆さん方は

ファクスで送信させていただいたところでござ

いますが、今、中継局が順次建っておりまして、

平成20年12月までに中継局が設置された地域に

おいて、実際に電波が受信できるかどうかの調

査が行われまして、今、1,411世帯が新たな難視

として認定をされております。これについて今、

いろいろ個別に協議をしていただいているとこ

ろでありますが、今回、国が発表した資料の中

で、23年７月までには対応ができないというと

ころをホワイトリストにまとめてセーフティ

ネット対策に移行するんですが、それに該当す

る地域は県内ではございませんでした。今、聞

いていますのは、今年度、ケーブルテレビの支

援事業によりまして、中山間地域において、特

に東臼杵、西臼杵でございますけれども、ケー

ブルテレビが整備されていっておりますので、

その辺で多くクリアできるんじゃないかなとい

うふうに思っております。個別には、大きな問

題のところは聞いておりますけれども、それに

つきましても、例えば、既存のＮＨＫ共聴組合

に移行するとか、あるいは放送事業者のほうで、

いわゆる送信側対策というんですが、何らかの

対策を打っていただくというようなことで調整

を進めているところであります。いずれにして

も、市町村が協議した結果で共聴組合なり、地

区がこういうふうにしたいというのが出てくる

のがこれからだろうというふうに思っておりま

すので、その中で的確に対応していきたいとい

うふうに思っております。

○押川委員 よろしくお願いをしておきたいと

思います。
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最後になりますけれども、携帯電話のエリア

整備事業でいうことで２町１村に支援をされる

ような事業でありますけれども、これも県内至

るところで携帯電話の要望等はあるわけであり

ますが、現在、使用ができないようなところと

いうのはどのくらいあるんでしょうか。

○金丸情報政策課長 今年度末で携帯電話の不

感エリアとして残るところが大体2,000世帯ぐら

いかなというふうな推計をしております。９月

補正で御承認いただきましたデジタルデバイド

解消促進調査事業で現在、実地に携帯電話がど

こが使えないか、３社の携帯を持って調査をやっ

ております。それが今月中にまとまる予定でご

ざいますので、それを踏まえて、今後、各市町

村と協議をしていきたいというふうに思ってお

ります。

○権藤委員 予算説明資料の45ページなんです

が、11の国の13億ですか、これの対象となる私

学の500人程度とは聞いているんですが、それか

ら、生活保護その他で所得制限があって、年収250

万、300万、一般的という３段階で１万2,000円

とか１万4,850円と金額が決まるわけですけれど

も、仮に500人であれば、その中で所得制限等で

もっと恩恵を受ける生徒あるいは家庭がどの程

度あるのか、それをまずお尋ねしたい。

○福村文化文教・国際課長 就学支援金の13

億6,300万の予算をお願いしておりますが、これ

を受ける生徒は、私学の分ですから、１学年3,000

人ほどおりますので、全部で1万418人を想定し

た数字となっております。

それから、額的な区分で質問がございました

けれども、250万未満の方がその中で654人ぐら

いおるという想定です。250万から350万の方

が764人ほどということで想定した額となってお

ります。

○権藤委員 それから、委員会資料の33ページ

の一番下の授業料減免が800円と400円というふ

うに説明してあるんですが、これについては、

従来から私学の負担が大きいと言われてきた中

で、全国的には12万とか、18万とか、24万近く

の恩恵を受けても、さらに都市と宮崎県との差

も入っているから、35万程度と言われた中でも、

宮崎はそんなに35万も負担していないよという

ことで理解していいんだろうと思うんですが、

今まで県が補助していたんだから、県はもっと

先ほどの所得金額以上に県独自で私学について

は見てあげてもいいんじゃないかという意見が

あったと思うんです。その部分についての配慮

がこの1,200円の800円、400円ということなのか

どうかについて、伺いたい。

○福村文化文教・国際課長 ここに図で書いて

おりますが、県の場合は、私学の生徒が月に平

均２万1,000円ほど負担していると、その中で、

一番下の例を今、委員おっしゃいましたけれど

も、就学支援金が１万9,800円までは出ますとい

うことで、平均の２万1,000円の場合は、残り

が1,200円ほど出て、この1,200円を学校が減免

するとしたときに、県がそのうちの800円は学校

に対して補助しましょうという制度にしたいと

考えております。

○権藤委員 大体わかりましたが、45ページの

５の減免補助金1,800万というのがありますね。

これとの関係は800円分と考えていいのかどうか

ということなんですよ。

○福村文化文教・国際課長 45ページの５のと

ころの1,896万6,000円の予算をお願いしており

ますが、この減免部分がこの額になるんじゃな

いかということで組ませていただきました。

○権藤委員 わかりました。

それから、54ページの情報ハイウェイ構想策
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定というのがあるんですが、これについては、

当初もあったんだろうと思うんですが、それは

５年程度で想定しておって、新たなその後の実

際の推移を見ながら、今度は５年程度でいくの

かどうなのかということと、どういうメンバー

でこの構想をやっていくのかという、例えば、

庁外の人も入ってやるのかとか、そういう構想

の策定作業をお伺いします。

○金丸情報政策課長 現在の情報ハイウェイは

平成14年度から運用しておりまして、23年度で

借りている分の契約が切れます。これは国道10

号、国道220号以外の部分でございます。そのた

め、24年度以降の新たな情報ハイウェイの姿に

ついて、この事業を使って具体的な構想を策定

し、また、それを実現するためのネットワーク

のあり方について設計をしていきたいというこ

とで考えております。また、それに当たりまし

ては、学識経験者でありますとか、利用者であ

りますとか、もちろん今は行政で利用している

分が結構多うございますので、市町村を含めて

いろんな方の意見を聞いて、まとめ、どこまで

反映できるのか、費用対効果の問題もあります

けれども、これまで14年度からやってきた成果

と課題もありますので、その辺を踏まえて、今

後検討をしていきたいというふうに考えており

ます。

○権藤委員 一つには、当初予想していたより

もいろんな問題が出てきたというような問題の

認識とか、今度はこういう方向とか、使ってい

こうという目標あたりが付加されたものがある

んだろうかということと、もう一つは、当初か

ら企業数が少なくて、本県においてデータ的に

も利用率が低いということがあったんですが、

それは依然として変わっていないのかどうかと

いうところを。

○金丸情報政策課長 付加の部分につきまして

は、平成14年度ごろというのは、まだ県内では

民間でのインターネットサービスでありますと

かは十分に普及していなかったと。ところが、

現在では結構普及しておりますので、それに対

して、それと重なり合うところを県が所有して

いると。逆に中山間地域が民間のサービスが薄

いので、今回は中山間地域を意識した検討をす

べきじゃないかとかいう意見が既に出されてお

りますので、その辺が今後どうするかという一

つの方向だろうとは思っております。

それから、企業につきましては、15年度から

４年間、実証実験事業というようなこともやっ

ておりまして、ハイウェイを活用した起業化も

やったんですが、一つには宮崎情報ハイウェイ

が県内に閉じたネットワークであるということ

が限界となりまして、県内でビジネスをされて

いる方しか利用できないというのが限界、これ

もまた今、要望が出ているんですが、県外とつ

なげないかというようなのもあります。そういっ

た点も含めて、持っている資産の有効活用と便

益を最大にするところを考えていきたいという

ふうに思っております。

○権藤委員 最後ですが、10号線と220号線をど

うするかというのがありますが、主に10号線、

それから、地域に入っていくと言われたように

利用する側もなかなか難しい。それに対して、

現在では、14年の考えですが、これよりもこう

いうやり方がありますよということで、つなぎ

といいますか、情報ハイウェイ21と別な方法と

２本立てでいかんと消費者としてはできないみ

たいな話だったと思うんですが、それが、つな

いで一本でいけるとか、そういう技術的なもの

は現在はめどがあるんでしょうか、もう既にあ

るのか、私は全然わからんので、そこら辺を。
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○金丸情報政策課長 余り詳しくないんであれ

なんですが、例えば、通信技術で言えば、これ

まで一線必要だったのが、二重に送信できます

よとか、細い線でも多量の情報を送れる技術が

出てきたとかいうのはございます。その辺を通

信事業者にも入っていただいて、いろいろアド

バイスを受けながら、何ができるのかというと

ころを民間の方に知恵を出していただいてまと

めていこうというふうに思っております。

○権藤委員 頑張ってください。よろしくお願

いします。

○前屋敷委員 45ページの授業料の免除のとこ

ろで関連してお聞きしますが、就学支援金で国

から助成が来るということで、県も減免制度を

さらに見直したりして、生徒さんの授業料を無

償にするということで、大変よかったと思って

います。こういった制度の見直しがやっぱり必

要だなというふうに思ったんですけれども、国

は、この就学支援金とあわせて減免のための措

置をするということになったわけですね。２分

の１ずつ補助金の予算が組まれていますので、

昨年とすると減額になっているわけですけれど

も、国からの交付税というのはどの程度措置さ

れているのかをちょっと。

○福村文化文教・国際課長 表で示しておりま

す減免の部分は県単の予算―全部を県単とい

うわけじゃございませんで、倒産とか家計急変

などで生活困窮世帯になった場合、それから風

水害等で被災を受けて困窮世帯になったという

場合には、国庫補助が２分の１はつくというこ

との仕組みになっております。

○前屋敷委員 国庫補助の２分の１というのは

限定ですね。新たな困窮の事態が出てきたとい

う生徒さんに対する助成の部分に充てられると

いうことですか。

○福村文化文教・国際課長 そういうことでよ

ろしくお願いします。

○前屋敷委員 従前は交通遺児の授業料の減免

もあったんですけれども、新年度の分はこれが

ゼロになっているんですが、今度の措置とあわ

せて、十分これで措置されるということで削ら

れたわけですね。

○福村文化文教・国際課長 そういうことです。

○前屋敷委員 次の12の就職対策の強化事業で

すが、各学校に１名ずつ専任を配置するという

ことですが、この人選については、各学校が選

任するということなのか、県が採用して各学校

に配置するということなんですか。

○福村文化文教・国際課長 人選については、

学校の事情もありますので、学校側のニーズに

応じた方を学校で採用していただくということ

を考えております。

○前屋敷委員 各学校は新たに採用するという

ことですね。

○福村文化文教・国際課長 新たに採用してい

ただくこととなります。

○前屋敷委員 わかりました。

男女共同参画のところでお伺いをしたいんで

すけれども、今度、プランの改定がなされると

いうことが言われておりますけれども、この間、

ずっと取り組んできたんですが、意識の啓発の

点で、以前からも言っていたんですが、女性だ

けでなくて、男性もあわせて意識を変える、共

有していくということが必要だという点で、38

ページの地域で進める男女共同参画実践塾とい

う研修会を企画されるわけですけれども、こと

しもされたと思うんですが、新年度も予算が上

がっているということですが、この研修会の中

身といいますか、その辺のところを。

○髙原生活・協働・男女参画課長 これは改善
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事業ということになっております実践塾ですが、

これまで、地域の中でリーダーを育成する事業

を今年度まで３年間取り組んでまいりました。

今回、この実践塾で考えておりますのは、その

育てた人たちをいかに生かすかということを考

えておりまして、市町村等の今まで育てたリー

ダーの関係が少し疎遠とまでは言いませんけれ

ども、余り地域の市町村の方々とうまくマッチ

していなかったというのがあるんで、この実践

塾を開催して、今まで育てた人と市町村の方と

一緒になって、地域の中で、個別の各市町村の

中でどう動いていくのか、その辺の勉強をして

いただく、そういう次のステップの事業という

ことを考えております。

○前屋敷委員 今まで研修を積まれた方がその

力量を生かせるという場が確かに必要だという

点では大いに期待もできるところですが、さき

に言いました、男女ともに問題を共有するとい

う点では、その展開などは新たにはないんです

か。

○髙原生活・協働・男女参画課長 その視点は

非常に大事だとは思っております。ただ、この

新規事業につきましては、（３）の輝く女性応援

事業につきましても、女性がキャリアアップす

ること、あるいは再就職することを目指したも

のですので、今回の改善事業の中では特にこれ

だというのは申し上げられません。ただ、男女

参画センターの委託の事業の中で、啓発ですと

か、そういったものの中で男性にも男女共同参

画という視点を持っていただけるような、そう

いう講座をやはりつくっていくべきだというふ

うに思いますので、来年度はそういう仕掛けも

やっていきたいと思います。

○前屋敷委員 あわせて、35ページの交通事故

相談所運営事業というのをやっておられるんで

すけれども、年間、ことしで言えば何人ぐらい

相談に見えられて、解決はどのような状況であ

るのか、その辺を教えてください。

○黒木交通・地域安全対策監 21年度の２月現

在で238件の相談が寄せられております。

○前屋敷委員 その状況といいますか、解決に

至ったケースとか状況は。

○黒木交通・地域安全対策監 主な相談の内容

が、損害賠償額の査定が正しいかどうか、これ

でいいかどうかというのがほとんどの中身です。

あと一件は交通事故の示談の仕方、この２件が

ほとんどです。以上です。

○前屋敷委員 ここの相談所から弁護士さんを

通すとかいうことまでは至らずに済むと。ここ

で解決がいく中身がほとんどですか。

○黒木交通・地域安全対策監 21年度までは国

の事業で弁護士相談が月に２回設けられており

ました。

○前屋敷委員 それでほとんど相談の方は納得

し、解決に向かってきたということですね。

○黒木交通・地域安全対策監 そのとおりです。

○髙橋委員長 ここで委員の皆様にお諮りいた

します。

本日の日程は午後４時までとなっております

が、このまま継続して審議を続けてよろしいで

しょうか。

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

○萩原委員 文化文教・国際課長、委員会資料

の33ページの一番下の欄、見直し後の授業料減

免制度、これは国のマニュアルですか。それと

も県が独自でこういう方式にしたんですか。

○福村文化文教・国際課長 これは、県独自の

考え方を入れています。

○萩原委員 対象には外国人の高校生はいらっ

しゃるんですか。
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○福村文化文教・国際課長 留学生もオーケー

ということになっておりますので、支援の対象

になるということでございます｡

○萩原委員 国が外してもいいという外国人は

いらっしゃらないですか。

○福村文化文教・国際課長 私どもの私立高校

にはおられないと思っております。

○萩原委員 そういう通達は文科省から県のほ

うに来たのか。実際、政府は北朝鮮の生徒を外

すということを言っておるわけだから、そうい

う対象者がいた場合は外しなさいという通達が

あったんですか、なかったんですか。

○福村文化文教・国際課長 私どもはそれは

伺っておりません。

○髙橋委員長 委員会資料の29ページの多様な

主体との協働推進事業ですが、事業概要の（１）

の協働調整推進員設置事業、企業と事業調整を

担う協働調整推進員１名を設置、この１名設置

で事業効果が図られるのかなと疑問が出たもの

ですから、もうちょっと説明があればお願いい

たします。

○髙原生活・協働・男女参画課長 一応、今回

は１名ということでお願いしておりますけれど

も、１人を置いて、具体には各企業等を直接訪

問していただいて、そこの企業の担当者との面

談の中で情報を収集していくということと、そ

ういった資料を集めて具体に行政とのマッチン

グを行う、県のほうから、こういう事業をした

いんだけれども、これにマッチする企業はない

かといったようなところのマッチを行っていく

ようなことを考えておりまして、まだ第一歩と

いうことでございますので、とりあえずこの１

人で事業としては実施できるものと考えており

ます。

○髙橋委員長 この方１名だけでは非常に難し

いと思うんです。入り口の段階でも説明があっ

たとおりだと思うんですが、これからというこ

とで、担当外の方々もいろいろ連携されると私

は思いますので、ずっと続けられるわけですか

ら、成果が出るようにまたひとつよろしくお願

いします。

次に、移ります。委員会資料の32ページの私

立高等学校就学支援金ですけれども、午前中の

文教の委員会で説明があったということを私も

感じたんですが、就学支援金の対象者、公立学

校の場合は全日制で３年、通信制で４年しか国

から出さないという説明があったらしいんです

よ。私学もそうだろうとは思うんですが、公立

と私立との関係、公立を中途退学して私立に行

くケースも多々ありますね。これはまた別だと

いうことなのか、公立分の３年の権利を受けて

私立の３年の権利もあるのか。まず、そういう

のの確認をさせてください。

○福村文化文教・国際課長 公立高校から私立

学校に転校といいますか、それをした場合のこ

とでしょうか。

○髙橋委員長 まずは、私立学校の就学支援金

の対象者は、全日制の場合に３年、通信課程で

は４年、留年すると４年目については就学支援

金の国からの交付金はないと、そういうことを

まず確認いたします。

○福村文化文教・国際課長 国の補助金は３年、

正規の学年分しか出さないというふうになって

おります。公立、私立、同じだと思います。

○髙橋委員長 もう一点は公立と私立とは全く

別物で、公立の権利と私立の権利があるかどう

か。いわゆる公立を中退して私立に行った場合

に、公立では１年恩恵を受けていたけれども、

私立で丸々３年受けられるということがあり得

るかどうか。
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○福村文化文教・国際課長 私どもの伺ってい

る情報では、やはり通算３年しか援助しないと

いうことを聞いております。

○髙橋委員長 関連して、次のページの減免の

関係で、年収という基準の設定、年収というの

はちょっとあいまいですね。年収という定義で

を不利になる人もいるわけで、特に事業主なん

かは経費なんかがかなりあるわけで、この考え

方は非常にあいまいだと思うんですが、少し説

明をつけ加えていただけませんか。

○福村文化文教・国際課長 所得の判断は市が

発行します課税証明、これに一律市町村民税が

非課税というような方については250万以下だろ

うと、それから、１万8,900円だと思うんですが、

それ以下の場合は250万から350万の範囲だろう

というようなことで線を引こうという考えです。

○髙橋委員長 ２の事業概要の補助要件が優先

するわけですね。

○福村文化文教・国際課長 そのとおりでござ

います。

○髙橋委員長 最後になりますが、それの関連

で、先ほど、前屋敷委員も説明を求めましたけ

れども、新年度予算の関係で、減免の補助金の

予算は1,896万6,000円ということで、前年

は6,200万ぐらいだったんですね。4,300万ぐら

い今度の就学支援金の制度の発足によって、県

の持ち出しが少なくなったわけで、県はもうかっ

たと言ったらちょっと語弊がありますけれども、

よかったわけですが、ですから、私たちは執行

部の皆さん方にお願いしたいのは、市町村民税

の均等割が上限ですが、これを超える人には減

免は該当しませんよという仕組みだと私は理解

するんですが、そこまで拡充をするような検討

をされないのか。それと、先ほど、私が確認し

ました全日制３年と通信制４年の、この部分を

超える人はだめだということですけれども、そ

れを超える分の人の授業料減免ですか、ここは

県単で見てあげると、これは今議会で私学の拡

充について請願も上がっていまして、請願の趣

旨はもっと拡充してくれと、そこを言っていらっ

しゃると思うんです。いわゆる均等割以上の人

も学費の減免はできないのかという趣旨の請願

なんですよ。

○福村文化文教・国際課長 私立の場合、どこ

までを無償化するかというのは非常に難しいと

ころもあるかと思うんですが、私どもが考えま

したところでは、350万、国が線を引きましたラ

インで県として行くということでございますが、

その枠から出る人たちについては、今後また十

分に検討していかなければいけないというふう

に考えます。

○髙橋委員長 ありがとうございます。よろし

くお願いします。

もう一点、34ページの先ほど雇用の選定は各

学校がというのがありましたが、10校の私立高

校の選定の根拠、私立高校は10校じゃないと思

うので、その選定の根拠を。

○福村文化文教・国際課長 この10校について

は、この制度を考えたときに、希望をとりまし

て、私どもの学校にぜひ欲しいということで10

校が挙がってきたということでございます｡

○髙橋委員長 10校でおさまったという理解を

していいんでしょうか。例えば、12校だったけ

れども、２校に取り下げをしてもらったとか、

そういう経過はなかったんでしょうか。

○福村文化文教・国際課長 10校しか希望しな

かったということです。14校ございますけれど

も、そのうちの10校が希望をしてきたというこ

とです。

先ほど説明した年収の判断の基準でございま
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すが、これは、就学支援金を幾ら支給するかと

いうことでございまして、減免のほうは、33ペー

ジに掲げております２の補助要件を適用して判

断するということで、御理解いただきたいと思

います。

○髙橋委員長 それでは、以上で第２班の審査

を終了いたします。

引き続き、総括質疑に移りますので、質疑の

ある方はよろしくお願いします。

○萩原委員 統計調査課長と生活・協働・男女

参画課長、言うならば、女性の参画社会のお２

人は花形ですね。後々、後に続く女性の方もい

らっしゃるわけです。衆望の眼で見られておる

わけですね。実際、課長を拝命し、あるいは課

長として仕事をしながら、課の職員の皆さんと、

ああ、自分は女性の課長になってよかったなと

いうことを実感されたことはありますか。これ

は大変だな、男の課長たちと一緒にやらないか

んと、片意地張って頑張らないかんと思ったで

すか。お二人に一言ずつ。

○橋本統計調査課長 私、統計調査課長を拝命

いたしまして約２年たつんですけれども、女性

であったからどうだったということは今まで感

じたことはございません。というよりは、皆さ

んと一緒に力を合わせて一つの仕事をやってい

くということは非常にすばらしいことであると

いうことを日々実感しているということでござ

います｡

○髙原生活・協働・男女参画課長 私も課長を

拝命して２年になりますけれども、見ておわか

りのように、女性っぽくはないので、普通に自

然体で職員と仕事をしてきたつもりです。以上

です。

○萩原委員 こういう場ですから、まあ、いい

でしょう。ひとつ、後に続く女性の方々のため

にも、男女参画社会だから、県にもそういう人

がたくさんふえなきゃいけないんですね。また、

男性職員も女性の課長だからとある程度気を使

うと思うんです。使うなと言っても使うのは当

たり前であって、ひとつ頑張っていただきたい

と思います。

最後に、高山部長、いよいよ引退のようであ

りますが、38年ぐらい県庁におられると思うん

ですが、後に続く後輩たちに、あるいは県政に、

あるいは議員のレベルをもうちょっとしっかり

せんかという、何かそういうところの考え方が

あったら、思いを聞かせていただければありが

たいと思います。最後に言いますから、考えて

おってください。

○前屋敷委員 萩原委員に関連してなんですけ

れども、一番足元で庁舎内で女性の管理職の登

用というのを率先してやらなきゃならないんで

すけれども、目標からしてどんなですか。

○髙原生活・協働・男女参画課長 県職員につ

いては特段目標というのはございません。人事

課のほうでもつくっておりません。目標として

は、審議会の委員については50％を目標にした

いということで動いておりますが、今の県職員

の状況を見ますと、管理職が現在、知事部局で

８名ということで、全体の管理職の３％程度で

ございますので、やはりこれはいかにも少ない

のかなというふうには思います。ただ、採用が、

我々50歳以上という時代の人たちは少なかった

ですね。今の若い方々につきましては、３分の

１強が女性ということですので、もちろん、き

ちっとした研修はしなくちゃいけないんでしょ

うけれども、人口もそれなりに広がっていると

ころもあって、今後、その辺の昇任ということ

も、もともと人材育成の観点からも行われてい

くというふうに思っておりまして、今後拡大し
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ていくんではないかというふうに思います。

○河野副委員長 １点だけ、同和対策でござい

ますけれども、県内の同和人口は今、どのぐら

いを見ておられるんですか。

○酒井人権同和対策課長 結論から言いますと、

詳しい数字がございません。以前、調査しまし

たものでとりあえず申し上げたいと思います。

調査時期ですけれども、平成５年度の調査でま

ことに申しわけございません。随分昔のことで

ございますけれども、その時点で、一番最初に

法律の指定を受けたときの世帯数が1,512世帯、

平成５年度で252世帯、人口数で当初指定時

が5,169名で、平成５年度調査で729名というふ

うになっております。現在の数字は把握いたし

ておりません。

○河野副委員長 わかりました。

○萩原委員 部長、頭の整理は終わったと思い

ますが、37～38年間、走馬灯のようにあると思

うんですね。もし、思いがあればひとつお話し

いただければと。

○高山県民政策部長 お心遣いいただきまして、

まことにありがとうございます。私は昭和48年

に県庁に入りまして、37年間の県庁生活であり

ました。その37年の間、県行政に携わる機会を

与えていただきました県民の皆様、県民を代表

する県議会の皆様に心からまず感謝を申し上げ

たいと思っております。本当にありがたいこと

だったと思っております｡

後に残る職員にということでございますけれ

ども、特に私のほうは、そんな大それた考えは

持っておりませんで、私の心がけてきたことと、

体験上で思ったことを何点か申し上げさせてい

ただきたいと思いますが、まず、県庁の仕事を

進めていく上で、まず、一番基本としていまし

たのは、県庁職員である前に一社会人であるこ

と、そして、一社会人としての常識を常に保持

するように努力すること、これが一番の基本で

ございました。そして、県民の皆さんと接する

とき、施策を立案するとき、そういった気持ち

できたつもりでございます。それはなぜかとい

いますと、よく今、県民目線ということを言わ

れますけれども、一社会人として対応していく

という考えでやっていけば、県民目線というの

を大きく外れる心配はないというふうに思って

きたからでございます。ただ、いろいろ思い出

してみますと、しまったということもたくさん

ございます。しかし、そういった努力をしてき

たことは事実でございますので、そういった気

持ちを職員の皆さんも持ち続けていただいたら

ありがたいなと思っています。

それと、経験したことを何点か申し上げます

と、まず１点は、一人の職員がやれることは限

られています。幾ら一人で頑張っても、二人前、

三人前の仕事ができるかというと絶対ありませ

ん。ということは、チームワークプレーができ

ないと絶対大きなことはなし得ないということ

です。日本はそういったチームプレーで発展し

てきたわけですが、それをやはり忘れないよう

にしてほしいというのが１点でございます｡

それから、仕事をしていますといろいろ意見

がぶつかり合う、そういったことがございます。

ぜひ、こういうときには、話し合いをいとわな

いでいただきたいということです。といいます

のは、相対した意見がずっと続くよりも、まず

話し合うことで、意見の合致はしなくても、相

手がどう考えているかはわかってくる。そして、

私の考えも相手には伝わっていく。これは最終

的に意見が合致しなくても、行政を進める上で

は非常に大事なことであるというふうに思って

まいりました。
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そして３点目、一定の年齢、ポストにつきま

したら、やはりその仕事を率先してやることも

もちろんでありますけれども、次の世代の職員

をいかに育成していくか、力を出させるように

努力するか、これが基本だと思います。そのた

めに、職場内で自由に議論できる雰囲気をつくっ

てくださいよということをいつもお願い申し上

げました。私が行いましたのは、職員の意見を

まず一回受けとめること、すぐ反論しないこと

という、もっとも頭が働かんから反論できない

のも事実なんですけれども、どうしても職制が

ありますから、職制の上の者が反論しますと、

相手は黙ってしまいます。だから、まず、一回

意見を受けとめること、そういった形で職員を

育成していくというのが非常に大きな仕事だっ

たのではなかろうかと思っております。そういっ

たことが次の職員に伝えていきたいことでござ

います｡

県政全般のことで、大きなことは私も言えま

せんが、今回の本会議でもいろいろ新しい総合

計画について御質問等ございました。新しい総

合計画、20年後の宮崎というもので、20年後に

は人口が96万ぐらいになるという推定、その中

で少子高齢化とかいろいろありますが、人口の96

万と申したら、戦後の昭和21年、1946年がちょ

うど95万なんですね。宮崎県の人口のピークが

平成８年、1996年の118万ですから、約50年かかっ

て23万人ふえてきたと。ところが、今度は平成42

年ですか、34年かかってもとの数字に戻るとい

うような状況であります。単純にもとに戻れば

いいんですけれども、高齢化が進んで、高齢化

率は36％ぐらいだと。おまけに約４分の１は75

歳以上というふうな数値です。そうなりますと、

いろいろな課題も生じてきます。そういった中

で私が一番心配するのは、地域力といいますか、

地域の住民がそれぞれ参加して、自分たちの力

でいろんなことを実行していく、その地域力を

いかにしていくかということが非常に大きな課

題であろうなと思っています。そういった意味

では、私も、退職しましてからも、一社会、一

地域人として、地域の発展のためにいろいろ尽

力したいなと思っております。

そういった課題を含めまして、今、つくって

おります新しい総合計画では、20年後の宮崎の

姿をどうしていくかということ、今から県民の

方々、市町村の方々と意見交換しながら、恐ら

く残った職員がつくり上げてくれると思います

し、もちろん、成案ができましたら県議会にも

お諮りいたしまして、御議論いただくことにな

ると思います。そのときはぜひ、よろしく御提

言等をいただければありがたいと思っています。

私は、県職員というのは、思うんですけれど

も、知事の指導のもとにいかにして県民の福祉

を向上させるか、いかにして県勢を発展させる

か、これが最終的な目的であろうと思っていま

す。そういった意識でやっておりましたけれど

も、特に、身に余る部長職というのをここ３年

続けさせていただいたんですが、この委員会と

か本会議等でいろいろ御質問等をいただいて、

なかなか意に沿うような御答弁ができなかった

ことが多々あろうかと思います。その点は、先

ほど申しました、県政の目標ですか、県民の福

祉、県勢の発展のために考えながらの中でのお

答えであったことを御理解いただければ、非常

にありがたいなと思っています。

いずれにしましても、私どもの目標もそうで

ありますし、恐らく県議会議員の皆様方の究極

の目標というのも同じことだと思いますので、

ぜひ、これからも後に残る職員たちにもいろい

ろ御指導を賜ればありがたいと思います。
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ちょっと長くなりましたけれども、改めて感

謝申し上げながら、終わらせていただきたいと

思います。どうもありがとうございました。（拍

手）

○萩原委員 ありがとうございました。なぜ、

私が部長にそういうことを聞いたかというと、

あなたのお父さんを私は非常に尊敬しておった

んです。すばらしい町長さんだったし、ふだん

見ておって、必ず最後にいいお話をしてくださ

るだろうなと思って御指名を、ふつつかでござ

いましたけれども、ありがとうございました。

どうもお疲れさまでした。

○髙橋委員長 その他、何かありませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは次に、請願の審査に移

ります。継続でありますが、請願第30－１号に

ついて質疑はありませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 次に、新規分、請願第34号につ

いて、執行部から説明はございませんか。

○福村文化文教・国際課長 文化文教・国際課

は、特にございません。

○髙橋委員長 それでは、委員の皆様から質疑

はありませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、以上で県民政策部の

審査を終了いたします。執行部の皆様、長時間、

御苦労さまでした。

あすの日程についてですが、午前10時、会計

管理局の審査を行うことといたします。

本日は、以上で終了いたします。

午後４時21分散会
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平成22年３月11日（木曜日）

午前９時58分再開

出席委員（８人）

委 員 長 髙 橋 透

副 委 員 長 河 野 安 幸

委 員 福 田 作 弥

委 員 萩 原 耕 三

委 員 押 川 修一郎

委 員 権 藤 梅 義

委 員 武 井 俊 輔

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

会計管理局

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

会 計 管 理 局 次 長 中 西 秀 徳

会 計 課 長 井 上 昌 憲

人事委員会事務局

事 務 局 長 太 田 英 夫

総 務 課 長 江 藤 修 一

職 員 課 長 大 野 保 郎

監査事務局

事 務 局 長 佐 藤 勝 士

監 査 第 一 課 長 川 越 長 敏

監 査 第 二 課 長 道 久 奉 三

議会事務局

事 務 局 長 濵 砂 公 一

事 務 局 次 長 岡 田 英 治

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 日 髙 正 憲

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 黒 田 渉

議 事 課 主 幹 壱 岐 哲 也

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました会計管理局当初予

算関連議案の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、説明がすべて終了した

後にお願いいたします。

○長友会計管理者 会計管理局の平成22年度の

予算につきまして、御説明申し上げます。

お手元の歳出予算説明資料の435ページをお開

きください。会計管理局の予算は、総額で６

億9,294万2,000円でございます。前年度当初予

算に比べますと、金額で１億3,498万9,000円、

率で24.2％の増となっております。

その主なものにつきまして御説明申し上げま

す。439ページをお願いいたします。まず、（目）

一般管理費（事項）職員費２億9,707万9,000円

でございます。これは、会計管理局職員38名の

人件費でございます。

次に、（目）会計管理費のうち（事項）出納事

務費２億9,180万5,000円でございます。これは、

出納事務の執行及び財務会計システムの運営管

理等に要する経費でございます。なお、21年度

当初予算に比べまして１億2,231万2,000円の増

となっております。これは、現行の財務会計シ

ステムの機器が22年度中に５年間のリース期間

の満了を迎えますことから、機器の更新に係る

経費等を計上したことによるものでございます｡

次に、（事項）証紙収入事務費１億405万8,000
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円でございます。これは、県の証紙の売りさば

きに要する経費でございます｡

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

○髙橋委員長 説明が終了しました。議案につ

いて質疑はありませんか。

○武井委員 １点、財務会計システムなんです

けれども、リース満了ということで、また随契

にされるのか、また、改めて入札等をどういう

ふうな形でなさっていくのか、そのあたりをお

聞かせください。

○長友会計管理者 基本的には入札というよう

なことでは考えておりますけれども、内容が一

部特殊な部分も中に入っております。※特許権の

問題とかも入っておりますので、これに関しま

しては、情報政策課が指導指針というのをつくっ

ておりますので、情報政策課のほうと協議をし

ながら、どのように決めていくかというのは、

一番コストのかからない、県民の税金が無駄に

使われない方法はどれが一番いいのかというの

を見きわめながら、情報政策課と一緒に今後検

討してまいりたいというふうに思っておるとこ

ろでございます。以上でございます。

○武井委員 特許権なんかもあるということは、

金額の交渉とかは情報政策課を含めて話をして

いくとしても、事実上の随契というか、平たく

言えば、やれるところはほぼ限定されていると

いうような状況にあるという理解でよろしいの

か、伺います。

○長友会計管理者 約５年前に開発したシステ

ムでございますけれども、このシステムがいか

に効率よく運用されていくか、平たく言えば動

いていくか、私どもはここが一番のポイントで

はないかと考えております。それによりまして

今後の事務の手続を進めていきたいと思ってお

るところでございます。以上でございます。

○武井委員 わかりました。

次に、証紙なんですけれども、南署でしたか、

警友会ともいろいろお話をしてもそうですけれ

ども、証紙の売りさばき所をやめるというよう

な話も聞くんですが、証紙もほとんど売れない

ようなところというのは、置いていても事務的

にコストもかかるだけでしょうから、そういっ

た意味で、証紙売りさばき所の効率的な再配分

というか、見直しとか、そのあたりはどのよう

になっているのか、また、手数料がどれぐらい

なのか、あわせてお聞かせください。

○井上会計課長 売りさばき人が現在、県内に85

名、197カ所で売りさばいております。先ほど、

警友会の問題がございましたけれども、私ども

のほうも警友会のほうからどうするかというこ

とで相談を受けております。実は、警友会の問

題につきましては、証紙売りさばきを39年から

始めておりますけれども、そのときには実は交

通安全協会はございませんで、警友会がやって

いるということでございまして、関連して警友

会のほうで交通安全協会のほうに今、売りさば

きをお願いしているという状況でございます。

ただ、福岡のほうでは、警友会のほうも見直し

をやりまして、証紙を販売しないということで

ございますけれども、私どものほうも、実は警

友会と交通安全協会で17カ所、県内で売りさば

いておりますので、これがなくなりますと、非

常に県民の利便性も低くなるということで、今、

これにつきましては、警友会のほうで今後どう

するか見直しを検討しているということでござ

いますので、その結果を見て、私どものほうも

検討してまいりたいと思っております。

○武井委員 手数料のパーセンテージを。

※129ページに訂正発言あり
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○井上会計課長 証紙の購入の3.15％を手数料

として支払いしております。

○武井委員 一律、すべてですか。

○井上会計課長 そうです。

○武井委員 わかりました。

○福田委員 今の証紙に関連してですが、今、

これだけ電算化されましたから、ペーパーレス

の時代が来ていると思うんですね。そういう取

り組みをやった都道府県もあるようでございま

して、これを見ますと１億内外の経費がかかっ

ていますね。やっぱり、ペーパーレスの方向に

向かってもう実現している都道府県もあるわけ

ですから、本県もやる必要があるんじゃないか

な。これが即、税収で考えますと１億円の税収

に匹敵するわけです。出すほうですからね。そ

の辺も即はできないと思いますが、これだけ電

算化が進み、ソフトの開発をやられているわけ

ですから、本腰を入れてやれば、やっていると

ころもありますから、できると思っているんで

すよ。しかし、手数料に頼って運営している団

体等もあると聞いていますから、そういう面で

は少し時間がかかるのかと思いますが、そうい

う取り組みを開始される時期かなというふうに

考えておりますが、いかがでしょうか。

○井上会計課長 委員のおっしゃるペーパーレ

ス化の関連でございますけれども、東京都では

２年前の６月議会で22年の４月１日から収入証

紙を廃止するということを聞いております。実

はこれに関連いたしまして、20年の８月に愛知

県が、どうしますかと、東京はやめますよとほ

かの県に聞いたことがあります。このときには、

廃止検討中が愛知県と京都府、岡山県、山口県

の４府県だと。その後に、実は１年後でござい

ますが、去年の８月14日でございますが、奈良

県が実はフォロー調査を行いまして、聞きまし

たところ、廃止検討中にしていました愛知県と

京都府、岡山県、山口県の４府県もやらないと

いうことです。理由があるんですが、これは、

現金収入とした場合に所属の事務が煩雑になる

ということ、それから、それに伴って人件費が

かかってくるというのがございます。それから、

現金を扱うことで事務の危険性が増すと。もう

一つ、利便性も考えますと、今の証紙収入のほ

うがいいという判断というふうに聞いていると

ころでございます。以上でございます。

○福田委員 いろんな事情から中断しているこ

ともよく存じていますが、私は流れはやはりペー

パーレス化だと思いますね。郵便の切手にして

も、今、併存していますけれども、そういう方

向ですから、これだけ膨大なお金をかけまして

各電算のシステムを開発されているんですから、

必ずできると思いますから、その辺はあきらめ

ることなく事務合理化、あるいは現金の収受に

つきましても、危険性のないソフトが開発でき

ると思いますから、不断の取り組みをやってい

ただきたいなというふうに考えております。要

望です。

○髙橋委員長 ほか、ございませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 その他で何かありませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○長友会計管理者 訂正をお願いいたします。

今、武井委員の御質問のところで「特許権」と

申し上げましたけれども、正確には「著作権」

ということでございますので、御訂正をお願い

したいと思います。以上です。

○髙橋委員長 以上をもって会計管理局を終了

します。御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時８分休憩
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午前10時10分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました人事委員会事務局

当初予算関連議案の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、説明がすべて終了した

後にお願いいたします。

○太田人事委員会事務局長 人事委員会事務局

の平成22年度当初予算につきまして、御説明い

たします。

お手元の歳出予算説明資料の519ページをお開

きください。人事委員会事務局の予算額は、１

億5,577万円でございまして、対前年度比1.1％

の増となっております。

次に、各事項ごとに御説明いたします。523ペー

ジをお開きください。（事項）委員報酬679万5,000

円は、人事委員３名に対する報酬でございます｡

（事項）委員会運営費82万1,000円は、人事委

員会の開催等に要する経費でございます｡

（事項）職員費１億2,287万7,000円は、事務

局職員15名の人件費でございます｡

（事項）事務局運営費506万5,000円は、事務

局運営に要する経費でございます｡

（事項）県職員採用試験及び任用研修調査

費1,373万円は、採用試験の実施等に要する経費

でございます。内容につきましては、次のペー

ジをごらんください。まず、１の県職員採用試

験実施費1,196万4,000円は、試験問題の印刷な

どの試験実施に係る事務的な経費及びホーム

ページ、パンフレット作成等に要する経費でご

ざいます。２の任用制度等に関する調査研究

費176万6,000円は、人事行政の調査研究や採点

処理等に要する経費でございます｡

（事項）警察官採用共同試験実施費243万3,000

円は、警視庁ほか３府県と共同で採用試験を実

施する経費で、試験案内や試験問題の印刷等の

事務的経費でございます｡

（事項）給与その他の勤務条件の調査研究費223

万7,000円は、人事委員会勧告などに要する経費

でございます。内容についてでございますが、

まず、１の給与報告及び勧告に必要な調査研究

費179万2,000円は、民間給与実態調査、給与報

告、勧告などに要する経費で、２の給与その他

の勤務条件の調査研究費44万5,000円は、勤務条

件に関する調査、給与の支払い管理などに要す

る事務的経費でございます｡

最後に、（事項）審査監督費181万2,000円は、

不服申し立ての審査等に要する経費170万2,000

円及び労働基準監督関係に要する経費11万円で

ございます。

以上でございます。よろしく御審議のほどお

願いいたします。

○髙橋委員長 説明が終了しました。議案につ

いて質疑はありませんか。

○前屋敷委員 民間給与の実態調査ですけれど

も、内容なんですが、職種別だとか、それと合

わせて調査企業の数だとか、そういうのを教え

てください。

○大野職員課長 民間給与実態調査を毎年５月

から６月にかけてやっておりますが、基本的に

は、公務と同じ業態を持つ業種は13業種ござい

ますけれども、そういったものの中から10ぐら

いの規模別、業種別に分けまして、グループに

分けたものの中から無作為抽出で選び出します。

昨年、全体で336の事業所がございまして、その

うちの実際調査をしたのが123でございます。以

上でございます。

○前屋敷委員 公務員と同じような業種と言わ

れましたけれども、もうちょっとその辺を詳し

く。
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○大野職員課長 公務の場合は、もちろん行政

職だけではなくて、職種も化学とか農業職、い

ろいろございますけれども、そういったような

業態としてはかなり幅広いものがございまして、

例えば、業種として除かれるものというのは、

農業職とかは除かれておりまして、ほとんどの

業種は入るというふうに思います。

○前屋敷委員 わかりました。

○武井委員 事務局の職員費が若干ふえている

んですけれども、これは増員するということで

すか。

○太田人事委員会事務局長 基本的には人事委

員会勧告、そういったものに対する給与改定等

の影響、それから、春の人事異動に伴って職員

構成等が変わりますので、そのプラス・マイナ

スで一応予算が変わってくるということで、人

数は変わっておりません。

○武井委員 わかりました。

採用試験なんですけれども、ことしは何カ所

程度、例えば、東京とか、宮崎だけですか、ど

ういった形で実施をするのか。

○太田人事委員会事務局長 ことしは宮崎市１

カ所で実施しております。昨年までは横浜と福

岡で実施しておりましたが、全体的に受験者の

減少というような状況もございますけれども、

大きいのは、同一問題で全国的に実施しており

ます関係で、例えば、台風等の影響によって試

験が実施できない会場が出てくると、全体的に

試験の実施に影響が出てくるというような問題

もございまして、ことしから県外会場の実施を

見送るということでございます｡

○武井委員 首都圏に行っている宮崎出身の大

学生なんかにもいろいろ話を聞くと、宮崎に帰っ

てこないと試験が受けられないというのは非常

に不利益であるという話は、はっきり言えば、

評判的には非常に紛々なんですけれども、そう

いった意味では、何がし、そういったことに対

して、特にこれだけ景気も下がってくれば、県

職員に対する人気というのはまた回復してくる

だろうと思うんですが、そういった意味での大

都市圏からの受験者に対する配慮というのは何

がし検討をされたのか、どのような見解をお持

ちか、お聞かせください。

○太田人事委員会事務局長 もちろん、首都圏

とか福岡あたりで実施することによって受験生

の利便性というのは向上するわけですが、その

中で、やはり受験者をいかに確保するかという

のは、いろんなＰＲの方法で実施しておりまし

て、一つは一定の受験者数を確保できるか、県

外で実施する、あるいは廃止した際にどの程度

の影響を及ぼすか、これは最近、全国的にも県

外会場でやっている県というのは24県、半分ぐ

らいなんですね。最近、鹿児島等を含めまして

県外会場の実施を取りやめるような県もござい

まして、私どももそういった県の状況等もいろ

いろ調査検討いたしまして、最終的には、こと

しの試験実施によって、受験者数がそのことに

よって減少するというような状況はございませ

んでしたので、当面、県外会場の試験実施を廃

止する、リスクを避けるという意味で、そういっ

た方向をとったということでございます｡

○武井委員 試験というのは、もちろんそういっ

たリスクはわからなくはないんですが、優秀な

人材をどう確保していくかというのが課題だと

考えれば、受けやすい環境づくりというのは非

常に重要であると考えるんですが、ちなみに、

最後に東京なりで実施したときの受験者数とい

うのはどれぐらいあったんですか。

○江藤総務課長 昨年度の大卒程度で横浜と福

岡で実施しておりまして、このときに受験者数
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としましては、横浜が76名、福岡が135名であり

ます。

○武井委員 どうとるかということなんでしょ

うけれども、決して少ない数だとは思えないん

ですが、福岡なんかは特に多いわけですね。特

に九州内の大学に行くという学生も多いわけで

すから、そういったものを一気に全廃するとい

うことではなくて、例えば福岡だけ残すとか、

そういったことも含めて検討はできなかったの

か、伺います。

○太田人事委員会事務局長 結局、試験分散す

ることによって、例えば、交通機関のトラブル

とか、ことしあたりもインフルエンザ等ござい

ましたけれども、どこかの会場が一つでもトラ

ブルがあると、試験問題は共通ですから、その

会場だけということじゃなくて、全体の試験日

をキャンセルせないかんと。問題等も、全国統

一の試験を委託してつくっておりますから、全

部使えなくなるというようなことで、その年度

の採用試験自体が非常に難しい状況になるとい

うこともございまして、そこらあたりのプラス・

マイナスを考慮して、今回、廃止をしたという

ことでございまして、受験生の利便性をどう確

保していくか、いかに多くの受験生を確保して

いくかということについては、今後とも、いろ

いろ工夫研究をしてまいりたいと考えていると

ころでございます。

○武井委員 おっしゃることはわからんでもな

いんですが、余り前向きじゃないような気がす

るんですね。今まで過去にそういったようなこ

とで受験が、センター試験なんかでたまに雪が

降りましたみたいなのがあったりすることがあ

るんですが、今まで宮崎県の職員採用試験、特

に分散して実施する中で、過去にそういう事故

があったことというのはあるんですか。

○太田人事委員会事務局長 過去に事例はござ

いませんけれども、どうしても試験の実施時期

が大体６月下旬ぐらいですね。本県の場合はそ

ういうリスクというのは常にあるんじゃないか

なというふうに考えているところでございます。

○武井委員 ６月にリスクがあるというのはど

ういう意味ですか。

○太田人事委員会事務局長 ６月だけというこ

とじゃなくて、比較的、６月、７月、８月とい

う時期は、今までの災害の状況とか見れば受験

が実施できなくなる可能性があるという判断で、

県外の実施を見送ったということでございます｡

○武井委員 方針としてということであれば、

コスト的なものもあるでしょうからわかります

が、さっきありましたけれども、県外からの受

験者の受験のしやすさというか、その辺の配慮

はまたくれぐれもいろいろと対応をよろしくお

願いしたいと思います。以上です。

○髙橋委員長 ほか、ございませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 その他ありませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 以上をもって人事委員会事務局

を終了いたします。御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時23分休憩

午前10時25分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました監査事務局当初予

算関連議案の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、説明がすべて終了した

後にお願いいたします。

○佐藤監査事務局長 監査事務局の平成22年度

一般会計当初予算につきまして、御説明申し上
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げます。

歳出予算説明資料の513ページでございます｡

監査事務局の予算額は、２億2,995万3,000円で

ありまして、21年度当初予算に比べ2.9％の増と

なっております。

この内容につきまして、517ページをお願いい

たします。（事項）外部監査費1,770万円につい

てであります。これは、外部監査の実施に要す

る経費でございまして、この外部監査につきま

しては、別途に議案第28号をお願いしておりま

すので、後ほど、説明させていただきます。

次に、（項）監査委員費についてであります。

まず、（目）の委員費は、3,046万2,000円をお願

いしております。この内訳は、（事項）委員報酬

が監査委員４名の給与と報酬で、（事項）運営費

が旅費などの監査委員の監査活動に要する経費

でございます｡

（目）事務局費でございますが、１億8,179

万1,000円をお願いしております。この内訳は、

（事項）職員費が事務局職員17名の人件費でご

ざいます。

次の518ページをお願いします。（事項）運営

費でございますけれども、事務局職員の監査活

動や事務局の運営に要する経費でございます。

なお、この運営費につきましては、前年度に比

べ533万9,000円の増となっております。これは、

監査指摘事項等の監査結果をデータベース化し

ております監査情報管理システムというのを

持っておりますけれども、このシステムを改修

する必要が生じましたことから、そのシステム

の改修のための経費522万1,000円を計上してお

ることによるものでございます｡

続きまして、議案第28号「包括外部監査契約

の締結について」であります。

提出議案書では133ページでございますけれど

も、お手元に配付しております委員会資料で説

明させていただきます。まず、１の提案の理由

でございますが、この議案は、平成22年度の包

括外部監査契約の締結に当たりまして、地方自

治法第252条の36第１項の規定により、議会の議

決に付するものでございます。この地方自治法

の規定は、下の参考のところに規定しておりま

す。アンダーラインを引いておりますけれども、

毎会計年度、包括外部監査契約を締結する必要

があり、その場合、議会の議決を経なければな

らないとされているものでございます｡

２の契約の目的でございます。包括外部監査

契約に基づく監査の実施及び監査の結果に関す

る報告を求めるものでございます｡

次に、３の契約の金額でございますけれど

も、1,711万800円を上限とする額をお願いして

おります。

４の契約の相手方といたしましては、公認会

計士の安樂健一氏との契約を考えております。

安樂健一氏は、昨年度と今年度に引き続きお願

いしようとするものでございまして、日本公認

会計士協会南九州会宮崎部会からの推薦をいた

だいたところでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

○髙橋委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。議案について質疑はありませんか。

○福田委員 今、最後に御説明いただいたんで、

ちょっと教えてほしいんですが、公認会計士協

会の推薦で契約の相手方を選定されたわけです

が、経理については、監査する場合、継続性が

必要ですね。少なくとも３年とか５年スパンで

すね。そうしますと、それぐらいのスパンを目

安に公認会計士協会のほうに、弁護士会でもそ

うですが、推薦交代を依頼する、そういうシス
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テムを考えておられるんですか。

○佐藤監査事務局長 契約についてでございま

すが、今、御説明申し上げました資料の一番下

を見ていただきたいんですけれども、この包括

外部契約は、連続して４回、同一の者と契約を

締結してはならないということになっておりま

すので、３回までは連続してお願いできます。

そういうことで、３回をということでお願いを

するわけではございませんけれども、お願いす

るに当たりましては、３回までは連続して契約

することができますということは、公認会計士

協会のほうには話はしてあります。

○福田委員 そうしますと、法的な制限の回数

に到達した場合には、３回といいますと、継続

して数字の流れを見る場合には適当な時期です

ね。後は、あくまでも契約の相手方の公認会計

士は公認会計士協会が推薦した方になると、そ

ういうふうに見るわけですか。こちらの意向は

入らないんですか。こういうすばらしい方がお

られるとかいうのは抜きにして、公認会計士協

会の推薦によって契約が決まるということです

か。

○佐藤監査事務局長 我々のほうではなかなか

そこ辺の判断がつきませんので、協会のほうに

どなたか適当な方を推薦お願いしますというこ

とでお願いしておるところでございます。

○髙橋委員長 ほか、ございませんか。

○武井委員 例の不適正な事務処理の問題から、

予算がこれで２度目、３度目という形になって

くるわけなんですが、そういった中で、体制の

整備みたいなものについて、今年度の監査の体

制といいますか、仕組みとして、また新しくこ

ういうふうな形で臨んでいくとか、何かその辺

があればお聞かせください。

○佐藤監査事務局長 人員体制等については、

特段変更はないわけでございますが、ただ、監

査の取り組みの姿勢としまして、重点化とか、

あるいは不適正な事務処理につきましては、準

公金の問題あたりを重点的にチェックしようと

か、そういう取り組みの方法として、不適正な

事務処理の再発防止については取り組んでおり

ます。

○武井委員 わかりました。

○髙橋委員長 ほか、ありませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 その他、何かありませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 以上をもって監査事務局を終了

いたします。御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時33分休憩

午前10時35分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました議会事務局当初予

算関連議案の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、説明がすべて終了した

後にお願いいたします。

○濵砂議会事務局長 議会事務局の平成22年度

当初予算につきまして、御説明申し上げます。

お手元の歳出予算説明資料１ページをごらん

ください。議会事務局の平成22年度当初予算額

は、12億4,271万3,000円をお願いしております。

前年度当初予算に比べますと8.7％の減となって

おりまして、これは、議員２名の辞職に伴う議

員報酬や政務調査費の減、あるいは大規模改修

事業が２年目となりまして、事業費が落ちつく

ということによるものでございます｡

それでは、主な経費について御説明申し上げ

ます。５ページをごらんください。（目）議会費
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でございますが、７億7,201万6,000円をお願い

しております。以下、事項ごとに御説明申し上

げます。

まず、（事項）議員報酬でございます。議員の

報酬、期末手当等の経費として５億5,602万3,000

円を計上しております。

次に、（事項）本会議運営費でございますが、

本会議及び議会運営委員会の開催等に要する経

費として2,892万円を計上しております。

次に、（事項）常任委員会運営費でございます

が、常任委員会の開催、県内外の調査活動等に

要する経費として1,194万4,000円を計上してお

ります。

次に、（事項）議会一般運営費でございますが、

議長等の各種行事への出席に要する経費や、各

種協議会等負担金、あるいは政務調査費に係る

交付金等の経費として１億6,647万4,000円を計

上しております。

次に、６ページをごらんください。（事項）特

別委員会運営費でございますが、特別委員会の

開催、県内外調査活動に要する経費等として865

万5,000円を計上しております。

次に、（目）事務局費でございますが、４

億7,069万7,000円でございます。以下、事項ご

とに御説明申し上げます。

まず、（事項）職員費でございます。事務局の

職員32名分の給与等といたしまして２億7,273

万7,000円を計上しております。

次に、（事項）本会議運営費でございますが、

本会議の記録、印刷等に要する経費として1,430

万2,000円を計上しております。

次に、（事項）常任委員会運営費でございます

が、常任委員会調査活動の随行等に要する経費

として262万5,000円を計上しております。

次に、（事項）図書室運営費でございますが、

議員の調査活動に供するための図書の購入など、

議会図書室の運営に要する経費として71 9

万5,000円を計上しております。

次に、７ページでございます。（事項）議員寮

運営費でございますが、議員寮の維持管理等に

要する経費として1,010万6,000円を計上してお

ります。

次に、（事項）議会一般運営費でございますが、

議長公舎の維持管理や県議会の広報、その他議

会の運営一般に要する経費として１億6,299万円

を計上してございます。このうち、説明欄の４

の議会棟大規模改修事業でございますが、これ

は、本年度から３カ年の計画で着手しておりま

して、22年度はその２カ年目となります。22年

度は２階部分の一部内壁の補強、それから２階

及び３階部分のトイレの改修などを予定してお

ります。

最後に、（事項）特別委員会運営費でございま

すが、特別委員会調査活動の随行に要する経費

といたしまして74万2,000円を計上してございま

す。

説明は以上でございます。

○髙橋委員長 説明が終了しました。議案につ

いて質疑はありませんか。

○武井委員 事務局費が今年度と比べて１億円

下がっているんですが、これは大規模改修の関

係で下がっているという理解でよろしいんで

しょうか。

○渡邉総務課長 今申しましたように、本年度

と違いまして、議会の改修費、これが落ちたこ

とが主な理由でございます。以上でございます。

○武井委員 財産収入328万、これはどういった

ものなのか、お聞きします。

○岡田議会事務局次長 ６ページの財産収入の

主なものは、議員寮の利用料、これが327万6,000
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円ぐらいございます。電柱敷とかもございます。

そういうものでございます｡

○武井委員 図書室運営費が約200万減額になっ

ているんですが、これはどういった理由か、お

聞かせください。

○日髙政策調査課長 平成21年度の新規事業で

進めました議会図書室ネットワーク推進事業で

計上しておりました６カ月分の臨時職員の賃金

と、書棚等の備品購入に係る費用が減少したこ

とによるものでございます｡

○武井委員 わかりました。

最後ですが、議会一般運営費のその他運営経

費3,460万、その他にしては非常に大きいんです

が、例えばどういったようなものを指している

のか、お聞かせださい。

○渡邉総務課長 議員寮に任用されている臨時

の方についての費用が主なものでございます｡

○武井委員 3,460万ですか。議会一般運営費の

その他運営経費のほうです。

○渡邉総務課長 これにつきましては、臨時職

員等、その他のものが入っております。臨時職

員等についての賃金が700万、本会議、委員会の

速記委託料が1,100万等々のものが主なもので、

ほかにもございます。

○武井委員 わかりました。以上です。

○前屋敷委員 ６ページの本会議運営費の中の

１の会議録調整事務経費というのが昨年とする

と減額になっているんですけれども、これは何

か……。

○富永議事課長 会議録調整事務経費の227

万1,000円、これは調整のための嘱託職員を１名

雇用している経費でございまして、旅費とかも

一部入っておりまして、その辺が若干の増減と

いうことで、基本的な運営形態は全く変わって

おりません。１名の継続ということでございま

す。

○前屋敷委員 議会史の編さん費がことしでゼ

ロになっているんですが、すべて整ったという

ことなんでしょうか。後はどうされるんですか。

○富永議事課長 今つくっております議会史は、

閉会日の17日までに議員のお手元に配付できる

と思っております。今後については、また23年

度以降に検討をいただくということになろうか

と思います。以上でございます。

○押川委員 議員寮維持管理費の主なものを教

えていただくとありがたいんですけれども。

○渡邉総務課長 まず、施設管理費等として300

万、管理人がおられますけれども、その人につ

いての委託料、これが280万というのが主なもの

でございます｡

○押川委員 管理人はお一人ですか。

○渡邉総務課長 委託が１人と臨時任用として

１人ということになっております。委託の１人

の方は個人委託ということになっています。

○押川委員 以前、寮なり議長公舎あたりのい

ろんな意見が出ておったんですけれども、その

後はなかなか大きな声は出ていないのかなとは

思いますけれども、議会事務局として、そういっ

た問題について、今後どういう方向で行かれる

か、議論があるかないか、あれば聞かせていた

だきたいと思います。

○濵砂議会事務局長 議員寮につきましては、

確かに、毎年600～700万程度の持ち出しといい

ますか、経費がかかると。あるいは九州でも宮

崎だけと。全国的に廃止という方向もあるんで

すが、そういういきさつがありまして、過去何

回か検討されたこともございました。しかし、

その都度、先送りと申しますか、なかなか結論

が出ずに今日まで至っております。周辺の民間

の宿泊施設とか充実してきておりまして、設備
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的にも経費的にも便利にはなっておるんですが、

しかしながら、議員寮の一番都合のいいところ

は、議員さんですから、いろんな書類とか議案

書とか関係の資料がいっぱいあると思うんです

が、例えば、あれがなかったら、一々持って来

ないといかん。持って帰り、一般のホテルであ

りますと置きっ放しにできませんので、議員寮

がありますと、ずっとあそこに固定して、いわ

ば事務室的な機能を果たすというようなことで、

そういうことが非常に便利がいいのかなという

気がいたします。遠方からいらっしゃる方々が

相当数利用していらっしゃる現実もありますの

で、特に大規模に修繕せないかんとか、あるい

は改築せないかんとかいう大きな経費がかかる

場合は別としまして、当分は議員の方々から特

に御意見とかが出ない限りは現状維持かなとい

うふうに今のところは考えております。

○押川委員 わかりました。これはいろいろ議

論があることだろうというふうに我々も考えて

いますので、今、おっしゃっていただいたよう

に、遠方の議員さん方においては、確かに、今、

そういうものはあるでしょうし、財政的なもの

を考えてみると、そういう議論というものは今

後も必要なのかなということもありますので、

またよろしくお願いをしておきたいと思います。

最後にしますけれども、県民政策部の中でも

言ったんですが、県民だよりにしても活字が小

さいということで、我々、せっかく議会だより

を作成していただいておるんですけれども、こ

れにおいても、周りの人たちの話を聞くと、高

齢化もありますし、字が小さくて読みづらいと

いう声を聞くものですから、できれば少し字を

大きくしていただくような工夫なり、そういっ

たものをしていただくとありがたいなというこ

とで、福田委員もおっしゃっておりましたし、

私も言ってきたところでありますけれども、議

会事務局においても、せっかく県議会報告であ

りますから、読みやすいように、そういう工夫

をまた今後していただくとありがたいと思いま

すけれども、いかがでしょうか。

○濵砂議会事務局長 そこ辺は、確かに、高齢

化も進んでいますし、読みやすくということで

は、刊行物に限らず、ホームページだって文字

を大きくして、そういう時代の流れがございま

すので、知事部局の執行部の一般刊行物の関係

もありましょうから、そこ辺のところと連携し

ながら、またいろいろ御意見を伺いながら、検

討してまいりたいと思います。

○福田委員 今の広報の関係はきのうも担当課

のほうに各議員、要望したんですよ。この前、

この委員会で神奈川県に行きましたが、神奈川

で同じようなことを聞いて、改善になっていま

す。広報企画監の話を聞きますと、ここも以前

はそういう大きさだったそうですね。けれども、

自治会サイドの要求で小さくしたということで

すから、配るサイドじゃなくて、読むサイドの

県民の立場でサイズを考えてほしいなというふ

うに考えています。これが１点。

それから、速記の地方議会での流れはどうなっ

ていますでしょうか。記録のシステムが非常に

発達して高度化していますから、速記に頼らな

いでやっている議会もあるやに聞いているんで

すが、その辺の流れを教えてほしいんですが。

○富永議事課長 全国的に、県議会では32県が

速記を置いてございまして、ということは15県

がもう速記を置いていないという状況がござい

ます。本県が速記を置いている必要性というこ

とで３点ほど考えておりますけれども、１つは、

精度の高い会議録ができるということで、例え

ば、緊急動議とか、やじとか、いわゆる不規則
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な発言が議会で大きな意味を持つ場合が多いと

いうことで、録音だけといたしますと、マイク

で集音しますので、収録できない場合もありま

すし、逆に速記であれば、意味のある発言を正

確に記録できるというようなことで、精度の高

い会議録ができるというふうに思っております。

２つ目は、短い言葉とか言い回しであれば、

本会議場で直ちに速記起こしができるという利

点がありますし、長い言い回しの部分でも、録

音だけよりも早い時間で速記起こしが可能で、

円滑な議会の運営に資するかなというふうに考

えております。

３つ目は、録音の場合だけでしたら、停電と

か機械の故障の場合に会議録ができない可能性

も想定できますので、速記をつけておれば、そ

ういった場合もカバーできるんじゃないかとい

うことで考えておりまして、速記を配置したほ

うがより安定した議会運営と精度の高い会議録

ができるんじゃないかということで、実際、経

費的には、速記の経費は22年度予算で39万円計

上しておりまして、費用対効果から見れば、速

記を置いたほうがよろしいんじゃないかという

ふうな考えで、本県は速記を継続して置いてお

るという考えでございます。以上でございます。

○福田委員 私は、さっき、1,000万の数字が出

たから今、流れを聞いたんでしたが、1,000万は

何ですか。

○富永議事課長 それは、速記委託の中に議事

録起こし、テープと速記の両方から正確な議事

録をつくってもらう、それを委託しているとい

うことで、委員会の議事録起こしも含めた1,100

万程度かかっているということでございます。

速記だけは39万円の予算しか計上していないと

いうことでございます。以上でございます。

○福田委員 説明が悪いですね。39万円だった

ら、私はとてもそんな質問をしようとも思わな

かった。地方議会の流れの中で速記を廃止して

いる議会が出ているなと思って、説明の中

で1,000万もかかるのかなと思ったんですね。わ

かりました。

○髙橋委員長 ほか、ございませんか。

○権藤委員 先ほどの議員寮の検討、これにつ

いては従前からいろいろ議論があったわけであ

りますけれども、私どもとしては、厚生施設と

いう意味で、例えば、スポーツ振興議連の野球、

ゴルフ、そういったこと、あるいはロビー的な、

議員との懇談、会合、そういったものがホテル

とは違ったものがあるんではないか。維持経費

が同等程度であれば、他県の例を参考にする場

合も大事ですけれども、本県としては、議員の

利用の立場、厚生施設、そういう面から私は現

状存続が望ましいんじゃないかというのをずっ

と議論が盛んなときも思っていましたので、各

利用される人、要するに泊まる人もありますが、

それ以外の人の厚生施設としての評価も加えて

総合判断を今後もお願いしたいというふうに

思っております。

○渡邉総務課長 今おっしゃった中で、本県が

年間大体900名ぐらい利用されています。他県

で1,000名程度利用されている岩手、秋田、長野、

島根県、そういうところについては、単に宿泊

ということでなくて、今、権藤委員おっしゃい

ましたように、いわゆる私物の保管とか、私ど

ものところでも何人かの議員の方はインター

ネットを置いておるとかいうことで、ミニ事務

所的な対応をしているということがございます

ので、単に宿泊だけの機能であれば、また近隣

にもホテル等がございますので、そういったと

ころも加味して検討をしていかないといけない

のかなということは今、考えております。以上
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でございます。

○濵砂議会事務局長 補足しますけれども、今、

申し上げましたような機能とか、先ほど私が申

し上げました機能とか、今、権藤委員がおっ

しゃったように、議員間の交流、これも議員寮

が持つ大きな機能じゃないかというふうに思っ

ていますので、御指摘の点も踏まえましてよく

検討していきたいというふうに考えております。

○福田委員 私はちょうど議員寮の建てかえの

ときに議運におりまして、調査なんかをやった

んです。以前は木造でしたから、そのとき、両

論あったんですね。当時はまだ交通事情はよく

なかったですから宿泊が多かったですから、主

に宿泊をする方と、あるいは旅費規程で宿泊の

つかない議員については比較的関心がなかった

んです。そのとき、建てかえですから、どうす

るかということで非常に論議を呼びました。し

かし、最終的には宿泊専用の議員寮になってし

まったんです。権藤委員のおっしゃったような、

いわゆる全議員が使えるようなオフィス的機能

も持ち合わせたものにしたらどうかということ

で、場所も蚕糸会館がありましたが、蚕糸会館

はどうだろうかということで大分希望したんで

すが、そこはコスト的に高いということで向こ

うに行ったんですね。当時の現在地ですね。そ

れで、今、宿泊数はどれぐらいかよく存じませ

んが、維持存続するんであれば、宿泊者の希望

と、今、権藤委員からも出ましたように、いわ

ゆる宿泊のつかない地域の議員のオフィス的機

能も兼ね備えると非常に便利がいいがなという

ふうに思いまして、最近、副議長も一緒でした

が、沖縄に行きましたが、沖縄の県議会の機能

等を見ますと、びっくりするような施設でござ

いまして、そういう面では、我々議員も県民の

負託を受けていろんな調査研究をするわけです

から、そういうものが高度に利用できると大変

ありがたいなと。そろそろ改修の時期に来てい

るようでございますから、宿泊機能を維持しな

がら、オフィス機能も付加するということも考

えてほしいなと思っております。

○萩原委員 傍聴席に入る道の話、傍聴席に入

るのに、別の棟から上がって、雨が降れば傘を

差して行く、こんなのはどこの議会もないだろ

うなとかねがね思っていたんですけれども、３

階をぶち抜いて上がれないのか、あるいは県庁

の真ん中のところにエレベーターをつくったで

すが、何か傍聴席にすんなり入れるような方法

はないのかなといつも思うんだけれども、一回、

真剣に検討してもらえんかなと思うんですね。

傍聴席に一回上がってみてください。私は何回

か上がっているんだけれども、向こうのほうか

ら、渡り廊下みたいな、天井のない、雨が降れ

ば傘を差さないかんというような、一回真剣に

考えてほしいなと思うんですけれども、どうで

しょう。

○濵砂議会事務局長 確かに、今は、あっちか

ら上がって渡り廊下だけですから、変則的な格

好になっていますが、傍聴者の規制の問題とか、

あるいは工事費の問題とか、構造上の問題とか

いろいろありましょうから、情報収集をしなが

ら勉強させてもらいたいというふうに思います。

○萩原委員 ぜひ、お願いします。

○権藤委員 いすが10人も20人もガタガタとい

うでしょう。あれを何かちょっとしたものを、

スポンジじゃないですけれども、立ったときに

何かポンと音がするような気がするんですが、

それも検討していただくと。みんな後ろを振り

返って……。

○武井委員 図書館の活用なんですけれども、

今、議員だけで、県民の皆さんは存在自体も知
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らない方が大多数だと思うんですが、国立国会

図書館なんていうのは普通の国民の方もよく利

用するわけですが、議会の図書室の県民に対す

る告知、ＰＲとか、また利用の活性化について

の取り組みについてお伺いをしたいと思います。

○日髙政策調査課長 議会の図書室につきまし

ては、地方自治法で設置することになっており

まして、基本的には議員の方々の調査研究に役

立てるためというのが主たる目的になっており

まして、議会政治に対する理解を深めるために、

一般の方も利用させることができるというふう

な規定になっております。そういうことで、一

応、規定の中では閲覧に限ってですけれども、

利用を規定しているところでございます。広報

等につきましては、あえて一般県民の方には言っ

ておりませんけれども、今回、新しいネットワー

ク推進事業で県立図書館と一緒にネットワーク

をつくっておりますので、例えば、県立図書館

に来た方が、そこにない資料が議会図書室にあ

るということになれば、来ていただいて閲覧は

できますので、そういうことで図書館とネット

ワークの中で周知等を図っていきたいというふ

うには考えております。

○武井委員 実際に今、一般の県民の方が見え

るとかほとんど見たことはないんですが、事例

としてはあるんですか。

○日髙政策調査課長 昨年、一昨年を見まして

も、大体年間に２人とか数人程度の利用しかな

いですね。ですから、議会に関係する物事を調

べに、それを目的に見える方はございますけれ

ども、一般の方は市の図書館とか県の図書館で

大体用事が済みますので、そちらのほうを利用

されているのかなというふうに思います。

○武井委員 わかりました。

○権藤委員 私は武井委員の質問の趣旨がどち

らにあったのかわからんけれども、制約して、

議員の資料を見たり、さっき調査課長が言われ

たように、ほかの図書館にないものを閲覧ある

いは資料のコピーをするとか、というのが、そ

この工事が始まって、私は議会の資料を見よう

としたら、利用できませんと―利用できない

というのが、もちろん、段ボールに入れたりし

て、教育の問題については県の図書館にはその

資料がありますということで、県の図書館に行っ

たんですが、物すごく多いんですね。多いけれ

ども、風邪とか花粉とかあったんでしょうけれ

ども、マスクをして、みんなしんとしているん

ですよ。一般の県民の方は、一般的に向こうと

市の図書館を御利用いただいて、さっき言われ

たように、議員のいろんな調査事項とかに限定

して、ないものは応じていいんですが、そうい

う意見として述べたい。

○日髙政策調査課長 議会の図書室は、あくま

でも議員の調査研究に役立てるためという趣旨

がございますので、大部分はそういう形で運用

をしていきたいというふうに考えております。

○前屋敷委員 県民の方が議会に請願とかいろ

いろ要請に見えたときの受付の対応のことでい

ろいろ苦情を聞くものですから、その辺の配慮

をしていただけないかなということでお話しす

るんですが、いろいろ要望を持って請願に見え

るんですけれども、受付の段階で、訪れたとき

に、各会派とコンタクトがちゃんととってない

限りはあそこを通しませんと言われるんだそう

です。県民はだれしも、いろんな要望を持って

各会派だとかにお願いに回るということは当然

のことなので、そういった場合、本来なら、請

願をしたい方が事前に日にちを決めて、各会派

のところにその日に行くのが一番スムーズにい

くことかもしれないんですけれども、しかし、
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あそこに行ったときに、それがないと拒絶され

るということになっているようなんですね。で

すから、そこでストップかけないで、受付のほ

うから各会派にきっちりその辺をつなぐ役割は

する必要があるんじゃないかなというふうに、

私もお話を聞きながら思ったものですから、そ

の辺のところの改善ができないかということで

検討してほしいなと思うんですけれども。

○富永議事課長 請願につきましては、基本的

に紹介議員を１名以上つけることになっており

まして、請願を望まれる方が見えて、紹介議員

はどなたでしょうかというような感じの対応に

なると思うんですけれども、その際に、各会派

に紹介議員としての案内をするとか、それはな

かなか難しいのかなということでございますの

で、請願者が、例えば会派とか、ある程度の目

的を持って見えれば、その会派につなぐような

ことは今後はできるかなと思っております。以

上でございます。

○前屋敷委員 最低そこあたりまではしていた

だかないと、県民のための議会でもあることで

すので、その辺のところは十分配慮して対応し

てほしいなというふうに思います。

○権藤委員 今の件に関してですが、昔から新

聞がたくさんあって、あそこの入り口におって、

ちょっとちょっとと言って、ここを出してくれ

ませんかとかいろいろあったわけですね。そん

なこともあって、ガラスで遮断したり、前は内

側のドアはなかったと思うんですよ。そういう

ものをつくったり、また、議場に変な人が飛び

込んだり、そういうことがあっての今日だと思

うんですが、今、前屋敷委員に対する配慮とし

ては、何か文字をつくって、請願に来られた方

は紹介議員があればどうだとか、そういうふう

に特別に、初めて請願に来た人が、この守衛さ

んに言えばいいんだなとか、何かそういう簡単

なものでいいと思うんですね。請願の方は守衛

さんに連絡をとって相談してくださいとか、一

番多いのはそういうことで、あとはみんな連絡

をとって来ていると思うんです。それはする必

要はないかもしれませんが、一回、そういう声

があるのであればということで、特に答えは要

りません。

○前屋敷委員 よそのところは余りわからない

んですが、宮崎市議会の状況、あそこは各会派

の控え室あたりも完全にフリーパスなんですね。

２階に会派の控え室があるんですけれども、市

民が１階から自由に行き来をして、そこが防衛

の問題とか、今ありましたように、前、議場に

飛びおりたケースがあったりして、かなりその

辺のところを重要視しておられるんだろうと思

うんですけれども、市で言えば、市政は議会と

議員が一体となって活動ができるというような

形で、完全にどの会派にも市民が自由に行って

いろいろ相談したり要請したりすることができ

るという状況と、かなり県議会の状況は差があ

るものですから、そういった意味では、もう少

し柔軟に、もっと県民と接近ができるような形

を検討する必要があるんじゃないかなというふ

うに思いましたので、お話ししました。

○濵砂議会事務局長 おっしゃる趣旨はよくわ

かりますが、確かに、過去にも変な事例があっ

たりとか、いろんな方が見えますから、一定の

チェックは必要だと。ただ、おっしゃることは

窓口対応の問題だと思いますから、議会だけじゃ

なくて、行政機関すべてですが、窓口対応をい

かに不案内な人にわかりやすく対応してやるか

という問題だと思いますので、そこ辺はよく考

えて、よりよい方向を目指していきたいという

ふうに思います。
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○権藤委員 私が言う必要は別にないことなん

ですけれども、私は米沢さんの運転手とかをし

ておったんですが、そのときに、空港拡張の採

決があるときに、あそこの３階の自民党に行く

階段から議場の入り口まで反対運動の人が占拠

したことがあるんです。それは初めてだったか

ら、出れとか、そういうことはなかったけれど

も、議員が入るときは何じゃかんじゃ言われな

がら押し分けて通るような感じで、そういうこ

ともあったんです。市議会もそういうことはあ

るかもしれませんが、今、開かれた市議会とい

うことでやっておるのであれば、そういうこと

が実際にあっているから、そういう場合も想定

してのいろんな善後策を協議していただきたい

というふうに思います。

○髙橋委員長 以上をもって、議会事務局を終

了いたします。御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時９分休憩

午前11時27分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、12日に

行いたいと思います。開会時刻は、13時とした

いのですが、よろしいでしょうか。

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他、何かありませんか。

○押川委員 地方主権戦略会議の地方自治体代

表が都市部の首長だけであるということで、地

方の声というのがなかなかその会議に届かない

だろうという気持ちがあるものですから、真に

地方分権を確立するために、地方の意向や実情

が十分酌み取られるような意見書を提出したい

と思いますので、よろしくお願いをしたいと思

います。

○髙橋委員長 今、押川委員からありましたこ

とについてはあすの審議の中で採決願いたいと

思います。

ほかにありませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 以上で本日の委員会を終了いた

します。委員の皆様、お疲れさまでした。

午前11時28分散会
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平成22年３月12日（金曜日）

午後１時１分再開

出席委員（８人）

委 員 長 髙 橋 透

副 委 員 長 河 野 安 幸

委 員 福 田 作 弥

委 員 萩 原 耕 三

委 員 押 川 修一郎

委 員 権 藤 梅 義

委 員 武 井 俊 輔

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 黒 田 渉

議 事 課 主 幹 壱 岐 哲 也

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行います。

議案につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔｢２つに分けていただいて、１号とそれ

以下で｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、個別に採決いたしま

す。

議案第１号について、原案のとおり可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○髙橋委員長 挙手多数。よって、議案第１号

については、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

次に、議案第２号、第21号、第28号、第29号

について、原案のとおり可決することに賛成の

方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○髙橋委員長 挙手全員。よって、議案第２号、

第21号、第28号、第29号については、原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

まず、請願第29号の取り扱いはいかがいたし

ましょうか。

○前屋敷委員 出されている中身そのままと言

うことであれば賛成しかねます。29号の改正国

籍法ですね。厳格な運用という形でとどめてあ

ればもちろん……。

○髙橋委員長 請願第29号について、採決との

御意見がございますので、お諮りいたします。

この際、請願を採決することに御異議ござい

ませんか｡

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 私も一つ意見を言わせていただ

くと、請願の願意は、厳格な審査を求めるとい

うのがＤＮＡ鑑定だというふうに受けとめてい

ます。これは、意見書を伴う請願でありますが、

意見書は全会一致でないと委員会から出せませ

んが、議員発議でも出されています。そこで議

論されることになるんでしょうが、意見書の案

文に「ＤＮＡ鑑定」のところが削除されて、「慎

重な附帯決議」のような文言で盛り込まれれば

請願には賛成をする考えでおります。私は採決

権はありません。

それでは、請願第29号について、採択すべき

ものとすることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○髙橋委員長 挙手多数。よって、請願第29号

は採択とすることに決定いたしました。

ただいま請願第29号につきましては、賛成多
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数で採択すべきものと決定いたしましたが、全

会一致でありませんので、議会運営委員会の確

認・決定事項に基づき、意見書の提出につきま

しては、それぞれの賛成会派または賛成委員で

検討されるようお願いいたします。

次に、請願第30－１号の取り扱いはいかがい

たしましょうか。

○武井委員 願意については理解できる部分は

多々あるんですが、例えば、３学期制を２学期

制にするとか、そういったような、要は一義的

には市町村なりの判断をするべき部分もこの請

願に入っていますので、この項目についてもう

一度請願者に検討をしていただくということで

継続を求めたいと思います。

○権藤委員 ７の学力調査等についても、便宜

的な方法で簡略化、コスト低減の方向で現実に

やる方向が今の政府で出されておりますので、

我々としては、全部やめろというふうに書いて

あるように聞こえますので、そういう意味では

賛同しかねます。

○髙橋委員長 暫時休憩いたします。

午後１時６分休憩

午後１時８分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

お諮りいたします。

請願第30－１号について、継続審査とするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○髙橋委員長 挙手少数。よって、請願第30－

１号は、継続審査とすることは否決されました。

ただいま継続審査とすることは否決されまし

たので、ただいまからは、採択、不採択のいず

れかをお諮りすることになります。それでは、

お諮りいたします。

請願第30－１号について採択とすべきものと

することに賛成の方の挙手を求めます。

暫時休憩いたします。

午後１時８分休憩

午後１時９分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

請願第30－１号について、採択すべきものと

することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○髙橋委員長 挙手少数。

それでは、念のために反対採決を行います。

請願第30－１号について、不採択とすることに

賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○髙橋委員長 挙手多数。よって、請願第30－

１号は不採択とすることになりました。

次に、請願第34号の取り扱いはいかがいたし

ましょうか。

暫時休憩いたします。

午後１時10分休憩

午後１時12分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

請願第34号について、採決との御意見がござ

いますので、お諮りいたします。

この際、請願を採決することに御異議ござい

ませんか｡

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 請願第34号について採択すべき

ものとすることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○髙橋委員長 挙手全員。よって、請願第34号

は採択することに決定いたしました。

意見書についてであります。



- 145 -

昨日御提案のありました一括交付金制度化の

充実した検討を求める意見書についてでありま

す。お手元に配付の意見書案について何か御意

見はありませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時13分休憩

午後１時15分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

それでは、お諮りいたします。

意見書案につきましては、案文の５行目から

５行分、文章を少し修正した上で当委員会発議

とすることに御異議ありませんか｡

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 御異議ありませんので、そのよ

うに決定いたします。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

県民政策及び行財政政策に関する調査につい

ては、継続審査といたしたいと思いますが、御

異議ありませんか｡

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 御異議ありませんので、この旨、

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子についてであります。

委員長報告の項目として、特に御要望等はあり

ませんか。

〔｢一任｣と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、委員長報告につきま

しては、正副委員長に御一任いただくことで御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 では、そのようにいたします。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 以上で委員会を終了いたします。

午後１時17分閉会




